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第１部 府中市の防災力の高度化に向けて 
 



震災編 第１部 第１章 地域防災計画（震災編）の概要 

第１節 計画の目的及び前提 
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１
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第１章 地域防災計画（震災編）の概要 

 

第１節 計画の目的及び前提 

１ 計画の目的 

１－１ 計画の目的 

○ この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４２条の規定に基

づき「府中市防災会議」が策定する計画である。 

市、防災関係機関（都、自衛隊、指定地方公共機関、協力機関等）、地域の防災

組織及び市民が総力を結集し、持てる力を発揮して、地震災害の予防対策、応急

対策、復旧対策及び震災復興を実現するため、必要な体制や役割分担などを明確

にし、総合的かつ計画的な防災対策の整備及び推進を図り、震災が発生した際に

は、市民の生命・身体、財産などを保護するとともに、市内の被害を最小限にし、

都市機能を維持していくことを目的としている。 

 

 

 

１－２ 計画の前提 

○ 防災対策は、被災者の視点に立って推進することが重要であり、とりわけ、女性

や高齢者、子どもなどに対しては、きめ細かい配慮が必要である。 

この計画では、第１部第３章第２節に掲げる「府中市の被害想定と概要」及び「東

京都地域防災計画」、東日本大震災後に改正された「災害対策基本法」の改正趣旨

等を踏まえ、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参

画を拡大し、男女双方の視点に配慮した防災対策を推進していく。 

災害対策基本法第４２条（抜粋） 
 

（市町村地域防災計画） 

第４２条 市町村防災会議は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る

市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必

要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、

当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県

の都道府県地域防災計画に抵触するものであってはならない。 
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第２節 計画の構成 
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第２節 計画の構成 

○ この計画では、市、防災関係機関、事業者及び市民が行うべき防災対策について、それ

ぞれ「予防対策」「応急対策」「復旧対策」の各段階に分けて記載している。 

構成と主な内容は、次のとおりである。 

 

構 成 主 な 内 容 

第１部 

府中市の防災力の高度化に向けて 
○ 計画の目的や構成、習熟と修正、防災理念 

第２部 

施策ごとの具体的計画 

（予防・応急・復旧計画） 

○ 市及び防災関係機関等が行う予防対策、市民及び事

業者等が行うべき措置 

○ 地震発生後に市及び防災関係機関等が取るべき応

急・復旧対策、災害救助法の適用 等 

第３部 

災害復興計画 
○ 被災者の生活再建や都市復興を図るための対策 等 

 

第３節 計画の位置付け 

○ 府中市の防災計画は、「府中市地域防災計画」と「下位計画」が、防災対策の中枢を担っ

ている。 

地域防災計画は、総合的な防災対策の方針が示されている計画であり、「下位計画」と

は「要綱・要領」「行動マニュアル」「協定・覚書」など、具体的に行動するための計画を

いう。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
府中市の防災対策 

 
府中市地域防災計画 

下位計画 

 

対策の方針 

方針に基づく具体的な行動計画 

 

●具体例  

 ・府中市災害対策本部マニュアル 

・府中市避難所管理運営マニュ 

アル策定ガイドライン 

・事業継続計画（BCP）地震編 

 

●具体例  

・府中市災害対策本部運営要領 

･ 府中市震災時特別非常配備態勢 

初動班に関する要領 

・府中市水防応急対策室運営要領 

 

●具体例  

 ・災害時における飲料水等の供給

協力に関する協定書 

・大規模災害時の相互応援に関す

る協定 

 

府中市地域防災計画 

 

行動マニュアル 
 

要綱・要領 
 

その他協定・覚書 
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第４節 計画の習熟 

○ 各防災関係機関は、平素から危機管理の一環として、地震防災対策を推進する必要があ

る。このため、震災に関する施策、事業がこの計画に合致しているかを毎年点検し、必

要に応じて、見直すとともに、所属職員等に対する教育や訓練を通して、本計画の習熟

を図り、地震災害への対応能力を高めていく。 

 

第５節 計画の修正 

○ この計画は、毎年検討を加え、必要があると認めるときは修正を行う。 

 

第６節 地区防災計画 

○ 平成２５年６月に改正された「災害対策基本法」第４２条及び第４２条の２において規

定。 

○ 一定の地区内において、その地区の居住者及び事業者は、「自助」・「共助」の精神に基

づき行う防災活動について、「地区防災計画」を作り、府中市防災会議に提案し、その規

定内容について「府中市地域防災計画」に定めることができる。 

 

 

 

 

防災会議の様子 
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第２章 修正方針について 

 

第１節 修正の経緯 

○ 東京都防災会議では、「首都直下地震等による東京の被害想定」、「南海トラフ巨大地震

等による東京の被害想定」、東日本大震災や平成２８年熊本地震などの最近の大規模地震

などから得た教訓、近年の社会経済情勢の変化などを反映し、令和元年７月に「東京都

地域防災計画」を修正した。 

東日本大震災以降も、平成２８年の熊本地震や、平成３０年７月豪雨、令和元年台風１

９号に伴う災害など、全国各地で激甚な災害が頻発し、これらの災害においては、自治

体間の広域避難体制による「公助」の重要性や、平常時から災害時にかけての「自助」「共

助」の役割の重要性が鮮明となった。 

このため、「府中市地域防災計画」についても、「東京都地域防災計画」の改正趣旨や最

新の防災体制、災害対策を踏まえて修正を行う。 

 

災害対策基本法の主な改正趣旨（平成２４年６月） 

 

１ 広域な災害に対する即応力の強化 

  ・災害発生時における積極的な情報の収集・伝達・共有を強化 

  ・地方公共団体間の相互応援等を円滑化するための平素の備えの強化 

 

２ 大規模広域な災害時における被災者対応の改善 

  ・都道府県・国が要請等を待たず自らの判断で物資等を供給できることなど、救

援物資等を被災地に確実に供給する仕組みを創設 

  ・市町村・都道府県の区域を越える被災住民の受入れ（広域避難）に関する調整

規定を創設 

 

３ 教訓伝承、防災教育の強化や多様な主体の参画による地域の防災力の向上 

・各防災関係機関において防災教育を行うことを努力義務化する旨を規定 

・地域防災計画に多様な意見を反映できるよう、地方防災会議の委員として、自

主防災組織を構成する者又は学識経験のある者を追加 
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災害対策基本法の主な改正趣旨（平成２５年６月） 

 

１ 大規模広域な災害に対する即応力の強化等 

 

２ 住民等の円滑かつ安全な避難の確保 

・市町村長は、学校等の一定期間滞在するための避難所と区別して、安全性等

の一定の基準を満たす施設又は場所を、緊急時の避難場所としてあらかじめ

指定すること。 

・市町村長は、高齢者、障害者等の災害時の避難に特に配慮を要する者につい

て名簿を作成し、本人からの同意を得て消防、民生委員等の関係者にあらか

じめ情報提供するものとするほか、名簿の作成に際し必要な個人情報を利用

できることとすること。 

・市町村長は、防災マップの作成等に努めること。 

 

３ 被災者保護対策の改善 

・市町村長は、緊急時の避難場所と区別して、被災者が一定期間滞在する避難

所について、その生活環境等を確保するための一定の基準を満たす施設を、

あらかじめ指定すること。 

・災害による被害の程度等に応じた適切な支援の実施を図るため、市町村長が

り災証明書を遅滞なく交付しなければならないこととすること。 

・市町村長は、被災者に対する支援状況等の情報を一元的に集約した被災者台

帳を作成することができるものとするほか、台帳の作成に際し必要な個人情

報を利用できることとすること。 

 

４ 平素からの防災への取組の強化 

・「減災」の考え方等、災害対策の基本理念を明確化すること。 

・災害応急対策等に関する事業者について、災害時に必要な事業活動の継続に

努めることを責務とするとともに、国及び地方公共団体と民間事業者との協

定締結を促進すること。 

・住民の責務に生活必需物資の備蓄等を明記するとともに、市町村の居住者等

から「地区防災計画」を提案できることとすること。 

・国、地方公共団体とボランティアとの連携を促進すること。 
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第２節 修正の方針 

○ 次の基本的な視点に基づき、「府中市地域防災計画」を見直す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 府中市の防災対策は、「府中市地域防災計画」と「下位計画」が防災対策の中枢を担っ

ており、これらに基づき対策を推進する。 

総合的な防災対策の方針を示す「府中市地域防災計画」と、具体的に行動するための

「下位計画」である「要綱・要領」、「行動マニュアル」、「協定・覚書」を整理し、この

「下位計画」の充実を図ることで、本市の防災体系を社会状況の変化に柔軟に対応でき

るものとする。 

２ 府中市の防災体系を整理 

 
 
 

 

 

○ 府中市の被害想定の拡大に伴い、東京都と連携した災害対策等の拡充が必要であること

から、「東京都地域防災計画」に準拠した構成とする。 

１ 「東京都地域防災計画」に準拠した構成とする 
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第３章 府中市の現状と被害想定 

 

第１節 府中市の概況 

１ 位置及び地勢 

○ 府中市は、首都東京の副都心新宿から西方約２２ｋｍに位置し、東は調布市及び三鷹

市、西は国立市、南は多摩市及び稲城市、北は小金井市及び国分寺市に接している。 

市の南端を流れる多摩川から北へ１．７ｋｍにわたって海抜約４０ｍの平坦地が広が

り、東西に走る平均約６～７ｍの崖線から北へ約２．５ｋｍにわたって立川段丘が広

がっている。市内で最も高いところは武蔵台３丁目の海抜８２ｍである。 

地質は１０万年以上前の基盤層の上に、古多摩川や多摩川の侵食、氾濫により形成さ

れた礫層からなる段丘面が形成されている。その上に宅地などには良好な支持力を持

つといわれている関東ローム層と呼ばれる地層が堆積している。多摩川沿いの低地は

宅地化により盛土等の造成が進んでおり、このような地域は軟弱な地盤となっている。 

 

【府中市の位置及び地勢】 

面 積 面積２９.４３k㎡ 

緯 度 経 度 
東経１３９度２８分４０秒 

北緯 ３５度４０分 ８秒 

標 高 ４０ｍ～８２ｍ 

広 が り 
東西８.７５ｋｍ 

南北６.７０ｋｍ 

地 形 段丘及び平坦地 

地 質 ローム質（火山灰質）土壌及び砂礫質土壌 

（資料１ 「府中市付近の地形」） 

（資料２ 「府中市付近の地質」） 
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東京都内位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中市の地形 
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府中市航空写真（平成２０年５月撮影） 

 

２ 人口 

２－１ 人口 

○ 人口は、２５３，６４６人（平成２５年７月１日現在、住民基本台帳）である。

人口は増加傾向にあり、「府中市総合計画」では、平成３３年度の将来人口を 

２５９，０００人としている。 

 

【府中市の人口と世帯】                （平成２５年７月１日現在） 

区 分 
人 口 

総数 男 女 

日本人 ２４９,４８９人 １２６,７９９人 １２２,６９０人 

外国人 ４,１５７人 １,７２２人 ２,４３５人 

合 計 ２５３,６４６人 １２８,５２１人 １２５,１２５人 

 

世 帯 数 

総世帯数 日本人のみの世帯数 外国人のみの世帯数 
日本人と外国人の 

複数国籍世帯数 

１１８,９９４世帯 １１５,８４８世帯 ２,０１９世帯 １,１２７世帯 
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２－２ 昼夜間人口 

○ 大手企業の工場や府中駅近辺の百貨店などの店舗、大東京綜合卸売センター（市

場）、日鋼町の府中インテリジェントパーク、東京競馬場、多摩川競艇場など就業

施設も多く、市外から市内への流入人口は６４，３７４人であり、近隣市と比較

すると多い。 

○ 東京都区部や郊外拠点への交通の利便性から、通勤・通学による市内から市外へ

の流出人口が７３，５０１人となっている。 

○ 国勢調査によれば、夜間人口が２５５，５０６人に対して昼間人口が２４６，３８０人と昼間と

夜間の人口の差は少ない。昼間と夜間で防災計画上の想定人数を大きく変える必

要はなく、地域防災計画では住民基本台帳を基本とした人口に対しての防災対策

を講じる。 

（資料３ 「住民基本台帳による町丁別世帯数及び男女別人口」） 

 

【府中市の昼間・夜間人口】 

昼間人口 流入人口 流出人口 夜間人口 
昼夜間人口比率 

(夜間人口＝１００％） 

２４６，３８０人 ６４，３７４人 ７３，５０１人 ２５５，５０６人 ９６．４％ 

平成２２年国勢調査より 

 

３ 交通 

３－１ 道路 

○ 東京の区部と立川、八王子等の郊外拠点を、中央自動車道、国道２０号、東八道

路が東西に結び、南北方向を小金井街道、府中街道、鎌倉街道が結ぶ。 

 

３－２ 鉄道 

○ ＪＲ南武線、ＪＲ武蔵野線、京王電鉄京王線と競馬場線、西武鉄道多摩川線が市

内を通り、東京の区部と郊外拠点（京王線、南武線）、神奈川方面（南武線）、埼

玉・千葉方面（武蔵野線）を鉄道各線で結んでいる。 

○ 市内には京王線をはじめ鉄道駅が多く、駅数は１４に上る。 

【府中市内の鉄道路線と駅】 

路 線 駅 名 

東日本旅客 

鉄道（ＪＲ） 

南武線 府中本町駅－分倍河原駅－西府駅 

武蔵野線 北府中駅－府中本町駅 

西 武 鉄 道 多摩川線 是政駅－競艇場前駅－白糸台駅－多磨駅 

京 王 電 鉄 
京王線 

中河原駅－分倍河原駅－府中駅－東府中駅－多磨霊園駅－

武蔵野台駅 

競馬場線 府中競馬正門前駅－東府中駅 
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第２節 府中市の被害想定と概要 

１ 被害想定の見直しの経過 

○ 東京都防災会議では、都内の区市町村ごとに地震による被害想定を公表している。こ

れまでの「府中市地域防災計画」は、平成１８年５月に公表した「首都直下地震によ

る東京の被害想定」の被害想定に基づいた計画である。 

○ 平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震では、震源から遠く離れた東

京においても、液状化や大量の帰宅困難者の発生などの被害が生じたことから、東京

都防災会議では、平成２４年４月に、客観的なデータや最新の科学的知見に基づいた

被害想定の見直しを行い「首都直下地震等による東京の被害想定」を公表している。 

 

２ 想定する地震と震度 

○ 「府中市地域防災計画（平成２０年修正）」では、多摩直下地震を想定していたが、

今回の東京都の修正では、多摩直下地震（被害想定見直し）に加え、東京湾北部地震、

元禄型関東地震、立川断層帯地震による被害想定を行っている。 

○ この被害想定の見直しにより、府中市で想定される最大震度は震度６弱から震度６強

になり、被害の範囲も大きくなっている。 
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【想定する地震と府中市の最大震度】 

項  目 内    容 

種  類 
従来 

（多摩直下地震） 

東京湾北部

地震 

多摩直下地震 

（プレート境界

多摩地震） 

元禄型関東 

地震 

立川断層帯 

地震 

震  源 東京都多摩地域 東京湾北部 東京都多摩地域 神奈川県西部 東京都多摩地域 

規  模 

マグニチュード

（以下「Ｍ」と表

記する。）６.９

及び M７.３ 

Ｍ７.３ Ｍ８.２ Ｍ７.４ 

震 源 の 

深   さ 

約３０ｋｍ～ 

５０ｋｍ 
約２０ｋｍ～３５ｋｍ 

約０ｋｍ～ 

３０ｋｍ 

約２ｋｍ～ 

２０ｋｍ 

府中市の 

最大震度 
６弱 ６弱 ６強 ６弱 ６強 

 

３ 被害想定 

○ 被害は、「東京都地域防災計画」に準じて、次のとおり、地震が朝、昼、夕方の時間

帯に発生したことを想定して、３つのパターンを示している。 

○ 「府中市地域防災計画」は、各想定地震における被害数値のうち、各項目の最大値（「４ 

想定結果の概要」表中の下線部）を想定し定めるものとする。 

 

【被害想定の条件】 

季節・時刻・風速 想定される被害 

冬の朝５時 

 

風速 

 ４ｍ／秒 

 ８ｍ／秒 

○ 兵庫県南部地震と同じ発生時間 

○ 多くの人々が自宅で就寝中に被災するため、家屋倒壊に

よる圧死者が発生する危険性が高い。 

○ オフィスや繁華街の屋内外滞留者や、鉄道・道路利用者

は少ない。 

冬の昼１２時 

 

風速 

 ４ｍ／秒 

 ８ｍ／秒 

○ オフィス、繁華街、映画館等に多数の滞留者が集中して

おり、店舗等の倒壊、落下物等による被害拡大の危険性

が高い。 

○ 住宅内滞留者数は、１日の中で最も少なく、老朽木造家

屋の倒壊による死者数は冬の朝５時と比較して少ない。 

冬の夕方１８時 

 

風速 

 ４ｍ／秒 

 ８ｍ／秒 

○ 火気器具利用が最も多いと考えられる時間帯で、これら

を原因とする出火数が最も多くなるケース 

○ オフィスや繁華街周辺、ターミナル駅では、帰宅、飲食

のため多数の人が滞留 

○ ビル倒壊や落下物等により被災する危険性が高い。 

○ 鉄道、道路もほぼラッシュ時に近い状況で人的被害や交

通機能支障による影響拡大の危険性が高い。 
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４ 想定結果の概要 

４－１ 最大震度 

○ これまで想定していた最大震度は「震度６弱」であったが、新たな被害想定では、

府中市の最大震度は「多摩直下地震」及び「立川断層帯地震」の際に「震度６強」

と想定されている。これに伴い、死者、負傷者などの人的被害や、建物やライフ

ラインなどの物的被害の想定も大きくなっている。 

【府中市で想定される最大震度】 

種類 
従来 

多摩直下地震 

東京湾北部 

地震 

多摩直下 

地震 

元禄型関東 

地震 

立川断層帯 

地震 

最大震度 ６弱 ６弱 ６強 ６弱 ６強 

 

【（参考）震度による人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況（気象庁）】 

震度 人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

５弱 

大半の人が、恐怖
を覚え、物につか
まりたいと感じ
る。 

電灯などのつり下げ物は激し
く揺れ､棚にある食器類、書棚
の本が落ちることがある。座り
の悪い置物の大半が倒れる。固
定していない家具が移動する
ことがあり、不安定なものは倒
れることがある。 

まれに窓ガラスが割れて落ち
ることがある。電柱が揺れる
のがわかる。道路に被害が生
じることがある｡ 

５強 

大半の人が、物に
つかまらないと
歩くことが難し
いなど、行動に支
障を感じる。 

棚にある食器類や書棚の本で、
落ちるものが多くなる。テレビ
が台から落ちることがある。固
定していない家具が倒れるこ
とがある。 

窓ガラスが割れて落ちること
がある。補強されていないブ
ロック塀が崩れることがあ
る。据付けが不十分な自動販
売機が倒れることがある。自
動車の運転が困難となり、停
止する車もある。 

６弱 
立っていること
が困難になる。 

固定していない家具の大半が
移動し、倒れるものもある｡ド
アが開かなくなることがある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破
損、落下することがある。 

６強 
立っていること
ができず、はわな
いと動くことが
できない。揺れに
ほんろうされ、動
くこともできず、
飛ばされること
もある。 

固定していない家具のほとん
どが移動し、倒れるものが多く
なる。 

壁のタイルや窓ガラスが破
損、落下する建物が多くなる。
補強されていないブロック塀
のほとんどが崩れる。 

７ 
固定していない家具のほとん
どが移動したり倒れたりし、飛
ぶこともある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破
損､落下する建物がさらに多
くなる。補強されているブロ
ック塀も破損するものがあ
る。 

 

４－２ 死者・負傷者 

○ 立川断層帯地震による死者・負傷者が最大となっている。死亡は揺れによる建物

倒壊を原因とするものが多く、負傷は建物火災を原因とするものが多いとされて

いる。 

【地震別の死者・負傷者数】 
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種類 
従来 

多摩直下地震 

東京湾北部 

地震 

多摩直下 

地震 

元禄型関東 

地震 

立川断層帯 

地震 

死者 72 人(*1) 10 人(*2) 72 人(*2) 33 人(*3) 136人(*2) 

負傷者 1,569 人(*1) 331人(*3) 1,568 人(*3) 1,109 人(*3) 1,894 人(*3) 

*1 冬 18 時・風速 15m/s の場合 *2 冬 18 時・風速 8m/s の場合 *3 冬 5 時・風速 8m/s

の場合 

４－３ 建物被害 

○ 立川断層帯地震による建物倒壊が最大となっている。古い建物が減少し、建物の

耐震化が進んでいるが、木造住宅については、非木造住宅と比較して被害を受け

る割合が大きい。 

○ 立川断層帯の想定地震では、他の想定地震に比べて、全壊棟数・焼失棟数が多い。 

○ 東京湾北部地震では、多磨町付近で全壊棟数が多い。 

○ 多摩直下地震では、西原町、武蔵台、栄町、新町、小柳町付近で全壊棟数が多い。 

○ 元禄型関東地震では、北山町、西原町、武蔵台、小柳町付近で全壊棟数が多い。 

○ 立川断層帯地震では、北山町、武蔵台付近で全壊棟数が多い。 

○ 焼失棟数は、建築物の難燃化等を理由に減少傾向にあるが、市域内では相対的に、

東京湾北部地震、元禄型関東地震、立川断層帯地震において、北山町、西原町、

栄町、新町付近で焼失棟数が多く、多摩直下地震では、北山町、西原町に加え、

本宿町、美好町、分梅町、片町付近で多い。 

（資料４ 「総合出火危険度の高い地域」） 

【建物の被害状況】 

種別 
従来 

多摩直下地震 

東京湾北部 

地震 

多摩直下 

地震 

元禄型関東 

地震 

立川断層帯 

地震 

全壊棟数 ５４９棟 ８８棟 １，０５２棟 ４６１棟 １，５５９棟 

半壊棟数 － １，２８８棟 ４，７３２棟 ３，８７０棟 ４，７４８棟 

全壊率 
木造 １．１％ ０．１％ １．９％ ０．９％ ２．９％ 

非木造 ０．３％ ０．１％ ０．８％ ０．３％ １．３％ 

半壊率 
木造 － ２．２％ ８．０％ ７．０％ ８．２％ 

非木造 － ０．７％ ３．１％ １．５％ ４．１％ 

出火件数 １５件 ３件 １０件 ５件 １８件 

焼失棟数 

（倒壊建物含む） 
１１，５１９棟 ２８９棟 １，３３７棟 ３８５棟 ３，４５０棟 

焼失棟数 

（倒壊建物含まない） 
 ６，２２３棟 ２８８棟 １，３１５棟 ３８２棟 ３，３６４棟 

※ 全壊率・半壊率は揺れによる被害の値 ※ 焼失建物に倒壊した建物を含む場合

と含まない場合を示す。 ※ 従来の多摩直下地震は、冬１８時・風速１５ｍ／

ｓの場合、他は冬１８時・風速８ｍ／ｓの場合 
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【震度分布（立川断層帯地震 (Ｍ７．４)（破壊開始点が南側の場合）】 

 

「首都直下地震等による東京の被害想定」より 

 

４－４ 避難者 

○ 立川断層帯地震による避難者数が最大となり、６万人を越える避難者が想定され

ている。 

○ 避難者のうち、家屋の倒壊等により、一時的に「避難所」での生活を要する者を

「避難生活者」といい、これまでより約７千人多い、３９，９８０人と想定され

ている。 

【避難者数】 

種別 
従来 

多摩直下地震 

東京湾北部 

地震 

多摩直下 

地震 

元禄型関東 

地震 

立川断層帯 

地震 

避難者数 ５０，３６１人 １６，６３７人 ４２，４５２人 ３６，２１５人 ６１，５０７人 

避難生活者数 ３２，７３４人 １０，８１４人 ２７，５９４人 ２３，５４０人 ３９，９８０人 

 

４－５ 帰宅困難者数 

○ 災害時に府中市に滞留する人数（滞留者数）は２１万人、そのうち、近距離に居

住する者を除いた人数（徒歩帰宅困難者数）は、６万人以上が想定されている。 

○ 鉄道等の運行停止により、大量の帰宅困難者が発生するとともに、府中駅及び府

中本町駅に乗客等が集中し、混乱することが想定される。 
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【帰宅困難者数】 

種別 従来 今回 

滞留者数 １６４，３９２人 ２１２，０２５人 

徒歩帰宅困難者数 ３２，３３２人 ６６，１５３人 

 

４－６ 水道 

○ 水道の断水率は立川断層帯地震で最も大きく４５．１％となっている。 

【上水道（断水率）】 

種別 
従来 

多摩直下地震 

東京湾北部 

地震 

多摩直下 

地震 

元禄型関東 

地震 

立川断層帯 

地震 

断水率 ２２％ １６．２％ ３１．６％ ３３．２％ ４５．１％ 

 

４－７ 下水道 

○ 下水道の管きょ被害率は、立川断層帯地震で最も大きく２１．３％となっている。 

【下水道（管きょ被害率）】 

種別 
従来 

多摩直下地震 

東京湾北部 

地震 

多摩直下 

地震 

元禄型関東 

地震 

立川断層帯 

地震 

管きょ被害率 ３０．２％ １７．６％ １９．９％ １８．６％ ２１．３％ 

 

４－８ 電気 

○ 立川断層帯地震における停電率が最も高く１３．１％と想定されている。 

【停電率】 

種別 
従来 

多摩直下地震 

東京湾北部 

地震 

多摩直下 

地震 

元禄型関東 

地震 

立川断層帯 

地震 

停電率 ３０．２％ １．４％ ７．５％ ３．２％ １３．１％ 

 

４－９ ガス 

【ガス供給支障率】 

種別 
従来 

多摩直下地震 

東京湾北部 

地震 

多摩直下 

地震 

元禄型関東 

地震 

立川断層帯 

地震 

ガス供給支障率 ０．０％ １．５％ １００．０％ １．５％ ９８．５％ 
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４－１０ 固定電話・携帯電話 

○ 固定電話は立川断層帯地震での不通率が最も大きく７．８％となっている。 

○ 携帯電話は、立川断層帯地震での不通エリアが最も大きく、北山町などの市内一

部で不通となることが想定されている。なお、震災直後においては、携帯会社に

よる通話規制等により、一時的に全ての端末において不通になることも想定され

る。 

【固定電話不通率】 

種別 
従来 

多摩直下地震 

東京湾北部 

地震 

多摩直下 

地震 

元禄型関東 

地震 

立川断層帯 

地震 

固定電話不通率 ８．９％ ０．６％ ３．２％ ０．９％ ７．８％ 

 

【携帯電話不通分布（立川断層帯地震 冬１８時 風速８ｍ/ｓ）】 

「首都直下地震等による東京の被害想定」より 

 

４－１１ 細街路の閉塞 

○ 細街路の閉塞とは、道路の幅員が１３ｍ未満の道路において、揺れや液状化現象

によって道路周辺の家屋等が倒壊することにより通行可能な道路幅員が３ｍ以下

となり、当該区間が通行できなくなる状態を言う。 

○ 府中市内では立川断層帯地震の場合に閉塞されるエリアがもっとも大きくなる

と想定されており、北山町、西原町、四谷などでの閉塞が想定されている。 
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４－１２ 震災廃棄物 

○ 震災廃棄物は最も被害の大きい立川断層帯地震で６１万トン、７４万㎥が想定さ

れている。 

【震災廃棄物】 

種別 
従来 

多摩直下地震 

東京湾北部 

地震 

多摩直下 

地震 

元禄型関東 

地震 

立川断層 

地震 

重量 ３０万トン ９万トン ４５万トン ２５万トン ６１万トン 

体積 － １２万㎥ ５５万㎥ ３４万㎥ ７４万㎥ 

 



震災編 第１部 第４章 被害軽減と再生に向けた目標（減災目標） 

第１節 目標の位置付け 

 

震－20 

第
１
部 

第
４
章 

第４章 被害軽減と再生に向けた目標（減災目標） 

 

第１節 目標の位置付け 

○ 「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」における府中市の被害想定を踏まえ、

人的・物的被害の軽減と市地域の早期復旧・復興のため、減災目標を定め、市民、東京

都、防災関係機関、事業者と協力して災害対策を推進する。 

○ この減災目標は１０年以内に達成する。 

 

第２節 減災目標 

目標１ 被害軽減 

 

○ 立川断層帯地震Ｍ７．４、冬１８時の場合、府中市における死者数は１３６人と想定

され、その内訳は「揺れによる建物倒壊による死者」が６４人、「火災延焼による死

者」が７１人、「急傾斜地崩壊による死者」が１名となっている。 

○ 避難者は、６１，５０７人と想定され、内訳は「避難生活者」が３９，９８０人、「疎

開者」２１，５２８人となっている。 

○ 建築物の全壊・焼失棟数は、「全壊」１，５５９棟、「焼失」３，４５０棟となってい

る。 

○ これら被害の半減のため、主に次の対策を推進する。 

・ 住宅及び特定緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化推進 

・ 家具類の転倒等防止器具の設置促進 

・ 消防水利の拡充 

・ 消防団の活動能力向上 

・ 市民（自主防災組織）や事業所の防災力（初期消火、救助、応急手当）の向上 

・ 地区計画等による市街地の整備 

・ 要配慮者に対する支援体制の強化 

・ 緊急時の市民への情報伝達手段の拡充 

・ 負傷者等の医療・搬送体制の強化 

・ 家庭における３日分以上の水・食料等の備蓄推進 

・ ライフラインの耐震化推進 

・ 優先啓開道路の拡充 
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目標２ 機能確保と安全確保 

 

① 中枢機能を支える施設（市庁舎、避難所等）の機能停止の回避 

○ 発災後の各種対策を推進する拠点となる市庁舎や避難施設等について、その機能

を維持するとともに十分発揮できるよう主に次の対策を推進する。 

・ 施設の耐震化の推進 

・ 事業継続計画の策定 

・ バックアップ・代替施設の確保 

・ 停電対策 

・ 各機関や拠点間の情報連絡体制の整備 

・ 優先啓開道路の拡充 

 

② 帰宅困難者の安全の確保 

○ 東日本大震災時には、府中市においても多数の帰宅困難者が発生し、このうち 

１，４４０名が市で設置した一時滞在施設を利用した。 

○ 東京都を震源とする大規模な地震が発生した場合には、さらに多くの帰宅困難者

が発生し、混乱することが想定されることから、帰宅困難者の安全確保のため、

主に次の対策を推進する。 

・ 市帰宅困難者対策協議会における検討 

・ 事業所等における施設内待機のための３日分以上の水・食料等の備蓄推進 

・ 一時滞在施設の拡充 

・ 帰宅困難者への必要な情報の提供と誘導 
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目標３ 都市機能の早期回復 

 

○ 東京都地域防災計画で示す、ライフライン機能の回復目標（９５％以上）を、本市に

おける各ライフライン事業者によるライフライン回復目標とする。 

 

電 力 ７日 

通 信 １４日 

ガ ス ６０日 

上 水 道 ３０日 

下 水 道 ３０日 

 

○ 府中市では、所管する下水道施設について、主に次の対策を推進する。 

・ 下水道管の耐震化 

・ 特定緊急輸送道路沿道建物の耐震化による復旧のための交通網の整備 

・ 災害後の整備復旧体制の確立 

 

○ 上記のほか、被災者の早期生活再建を支援するため、主に次の対策を推進する。 

・ 避難所の管理運営体制の確立 

・ 避難者のための各種備蓄品の確保 

・ 各施設及び管路等の耐震化促進 

・ り災証明の早期発行体制の構築 

・ 義援金の迅速な配分体制の構築 

・ 応急仮設住宅の効率的な供給体制の構築 
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第２部 施策ごとの具体的計画

（災害予防・応急・復旧計画） 
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第１章 基本的責務と役割 

 

第１節 基本理念及び基本的責務 

 

１ 基本理念 

○ 大規模な災害においては、市・防災関係機関だけでなく、市民、家庭、自主防災組織、

自治会、事業所等が中心となって、「自らの生命は自らが守る」、「自分たちのまち

は自分たちで守る」との考えに基づき行動することが求められる。また、東日本大震

災、阪神・淡路大震災においても、自身や家族による「自助」と地域の連携による「共

助」により、多くの命が救われている。 

市では、「市民」「自主防災組織、自治会、事業所等」「市・防災関係機関」の３者

が連携する「自助・共助・公助」を基本理念とし、「市民」が主体的に防災活動に参

加し、各機関と協働して防災力の向上を推進していく。 

 

 

防災対策における 
連携・協力 

 

自  助 

市民が自らを 

災害から守ること 

公  助 
市・都・国・防災関係機関が市

民を災害から守ること 

共  助 
自主防災組織・自治会・事業所等の 
地域社会が協力して地域を災害から 

守ること 
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２ 基本的責務 

２－１ 市の責務 

○ 市は、震災対策のあらゆる施策を通じて、市民の生命・身体及び財産を震災から

保護し、その安全を確保するとともに、震災後の市民生活の再建及び安定並びに

都市の復興を図るため、最大の努力を払わなければならない。 

○ 市は、震災時における避難並びに救出及び救助を円滑に行うため、必要な体制の

確立及び資器材の整備に努めなければならない。 

 

２－２ 市民の責務 

○ 市民は、震災時の被害を防止するため、自己の安全の確保に努めるとともに、相

互に協力し、市民全体の生命、身体及び財産の安全の確保に努めなければならな

い。 

○ 市民は、次に掲げる事項について、自ら震災に備える手段を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

① 建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確保 

② 家具類の転倒・落下・移動の防止 

③ 出火の防止 

④ 初期消火に必要な用具の準備 

⑤ 飲料水及び食糧の確保 

⑥ 避難の経路、場所及び方法並びに徒歩による帰宅経路についての確認 

⑦ 家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段の確保 

○ 市民は、震災後の市民生活の再建及び安定並びに都市の復興を図るため、地域社

会を支える一員としての責任を自覚し、震災後においては、相互に協力し、事業

者、ボランティア及び市その他の行政機関との協働により、自らの生活の再建及

び居住する地域の復興に努めなければならない。 

○ 市民は、市その他の行政機関が実施する震災対策事業に協力するとともに、自発

的な震災対策活動への参加、その他の取組により震災対策に寄与するよう努めな

ければならない。 
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２－３ 事業者の責務 

○ 事業者は、市、その他の行政機関が実施する震災対策事業及び前項の市民が協働

して行う地域の復興に関する活動に協力するとともに、事業活動に当たっては、

その社会的責任を自覚し、震災の防止、震災後の市民生活の再建及び安定並びに

都市の復興を図るため、最大の努力を払わなければならない。 

○ 事業者は、事業活動に関して震災時の被害を防止するため、事業所に来所する顧

客、従業者等及び事業所の周辺地域における住民(以下、「周辺住民」という。)

並びに管理する施設及び設備について、安全の確保に努めなければならない。 

○ 事業者は、「東京都帰宅困難者対策条例」（平成２４年東京都条例第１７号 平

成２５年４月施行）に基づき、震災時には、施設の安全等を確認した上で、従業

者を事業所内に待機させる等、一斉帰宅の抑制に努めなければならない。そのた

め、あらかじめ、従業者の３日分の飲料水及び食糧等を備蓄するよう努めなけれ

ばならない。 

○ 事業者は、あらかじめ、従業者との連絡手段の確保に努めるとともに、従業者に

対して、家族等との連絡手段を確保すること、避難の経路、場所及び方法並びに

徒歩による帰宅経路の確認等の周知に努めなければならない。 

○ 事業者は、その管理する事業所の周辺地域における震災の被害を最小限にとどめ

るため、周辺住民に対する震災対策活動の実施等、周辺住民等との連携及び協力

に努めなければならない。 

○ 事業者は、その事業活動に関して震災を防止するため、都及び市が作成する「地

域防災計画」を基準として、事業所単位の防災計画(以下「事業所防災計画」とい

う。)を作成しなければならない。 
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第２節 各主体の役割 

 

１ 市と市民の役割 

 

名称 内 容 

市 

１ 市防災会議に関する事項 

２ 防災に係る組織及び施設に関する事項 

３ 災害情報の収集及び伝達に関する事項 

４ 緊急輸送の確保に関する事項 

５ 避難の勧告等及び誘導に関する事項 

６ 消防及び水防に関する事項 

７ 医療、防疫及び保健衛生に関する事項 

８ 帰宅困難者の支援に関する事項 

９ 救助物資の備蓄及び調達に関する事項 

１０ 被災した児童及び生徒の応急教育に関する事項 

１１ ボランティアの支援に関する事項 

１２ 公共施設の応急復旧に関する事項 

１３ 災害復興に関する事項 

１４ 防災に係る知識及び技術の普及啓発に関する事項 

１５ 自主防災組織の育成に関する事項 

１６ 事業所防災に関する事項 

１７ 防災教育及び防災訓練に関する事項 

１８ その他災害の発生及び拡大の防止のための措置に関する事項 

市民 

１ 市民は、自らの生命、身体、財産を守るため、家庭では住宅の安全や食料

等の確保を行うとともに、地域では自主防災組織に参加する。 

２ 防災訓練などを実施して、災害に備えるとともに、災害時には、初期消火、

避難路の確保、家族や救護が必要な人の安全確保、救出、救護などを行う。 

３ いざというときに地域住民同士で助け合えるよう、自治会に加入し、その

活動に積極的に参加するなど地域のコミュニケーションを密にする。 

 



震災編 第２部 第１章 基本的責務と役割 

第２節 各主体の役割 

 

震－28 

第
２
部 

第
１
章 

 

 

２ 都の役割 

 

名  称 内  容 

警視庁 

第八方面本部 

府中警察署 

１ 被害実態の把握及び各種情報の収集に関する事項 

２ 被災者の救出及び避難・誘導に関する事項 

３ 行方不明者の調査に関する事項 

４ 遺体の調査等及び検視に関する事項 

５ 交通規制に関する事項 

６ 公共の安全と秩序の維持に関する事項 

東京消防庁 

第八消防方面本部 

府中消防署 

１ 水災・火災及びその他の災害の予防、警戒及び防御に関する事項 

２ 救急及び救助に関する事項 

３ 危険物施設、火気使用設備器具等の安全化のための規制指導に関

する事項 

４ 市民の防災知識の普及及び防災行動力の向上並びに事業所の自

主防災体制の指導育成に関する事項 

５ 応急救護知識技術の普及及び自主救護能力の向上に関する事項 

東京都北多摩南部 

建設事務所 

１ 河川の保全に関する事項 

２ 道路及び橋りょうの保全に関する事項 

３ 水防に関する事項 

４ 河川及び道路等における障害物の除去に関する事項 

東京都 

多摩府中保健所 

１ 地域保健医療全般の情報センターに関する事項 

２ 防疫その他保健衛生に関する事項 

東京都西部公園 

緑地事務所 

１ 公園の保全及び震災時の利用に関する事項 

東京都下水道局 １ 流域下水道本部所管施設の災害応急対策及び災害復旧工事に関

する事項 

２ 下水道施設の被害調査及び復旧作業の技術支援・広域調整に関す

る事項 

３ 災害時における水再生センターへのし尿搬入及び受入れに関す

る事項 

東京都水道局 １ 応急給水に関する事項 

２ 水道施設の点検、整備及び復旧に関する事項 
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３ 指定公共機関の役割 

○ 指定公共機関とは、独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の

公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理

大臣が指定、告示する機関であり、府中市地域内においては、以下の機関が該当して

いる。 

名  称 内  容 

東日本旅客鉄道㈱ １ 鉄道施設等の安全保安に関する事項 

２ 利用者の避難誘導、駅の混乱防止に関する事項 

３ 災害時における鉄道車両等による救助物資及び避難者等の輸送の

協力に関する事項 

㈱ＮＴＴ東日本 

― 東 京 

 

１ 電信及び電話施設の建設並びにこれらの施設の保全に関する事

項 

２ 災害非常通話の調整及び気象予警報の伝達に関する事項 

東 京 電 力 ㈱ 

武 蔵 野 支 社 

１ 電力施設等の建設及び安全保安に関する事項 

２ 電力需給に関する事項 

３ 大規模停電時の広報に関する事項 

東 京 ガ ス ㈱ １ ガス施設（装置、供給及び製造設備を含む。)の建設及び安全保安

に関する事項 

２ ガスの供給に関する事項 

日 本 郵 便 ㈱ 

武蔵府中郵便局 

１ 郵便事業の運行管理及びこれら施設等の保全に関する事項 

２ 災害時における郵政事業に係る災害特別事務取扱に関する事項 

ア 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

ウ 被災地宛救助用郵便物の料金免除 

エ 被災者救援のための寄附金送金用郵便振替の料金免除 

３ 災害時における緊急連絡用車両の提供に関する事項 

４ 被災した市民の避難先及び被災状況の情報提供に関する事項 
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４ 指定地方公共機関の役割 

○ 指定地方公共機関とは、地方独立行政法人及び公共的施設の管理者並びに都道府県の

地域において電気、ガス、輸送、通信、その他の公益的事業を営む法人のうち、都知

事が指定、告示する機関であり、府中市地域内においては、以下の機関が該当してい

る。 

 

名  称 内  容 

京王電鉄㈱ 
１ 鉄道施設等の安全保安に関する事項 

２ 利用者の避難誘導、駅の混乱防止に関する事項 

３ 災害時における鉄道車両等による救助物資及び避難者等の輸送の

協力に関する事項 
西武鉄道㈱ 

 

５ 協力機関の役割 

○ 市は、災害時における応急・復旧業務を円滑に進めるため、以下の団体と応援協定を

締結し、災害時における協力を依頼している。 

 

名  称 内  容 

国土交通省 

関東地方整備局 
災害時の情報交換に関する協定 

東京都 

２６市・３町・１村 
震災時等の相互応援に関する協定 

国分寺市 災害時の避難場所相互利用に関する協定 

長野県南佐久郡佐久穂

町 
災害時における姉妹都市相互応援協定 

競艇事業施行自治体１

７市 
大規模災害時の相互応援に関する協定 

甲州街道サミット 

参加１２市 
大規模災害発生時等における相互応援に関する協定 

府中警察署 府中市防災行政無線局設置等に関する覚書 

東京消防庁 
東京消防庁府中消防署・府中市中央防災センターの維持管理に

関する協定 
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名  称 内  容 

府中消防署 

１ 非常通信の運用に関する協定 

２ 府中市消防団緊急連絡システムの設置及び運用に関する協

定 

３ 消防水利の設置等に関する協定 

４ 東京消防庁府中消防署が府中市中央防災センターに提供す

る災害情報の取扱いに関する協定 

５ 府中市と東京消防庁府中消防署間における全国瞬時警報シ

ステム（Ｊ－Ａｌｅｒｔ）により配信される情報等の取扱い

に関する覚書 

府中市医師会 災害時の医療救護活動についての協定 

府中市歯科医師会 災害時の歯科医療救護活動についての協定 

東京都柔道整復師会武

蔵野支部 

災害時における東京都柔道整復師会武蔵野支部の協力について

の協定 

府中市薬剤師会 災害時における救護活動に関する協定 

府中市建設業協会 災害時における応急対策業務に関する協定 

日本赤十字社 

東京都支部 

府中市朝日町防災倉庫内の赤十字エイドステーション（帰宅支

援ステーション）資材保管庫の使用に関する覚書 

府中市社会福祉協議会 災害時におけるボランティア活動に関する協定 

東京都石油業組合府中

支部 
災害時における燃料等の優先供給に関する協定 

府中市プロパン 

ガス商工組合 

災害時における応急炊き出し活動等応急対策業務の協力に関す

る協定 

㈳東京都トラック協会

多摩支部 
災害時における緊急輸送業務に関する協定 

府中市管工事協会 災害時における応急給水及び上・下水道応急復旧に関する協定 

市内事業所等 災害時における飲料水の供給協力に関する協定 

市内公衆浴場 災害時における飲料水等の供給協力に関する協定 

株式会社伊藤園 災害時における飲料水等の供給協力に関する協定 

府中市農業生産者団体 災害時における農作物の優先供給に関する協定 

社団法人府中市シルバ

ー人材センター 
災害時における布団乾燥業務の協力に関する協定 

NPO 法人コメリ災害対

策センター 
災害時における物資供給に関する協定 
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名  称 内  容 

東京都麺類共同組合府

中支部 
災害時における麺類等の供給協力に関する協定 

株式会社八洋 災害時における飲料水等の供給協力に関する協定 

府中市酒販組合 災害時における物資の供給協力に関する協定 

特定非営利活動法人府

中電設業協会 
災害時における応急対策業務に関する協定 

株式会社 

ジェイコム東京 
災害時における放送等に関する協定 

放送事業者 放送を活用した避難勧告等の情報伝達の申合せ 

東京多摩青果株式会社 
災害時における東八道路沿線５市に対する青果物の提供及び避

難場所の敷地利用に関する協定 

府中消友会 災害時における地域応急活動に関する協定 

学校法人明星学苑 災害時における一時集合場所の提供に関する協定 

東京都理容生活衛生同

業組合府中支部 
災害時における理容サービス業務の提供に関する協定 

市内老人福祉施設 災害時における老人福祉施設等の使用に関する協定 

府中廃棄物処理事業協

同組合 

地震、風水害等大規模災害時における廃棄物処理等に関する協

定 

社団法人日本心臓血圧

研究振興会 
防災倉庫に関する覚書 

東京多摩葬祭業協同組

合 
災害時における葬祭用品等の供給に関する協定 

公益社団法人東京都獣

医師会多摩東支部 
災害時の動物救護活動についての協定 
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第２章 市民と地域の防災力向上 

 

第１節 本章の概要 

 

阪神・淡路大震災や東日本大震災などの過去の震災では、地震発生直後の住民同士によ

る助け合いによって多くの命が救われており、発災時における「自助」「共助」の重要性

が明らかになっている。 

その充実を図るため、住民に最も近い基礎的自治体である市が、市内の住民や自主防災

組織が行う自発的な防災活動を、一層促進することが求められている。 

 

 

市は、この環境を整備するために、「自分たちのまちは自分たちで守る」ことを防災の

基本理念として、自主防災組織を育成し、市民が防災対策を率先して行う環境づくりに努

めるとともに、府中市消防団の活動体制を整備し、行政機関と地域をつなぐ防災リーダー

としての活動を支援する。 

また、ボランティアの受入れ体制を整備することで、不足することが想定されるマンパ

ワーについて、広域的な支援体制を確保する。 

 

 

「自助」「共助」の担い手である市民、家庭、事業所による、平常時からの備蓄品の整

備、地域防災訓練への参加をはじめ、地震発災直後における初期消火、救助・救出活動、

避難場所への避難行動など、不断の備えを常態化する。 

そして「公助」を担う行政や防災関係機関との連携強化を図ることで、各主体が自発的

に防災活動に取り組み、市民と地域の防災力の向上を推進していく。 

 

現状・背景 

対策の方針 

目標とする到達点 



震災編 第２部 第２章 市民と地域の防災力向上 

第２節 具体的な取組 

 

震－34 

第
２
部 

第
２
章 

 

 

第２節 具体的な取組 

 

発災    １ｈ       ２４ｈ    ７２h 

予防対策 応急対策 復旧対策 

地震前の 

行動 
地震直後の行動 地震後の行動 

○ 自助による市民の防災力の向上(P35) 

○ 自主防災組織の強化(P39) 

○ 府中市消防団の活動体制の充実(P40) 

○ 事業所防災体制の強化(P43) 

○ 市民・行政・事業所等の連携(P46) 

○ ボランティア等の連携・協働(P50) 

● 自助による応急対策の実施(P53) 

● 地域による応急対策の実施(P55) 

● ボランティアとの連携(P56) 

 

 



震災編 第２部 第２章 市民と地域の防災力向上 

第２節 具体的な取組 

【予防対策】１ 自助による市民の防災力の向上 

震－35 

 

第
２
部 

第
２
章 

 

【予防対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 自助による市民の防災力の向上 市、事業所、市民 

２ 自主防災組織の強化 市、自主防災組織 

３ 府中市消防団の活動体制の充実 市、府中市消防団 

４ 事業所防災体制の強化 市、府中消防署、事業所 

５ 市民・行政・事業所等の連携 市、府中消防署、防災関係機関、事業所、市民 

６ ボランティア等の連携・協働 市、都、ボランティア、警視庁、東京消防庁 

 

１ 自助による市民の防災力の向上 

○ 全ての市民、事業所等が自らの生命は自らが守る、自分たちのまちは自分たちで守る

ことを防災の基本として、災害に対する不断の備えを進めるとともに、行政、事業所、

地域住民及びボランティア団体等との連携や相互支援を強め、災害時に助け合う社会

システムの確立に協力する。 

 

１－１ 市民、事業所等の役割 

○ 市民、事業所等は、自らの生命は自らが守るという観点にたち、次の措置を取る

ことが必要である。 

① 建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確保 

② 日頃からの出火防止のための対策 

③ 消火器、住宅用火災警報器等の住宅用防災機器の準備 

④ 家具類の転倒・落下・移動防止や窓ガラス等の落下防止 

⑤ ブロック塀の点検補修等、家の外部の安全対策 

⑥ 飲料水(１日一人３ℓ目安)、食料、医薬品、携帯ラジオ等非常持出用品や簡易

トイレの準備 

⑦ 災害が発生した場合の家族の役割分担、避難や連絡方法の確認 

⑧ 市、府中警察署及び府中消防署が行う防火防災訓練や防災事業への積極的な

参加 

⑨ 自治会等の自主防災組織が行う、地域の相互協力体制の構築への協力 

⑩ 避難行動要支援者情報の、自主防災組織、府中消防署、府中警察署等への事

前情報提供 

⑪ 発災時に備え、避難所、避難場所及び避難経路等の確認・点検 

⑫ 過去の災害から得られた教訓の伝承等による防災への寄与 
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１－２ 防災意識の啓発 

（１）防災広報の充実 

○ 防災活動に成果を上げるためには、市民の防災に対する関心、意識を高め、その

理解と協力を得ることが不可欠である。そのため市及び関係機関、事業所等は、

防災に係る広報活動を内外に対して行うことが必要である。 

○ 防災まちづくりに関するデータベースを整備し、プライバシーの保護等に配慮し

ながら、提供できる情報についてはインターネット等を活用して積極的に公開す

る。 

 

（２）市が行う広報内容 

○ 市及び関係機関の職員はもとより、平素から市民、事業所等を対象にパンフレッ

トの配布、防災知識講座の開催、報道機関への情報提供等震災に関する知識の普

及に努める。 

○ 普及に当たっては学校教育や社会教育、市報その他の広報媒体を活用するととも

に、自主防災組織や文化センターをはじめとする、地域での取組や防災訓練を兼

ねたイベントを活用する等、より身近な実践的知識の普及に努める。 

 

１－３ 防災教育の充実 

（１）市民等に対する防災教育の充実 

○ 児童生徒や防災活動に携わる市民・事業者を対象に、学校教育の場や防災知識講

座等において発達段階に応じた総合的な防災教育を実施し、防災知識の普及啓発、

実践的な防災行動力の向上に努める。 

○ 防災知識の普及等を推進する際には、性別による視点の違いに配慮し、女性の参

画の促進に努める。 

 

（２）市職員に対する防災教育の充実 

○ 震災時における適切な判断力を養い、災害対策活動の円滑な実施を期するため、

災害時の行動を規定したマニュアル（「府中市災害対策本部マニュアル」、「府

中市事業継続計画（ＢＣＰ）地震編」等）を整備し、災害発生シナリオを用いた

災害図上訓練、全職員を対象とした普通救命講習の継続的な実施や各種訓練等、

様々な機会を通じて職員の防災教育を推進する。 

 
上級救命講習を受ける市職員 
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１－４ 防災訓練の充実 

○ 震災時に十分な防災活動を期するためには、平常時における防火防災訓練が極め

て重要である。そのため市は、総合防災訓練や地域防災訓練等の機会を捉え、各

防災関係機関や市地域内の企業・事業所、市民及び自主防災組織、学校等との、

災害時を想定した連携強化に努める。 

○ 訓練を実施する際は、訓練参加者の判断力・行動力・決断力等を養う図上訓練を

はじめ、広域応援を想定した訓練、医療機関等と連携した医療救護所運営訓練、

避難所管理運営訓練、自主防災組織を対象とした訓練等、多様な課題に適応でき

るよう訓練の拡充を図る。 

 

（１）総合防災訓練 

○ 市は、「災害対策基本法」第４８条の規定に基づき、災害の発生又は拡大を未然

に防止するため、災害予防の観点から総合防災訓練を実施する。 

○ 府中市防災会議において「府中市総合防災訓練実施要領」を定め、この要領に従

い実施する。 

○ 訓練には、市、防災関係機関及び市民が参加し、各機関相互の緊密な協力体制を

確立するとともに、市民の実践的な訓練の充実を図ることにより、防災意識の高

揚、防災力の向上を図る。 

 

（２）地域防災訓練 

○ 「自らの生命は自らが守る」という基本理念の下、自治会及び自主防災組織等は、

主体的に防災訓練を実施する。（避難行動や初期消火の訓練、炊き出し等） 

○ 地域特性を意識した避難路の選定等、実際に起き得る災害を想像した実践的な訓

練となるよう努める。 

○ 防災訓練は、防災技術や防災に係る正しい知識の習得はもとより、地域連携力向

上の場としての活用が求められる。 

 

（３）地域防災スクール事業 

○ 市は、小中学校の生徒、児童を対象に総合学習や特別活動などの時間を活用し、

消防署の職員、消防団員等を指導者として、防災講座や防災訓練などの地域防災

スクールを開催する。この地域防災スクールを推進することで、市民の防災活動

や消防についての理解促進を図るとともに、将来の地域防災を担う人材を育成す

る。 



震災編 第２部 第２章 市民と地域の防災力向上 

第２節 具体的な取組 

【予防対策】１ 自助による市民の防災力の向上 

震－38 

第
２
部 

第
２
章 

 

 

（４）職員初動対応訓練 

○ 市は、勤務時間中及び休日・夜間等の勤務時間帯以外に災害が発生した場合に、

それぞれ災害が発生した場合を想定し、市職員の初動体制の確保を目的とした各

種訓練を実施する。 

○ 市は、職員による自衛消防隊を組織し、災害時における庁舎の初期消火及び避難

誘導等、適切な防災活動を行うことができるよう訓練を行う。 

 

 

市の自衛消防隊による訓練状況 

 

（５）定期通信訓練 

○ 市は、発災時に備え、関係職員及び防災関係機関が迅速かつ適切に防災業務を遂

行し得るよう、通信の確保、通信機操作等の訓練を定期的に実施する。 

 

１－５ 外国人支援対策 

○ 市及び関係機関は、在住外国人に対し、平常時から、防災知識の普及や地域行事

を利用した防災訓練の実施等を推進していく。 

○ 外国人参加の防災訓練や防災講座、防災教室、多言語対応防災マニュアル、防災

マップの作成等を通じて防災知識の普及を図る。 

○ 国際交流サロンでの交流を通じ、災害時における外国人ニーズの把握に努める。 

○ 防災に係る掲示物等の外国語表記を推進する。 
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２ 自主防災組織の強化 

○ 広域にわたり甚大な被害をもたらす震災に対しては、行政の対応に合わせ、市民、事

業所等がそれぞれの責務を果たし、相互の協力の下に一体となって災害対策活動に取

り組み、被害の軽減に努めなくてはならない。このため市及び防災関係機関は、平常

時より、防災に関する各種の広報・啓発を積極的に行い、市民、事業所等が自発的に

防災対策を推進し得る環境を作ることで、自主防災組織の育成と市民の防災意識高揚

を図っていくものとする。 

 

２－１ 自主防災組織等の役割 

○ 自主防災組織の役割は、次のとおりである。 

① 行政との連携・協力体制の整備 

② 防災に関する知識の普及や防火対策の推進 

③ 初期消火、救出・救助・応急救護、避難等各種訓練の実施 

④ 消火・救助・炊出資器材等の整備・保守及び非常食、簡易トイレの備蓄 

⑤ 地域内の危険箇所の点検・把握及び地域住民への周知 

⑥ 地域内の避難行動要支援者の把握及び災害時の支援体制の整備 

 

２－２ 自主防災組織の充実 

（１）自主防災組織の結成促進 

○ 「府中市自主防災組織育成要綱」を制定し、自主防災組織の結成促進及び支援・

育成に当たる。 

○ 市は、防災意識の普及及び高揚を図るため、自主防災組織及び自治会等の実施す

る地域防災訓練等に協力する。 

○ 市は、自主防災組織のリーダーを育成するため、各種研修の実施を検討する。 

（資料８ 「府中市自主防災組織育成要綱」） 

（資料９ 「自主防災組織の結成及び活動環境の整備」） 

 

（２）自主防災組織の活動環境・訓練用資器材の整備等 

○ 自主防災組織は、地域特性に応じて、必要な活動用資器材の整備を進める。 

○ 市は、自主防災組織の活動環境向上に努める。 

 

（３）自主防災組織の活性化 

○ 市は、府中警察署及び府中消防署と連携し、自主防災組織が行う各種訓練の一層

の充実を図るため、訓練の技術指導や実技体験等の実践的な訓練を実施し、自主

防災組織の活性化に努める。 
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３ 府中市消防団の活動体制の充実 

３－１ 消防団とは 

○ 消防団は、常備の消防組織である消防署と異なり、非常備の消防組織で、一般市

民として本業に就いている消防団員で構成されている。 

○ 消防団員は、火災や災害などが発生した場合は招集がかかり、消防署と連携して

消防活動を実施する。また、平常時には消火活動や災害救助等に必要な訓練を行

うとともに、防災関係の広報活動なども行っている。消防団員は地域を知るとと

もに訓練を充分積んでいることから、地域の防災リーダーとしての役割を担って

いる。 

 

子どもたちを対象とした消防団の防災教育活動 

 

３－２ 府中市消防団の組織 

○ 府中市消防団は、団長１名・副団長６名からなる「消防団本部」と、市内全域を

分けた１８個の「分団」で構成されており、総定員数４２０名で活動している。

消防団本部に指揮車１台、活動車１台、作業用車両１台、各分団に消防ポンプ車

を１台ずつ保有しているほか、東西１台ずつ計２台の照明電源車を備えており、

夜間の消防活動に対しても万全の体制を整えている。 
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【府中市消防団の分団区域図】 
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第18分団

第４分団 第３分団

第２分団

第１分団

第５分団

第17分団

西府町

第14分団

 

３－３ 府中市消防団の役割 

○ 府中市消防団は、常備消防や行政機関と自主防災組織、地域住民との間をつなぐ

存在であり、「公助」を担う消防機関であるとともに、地域における「共助」活

動の中心的存在でもある。 

 

３－４ 詳細な取組内容 

○ 「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」（平成２５年法律第

１１０号）の趣旨に則り、市は消防団の充実強化を図る。 

【入団促進】 

○ 市及び府中市消防団は、消防団の存在と活動を知ってもらうための広報を積極的

に展開し、入団促進を図る。 

【活動環境の整備】 

○ 市は、震災時の火災対応や救助活動等、消防団活動の拠点となる防災センターを

整備する。 

○ 市は、消防団員がより意欲的かつ効果的に活動できるよう、活動しやすい環境や

資器材の整備等、消防団の活動を支援し、その体制の強化を推進する。 

○ 市は、消防団の活動等に係る自主学習用教材を配布する等、団員の生活に配慮し

た訓練方法や訓練時間の工夫を推進し、団員の仕事や家庭との両立を図る。 
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【活動能力の向上】 

○ 市及び府中市消防団は、各種資器材を活用して地域特性に応じた内容の活動訓練

を実施し、災害活動能力及び安全管理能力の向上を図る。 

○ 市は、応急手当普及員（※）を養成し、消防団員の応急救護技能の向上を図る。

また新入団員への入団教育を充実し、災害活動技能の早期習得を図る。 

○ 市は、消防団員が有している重機操作、自動車等運転の各種資格を震災等の大規

模災害時に有効に活用できる体制を整備する。 

 

※ 応急手当普及員 

応急手当普及員は、消防機関による応急処置技能の普及を支援し救命講習を教授

する人員。 

 

消防団に配備されている照明電源車 

 

府中消防署と府中市消防団の合同訓練 

 

【地域と消防団】 

○ 市は、地域防災訓練を通じて消防団と地域住民等との連携を強化し、地域の防災

力の向上を図る。 

（資料１０ 「分団別応急資機材保管状況」） 
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４ 事業所防災体制の強化 

４－１ 事業所等による自助・共助の強化 

○ 事業所等は、その社会的責任を果たすため、自らの組織力を活用して次のような

対策を図っておくことが必要である。 

① 社屋内外の安全化、「事業所防災計画」や「災害時用マニュアル」の整備等

事業活動の継続対策 

② 防災資器材や水、食料等の非常用品の備蓄（従業員の３日分を目安）等、従

業員や顧客の安全確保対策、安否確認体制の整備。また、「東京都帰宅困難者

対策実施計画」に準じ、帰宅困難者受入れのため１０％程度増やした備蓄に努

める。 

③ 重要業務継続のための「事業継続計画（ＢＣＰ）」の策定 

④ 組織力を活用した地域活動への参加、自主防災組織等との協力、帰宅困難者

対策の確立等地域社会の安全性向上対策 

⑤ むさし府中商工会議所、東京商工会議所、東京経営者協会等、横断的組織を

通じた災害時の地域貢献の促進 

⑥外出者と事業者が取るべき行動の指針となる「行動ルール」の遵守 

 

（１）事業所防災計画の作成届出推進 

○ 府中消防署は、「都震災対策条例」第１０条に基づき、全ての事業所に「事業所

防災計画」の作成を指示するとともに、同条例に基づく対象物については届出を

行うよう指導徹底を図る。 

○ 府中消防署は、デパート、スーパーマーケット、病院、工場等で多数の人が出入

り又は勤務する事業所については、消防計画に大規模地震対策を含めて作成する

よう、指導を徹底する。 

○ 危険物施設及び高圧ガス等関係事業所に対しては、当該事業所の予防規程及び自

主防災体制の強化とともに、専門的知識を必要とする防災活動技術や防災訓練の

実施等についての指導助言と事業所相互間の応援体制確立に努める。前述した内

容を除く事業所については、事業所防災計画の作成指導に努める。 
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（２）事業所等の防災組織設置の促進 

○ 事業所等は、事業活動における社会的責任を自覚し、被害拡大の防止並びに来所

する顧客や従業員及び事業所周辺の住民の安全の確保に努めるものとする。その

ため、自衛消防組織を結成するとともに、その活動力を強化する。 

○ 各事業所は自主的に自衛消防組織の行動力の強化を図るほか、府中消防署は、「消

防法令」に基づく各事業所等に対し、研究会、講習会、訓練等を行い、自衛消防

組織の育成強化に努める。 

○ 事業所等は、周辺地域の自主防災組織と密接な連携を取り、地域の安全に積極的

に寄与するように努める。また、市が実施する防災事業に積極的に協力する。 

○ 自衛消防組織の具体的な活動内容は、おおむね次のとおりとし、災害時における

行動マニュアルをあらかじめ作成しておく。 

① 防災訓練の実施 

② 従業員の防災教育 

③ 情報の収集と伝達方法の確立 

④ 火災その他の災害予防対策 

⑤ 避難対策 

⑥ 応急救護対策 

⑦ 地域の防災活動への協力（備蓄物資・資器材の提供、人的協力、地域防災訓

練への参加等） 

⑧ 帰宅困難者対策の確立 

 

４－２ 各事業所の取組内容 

○ 各事業所は、自衛消防組織が、バール、とび口等、震災に備えた装備を活用し、

発災初期段階での救出・救護活動を行えるよう、震災を想定した自衛消防訓練を

通じて、自衛消防隊員その他の従業員等の救出技術の向上を図る。 
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【事業所ごとの取組内容】 

 取組内容 根拠法令 

「防火管理者」

の選任を要する

事業所 

○ 「消防計画」に基づく自衛消防組織の編成、自衛

消防訓練の実施等が規定されている。 

○ 府中消防署は、これらの規定に基づき編成された

自衛消防組織の訓練等の指導を推進する。 

「消防法」 

第８条、第８条の

２等 

「自衛消防組

織」の設置義務

のある事業所 

○ 一定規模以上の事業所は、自衛消防組織の設置が

義務付けられている。 

○ 府中消防署は、この規定に基づき設置された自衛

消防組織が、発災時に効果的な対応ができるよう、

組織行動力の育成を推進する。 

「消防法」 

第８条の２の５ 

「防災管理者」

の選任を要する

事業所 

○ 「防災に関する消防計画」に基づき自衛消防組織

の編成、避難訓練の実施等が規定されている。 

○ 府中消防署は、この規定に基づき設置された自衛

消防組織が発災時に効果的な対応ができるように組

織行動力の育成を推進する。 

「消防法」 

第３６条 

「自衛消防活動

中核要員」の配

置義務のある事

業所 

○ ホテル、旅館、百貨店等一定規模以上の事業所に

は、自衛消防技術認定証を有する者を配置すること

が義務付けられている。 

○ 震災時には、これら一定の知識・技術を持つ者が

自衛消防活動の中核となる要員(自衛消防活動中核

要員)として活動することが有効である。 

○ このことから、府中消防署は自衛消防活動中核要

員を中心とした自衛消防訓練等の指導を推進すると

ともに、応急手当奨励制度を活用した救命講習の受

講を推進する。 

○ 対象の事業所は、自衛消防活動中核要員の装備と

して、ヘルメット、照明器具等のほか、携帯用無線

機等や震災時等にも有効なバールその他の救出器

具、応急 手当用具等を条例規則に基づき配置する。 

「火災予防条例」 

第５５条の５ 

「防火管理者」

及び「防災管理

者」の選任を要

しない事業所 

○ 自衛消防活動を効果的に行うため、自衛消防組織

を編成し、自衛消防訓練を行うよう努めることが規

定されている。 

○ このことから、府中消防署は、自衛消防組織の訓

練等の指導を推進する。 

「火災予防条例」 

第５５条の４ 
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５ 市民・行政・事業所等の連携 

５－１ 相互に連携した地域づくり 

○ 従来の行政、市民、事業所、地域コミュニティ、ボランティア等が個別に実施し

ていた対策の垣根を取り払い、平常時から相互に連携協力し合うネットワークを

形成し、災害に強い地域を構築することが重要である。 

○ 相互に協力し合うネットワークを形成するため、次のような対策を推進する。 

・ 自主防災組織の連絡調整機能を充実し、地域防災力を強化する。 

・ 府中市企業防災協議会(※)と自主防災組織との連携を進める。 

・ 行政、事業所、商店街等の協働により、駅周辺混乱防止対策を進める。 

・ 近隣周辺自治体との相互支援体制の強化を図る。 

 

※ 府中市企業防災協議会 

府中市内の事業所・団体で構成し、防災に関する情報の共有と対策について相互

協力を図ることを目的として、平成２４年３月１１日に設立された。 

 

○ 府中消防署は、応急手当の普及促進のため、専門的な知識技能を有する消防団、

災害時支援ボランティア等と協働した救命講習会の実施を推進する。 

○ 市及び防災関係機関は、地域の自主防災組織、事業所、ボランティア等が相互に

連携するための協議会の設置や情報連絡体制の確保等、協力体制の推進を図ると

ともに、地域住民が主体となった合同防災訓練の充実を図る。 

 

５－２ 地域における防災連携体制の確立 

○ 市及び防災関係機関は、震災から地域ぐるみで地域社会を守るために、次の対策

を推進し、地域における防災連携体制の確立を図る。 

 

（１）地域、事業所、ボランティア間相互の連携・協力体制の推進 

○ 自主防災組織、事業所、ボランティア等が相互に連携するための連絡会議の設置

や府中市企業防災協議会における情報連絡体制の確保等、協力体制の推進を図る。 

（資料１１ 【府中消友会】「災害時における地域応急活動に関する協定書」） 

 

（２）地域コミュニティの活性化 

○ 自治会等の体制強化をはじめとした地域コミュニティの活性化対策を図り、地域

の防災まちづくりへの積極的な参加等を促す等、地域防災体制の強化を図る。 
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（３）地域防災訓練の充実 

○ 地域の防災連携体制を確立するため、防災関係機関、自主防災組織、事業所、ボ

ランティア等の各組織間の連携活動を促進するとともに、地域住民が主体となっ

た地域防災訓練の充実を図る。 

 

（４）地区防災計画制度の活用 

○ 地域住民が提案する地区防災計画を府中市地域防災計画に定め、共助の強化によ

る地域の防災力向上を図る。 

 ※ 地区防災計画 

  地域住民等が共同して行う防災訓練、地域住民等による防災活動に必要な物

資及び資材の備蓄、災害が発生した場合における地域住民等の相互の支援その

他の当該地区における防災活動に関する計画をいう。 

   地域住民等が共同して、府中市地域防災計画に地区防災計画を定めることを

提案することができる。 

 

５－３ 避難行動要支援者における連携体制の確立 

○ 内閣府及び消防庁が定める「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」

を踏まえ、現在、「災害時要援護者支援者マニュアル」に基づき整備している「避

難行動要支援者対策事業」について、精査を進める。 

○ 「避難行動要支援者対策事業」を実施するに当たり用いる用語を、次のとおり整

理する。 

【避難行動要支援者対策事業に係る用語の整理】 

 用語 定義 

支
援
を
受
け
る 

要配慮者 
要介護高齢者や障害者等、一般的に災害時において配慮を

要するとされる者をいう。 

避難行動要支援者 「避難行動要支援者名簿」に掲載された者をいう。 

支
援
を
す
る 

避難支援等関係者 
「避難行動要支援者名簿」の提供を受ける機関及び機関に

属する者をいう。 

 

○ 「避難行動要支援者対策事業」の概要については次のとおりであるが、「災害対

策基本法」の規定等を踏まえ、適切な見直しを検討し、より多くの市民を救うこ

とができる体制となるよう努める。 
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（１）避難支援等関係者となる者 

○ 次の関係機関等を指定する。 

・ 自治会 

・ 自主防災組織 

・ 民生委員 

・ 社会福祉協議会 

・ 府中市消防団 

・ 府中消防署 

・ 府中警察署 

・ 地域包括支援センター 

・ 地域生活支援センター 

 

（２）避難行動要支援者名簿に登録する者の範囲 

○ 要配慮者で、かつ（１）で示す自治会などへ個人情報を提供することに同意し、

次のいずれかに該当する市民（以下「名簿登録者」という。）を登録する。 

・ ７５歳以上の高齢者のみで構成される世帯 

・ 介護認定で要介護３～５の市民 

・ 身体障害者手帳１～３級の肢体不自由、１・２級の視覚障害のある市民 

・ 精神障害者保健福祉手帳１～３級、愛の手帳１～３度をお持ちの市民のみで

構成される世帯 

・ 高齢者や障害のある市民で、日中は家族が不在で１人になるなど、上記と同

様の状況にあると認められる者 

 

（３）名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

○ 個人情報 

氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、対象要件、加入自治会名 

○ 入手方法 

「府中市災害時要援護者名簿登録届（兼）救急災害医療情報キット申込書」に基

づき、市が「避難行動要支援者名簿」を作成する。 

【自治会に加入している市民の名簿】 

・ それぞれの加入自治会に提供され、自治会と名簿登録者本人が相談して、支

援者又はグループを決定する。 

【自治会未加入の市民の名簿】 

・ 民生委員に提供され、民生委員と名簿登録者本人が相談して、支援者又はグ

ループを決定する。 
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（４）名簿の更新に関する事項 

○ 名簿の更新は、原則、１年に１回、毎年１２月に実施する。 

 

（５）名簿情報の保護 

○ 情報の提供に当たり、個人情報の保護と拡散防止のため、市と提供先との間で個

人情報の保護に係る協定を締結する。 

○ 名簿の管理・保管は、（１）で示す自治会などの中で限られた者で行い、個人情

報の拡散防止に努める。 

○ 名簿の複製は禁止とする。 

 

（６）支援者の責任・安全確保等 

○ 災害により、支援者自身に不測の事態が生じる場合があるため、あくまで本支援

は善意と協力によるものであり、万が一支援することが不可能となった場合にお

いても一切責任が問われることはないものとする。 

○ 支援者は、まずは自身と家族等の身の安全の確保に努めるものとし、可能な範囲

で名簿登録者へ支援を行うものとする。 

 

（７）救急災害医療情報キット 

○ 名簿登録者に「救急災害医療情報キット」を配付する。なお、名簿登録をしない

市民でも、「避難行動要支援者名簿」の登録要件を満たす市民に対しては希望に

よりキットを配付する。 

○ 名簿登録者は、医療情報や緊急連絡先などを記載した「救急医療情報提供書」を

キットに入れて自宅に保管する。 

○ 災害発生時には、避難支援等関係者が名簿登録者の安否を確認し、キットを持っ

て避難場所に避難する。 

○ キットは、災害発生時だけではなく救急時にも活用可能とする。 

 

 
救急災害医療情報キット 
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（８）社会福祉施設等の安全対策 

○ 施設と周辺地域の事業所、自治会等との間及び施設相互間の災害時応援協定等の

締結促進を図る。 

○ 各施設の自衛消防訓練等の機会を捉え、使用実態に沿った適切な避難行動が習得

できる訓練内容の充実指導を図る。 

 

６ ボランティア等の連携・協働 

６－１ 一般ボランティア 

○ 災害時には、府中市内外より多くのボランティアが応援に駆けつけると予想され

る。市と市社会福祉協議会との協定により、ボランティアの受入れは、原則とし

て市社会福祉協議会が行い、府中市災害ボランティアセンターで市からのボラン

ティアの派遣要請に対応する。 

○ 市が市社会福祉協議会に要請するボランティア活動対象は次のとおりである。 

① 市が行う救助、救急活動の実施及び協力 

② 避難者の誘導、避難所内の世話と業務の協力 

③ 被災者に対する炊き出し、救助物資の配分等の協力 

④ 被害状況調査等災害対策業務全般についての協力 

○ 市は、平常時から、市内の市民活動団体等と協働し、幅広いネットワークを構築

することで、災害時における協力体制を強化する。 

○ ボランティアの受入れや派遣体制は、あらかじめ市と協議し整備を行い、発災時

に備える。また、他県、他市等から参集したボランティア等に対しては、必要に

応じて、都や被災地外の市及び関係機関等と連携し、宿泊所や被災地までの移動

手段等の情報提供に努める。 

○ 都は、府中市災害ボランティアセンターの代替施設や資器材の備蓄場所等が不足

した場合の施設の確保上で必要な条件の事前整備を実施する。 

（資料１２ 【府中市社会福祉協議会】「災害時におけるボランティア活動に関

する協定書」） 
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６－２ 登録ボランティア 

（１）東京都防災ボランティア等 

○ 都は、平成７年５月「東京都防災ボランティアに関する要綱」を策定し、事前に

講習や訓練を実施する登録制度を採用して、ボランティアの拡充を推進している。 

○ 災害時にこれらの資格や経験を有する都の登録ボランティアの派遣を要請し、効

果的な活動ができるようにする。 

【東京都防災ボランティア】 

・ 防災（語学）ボランティア 

・ 応急危険度判定員 

・ 被災宅地危険度判定士 

・ 建設防災ボランティア 

 

（２）交通規制支援ボランティア 

○ 警視庁は、大震災等の発生時に交通規制を支援する交通規制支援ボランティアに

ついて、平成８年８月から運用を開始している。交通規制支援ボランティアは、

警察署長からの要請により、警察官に協力し、交通の整理誘導、交通広報並びに

交通規制用装備資器（機）材の搬送及び設置等の活動を行い、緊急交通路等の確

保や信号機滅灯時の対応の強化を図っている。 

 

（３）東京消防庁災害時支援ボランティア 

○ 東京消防庁は、平成７年７月から、消防活動を支援する専門ボランティアとして

災害時支援ボランティアの募集、育成を開始した。平成１８年１月に「東京消防

庁災害時支援ボランティアに関する要綱」を制定して、災害時支援ボランティア

の活動範囲を震災以外の大規模自然災害等へも拡大し、災害対応の強化を図って

いる。なお、府中消防署管内の登録者を府中消防ボランティアという。 

○ 府中消防ボランティアが災害時に減災に向けた効果的な活動を行うため、ボラン

ティア活動を統率するリーダー、コーディネーターの育成を継続的に実施すると

ともに、元東京消防庁職員の登録者を積極的に活用し、災害時支援ボランティア

の一層の充実強化を図る｡また、災害時支援ボランティア用救助資器材を活用した

訓練を行い、震災時の消防隊と連携した活動能力の向上を図る。 
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（４）赤十字ボランティア 

○ 日本赤十字社東京都支部では、災害時に活動する防災ボランティアの登録・研修

を行っている。平常時から救護訓練・研修などに参加して災害救護活動のノウハ

ウを習得し、災害時には日本赤十字社が行う活動（ボランティアセンターの運営、

情報収集、炊き出し、安否調査、救援物資の輸送・配付、避難所の支援など）に

参加する。 
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【応急対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 自助による応急対策の実施 市、都、関係機関、観光関連事業者、市民 

２ 地域による応急対策の実施 府中市消防団、自主防災組織、事業所 

３ ボランティアとの連携 市、都、府中警察署、府中消防署 

 

１ 自助による応急対策の実施 

１－１ 市民自身による応急対策 

○ 発災時には、まず自身と家族の身を守り、次に火の始末を行う。 

○ 災害情報、避難情報の収集を行い、避難所においては自ら活動する。 

○ 地震発生後数日間は、上下水道・ガス・電気・電話等ライフラインをはじめ、食

料の供給が途絶える可能性が高いため、当面は、あらかじめ各家庭で準備してお

いた食料・水・生活必需品の備蓄を活用する。備蓄量は、おおむね３日分以上を

準備する。 

 

１－２ 外国人の情報収集等に係る支援 

○ 市及び関係機関は、在住外国人及び外国人旅行者に対し、必要とする情報の収集・

提供を円滑に行う。 

○ 外国人災害時情報センターとの情報交換を行う。 

【機関別の役割】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 
○ 在住外国人への情報提供 

○ 外国人災害時情報センターとの情報交換 

都 

○ 外国人災害時情報センターの業務の実施 

災害時の被災外国人への対応として、都庁に外国人災害時

情報センターを開設し、次の業務を実施 

・ 外国人が必要とする情報の収集・提供 

・ 市等が行う外国人への情報提供に対する支援 

・ 東京都防災（語学）ボランティアの派遣 

○ 被災者臨時相談窓口における外国人からの問い合わせ対応 

○ 大使館、外国機関、海外からの支援組織との連絡 

○ 外国人旅行者に対する情報提供への協力 

観 光 関 連 事 業 者 等 ○ 外国人旅行者の案内、誘導、情報提供 
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【手順】 

 

政策企画局 
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２ 地域による応急対策の実施 

○ 府中市消防団及び自主防災組織、事業所等は、自らの身の安全を図るとともに、自助、

共助の精神に基づき、発災初期における初期消火、救出救助、応急救護活動等を実施

する。 

 

２－１ 自主防災組織 

○ 自主防災組織は、次の事項を実施する。 

① 近隣での助け合い（出火防止、初期消火、救助等） 

② 安否や被害についての情報収集 

③ 初期消火活動 

・ 火災が発生した場合は、自主防災組織が消火器、スタンドパイプ及び可搬

ポンプ等を活用した初期消火を実施する。 

・ なお、地域で行う初期消火活動は、火災の拡大防止を主眼に行い、資器材

の能力や市街地の特性を勘案して行う。消防団員や消防隊が到着後は、その

指示に従う。 

④ 救出救護活動 

・ 地域の防災倉庫、最寄りの消防署等にある簡易救助資器材を活用し、救出

救護活動を実施する。 

・ 倒壊建物等の二次災害の防止を図り、負傷者の救出を実施し、負傷者に対

し、応急救護を実施するとともに、救護所への搬送を実施する。 

・ 避難行動要支援者については、「災害時要援護者支援者マニュアル」に基

づく体制により、登録名簿を基に安否確認を行うとともに、消防団等と連携

して、避難誘導や救出・救護を行う。 

⑤ 負傷者の手当・搬送 

⑥ 住民の避難誘導活動 

⑦ 避難行動要支援者の避難支援 

⑧ 避難所運営 

・ 避難所運営主体である市や地域住民と連携し、自主防災組織リーダーを中

心に、女性や要配慮者にも配慮した避難所運営支援を行う。 

⑨ 自治体及び関係機関の情報伝達 

・ 炊き出し等の給食・給水活動 等 
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２－２ 府中市消防団 

○ 府中市消防団は、発災と同時に付近の住民に対して出火防止と初期消火の呼び掛

けを行う。 

○ 災害の初期対応を行うとともに、消防活動上必要な情報や被災状況の情報収集を

行い、携帯無線機等を活用し、消防団本部等に伝達する。 

○ 同時多発火災の拡大防止を図るため、府中消防署との連携を一層強化し、分団が

受け持つ警戒区域内の建物等の消火活動及び避難道路防護活動を消防団独自に、

又は消防隊と連携して行う。 

○ 府中消防署の消防隊応援要員として消火活動等の応援をするとともに、活動障害

排除等の活動を行う。 

○ 救助器具等を活用し、地域住民との協働による救助活動を行うとともに、負傷者

に対する応急措置を行い、安全な場所へ搬送を行う。 

○ 避難指示等が出された場合は、これを地域住民に伝達すると同時に、関係機関と

連絡を取りながら、地域住民の避難誘導、避難者の安全確保及び避難場所の防護

活動を行う。 

 

２－３ 事業所 

○ 来訪者や従業員等の安全を確保し、救助活動を行う。 

○ 出火防止、初期消火を速やかに実施する。 

○ 正確な情報を収集、提供する。 

○ 施設の安全を確認した上で、従業員の一斉帰宅を抑制する。 

○ 事業所での災害対策完了後、地域の消火活動、救助活動を実施する。 

○ 初期消火で対応できない火災が発生した場合等は、速やかに避難する。 

○ 応急対策後は、事業の継続に努め、地域住民の生活安定化に寄与する。 

○ 国、地方公共団体が講じる防災対策について、可能な範囲で協力するよう努める

ものとする。 

 

３ ボランティアとの連携 

○ 市は、府中ボランティアセンター（社会福祉法人府中市社会福祉協議会）等と連携し、

一般のボランティアが、被災地のニーズに即した円滑な活動ができるよう支援する。 

○ 市は、府中ボランティアセンター（社会福祉法人府中市社会福祉協議会）の運営を支

援し、適宜設置・運営訓練等を実施するなど、連携を図る。 

○ ボランティア活動支援に当たっては、地域に精通した府中ボランティアセンター（社

会福祉法人府中市社会福祉協議会）が中心となり、必要な情報や資器材等を提供し、

ボランティア等を直接的に支援する。 
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○ 都は、東京ボランティア・市民活動センターと協働で東京都災害ボランティアセンター

を設置・運営し、府中市災害ボランティアセンターを支援する。 

○ 都は、市からの要請に基づく、府中市災害ボランティアセンターの代替施設や資器材

の備蓄場所等が不足した場合の施設を確保する。 

○ 府中警察署は、交通規制支援ボランティアへの支援要請を行う。 

○ 府中消防署は、東京消防庁災害時支援ボランティア受入れ本部を設置する。 

○ 府中消防署は、東京消防庁災害時支援ボランティアへの活動要請を行う。 
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第３章 安全なまちづくりの実現 

 

第１節 本章の概要 

 

平成２４年４月に東京都防災会議が公表した「首都直下地震等による東京の被害想定」

によると、府中市においては、全壊棟数１，５５９棟、半壊棟数４，７４８棟、焼失棟数

３，４５０棟の被害が、最大で想定されている。 

府中市を災害に強いまちにするためには、市内建築物の地震に対する強度を高めるとと

もに、延焼拡大を防ぐための施設整備を進めるなど、都市構造そのものの防災性を高めて

いくことが必要である。 

 

 

「府中市耐震改修促進計画」に基づき、防災上重要な市公共建築物、住宅及び民間特定

建築物の耐震診断及び耐震改修を促進する。 

民間建築物の耐震診断及び耐震改修の相談窓口の充実を図るとともに、旧耐震基準（昭

和５６年５月３１日以前）で建築された木造戸建て住宅及び特定緊急輸送道路沿道建築物

に対し、耐震診断及び耐震改修等の費用の一部を助成する。また、家具類の転倒・落下・

移動防止対策の重要性について普及・啓発を図る。 

地震による火災や延焼等の防止を図るため、家庭や事業所等における出火防止対策の推

進を図るとともに、消防水利の整備や消防活動路の確保を図る。 

 

 

市街地の防災性を高め、大規模な災害においても早期に市民生活を復旧することができ

る、安全で快適に住めるまちを実現する。 

 

現状・背景 

対策の方針 

目標とする到達点 
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第２節 具体的な取組 

 

発災    １ｈ     ２４ｈ      ７２ｈ 

予防対策 応急対策 復旧対策 

地震前の

行動 
地震直後の行動 地震後の行動 

○ 災害に強いまちづくり(P60) 

○ 建築物の耐震化及び安全対策の促進(P63) 

○ 文化財施設の安全対策(P67) 

○ 出火、延焼等の防止(P68) 

● 消火・救急・救護活動(P73) 

● 二次災害防止のための応急対策(P74) 

● 危険物等の応急措置(P77) 

● 公共の安全確保、施

設の本来機能の回復

(P82) 
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【予防対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 災害に強いまちづくり 市、府中消防署 

２ 建築物の耐震化及び安全対策の促進 市、都、施設管理者 

３ 文化財施設の安全対策 市、文化財施設の所有者及び管理者 

４ 出火、延焼等の防止 
市、都、府中警察署、府中消防署、府中市消防

団、事業者 

 

１ 災害に強いまちづくり 

１－１ 安全な市街地整備と再構築 

（１）市街地の再構築 

○ 市は、「府中市都市計画に関する基本的な方針」（府中市都市計画マスタープラ

ン）に基づき、防災まちづくり事業を効率的かつ総合的に展開する。 

○ 既成市街地では、土地利用の適正化、高度利用及び不燃化の促進による防災生活

圏の形成を図り、面的整備事業や規制・誘導施策を総合的に活用し、より良い都

市環境の維持、推進を図る。 

○ 府中駅南口第一地区での土地利用については、中心商業地区にふさわしい街区を

形成することを目的として、昭和５７年１２月に三つの地区について市街地再開

発事業の都市計画決定がされた。 

○ 第一地区では平成１５年１０月に府中駅南口市街地再開発準備組合が発足し、平

成２３年５月２６日に組合の設立が認可された。今後は、平成２５年度に施設建

築物の工事着手、平成２８年度に再開発ビルの完成を目指している。 

○ 既に府中駅南口地区では平成８年３月に第二地区「フォーリス・伊勢丹」、平成

１７年３月に第三地区「くるる」が完成しており、第一地区が完成することによ

り府中駅南口地区の再開発事業は完成し、都市機能の更新と、土地の高度利用が

図られた市の表玄関にふさわしい広域的な中心商業地区として「活力と魅力のあ

るまち」に生まれ変わることになるとともに、都市防災の改善が実現する。 

○ 今後は、事業者の協力を得て、帰宅困難者の受入れを行う一時滞在施設や、防災

備蓄倉庫を確保し、災害に強いまちづくりを推進する。 

（資料１３ 「府中駅南口地区の計画概要」） 
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（２）道路及び橋りょうの整備と維持管理 

○ 道路の整備に当たっては、交通安全施設の拡充や、樹木による火災時の遮熱効果

等が期待できる沿道緑化を進めるとともに、道路のバリアフリー化の推進を図り、

高齢者、障害者（児）等の歩行や避難に配慮した道路環境の整備に努める。 

○ 平成２４年１０月に発行した「府中市インフラマネジメント白書」によると、市

内にある道路橋は２９橋あり、そのうち市が管理する道路橋は２３橋で、これら

の道路橋の内訳は、橋りょうの長寿命化修繕計画の対象となる橋りょうが９橋、

それ以外の橋りょうが１４橋である。これら市管理の老朽橋及び耐荷力が不足し

ていると思われる橋りょうについて、市は、点検を行い必要に応じて、補強等を

行う。 

○ 災害発生直後の混乱期に緊急復旧のための資機材を確保するため、直轄備蓄及び

建設業者との協力体制を確立するとともに、防災資機材備蓄基地の整備を計画的

に進める。 

○ 平素から資機材の保守点検を行うとともに、府中市建設業協会等を通して使用で

きる建設機械等の把握を行う。 

（資料１４ 「市内橋りょう現況」） 

（資料１５ 【府中市建設業協会】「災害時における応急対策業務に関する協定

書」） 

 

１－２ オープンスペースの確保 

（１）公園、緑地の整備 

○ 公園は、レクリエーションの場としての機能、環境の保全の場としての機能のほ

かに、震災時における避難場所、延焼を防止するオープンスペースとして防災上、

重要な役割を持っている。 

○ 「府中市緑の基本計画２００９」に基づき、緑の保全を図りつつ、都市公園の新

設については、水と緑のネットワークの形成を基本に整備を進めるとともに、災

害時や地域活動など多角的に活用できるように、地域の特徴や多様な機能を踏ま

えた質の高い公園、緑地の整備を進める。 

（資料１６ 「公園・緑地の整備」） 

 

（２）農地の保全 

○ 府中市内の農地は、火災の延焼防止、震災時の一時的な避難場所としての機能等、

防災上重要な役割を担っている。市は農業委員会と連携して生産緑地地区の指定

を促進する。 
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○ 「生産緑地制度」等各種制度を活用するとともに、市街地のオープンスペースの

確保と良好な都市環境の形成に努める。 

（資料１７ 「農地の保全」） 

 

１－３ 建築物等における安全対策、ヘリサインの表示 

（１）高層建築物及び地下施設等における安全対策 

○ 府中消防署は、高層建築物及び地下施設等の関係者に対し、火災予防、避難、防

火・防災管理及び消防対策を指導する。 

 

（２）ヘリサインの表示 

○ 震災時に、被災地上空から被害状況を確認するとともに、地上の救助機関部隊や、

災害対策本部とが連携した迅速・効率的なヘリコプターによる応急対策活動を行

うため、公共建築物の屋上へ、ヘリコプターから視認できる施設名を表示する。 

 

１－４ 崖・擁壁、ブロック塀の崩壊等の防止 

（１）崖・擁壁、ブロック塀等の崩壊防止 

○ 崖崩れのおそれのある区域に建築物や工作物等を設ける場合は、関係法令に基づ

いて指導を行い、災害の防止に努める。 

○ 新たにコンクリートブロック塀等を設置する市民や施工者に対して、配筋や基礎

の根入れ等、構造に関する良好な施工がされるよう普及に努める。 

 

（２）急傾斜地崩壊、農地・農業用施設災害等防止 

○ 府中市内における急傾斜地崩壊危険箇所は、建設省砂防課長通達に基づく調査結

果により、自然斜面６か所、人工斜面２か所の合計８か所である。 

また、府中市内における急傾斜地崩壊危険区域は、「急傾斜地の崩壊による災害の

防止に関する法律（昭和４４年７月１日法律第５７号）」に基づき、２か所である。

都は、災害の発生を未然に防止するため、同法第１２条に基づき、急傾斜地崩壊

防止工事を行う。 

（資料１８ 「土砂災害危険箇所図」） 

○ 農地・農業用施設の安全対策については、農地・農業用施設において周辺地域に

被害を与えるおそれのある箇所の改修や補強工事のほか、必要に応じたソフト対

策を実施し、地域の安全性の確保を図る。 
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２ 建築物の耐震化及び安全対策の促進 

２－１ 建築物の耐震化・不燃化の促進 

（１）建築物の耐震化・不燃化 

○ 「府中市耐震改修促進計画」に基づき、この計画に従って総合的に耐震診断・改

修の促進を図る。 

○ 府中市は、平成７年４月１日から特定行政庁となり建築確認申請事務を開始した。

建築物の新築・増築等については、建築物の位置、構造、設備等について建築基

準関係規定に適合するよう建築確認申請及び完了検査等の際に指導を徹底し、安

全で安心な建築物の普及に努める。 

（資料１９ 「全建造物数及び延べ面積」） 

（資料２０ 「用途別建築物の数」） 

○ 延焼遮断帯としての道路の沿線にある建築物については、路線式の防火地域の指

定により適正に規制及び誘導を行う。また、新築等の不燃建築物に対する国・都

の不燃化助成制度を市においても適用するよう要望する。 

（資料２１ 「都が設定する延焼遮断帯とする道路」） 

（資料２２ 「防火地域の指定」） 

 

（２）公共建築物等の耐震化 

○ 大地震時に消火・避難誘導、情報伝達等の応急活動の拠点となる市庁舎、防災セ

ンター、市立小中学校、文化センター等は、耐震診断後において、その拠点とし

ての機能を有効に発揮できるよう、補強・改築の必要性について検討を行う。 

（資料２３ 「公共施設の現況」） 

 

 

若松小学校 耐震工事 
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（３）民間建築物の耐震診断 

○ 市は、民間建築物の耐震診断については、所有者・使用者の自主的判断と自覚に

負うところが大きいことから、耐震診断及び改修に関する相談窓口を設け、積極

的に普及啓発に努める。 

○ 市は、市内の木造住宅の耐震診断調査と、この調査に基づく耐震改修・耐震建て

替え・耐震シェルター設置などの費用の一部を助成する。 

○ 市は、都と連携し、特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者などが行う耐震化への

取組に対し、耐震診断助成、補強設計、耐震改修、建て替え及び除却助成を実施

する。 

 

２－２ エレベーター対策 

○ 震災時におけるエレベーター閉じ込めの発生を抑制するため、次の対策を実施す

る。 

 

（１）エレベーターの閉じ込め防止対策の推進 

① 市施設 

○ 市は、都が進める都施設の対策に準じて、市施設へのエレベーター閉じ込め

防止装置の設置に努める。 

 

【エレベーター閉じ込め防止装置】 

装 置 名 機 能 

リスタート運転機能 

○ 地震で停止装置が働いて緊急停止した場合に、自動で安

全を確認しエレベーターを作動させることにより、閉じ込

めを防止する機能 

停電時自動着床装置 
○ 停電時に、エレベーターを最寄り階に着床させるのに必

要な電力を供給する装置 

Ｐ波感知型 

地震時管制運転装置 

○ 主要動（Ｓ波）が到達する前に、初期微動（Ｐ波）を感

知することにより、安全にエレベーターを最寄り階に着床

させ、ドアを開放する装置 

※「東京都地域防災計画より」 

② 民間施設 

○ 医療機関は、災害時に医療活動を迅速に行えるよう、その施設のエレベーター

の閉じ込め防止対策を講じる。 

○ 都及び市は、エレベーターの閉じ込め防止装置の設置の必要性について、広

報、ホームページ等に掲載し、早期設置を促す。 
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（２）救出体制の構築 

○ 都、市及びエレベーター保守管理会社等は、エレベーター利用者及び建物管理者

に対して、地震時にエレベーター内の閉じ込めが確認された場合には、公的機関

等ではなく、エレベーター保守管理会社への通報を優先することを広く周知する。 

 

（３）早期復旧体制の構築 

① 「１ビル１台復旧」ルールの徹底 

○ 地震発生時に、エレベーターを点検し運転を再開するための保守要員は限ら

れている。できるだけ多くのマンションやビルの機能の回復を早期に図るため、

１ビルにつき１台のエレベーターを復旧させることを原則とし、都、市及びエ

レベーター保守管理会社等は連携して市民・事業者等に広く周知する。 

② 自動診断仮復旧システム 

○ エレベーター製造者等では、地震で停止したエレベーターについて、保守要

員による点検をしなくても、仮復旧できる自動診断仮復旧システムの開発を

行っていることから、市は防災上重要な市施設への本システムの設置を検討し、

民間施設に対しても、本システムの普及に努める。 

 

２－３ 落下物、家具類の転倒・落下・移動の防止 

（１）天井等落下物の安全化 

○ 建物の外壁に存在する窓ガラスや看板、屋上にある設備類は、地震等の災害時に

は落下等により道路上の通行人に被害を与え、道路を閉塞して避難や防災活動に

支障を来すおそれがあることから、市や都は、次の安全化対策を実施する。 

① 外壁等の落下物対策 

○ ビルの外装材については、経年劣化によるタイル等の剥離落下を防止する

ため、特殊建築物の定期検査報告等の際に、所有者等により適切な維持管理

がされるよう促す。 

② 窓ガラスの飛散防止対策 

○ 公共施設は、飛散防止対策に努める。また、ビル等の所有者に対して、飛

散防止対策に努めるよう促す。 

③ 屋外広告物の対策 

○ 地震の際、看板等の屋外広告物が脱落し、被害をもたらすことがないよう、

東京都屋外広告物条例等の関係法令に基づき、設置者等に対しての指導を徹

底する。 

○ 現状把握に努め、倒壊、落下、脱落の可能性のある屋外広告物については

注意を喚起するなど、速やかに対策が講じられるよう助言する。 
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④ 天井の崩落対策 

○ 体育館、屋内プール、劇場等の大規模空間を有する建築物については、所

有者に安全確認の徹底を指導する。 

 

（２）自動販売機の転倒防止 

○ 都は、自動販売機の転倒により道路の通行阻害及び安全上の支障が起きないよう、

業界団体を通じ、自動販売機の転倒防止対策の強化を図る。 

○ 市は、違法な自動販売機の設置者に対して、府中警察署等関係機関との連携にお

いて、道路不法占用の取締り、撤去、指導等の是正対策を実施する。 

 

（３）家具類の転倒・落下・移動防止対策 

○ 過去の大きな震災では、室内においても、揺れのために家具が転倒等により、深

刻な人的被害が生じた。特に、高層階ほど揺れが大きく、被害が甚大であった。 

○ 市は、このような教訓を踏まえて、高齢者や障害者がいる世帯を対象とした家具

類の固定を行う補助や家具類転倒・落下防止器具の取付けの推進を図るとともに、

相談窓口において住民の利便性を図るように努める。 

○ 市施設においても、オフィス家具類の転倒・落下防止対策の推進を図る。 

○ 市民及び事業者は、家庭やオフィス内の家具類の転倒・落下防止対策を講じ、地

震による被害が軽減するよう努める。 
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３ 文化財施設の安全対策 

○ 文化財が貴重な国民的財産であることから、災害による破損や焼失が生じないよう、

所有者や管理者に対する意識啓発を図る。 

○ 指定建造物等の内外の火気及び喫煙等の禁止措置に努める。 

○ 震災予防のための消防用設備等の設置に努める。 

○ 文化財施設の所有者及び管理者は、定期的に消防機関への通報、消火、重要物件の搬

出、避難誘導等の総合訓練等の防災訓練を実施する。 

○ 文化財施設の所有者及び管理者は、消防用設備及び防災設備等の点検・整備する。 

○ 文化財施設の所有者及び管理者は、文化財防災点検表を作成する。 

（資料２４ 「文化財施設の現況及び一覧表」） 

 

【参考：文化財防災点検表の点検内容（主要項目）】 

点検主要項目 点検内容 

① 文化財周辺の整備・点検 ・ 文化財の定期的な見回り・点検 

・ 文化財周辺環境の整理・整頓 

② 防災体制の整備 ・ 防災計画の作成 

・ 巡視規則や要項の作成等 

③ 防災知識の啓発 ・ 国、都道府県等が主催する文化財の防災に関する講習

会等への参加 

・ ポスターの掲示、防災訓練への参加の呼び掛け 

④ 防災訓練の実施 ・ 防災訓練の実施 

⑤ 防災設備の整備と点検 ・ 外観点検、機能点検、総合点検、代替措置の整備 

⑥ 緊急時の体制整備 ・ 消防機関への円滑な通報体制の確立、隣者の応援体制、

文化財防災点検表による定期的な自主点検 
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４ 出火、延焼等の防止 

○ 地震による火災や延焼等の防止を図るため、消防水利の整備や消防活動路の確保等の

安全対策を推進する。 

 

４－１ 出火の防止 

○ 府中消防署は、各家庭における地震時の出火防止等の徹底を図るため、起震車等

の指導用資機材を活用した実践的な出火防止訓練を実施し、市民の防災行動力の

向上を図る。 

○ 府中消防署は、火気設備・器具の安全化について、「東京都火災予防条例」に基

づき、石油燃焼機器類への対震安全装置の設置の徹底、火気設備・器具周囲の保

有距離の離隔及び固定等、各種の安全対策を推進する。 

○ 府中消防署は、電気設備等の耐震化を指導するとともに、感震機能付分電盤等の

普及促進に積極的に関与し、出火防止等の安全対策の強化を図る。 

○ 府中消防署は、地下施設、飲食店、百貨店、病院等の防火対象物及び多量の火気

を使用する工場、作業場等に対して、火気使用設備・大型電気器具等の固定、当

該設備・器具への可燃物の転倒・落下防止措置、災害時における従業員の対応要

領等について立入検査等において指導する。その他の事業所や一般住宅等につい

ても、立入検査及び防火診断を通じた同様の指導とともに、地震後の出火防止徹

底のため、安全確保要領の指導を行う。 

○ 府中消防署は、発災直後の出火以外にも、地震発生から数日後の復電による通電

火災等が発生する可能性があることに留意し、市民等への指導を行っていく。 

 

４－２ 初期消火体制の強化 

（１）街頭消火器の設置 

○ 市は、初期消火体制を強化する必要から、街頭消火器を設置する。 

 

（２）初期消火資器材の普及 

○ 震災時における同時多発火災を防止するためには、家庭や事業所等における出火

防止と初期消火が重要であるため、府中消防署は、消火器、スタンドパイプ、可

搬ポンプ及び住宅用スプリンクラー設備等の普及に努めるとともに、初期消火に

おける消火器の積極的活用及び風呂水のくみ置き等の防災への備えを奨励する。 
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（３）市民、事業所の自主防災体制の強化 

① 市民の防災力の向上 

○ 市は、市民１世帯最低１名が自信を持って災害に対応できるよう、各家庭に

対して、都民防災教育センター（立川防災館）等の体験コーナーを活用した訓

練体験を推奨するとともに、自主防災組織等に対しては、初期消火訓練等、そ

の活動規模・能力に応じた実践的な訓練を推進する。 

○ 避難行動要支援者への支援については、市で実施している避難行動要支援者

対策事業の周知を図ることで、各家庭や地域の協力体制づくりを進め、地域ぐ

るみの防災行動力の向上を図る。 

② 事業所自衛消防隊の活動能力の強化 

○ 府中消防署は、全ての事業所に対し、事業所防災計画の作成指導を推進する

とともに、各種の訓練や指導等を通じて、自衛消防隊の活動能力の充実・強化

を図る。 

○ 事業所相互間の協力体制及び自主防災組織等との連携を強めるとともに、地

域との協力体制づくりを推進する。 

 

４－３ 火災の拡大防止 

（１）消防活動体制の整備強化 

○ 府中消防署では、１か所の消防署と４か所の消防出張所に、ポンプ車、化学車、

はしご車、救助車、救急車等の消防車両を配置して災害に備えている。また、地

震等により多発する救助活動や消火活動に迅速に対応するため、特に配置された

救助用資機（器）材を積載して、救助活動を実施することにしている。 

○ 平常の消防力を、地震時においても最大限有効に活用するため、地震被害の態様

に対応した各種計画を樹立し、有事即応体制の確立を進めるとともに、合築庁舎

のメリットを活かした府中消防署庁舎及び市中央防災センターの一体的な運用に

より、市、府中消防署、府中市消防団の連携をさらに強化し、消防力のさらなる

充実を図る。 

（資料２５ 「消防署活動体制の整備」） 

 

（２）消防団体制の強化 

○ 府中市消防団は、消防団本部は市中央防災センター、消防団分団は市内各地の防

災センターを活動の拠点とし、地域における防災活動の推進と震災時における消

防団活動体制の充実強化を図る。 
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○ 市は、震災等の大規模災害時に、消防団が効率的に活動できる体制を整備すると

ともに、可般ポンプ積載車、照明器具（発動発電機、投光器等）､救助資器材、応

急救護資器材（担架・救急カバン等）、携帯用通信機器等の整備・増強に努める。 

（資料２６ 「消防団活動体制の整備」） 

 

（３）情報通信体制の整備強化 

○ 震災時には、有線通信回線の途絶が予想される。このような事態の中で、同時多

発火災や緊急事態に迅速かつ的確に対処し、被害を最小限に抑えるために、市、

府中市消防団、府中消防署、府中警察署等の防災関係機関が相互に連絡がとれる

体制を整備する。 

○ 災害情報を的確に把握できるよう、情報通信体制を整備、強化することにより、

次のような最新の技術を導入した防災無線システムによる通信ネットワークを整

備する。 

① 防災関係機関同士が自由に情報交換できる防災無線システムの導入 

② 携帯電話を活用した防災通信システムの構築（デジタル通信を活用した現場

映像の送付等） 

③ 消防団の現場活動に必要な携帯無線機の更新 

④ 市の災害対策本部となる中央防災センターと府中消防署との合築庁舎のメリ

ットを活かした災害情報の共有体制の強化及びＪアラートの一体運用 

 

（４）消防活動路の確保 

○ 震災時には、道路周辺の建物や塀、電柱等工作物の倒壊、更には道路の陥没等に

より、消防車両等が通行不能になることが予想されるため、消防活動に必要な幹

線道路の整備促進、狭あい道路・行き止まり道路の解消、架空電線の埋設化等、

対策を講じることが求められる。 

○ 市は、府中市地域まちづくり条例に基づく開発事業を行う場合において、「府中

市開発事業に関する指導要綱」に基づく、建築物の後退などについて関係機関と

連携して推進する。 

○ 市は、消防力の整備と合わせて、道路障害物除去（啓開）用特殊資機材の整備に

努める。 

○ 市及び府中消防署は、震災消防活動が効果的に行えるよう、協定締結等による民

間からの借上げ特殊車両等の確保に努める。 
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（５）地域防災体制の確立 

○ 市及び府中消防署は、地震による火災等の災害から住民や地域社会を守るために

は、地域ぐるみの対応が必要であるため、地域の自主防災組織と事業所の自衛消

防組織等が相互に協力して連携できる体制を整備する。 

○ 府中消防署は、店舗併用住宅のような防火管理義務のない小規模事業所について

は、地域の自主防災組織等の一員として活動するよう指導する。 

 

（６）消防水利の整備 

① 府中消防署の役割 

○ 市、都及び関係機関と連携して、河川等あらゆる水源の有効活用を図り、消

防水利の確保に努める。 

○ 木造住宅密集地域等の道路狭あい地域に設置されている消火栓・排水栓等の

水道施設について、都と連携して、自主防災組織等が初期消火に使用する水源

として活用を図る。 

○ 特に木造住宅等が密集している地域においては、重点的に水利整備を推進す

るため、関係機関と協議を行い、整備方策を検討する。 

○ 市と連携し、効果的な消火活動が行えるよう消防水利の確保に努める。 

② 市の役割 

○ 国が定める「消防水利の基準」（昭和３９年消防庁告示第７号）に基づき、

府中消防署と協議の上、消防水利の整備を推進している。また、震災時の同時

多発火災に対処するため、既存水利の機能を維持するとともに、建築物の焼失

危険度が高い地域や震災対策上重要な地域を中心に防火水槽の建設及び民間

の建物の基礎ばりを利用した地中ばり水槽等の設置に努める。 

○ 都市づくりと一体となった消防水利を確保するため、府中市地域まちづくり

条例に基づく開発事業を行う場合は、「府中市開発事業に関する指導要綱」に

基づき、防火水槽等を設置する。さらに、雨水貯留施設や親水公園等多用途水

源を消防水利に活用するほか、巨大水利（河川等の無限の水量を有する水利及

び応急給水施設、浄水場及び給水所の貯水池等の大容量を有する水利）の確保

等多角的な方策による消防水利の確保に努める。 

（資料２７ 「消防水利の確保」） 
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４－４ 危険物施設、毒物・劇物取扱施設等の安全化 

○ 府中消防署は、「事業所防災計画」の作成状況の確認、作成の指導を行う。 

○ 府中消防署は、危険物施設の自主保安体制の推進及び定期点検に関する指導する。 

○ 都（多摩府中保健所・健康安全研究センター・福祉保健局）は、毒物・劇物取扱

施設に対して、危害防止規定の作成、設備の保守点検等の励行、定期的な防災訓

練の実施等を指導する。 

 

４－５ 危険物等の輸送の安全化 

○ 都（多摩府中保健所・健康安全研究センター・福祉保健局）は、法令基準に適合

するよう指導取締りを実施するとともに、関係機関との連絡通報体制を確立する。 

○ 府中消防署は、タンクローリー等による危険物輸送の指導、安全対策を実施する。 

○ 府中消防署は、イエローカードの車両積載の確認及び活用を推進する。 

○ 府中警察署は、危険物等運搬車両の通行路線の検討を行う。 

○ 府中警察署は、危険物等運搬車両の路上点検、指導取締りの推進を図る。 

○ 府中警察署は、関係機関等の連絡通報体制を確立する。 

○ JR 貨物事業者は、鉄道タンク車の検査体制強化及び私有タンク車の安全性に関

する指導を実施する。 

○ JR 貨物事業者は、火薬類等の危険品輸送時の災害防止を図る。 

○ JR 貨物事業者は、部外関係機関等における緊急時の協力・応急処理体制を確立

する。 

（東京都地域防災計画 資料第３７ 「貨物駅の危険物取扱量」別冊 P.２４７） 

（資料２８ 「危険物製造所等の現況」） 

（資料２９ 「高圧ガス等関係施設の現況」） 

（資料３０ 「毒物・劇物施設の現況」） 

（資料３１ 「放射性物質関係施設の現況」） 
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【応急対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 消火・救急・救護活動 
市、府中警察署、府中消防署、府中市消防団、

自主防災組織、事業者、市民 

２ 二次災害防止のための応急対策 市、都、社会公共施設等の管理責任者 

３ 危険物等の応急措置 市、府中警察署、府中消防署、事業者 

 

１ 消火・救急・救護活動 

○ 災害発生後は、迅速・的確な消火活動を実施するとともに、被災者の救助・救急活動

を実施する。 

 

１－１ 市の役割 

○ 市施設への来庁者や職員の安全を確保し、災害対策に当たるための初動体制を整

える。 

○ 府中市災害対策本部を設置するとともに、市施設から市内の被害情報等を収集す

る。 

○ 被害情報等から医療救護所の設置を判断し、府中市医師会等に応急救護に対する

協力を要請する。 

○ 負傷者の医療救護所への搬送体制を確立する。 

 

１－２ 市民及び自主防災組織の役割 

○ 市内に設置してある街頭消火器等、各種消火用資器材により初期消火を実施する。 

○ 初期消火は、火災の拡大防止に主眼を置き、消防団員や消防団の到着後は、その

指示に従う。 

○ 地域の防災倉庫にある資器材を活用し、建物倒壊等による二次災害を防止しつつ、

負傷者の救出救助活動を実施する。 

 

１－３ 府中警察署の役割 

○ 府中消防署、自衛消防組織等と連携協力した救助活動を実施する。 

○ 府中消防署や府中市消防団等、各機関による迅速な活動を確保するため、交通規

制を実施する。 
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１－４ 府中消防署の役割 

○ 市内の被害状況の収集に努め、効果的かつ効率的な消防隊の配備により消火活動

と平行して、救急・救助活動を実施する。 

○ 府中市消防団と連携するとともに、市民による初期消火活動により消防力を補う。 

○ 対応困難な事象に対しては、東京消防庁のスケールメリットを活かし、応援部隊

の要請を行う。 

○ 負傷者の救護に当たっては、消防団員や東京消防庁災害時支援ボランティアと連

携し、効果的な救護活動を実施する。 

 

１－５ 府中市消防団の役割 

○ 発災と同時に付近の住民に対して出火防止と初期消火の呼び掛けを行う。 

○ 携帯無線機等を活用し、消防活動上必要な情報や被災状況の情報収集・伝達を行

う。 

○ 消防隊との連携を強化するとともに、消火活動及び避難道路の確認を消防団独自

に、若しくは消防隊と連携して行う。 

○ 簡易救助器具を活用し、住民と一体となった救助活動を行うとともに、負傷者に

対する応急措置を行う。 

 

１－６ 事業所の役割 

○ 来訪者や従業員の安全を確保し、出火防止、初期消火を速やかに実施する。 

○ 事業所での初期対応完了後、地域の消火、救助活動を実施する。 

（参照  第２部第２章「市民と地域の防災力向上」） 

（資料３２ 【府中市医師会・府中消防署】「府中市における応急手当の普及に関

する協定」） 

 

２ 二次災害防止のための応急対策 

２－１ 社会公共施設等の応急対策 

（１）社会公共施設等の応急危険度判定 

○ 「府中市地域防災計画」における社会公共施設とは、医療機関、社会福祉施設、

学校施設、文化財施設、社会教育・文化施設及び保養所等、不特定多数の市民等

が利用する公共施設をいう。 

○ 地震が発生したとき、応急対策上重要な役割を果たす社会公共施設等について、

余震等による倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止するため、早期に被

害状況を調査し、使用できるかどうかを応急的に判定する。 
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○ 応急危険度判定は、都立・国立の建築物は都・国が行い、市立の公共建築物は施

設管理者又は市が行う。 

○ その他の民間施設は応急危険度判定員（ボランティアの建築士）が行い、取りま

とめ等事務については市が行う。 

 

（２）社会公共施設等の応急対策 

① 各医療機関 

○ 施設長は、あらかじめ策定した計画に基づき、患者の生命保護を最重点に対

応する。 

○ 通信手段の確保に努めるとともに、状況に応じて、必要な措置を取る等万全

を期する。 

② 社会福祉施設等 

○ 社会福祉施設等の責任者は、被災後速やかに施設内外を点検し、落下・倒壊

等の危険箇所の有無を確認する。必要に応じて、応急修理を行い、安全を確保

する。 

○ 利用者の状況、職員の状況、施設建物の被害状況を把握し、必要に応じて、

施設の応急計画を策定する。 

○ 施設独自での復旧が困難である場合は､府中市災害対策本部に連絡し援助を

要請する｡ 

○ 震災の被害を受けなかった施設の責任者は、援助を必要とする施設の責任者

に積極的に協力し、入所者の安全を確保する。 

③ 学校施設 

○ 学校長は、児童・生徒等の安全確保を図るため、避難計画を作成し、この計

画に基づいて行動する。 

○ 自衛防災組織を編成し、役割分担に基づき行動する。 

○ 緊急時には、関係機関へ通報して臨機の措置を講ずる。 

○ 学校施設が、避難所になった場合は、避難者の健康と安全の確保に努めると

ともに、余震や火災予防についても十分な措置を取る。 

○ 学校施設の応急修理を迅速に実施する。 

④ 文化財施設 

○ 文化財に被害が発生した場合には、その所有者又は管理者は、直ちに東京消

防庁等の関係機関に通報するとともに被害の拡大防止に努め、被災状況を速や

かに調査し、都教育委員会を経由して、その結果を文化庁長官に報告する。 

○ 関係機関は被災文化財の被害拡大を防ぐため、協力して応急措置を講ずる。 



震災編 第２部 第３章 安全なまちづくりの実現 

第２節 具体的な取組 

【応急対策】２ 二次災害防止のための応急対策 

震－76 

第
２
部 

第
３
章 

 

○ 被災した文化材の廃棄、散逸を防止するため、被害状況と文化財等の重要度

に応じて、文化スポーツ部、都教育委員会及び文化財の管理者において修復等

について協議を行う。 

⑤ 社会教育・文化施設及び保養所等 

○ 社会教育・文化施設及び保養所等の管理者は、利用者が不特定多数であるこ

とから、様々な状況を想定した災害時の行動計画の確立を図る。 

ア 施設管理責任者は、自主的な自衛防災班を編成し、災害時には、施設等職

員は役割分担に基づいて行動する。 

イ 避難について特に綿密な計画を樹立し、それに基づいて行動する。特に要

配慮者の安全確保に万全を期する。 

ウ 避難所となった場合、避難者の健康と安全の確保に努めるとともに、火災

の予防について十分な措置を取る。 

エ 震災後、直ちに被害状況を調査し、被害状況によっては、施設ごとに再開

等の計画を立て、早急に開館又は開場する。 

オ 当面の応急措置が終了し、社会一般が安定し、日常生活が平常に戻れば、

復旧計画を立て、本格的な復旧を行う。 

 

（３）コンピューターへの被害の抑制 

【被害の抑制】 

○ 地震や火災などの災害時に、コンピューター内のデータが破壊されないよう、施

設の耐震化、非常電源の確保、消火設備の高度化に努める。 

【バックアップを利用したデータ保管】 

○ データをバックアップし、他地域での保管を継続する。 

【事業継続計画（ＢＣＰ）】 

○ コンピューターが停止した場合に当面の事務を行えるよう、また、その復旧体制

を明確にするため、事業継続計画（ＢＣＰ）等の策定について研究・検討を進め

る。 
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２－２ 急傾斜地崩壊防止施設等の応急対策 

○ 市は、関係機関と連携して土砂災害の発生状況等の情報収集を行い、都に報告す

る。 

○ 土砂災害の危険性が高い箇所について関係機関や住民に周知を図り、応急対策を

行うとともに、災害のおそれがある場合は避難対策を実施する。 

○ 都は、急傾斜地崩壊防止施設（のり面保護工、落石防護柵等）の被害状況を把握

し、施設の応急対策を実施し復旧に努める。 

○ 都は、土砂災害による急迫した危険が認められる場合、市が適切に避難指示等の

判断が行えるよう、情報を提供する。 

 

３ 危険物等の応急措置 

３－１石油等危険物施設、高圧ガス、毒物・劇物取扱施設等の応急措置 

○ 市は、府中消防署及び府中警察署と連携し、必要に応じて、次のとおり各施設に

おける応急措置を実施する。 

・ 住民に対する避難の勧告又は指示 

・ 住民の避難誘導 

・ 避難所の開設、避難住民の保護 

・ 情報提供、関係機関との連絡調整 

○ 府中消防署は、関係事業所の管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者に対し、

当該危険物施設の実態に応じた措置を講ずるよう指導する。 

ア 危険物の流出、爆発等のおそれのある作業及び移送の停止、施設の応急点検

と出火等の防止措置 

イ 「初期消火活動要領」に基づく混触発火等による火災の防止措置、タンク破

壊等による流出及び異常反応、浸水等による広域拡散の防止措置と応急対策 

○ 府中警察署は、市長からの要求等により避難を指示し、避難区域内への車両の交

通規制を行う。また、避難者の避難行動に応じた避難路の確保及び避難誘導を実

施する。 

○ 事業者は、危険が想定される場合等は関係機関への通報等、応急措置を実施する。 

 

（１）石油等危険物施設、液化石油ガス消費施設、火薬類保管施設の応急措

置 

○ 各施設の管理者は、各施設における危機管理マニュアル等に基づき、迅速な応急

措置を実施する。 
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（２）高圧ガス保管施設の応急措置 

○ 施設の管理者は、危機管理マニュアル等に基づき、迅速な応急措置を実施する。 

○ 高圧ガス保管施設における、震災時応援連絡体制は次のとおりである。 

 

【高圧ガス震災時応援連絡体制】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注 1 太線は応援出動体制を示す。 

 

 

（３）毒物・劇物取扱施設の応急措置 

○ 施設の管理者は、危機管理マニュアル等に基づき、迅速な応急措置を実施する。 

○ 都は、事業場から有害物質等が下水道に流入する事故が発生したときは、下水道

への排出を防止するための応急の措置を講ずるよう指導する。 

○ 都は、関係機関との連絡を密にし、有害物質等に関わる災害情報の収集、伝達に

努める。 

○ 毒物・劇物取扱施設における、震災時応援連絡体制は次のとおりである。 

  都 総 務 局  
   総合防災部 
   防災対策課 

 
応援支部長 

 
 

 
所属支部長 

 
 応援支部会員 
 
 

 
府中警察署 

 
関東東北産業 
保安監督部 

 
災 害 発 生 場 所 

（ 事 業 所 等 ） 

 

府中消防署 

 
 

経済産業省 

東京都高圧ガス地域防災協議会 

・(公社)東京都高圧ガス保安協会 
・(一社)東京都 LP ガス協会 
・東京都 LP ガススタンド協会 

 ・都環境局環境改善部 

   環境保安課 

 ・多摩環境事務所管理課 
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【機関別対応措置】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警視庁 

（代）３５８１-４３２１ 

生活安全部

生活環境課 

警 備 部 

災 害対策課 

 

（４）化学物質関連施設の応急措置 

① 化学物質対策 

○ 市は、府中消防署及び府中警察署と連携して事故に関する情報を収集し、必

要に応じて、同事業者に応急措置を実施するよう指示、関係機関に情報を提供

する。 

○ 事業者は、事故により危険が想定される場合は、速やかに市及び関係機関に

連絡し応急措置を実施する。 

② ＰＣＢ（※）対策 

○ 市は、事故に関する情報を収集し、必要に応じて、同事業者等に破損、漏え

いしている機器の調査・確認を行うとともに、応急措置の実施及びＰＣＢ汚染

状況を表示するよう指示また、関係機関に情報を提供する。 

○ 事業者は、発災によりＰＣＢ機器が破損・漏えいしている場合、又は危険が

予想される場合は、速やかに関係機関に連絡するとともに、応急措置を実施す

る。 

※ ＰＣＢ 

ポリ塩化ビフェニルの略称。化学的にも安定な性質を有し、幅広い分野で用いら

れたが、脂肪組織に蓄積しやすく、発癌性があるなど生体に対する毒性が高いこと

が分かっている。 

都福祉保健局健康安全部 

薬務課毒劇物指導担当 

（代）５３２１－１１１１ 

内線 ３４－４７４ 

（直）５３２０－４５１３ 

厚生労働省 

医薬食品局 

審査管理課 

化学物質安全対策室 

警視庁（１１０番） 

警察署 

東京消防庁 

（１１９番） 

消防署 

東京都健康安全研究センター 

広域監視部薬事監視指導課 

毒
物
劇
物
の
飛
散
・
流
出
等 

都総務局 

（防災対策課） 

都環境局 

（水環境課） 

（環境保安課） 

都産業労働局 

（食料安全課） 

 

多摩府中保健所 
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３－２ 危険物輸送車両等の応急対策 

○ ３－１に準じ、市及び府中消防署、府中警察署は対策を講じる。 

 

（１）危険物輸送車両の応急対策 

○ JR 貨物事業者は、事故の拡大等防止のため、早急に立入禁止等の措置を行い、

消防、警察等の関係機関に通報する。 

 

（２）核燃料物質輸送車両等の応急対策 

○ 府中消防署は、事故の通報を受けた旨を東京消防庁警防本部に通報する。また、

事故の状況に応じて、火災の消火、延焼の防止、警戒区域の設定、救助、救急等に

関する必要な措置を実施する。 

○ 府中警察署は、事故の状況把握及び市民等に対して広報し、施設管理者等に対し、

被害拡大等防止の応急措置を指示する。また、関係機関と連携を密にし、事故の状

況に応じた交通規制、警戒区域の設定、救助活動等必要な措置する。 

○ 事業者等は、関係機関への通報等、応急の措置を実施する。なお、警察官等の到

着後は、情報を提供し、指示に従い適切な措置を実施する。 

○ 応急対策に係る連携のイメージ図は次のとおりである。 
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等 都道府県警本部 最寄りの警察機関 

放射性物質輸送 

事故対策会議 

原子力規制委員会 

国土交通省 

厚生労働省 

警 察 庁 

都道府県 

消防防災主管部局 
最寄りの消防機関 総務省消防庁 

総 務 省 

環 境 省 
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３－３ 危険動物の逸走時対策 

○ 住民等が飼養している特定動物等（特定動物及びその他人に危害を加えるおそれ

のある危険動物）の逸走の通報があった場合は、関係機関が連携し、動物の保護、

収容場所の確保、飼い主情報の収集等を行う。 

○ 事故時には、必要に応じて、次の措置を実施する。 

・ 住民に対する避難の勧告又は指示 

・ 住民の避難誘導 

・ 避難所の開設、避難住民の保護 

・ 情報提供、関係機関との連絡 

○ 府中警察署は、情報の受理及び伝達並びに必要な措置（警察官職務執行法に基づ

く措置）を行う。 

○ 府中消防署は、情報連絡体制の確保及び被災者の救助並びに搬送を行う。 
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【復旧対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 公共の安全確保、施設の本来機能の回復 市 

 

１ 公共の安全確保、施設の本来機能の回復 

（１）学校施設 

○ 公立学校の施設が甚大な被害を受け､教育活動ができないと判断した場合に、教育

委員会は、学校長及び都教育委員会と協力し、応急教育計画等を作成する。児童・

生徒の不安を解消するため、教育活動に中断がないように努める。 

 

（２）市立文化施設・社会教育施設 

○ 市立文化施設・社会教育施設について、災害後直ちに被害状況を調査し、被害状

況によっては、施設ごとに再開等の計画を立てる。 

○ 当面の応急措置が終了し、社会一般が安定し日常生活が平常に戻れば、復旧計画

を立て、本格的な復旧を行う。 
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第４章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 
 

第１節 本章の概要 

 

道路や鉄道などの交通関連施設は、都市の活動を支える基盤として重要な役割を担って

いる。こうした施設が損壊等の物理的被害を受けたり、交通渋滞、車両火災等により機能

不全に陥ると、人命救助や消火活動、物資輸送等の円滑な実施が困難になるおそれがある。 

 

 

市民の生命を守る交通関連施設の安全確保に向けて、道路ネットワークの整備、道路・

橋りょう等の安全確保や新たな交通規制の実施、鉄道事業者に対する支援を進め、鉄道駅

や駅間施設等の耐震性向上を図り、鉄道の安全確保と早期復旧、整備を一層促進する等、

ソフト・ハード両面の対策を進め、発災後においても交通・物流機能を維持する。 

下水道施設等の耐震化や、被害発生から復旧までの間のバックアップ機能の確保、早期

復旧に向けた仕組みづくり等、ライフライン機能の確保に向けた対策を実施する。 

自立・分散型電源の導入促進等、エネルギーの多様化等により、電力供給の安定化に向

けた取組を促進し、発災後も都市の機能を維持する。 

 

 

市民が生活を営む上で必要不可欠な機能について、大規模な震災においても、その機能

を維持、また、早期復旧することができる環境を整備する。 

 

現状・背景 

対策の方針 

目標とする到達点 
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第２節 具体的な取組 

 

発災    １ｈ    ２４ｈ   ７２ｈ 

予防対策 応急対策 復旧対策 

地震前の

行動 
地震直後の行動 地震後の行動 

○ 道路・橋りょうの機能確保(P85) 

○ 緊急輸送ネットワークの整備(P87) 

○ 鉄道施設(P88) 

○ 水道(P88) 

○ 下水道(P89) 

○ 電気・ガス・通信等(P90) 

● 道路・橋りょう(P94) 

● 鉄道施設(P94) 

● 河川施設等(P95) 

● 水道(P95) 

● 下水道(P95)  

● 電気・ガス・通信等(P96) 

● エネルギーの確保(P96) 

● 道路・橋りょう(P97) 

● 鉄道施設(P98) 

● 河川施設等(P98) 

● 水道(P98) 

● 下水道(P98) 

● 電気・ガス・通信等(P99) 
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【予防対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 道路・橋りょうの機能確保 市、都、国 

２ 緊急輸送ネットワークの整備 市、都、府中警察署 

３ 鉄道施設 鉄道事業者 

４ 水道 市、都 

５ 下水道 市 

６ 電気・ガス・通信等 電気事業者、ガス事業者、通信事業者 

 

１ 道路・橋りょうの機能確保 

１－１ 道路・橋りょうの機能確保 

○ 道路及び橋りょうは、単に人や物の輸送を担う交通機能のみならず、震災時にお

いては、火災の延焼防止効果や避難、緊急物資等の輸送ルートとなる等、多様な

機能を有している。このため、道路機能の確保のため次のことを実施する。 

・ 震災時に重要な役割を担う緊急輸送道路が建築物の倒壊により閉塞すること

がないよう沿道建築物の耐震化を促進する。 

・ 「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」第７条に

おいて、特に耐震化を推進する必要がある道路として指定された特定緊急輸送

道路の建築物については、耐震化を推進するとともに、所有者が行う耐震改修

等の費用の一部を助成する。府中市内の特定緊急輸送道路は以下のとおりであ

る。 

中央自動車道 

甲州街道 

小金井街道 

東八道路の一部（府中街道以東） 

府中街道の一部（市役所以北） 

鎌倉街道の一部（甲州街道以南） 

○ 道路は、延焼遮断帯の骨格をなす都市施設であり、災害に強いまちづくりを形成

するうえで重要な施設であることから、延焼遮断帯として大きな機能を持つ幹線

道路は、重点に新設・拡幅を行う。 

○ 国道、都道及び幅員１２ｍ以上の都市計画道路等を対象として、沿道の不燃化（奥

行２０～３０ｍをめどとする｡）を進める。 

（資料３３ 「道路の整備」） 

（資料３４ 「府中市内道路区分」） 
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【緊急輸送関係の用語】 

名称 説明 

建築物集合地域通過道路 

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（耐震改修促進

法）第５条に基づき、相当数の建築物が集合し、又は集合

することが確実と見込まれる地域を通過する道路その他国

土交通省令で定める道路をいう。 

特 定 緊 急 輸 送 道 路 

「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進

する条例」第７条に基づき、特に耐震化を推進する必要が

ある道路として指定した道路をいう。 

緊 急 輸 送 道 路 

国道（中央自動車道・甲州街道）及びこれらを連絡する幹

線的な道路と知事が指定する防災拠点を相互に連絡する道

路をいう。 

 

１－２ 避難道路機能の確保のための対策 

（１）放置自転車対策 

○ 「府中市自転車の放置防止に関する条例」により、駅周辺道路等における自転車

の放置を防止するとともに、商業地域及び近隣商業地域における自転車の大量駐

車需要を生ずる施設に対し、自転車駐車場を設置させることにより、市民の良好

な生活環境を確保する。 

○ 避難路となる歩道空間を確保するため、放置防止指導員を配置し、自転車等の利

用者へ指導・啓発を行う。 

 

（２）違法駐車対策 

○ 市は、府中警察署と連携し、「道路交通法」に基づき、道路における危険を防止

し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に努

めることで、道路交通の適正化と防災活動の確保を図る。 

○ 荷さばき車両の規制により、道路交通の適正化と防災活動の確保を図る。 

 

（３）電線類地中化対策の推進 

○ 道路上の電線類を、可能な範囲で地中化することにより、災害時の救助活動の円

滑化や避難道路機能の充実等、都市防災の一層の向上を図るとともに、高度情報

化社会において欠かせない電力の安定供給と通信の信頼性の向上を図る。 
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２ 緊急輸送ネットワークの整備 

○ 都は、震災時の緊急輸送を円滑に行うため、「緊急輸送ネットワーク」の整備を行う。 

（資料３５ 「災害時の緊急啓開路線図（緊急輸送ネットワーク）」） 

○ 都は、震災時に果たすべき輸送路の機能に応じて、第一次(市、他県との連絡)、第二

次(主要初動対応機関との連絡)、第三次(緊急物資輸送拠点との連絡)の「緊急輸送ネ

ットワーク」を整備する。 

ア 第一次緊急輸送ネットワーク 

応急対策の中枢を担う都本庁舎、立川地域防災センター、市庁舎、輸送路管理機

関及び重要港湾、空港等を連絡する輸送路 

イ 第二次緊急輸送ネットワーク 

第一次緊急輸送路と放送機関、自衛隊や警察・消防・医療機関等の主要初動対応

機関、ライフライン機関、ヘリコプター災害時臨時離着陸場候補地等を連絡する

輸送路 

ウ 第三次緊急輸送ネットワーク 

トラックターミナルや駅等の広域輸送拠点、備蓄倉庫と市の地域内輸送拠点等を

連絡する輸送路 

○ 市は、救出救助活動の拠点となる施設（消防署（出張所含む）、各防災センター等）

から、都が整備する緊急輸送道路までの道路を、優先啓開道路として指定する。 

 （資料３５－２「優先啓開道路図」） 

○ 都及び府中警察署は、緊急輸送ネットワークの実効性を担保するため、交通規制を実

施する「緊急自動車専用路」、「緊急交通路」及び道路障害物の除去や応急補修を優先

的に行う「緊急道路障害物除去路線」との整合を図る。 

（資料３６ 「大震災時における交通規制図」） 

（資料３７ 「緊急通行車両等の確認事務及び交通規制対象除外車両の認定に係わる

事務の処理要綱（警視庁）」） 

 

緊急交通路案内板 
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【通行制限に係る用語整理】 

名称 説明 

緊急自動車専用路 
発災直後に「道路交通法」による交通規制を行い、人命救助、

消火活動等を行う緊急自動車等のみを通行させる路線をいう。 

緊急交通路 
「災害対策基本法」第７６条第１項の規定により、緊急通行

車両以外の車両の通行を禁止又は制限する道路の区間をいう。 

 

【障害物除去】 

名称 説明 

緊急道路障害物 

除去（啓開）路線 

原則として上下各１車線を確保し、避難・救護・救急対策等

のための震災後初期の緊急輸送機能の回復を図るために、道

路損壊、崩土、道路上への落下倒壊物、放置された車両など

の交通障害物により通行不可能となった道路において、障害

物除去や簡易な応急復旧作業を優先的に行う、あらかじめ指

定された路線をいう。 

 

３ 鉄道施設 

○ 鉄道事業者は、列車運転の安全確保を確立し、輸送業務を災害から未然に防止するた

め、線路施設等の耐震性の向上に努め、施設の安全対策を図る。 

○ 鉄道事業者は、気象庁から配信される「緊急地震速報」を活用し、大きな揺れが到達

する前に列車無線で乗務員に通報し、列車を停止させることで、人命の安全確保及び

輸送の確保を図る。 

（資料３８ 「鉄道施設」） 

 

４ 水道 

○ 都は、地震による水道施設の被害を最小限にとどめ、都民に対する給水を可能な限り

確保することを目的とした「東京都水道局震災対策事業計画」を策定し、施設の耐震

性を強化するとともに、震災時における飲料水を確保するための対策を進める。 

○ 多摩地区における主な震災予防対策は次のとおり。 

・ 水道システムの耐震化 

・ 飲料水の確保 

○ 府中市地域内にある水道施設は、浄水所４か所、応急給水槽２か所である｡ 
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【参考】多摩地区における水道事業の現状 

多摩地区のうち、武蔵野市、昭島市、羽村市及び檜原村を除く２６市町の水道事業は、

都が運営している。 

都では、多摩水道改革推進本部の下、施設管理等の拠点として給水管理事務所及び給

水事務所を設置するとともに、水道料金の収納・給水装置工事の審査等の業務を行うサ

ービスステーションを開設して、多摩地区水道の事業運営に当たっている。 

 

○ 都は、市等が迅速に応急給水できるよう、浄（給）水所の災害時給水ステーション（

給水拠点）において、応急給水活動区域を仕切柵で区分する施設整備を行う。また、

応急給水活動区域には、蛇口をひねるだけの簡単な操作で飲料水が出てくる給水施設

を整備する。 

 

５ 下水道 

○ 震災時に、下水道施設の一部が被災した場合、都市機能そのもののまひにつながり、

市民生活への影響は極めて大きい。 

○ 震災時においても下水道施設がその機能を十分に発揮し、社会全体に及ぼす影響を最

小限にとどめるための安全化対策を実施する。 

 

５－１ 安全化対策 

○ 市の下水道施設は、ポンプ場が１か所（排水能力１０，８００㎥／日)､公共下水

道管きょの総延長は、幹線で約５９ｋｍ、枝線で約６５５ｋｍである。都市下水

路は約１１ｋｍとなっている。 

○ 震災時における下水道施設の機能を確保するため、次のような安全化対策を推進

している。 

 

（１）中継ポンプ場施設の整備 

○ 経年変化等により安定性の低下した構造物及び機械電気設備については、機能向

上と耐震化のための整備補強を進める。 

 

（２）管きょの整備 

○ 管きょのうち、経年変化等により安定性の低下した管きょについては、下水道管

の点検・調査を実施するとともに、必要に応じた補修や更生工事を実施する。 

○ テレビカメラ等による機能調査に基づき、老朽化の著しい管きょから計画的に補

強を進める。 
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６ 電気・ガス・通信等 

○ 電気、ガス、通信などのライフライン施設は、都市化の進展とともに、ますます高度

化、複合化されており、各施設の相互依存の関係は著しく高まっている。震災時に、

これらライフライン施設の一部が被災した場合、都市機能そのもののまひにつながり、

市民生活への影響は極めて大きい。各関係機関は、震災時においても、ライフライン

施設の機能をできる限り維持し、社会全体に及ぼす影響を最小限にとどめるための安

全化対策を推進する。また、共同溝について消防活動上必要な事項、非常用設備、出

火防止措置等の届出指導の推進を図る。 

 

６－１ 電気施設の安全化対策 

○ 電気事業者は、電気施設の耐震性について、法令等の設計基準に則した設備構築

を実施し、震災時の被害を最小限にとどめるよう万全の予防措置を講ずる。 

○ 東京電力の電気施設は、次の耐震設計基準に基づき設置されており、電気事業者

は、軟弱地盤の地域等、特に問題のある箇所については、きめ細かい設計を行い

施工する。 

○ 電気事業者は、電気の供給信頼度の一層の向上を図るため、災害時においても、

系統の切替え等により、早期に停電が解消できるよう系統連携の強化に努める。 

 

【設備別基準】 

設 備 名 電気施設関連の耐震設計基準 

変 電 

○ 機器は、動的設計(０.３Ｇ共振正弦２波)、屋外鉄構は水平加

速度０.５Ｇ程度、機器と屋外の基礎は、水平加速度０.２～０.

５Ｇ程度としている。 

送 

 

電 

架 空 線 

○ 地震による振動・衝撃荷重の影響は、電気設備に関する技術基

準に定める風圧による荷重に比べ小さいので、これらの荷重を

基礎として設計している。 

地 中 線 
○ 油槽台等の付帯設備については、変電機器の耐震性に準じて設

計している。 

配 電 

○ 地震による振動・衝撃荷重の影響は、氷雪、風圧及び不平均張

力による荷重に比べ小さいので、これらの荷重を基礎として設

計している。 

通 信 ○ 変電、送電、配電設備に準じて設計を行っている。 

(注)１Ｇは、おおむね地球の重力による加速度に相当する９８０ガル 
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６－２ ガス施設の安全化対策 

○ 設備、施設の設計は、ガス事業法、消防法、建築基準法、道路法等の諸法規並び

に建築学会・土木学会の諸基準及び日本ガス協会基準に基づいて行う。 

○ ガス事業者は、地震時に安全装置が作動して遮断したガスを、各家庭で復旧させ

る手順について、ガス利用者に周知する。 

（資料３９ 「ガス施設」） 

【安全化対策】 

施 設 名 内          容 

製 造 施 設 

１ 施設の重要度分類に基づき、それぞれのクラスに応じた設計法を適用

し、耐震性の向上及び安全性を確保する。 

２ 緊急遮断弁、防消火設備、防液堤の設置、保安用電力の確保等の整備

を行い、二次災害の防止を図る。 

供 給 施 設 

１ 新設設備は、ガス工作物の技術上の基準等に基づき耐震性を考慮した

設計とし、既設設備は必要に応じて、補強を行う。 

２ 二次災害の発生を防止するため、ホルダーに緊急遮断装置を設置し、

地震被害の程度などから供給停止判断を行い、速やかに導管網をブロッ

ク化する準備をしている。 

（１）導管網ブロック化 

地震時に被災地区の供給停止による二次災害の防止と、被害のな

い地区への供給確保により早期復旧を図るため、供給区域をブロッ

ク化している。 

  ア 低圧導管網の地区ブロック化(Ｌブロック化) 

 局地的地震被害の発生に対し、供給停止地区と供給継続地区

に分割できるように、低圧導管網を３１７ブロックに分割して

いる。 

なお、ガスの圧力を中圧から低圧に減圧する設備（地区ガバ

ナ）には、構造物の被害との相関性の高いＳＩ値を計測するセ

ンサーを設置している。 

 さらに、必要に応じて、これらの地区ガバナを遠隔遮断する

ことのできる防災システムを整備している。 

  イ 中圧導管網の地域ブロック化（Ｋブロック化） 

中圧導管は阪神･淡路大震災レベルの地震においても被害が

軽微となるよう高い耐震性を持たせており、供給停止する可能

性は極めて低いものと考えられるが、万が一の場合に備え、全

供給区域を２５ブロックに分割し、中圧導管網上に遠隔で操作

が可能な緊急遮断バルブを設置している。 

（２）放散塔の設置 

地震時のガスによる二次災害を抑止するため、導管内のガスを安

全に大気中に放散する設備（放散塔など）を、工場・整圧所・幹線

ステーション等に設置している。 

通 信 施 設 
１ ループ化された固定無線回線の整備 

２ 可搬型無線回線の整備 



震災編 第２部 第４章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

第２節 具体的な取組 

【予防対策】６ 電気・ガス・通信等 

震－92 

第
２
部 

第
４
章 

 

施 設 名 内          容 

そ の 他 の 

安 全 装 備 

１ 地震計の設置 

地震発生時、各地の地震動が把握できるよう工場・整圧所・幹線ステ

ーションに地震計を設置するとともに、地区ガバナには感震・遠隔遮断

装置を設置している。 

２ 安全装置付ガスメーターの設置 

建物内での二次災害を防止するため、震度５程度の地震時にガスを遮

断するマイコンメーターを設置している。 

 

６－３ 通信施設の安全化対策 

（１）ＮＴＴ東日本 

○ 通信事業者は、電気通信設備及び附帯設備の防災設計(耐震･耐火･耐水設計等)を

実施するとともに、通信施設が被災した場合においても、応急の通信が確保でき

るよう通信設備の整備を行う。 

 

【設備別安全化対策】 

事  項 安 全 化 対 策 

電気通信設備 

○ 電気通信設備等の高信頼化 

次のとおり電気通信設備と、その附帯設備(建物を含む。以下「電

気通信設備等」という。)の防災設計を実施する。 

１ 豪雨、洪水、高潮又は津波等のおそれがある地域にある電気通

信設備等について、耐水構造化を行う。 

２ 暴風又は豪雪のおそれのある地域にある電気通信設備等につい

て、耐風又は耐雪構造化を行う。 

３ 地震又は火災に備えて、主要な電気通信設備等について耐震及

び耐火構造化を行う。 

電 気 通 信 

シ ス テ ム 

○ 電気通信システムの高信頼化 

災害が発生した場合においても通信を確保するため、次の各項

に基づき通信網の整備を行う。 

１ 主要な伝送路を多ルート構成又はループ構成とする。 

２ 主要な中継交換機を分散設置する。 

３ 大都市において、とう道(共同溝を含む。)網を構築する。 

４ 通信ケーブルの地中化を推進する。 

５ 主要な電気通信設備について、必要な予備電源を設置する。 

６ 重要加入者については、当該加入者との協議により加入者系伝

送路の信頼性を確保するため、２ルート化を推進する。 
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（２）各通信事業者 

○ コンビニエンスストアの店舗に非常用電話機を設置することにより、震災時に無

料で安否確認等の緊急連絡を可能とし、災害時の情報ステーション化への取組を

行う。 

○ 人口密集地及び行政機関の通信確保に向けた対策を行う。 

○ 早期のサービスエリア復旧のための対策等を行う。 
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【応急対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 道路・橋りょう 市、都、府中警察署、中日本高速道路㈱ 

２ 鉄道施設 鉄道事業者 

３ 河川施設等 市、用水組合 

４ 水道 市、都 

５ 下水道 市 

６ 電気・ガス・通信等 市、電気事業者、ガス事業者、通信事業者 

７ エネルギーの確保 市、ガス事業者 

 

１ 道路・橋りょう 

○ 市及び都、府中警察署、中日本高速道路㈱は、道路の亀裂、陥没等の損壊及び倒壊物

等並びに落橋等により通行不能箇所について調査・点検を行う。 

○ 市及び都、府中警察署、中日本高速道路㈱は、被災状況や交通状況を把握し、道路交

通を確保するため、通行規制の措置やう回道路の選定等通行者の安全対策を行う。 

○ 市及び都、府中警察署、中日本高速道路㈱は、上下水道、電話、電気、ガス等の道路

占用施設に危険が発見されたときは、直ちにバリケード等による応急措置を取り、所

管の占用者に連絡する。 

○ 市及び都、府中警察署、中日本高速道路㈱は、落下又は危険と認められた橋りょうは、

直ちに通行止め等の措置を行い、う回路の案内を標示する。 

○ 市及び都は、災害対策基本法第７６条の６第３項の規定に基づき道路の区間を指定し、

放置車両等の移動等の必要な措置を実施する。 

 

２ 鉄道施設 

○ 発災時において、被害を最小限にとどめ、輸送の確保を図ることは交通機関の責務で

ある。鉄道事業者が実施する対策は次のとおりである。 

・ 災害対策本部等の設置 

・ 災害情報及び応急措置の連絡指示並びに被害状況の収集等の通信連絡の実施 

・ 徐行等の運転規制の実施 

・ 乗客の避難誘導の実施 

・ 負傷者救護の優先的実施 

・ 浸水事故発生時の浸水防止及び排水作業の実施 
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３ 河川施設等 

○ 市及び農業用水組合は、地震、洪水等により河川及び内排水路の護岸施設が破損した

ときは、市施設の管理者は、被害状況を速やかに調査し、応急復旧に努めるとともに

排水に全力を尽くす。 

○ 市及び農業用水組合は、水防活動と並行して管内の河川管理施設を重点的に巡視する。

河川施設の被害箇所については、直ちに都に報告するとともに必要な措置を実施する。 

また、河川施設のうち、用水路については、用水組合に報告するとともに必要な措置

を実施する。 

○ 市及び農業用水組合は、低地帯等が河川、内排水路の洪水、逸水等により浸水被害が

発生したときは、直ちに作業を実施するとともに、消防団及び府中市建設業協会へ応

援を要請し、応急排水を実施する。 

 

４ 水道 

○ 都は、一刻も早い平常給水への回復と可能な限りの飲料水の確保を目的として、地震

発生時の施設の復旧や応急給水等の対策について「東京都水道局震災応急対策計画」

及び「多摩調整班・多摩大規模施設復旧班標準活動指針」に定めている。 

○ 応急給水については、必要な資器材等の設置は都が実施（ただし、応急給水槽につい

ては市が実施）、住民への給水については市が実施する。 

 

５ 下水道 

○ 市所管施設については、震災時における下水道施設の復旧に対処するため、「多摩川

地域における、下水道管路施設の災害時復旧支援に関する協定」に基づき、これに必

要な人員、車両並びに資器材を確保し、情報の収集連絡態勢等を確立する。 

○ 事業場から有害物質等が下水道に流入する事故が発生したときは、下水道への排出を

防止するための応急の措置を講じるよう指導するとともに、速やかに都へ情報提供を

行う。 

【下水道施設の応急対策】 

項目 作業内容 

災害復旧用 

資器材の整備 

○ 迅速に応急措置活動を実施するため、汚泥吸引車、高圧洗浄車、土の

う袋等の資器材を確保する。 

被 害 調 査  
○ 緊急交通路を巡視し、下水道施設に起因する道路陥没等を早急に把握

し、損傷状況に応じた応急復旧を実施する。 

応 急 措 置 

○ ポンプ場において、停電のためポンプの機能が停止した場合、非常用

発電機によって対処する。 

○ 各施設の点検を行い、管きょの被害、程度に応じて、応急措置を実施

する。 

○ 工事施行中の箇所においては、請負者に被害を最小限にとどめるよう

現場要員、資器材の補給を行う。 
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６ 電気・ガス・通信等 

○ 災害により電気施設に被害があった場合は、二次災害の発生を防止し、速やかに応急

措置を講じ施設の機能を維持することが必要である。 

○ 電気事業者、ガス事業者、通信事業者は、情報収集、点検、危険予防措置、資機材等

の調達、広報活動等を行う。 

 

【応急措置の内容】 

機 関 名 対 策 内 容 

東 京 電 力 ㈱ 

○ 資材の調達・輸送 

○ 震災時における危険予防措置 

○ 応急工事 

○ 災害時における電力の融通 

東 京 ガ ス ㈱ 

ガ ス 事 業 者 

○ 被害情報の収集 

○ 事業所設備等の点検 

○ 製造所、整圧所における送出入量の調整又は停止等の措置 

○ ガス導管網の地域ブロック化及び被害状況に応じた減圧措置 

○ 被害推定に基づく応急措置 

○ 供給系統の切替え等による速やかなガス供給再開 

○ 資機材等の調達 

○ 避難所等へのＬＰガス供給（東京ガス以外の事業者） 

各通信事業者 

○ 被害状況、通信施設の疎通状況等の情報収集 

○ 重要通信の確保による応急復旧対策、広報活動等 

○ 災害対策用機材、車両等の確保 

○ 通信回線の確保や通信の途絶防止等の応急対策 

 

７ エネルギーの確保 

○ 避難所及び救護所の機能を維持するため、都市開発と連動したコージェネレーション

システム(※)等の導入など、自立・分散型電源等の活用により、エネルギーを確保す

る。 

※ コージェネレーションシステム 

電気と熱を同時に発生させる、エネルギーの効率的運用システムのことをいう。

発電機で電気をつくるときに使う冷却水や発生する排気ガスなどの熱を、給湯や冷

暖房のほか、工場の熱源などに用いる。 

 

○ ガス事業者（東京ガス以外）は、震災により都市ガス施設に被害が生じた場合、都

と一般社団法人東京都ＬＰガス協会が協力し、避難所等にＬＰガスを救援物資として

供給するよう努める。 
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【復旧対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 道路・橋りょう 市、都、中日本高速道路㈱ 

２ 鉄道施設 鉄道事業者 

３ 河川施設等 市 

４ 水道 市、都 

５ 下水道 市 

６ 電気・ガス・通信等 電気事業者、ガス事業者、通信事業者 

 

１ 道路・橋りょう 

○ 市は都と連携し、道路の障害物除去及び搬出、応急復旧等を行う。その際は事前に締

結した協定を活用し、効率的な復旧に努める。 

○ 地震により被害を受けた市道について、原則として、緊急障害物除去(啓開）路線指

定の道路を優先し、次のような実施手順に従って、応急復旧を行う。 

ア 応急復旧目標 

応急復旧は、原則として上下各１路線の通行が確保できるように行う。 

イ 応急復旧方法 

・ 路面の亀裂、地割れについては、土砂、砕石等を充塡する。なお、状況によっ

ては仮舗装を行う。 

・ 路面の大きな陥没については、土砂、砕石等により盛土する。 

・ 路面やのり面の崩壊については、適切な工法により行う。 

・ 崖崩れによって通行が不能となった道路については、重機械（ブルドーザー、

ショベル等）により崩壊土の排土作業を行う。 

・ 倒壊した電柱、街路樹、落下物等については、道路端に堆積する。 

・ 落下した橋りょう、若しくはその危険があると認められた橋りょう又は被害

状況により応急復旧ができない場合は、府中警察署等関係機関との連絡の上、

通行止め若しくは交通規制の標示等必要な措置を講じる。なお、応急復旧は、

落橋部分に、木角材、Ｈ形鋼を架け渡し、敷板を敷き並べ、土砂をかぶせて行

う。また、状況によっては中間に仮橋脚を設ける。 

・ 上記作業について、市独自で処理できない場合は、速やかに都又は自衛隊に

応援要請の手続を取る。 
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○ 中日本高速道路㈱は、速やかに交通を確保し、被害の拡大を防止する観点から応急復

旧を実施する。 

○ 都は、都道の被災箇所で、被害がある箇所を復旧する。 

○ 都は、都道上の障害物除去作業及び障害物を搬出する。 

（資料４０ 「道路応急対策用資材備蓄保有状況」） 

 

２ 鉄道施設 

○ 鉄道事業者は、緊急点検を実施し、震災後の都市機能の確保や各種の復旧対策に寄与

するため、施設を速やかに復旧し、輸送の確保に努める。 

○ 鉄道事業者は、応急対策の終了後、被害原因等の調査分析を行い、この結果に基づき

再び同様な被害を受けないよう、本復旧計画を立て実施する。 

 

３ 河川施設等 

○ 市の河川管理施設の応急復旧対策を行う。排水場施設に被害が生じた場合の都への報

告、ポンプ車の派遣要請等の復旧対策を行う。 

 

４ 水道 

○ 都は、一刻も早い平常給水への回復と、可能な限りの飲料水の確保を目的として、地

震発生時の施設の復旧や応急給水等の対策について「東京都水道局震災応急対策計画」

及び「多摩調整班・多摩大規模施設復旧班標準活動指針」に定めている。 

○ 震災時の水道施設の応急復旧は都が実施する。 

 

５ 下水道 

○ 被害が発生したときは、市は主要施設から漸次復旧を図る。復旧順序については、ポ

ンプ場、幹線管きょ等の主要施設の復旧に努め、その後、枝線管きょ、ます・取付管

の復旧を行う。 

○ 都の管理する北多摩一号水再生センター、流域下水道幹線の復旧活動等については、

「東京都地域防災計画」による。 

○ 復旧作業の長期化が予想される場合は、下水道使用自粛（節水→水洗トイレの使用自

粛）について呼び掛ける。 
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【下水道施設の復旧計画】 

項目 取組内容 

ポンプ場 ○ 停電が発生した場合には、保有する非常用発電機により排水機能を確保し、

電力の復旧とともに、速やかに主要施設の機能回復を図る。 

管きょ施設 ○ 管きょ施設については、継ぎ手部のずれ、ひび割れ等の被害箇所から管きょ

内に流れ込んだ土砂によって、流下機能が低下するものと予想される。 

○ 流下機能の低下等の被害が発生した場合は、緊急用資器材等を駆使して復

旧に努める。 

下 水 道 施

設 の 復 旧

計画 

○ 被害が発生したときは主要施設から漸次復旧を図る。復旧順序については、

ポンプ場、幹線管きょ等の主要施設の復旧に努め、その後、枝線管きょ、

ます・取付管の復旧を行う。 

 

６ 電気・ガス・通信等 

○ 復旧効果の大きさ、二次災害防止等の観点から復旧を行う。 

 

【復旧対策内容】 

機 関 名 対 策 内 容 

東 京 電 力 ㈱ ○ 電力供給上復旧効果の大きいものから実施 

東 京 ガ ス ㈱ 

ガ ス 事 業 者 
○ 二次災害を防止するため、あらかじめ定めた手順により実施 

各通信事業者 ○ 応急復旧工事、本復旧工事の順で実施 
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第５章 初動対応体制の整備と事業継続体制の確保 

 

第１節 本章の概要 

 

大規模地震等による被害を最小限に抑えるためには、市及び防災関係機関による迅速な

初動対応が不可欠である。災害発生時に混乱なく対応できるよう、事前に体制を整備し、

その習熟に各主体は取り組むことが求められる。 

また、自治体単独での対応には一定の限界があり、東日本大震災の教訓を踏まえると、

初動時からの円滑な広域連携が必要である。 

 

 

市は円滑な初動対応を確保するため、初動活動庁舎や各防災拠点、オープンスペース等

ハード面の整備から、災害対策本部の設置・運営、職員の活動体制、市と防災関係機関の

連携強化等、ソフト面の整備を進める。 

また、東日本大震災からの教訓を踏まえ、東京都や他市町村、その他関係機関との応援

協力、自衛隊への災害派遣要請など、災害時の広域連携について、より円滑な協力が図ら

れるよう事前の体制構築を進める。 

これらの体制を整備する過程で、「公助」の限界について的確に把握し、その補完・協

力体制を構築するため、受援体制を強化するとともに、民間企業等との協定締結等を進め

る。 

なお、「府中市地域防災計画」で定めた各対策で、より具体的な規定が必要なものにつ

いては、下位計画である「要綱・要領」及び「府中市災害対策本部マニュアル」、「府中市

事業継続計画（ＢＣＰ）地震編」、「府中市事業継続計画（ＢＣＰ）風水害編」、「府中市災

害時受援応援計画」（以下「受援応援計画」といいます。）において精査し、「府中市地域

防災計画」の実効性を高めていくものとする。 

 

 

事前に体制を整備することで、災害対応に当たる各主体が円滑に連携し、持てる能力を

最大限に発揮し得る環境とする。なお、整備した体制については、防災訓練等の機会を捉

え、随時その改善に取り組むことが必要である。 

 

 

現状・背景 

対策の方針 

目標とする到達点 
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第２節 具体的な取組 

 

発災   １ｈ      ２４ｈ     ７２ｈ 

予防対策 応急対策 復旧対策 

地震前の

行動 
地震直後の行動 地震後の行動 

○ 初動対応体制の整備(P102) 

○ 事業継続体制の確保(P106) 

○ 消火・救助・救急活動体制の整備(P108) 

○ 応急活動拠点の整備(P108) 

○ 府中市防災会議の所掌事務(P109) 

○ 災害時応援協定の締結(P109) 

● 初動態勢(P110) 

● 消火・救急・救護活動(P123) 

● 応援協力や派遣の要請(P125) 

● 応急活動拠点の調整(P131) 
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【予防対策】 
【対策の体系・担当】 

１ 初動対応体制の整備 市、都 

２ 事業継続体制の確保 市、都、事業所 

３ 消火・救助・救急活動体制の整備 市、府中警察署、府中消防署 

４ 応急活動拠点の整備 市、都 

５ 府中市防災会議の所掌事務 市 

６ 災害時応援協定の締結 市 

 

１ 初動対応体制の整備 

○ 発災直後から応急対策活動を円滑に実施するために、必要な施設及び体制等を事前に

整備する。 

○ 発災時は、市各部はもとより、自衛隊、警察、消防をはじめとする応援部隊等も含め

て、応急対策活動に当たる関係機関が有機的に連携し、全体として一体となって活動

を展開する必要がある。 

○ 地域ごとに異なる被害や地形等を踏まえ、市、自衛隊、警察、消防等の関係機関の能

力を最大限発揮できるよう、陸・海・空の全てのインフラを活用する等、実効ある体

制を構築する。 

 

１－１ 職員態勢の整備 

○ 職員参集に係るシステムや運用体制、要綱や要領、行動マニュアルなどを整備し、

災害時における職員の初動体制を定めておく。 

○ この体制については、定期的な訓練等を通して、全職員への習熟を図る。 
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１－２ 施設の整備 

（１）防災拠点（中央防災センター）の整備 

○ 震災等の災害に対して二次災害の防止と被害の軽減を図る災害対策の拠点施設

として、府中市災害対策本部の設置等の機能を有する中央防災センターを整備し

た。 

○ 市は、府中消防署との合築庁舎である利点を活かし、府中市災害対策本部及び府

中市消防団本部、府中署隊本部は円滑な連携を図り、迅速な災害対策活動を実施

する。 

① 構造・階層・面積 

ＲＣ造 地上７階建て 

震度７の地震に耐える免震構造 

敷地面積 １，８６６．３４㎡ 

建築面積 １，１３１．６３㎡ 

延面積 ３，５８６．９２㎡ 

② 階構成 

府中市中央防災センター、府中市消防団本部室、府中消防署、消防職員待機宿

舎で構成される。 

③ 災害対策活動を実施するための対策 

ア 災害対策本部室の設置 

イ 消防団本部室の設置 

ウ 防災行政無線等各種機器の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央防災センター              府中消防署 
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７階 

消防職員待機宿舎 １１室 ６階 

５階 

４階 

府

中

消

防

署 

防災教室、体育訓練室、食堂、仮眠室、倉庫、機械室 

３階 

事務室、署長室 

通信室、都民相談室 

倉庫、機械室 

府
中
市
中
央
防
災
セ
ン
タ
ー 

防災危機管理課事務室 

消防団本部 

災害対策本部室 

２階 更衣室、倉庫、機械室 

１階 受付、車庫、防火衣収納庫、倉庫、機械室 

  
 

（２）市庁舎の活用 

○ 市庁舎は、災害時においては、災害対策を講じる重要な拠点となる。しかしなが

ら、それとともに、市民へ日常生活に係るサービスを提供する場であるため、災

害対応拠点としての活用と並行し、早期の市民サービス提供開始を念頭に、その

活用を図る必要がある。 

ア 本庁舎（東庁舎・西庁舎・北庁舎） 

イ 府中駅北第二庁舎 

○ 中央防災センターとの連携体制を構築し、市職員間で円滑な情報共有を図る。 

○ 市庁舎の建て替えに当たり、防災・災害復興拠点施設として円滑な活動ができる

よう検討する。 
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（３）水防・防災ステーションの整備 

○ 災害時における物資の受入れ、配分等を行う地域内輸送拠点として、また、水害

時の現地指揮本部の機能を有する施設として水防・防災ステーションを整備した。 

 

 
水防・防災ステーション 

 

（４）その他拠点の整備 

○ 各施設の災害時における活用方法を踏まえ、必要な資器材を整備する。 

① 防災センター 

② 矢崎町防災倉庫 

③ 保健センター 

 

１－３ 防災機能の強化・バックアップ拠点の確保 

○ 初動活動庁舎については耐震性の向上と設備等の自立性の確保を図るとともに、

情報機能を強化する等、より効果的な防災機能の強化を図る。さらに、中枢拠点

が被災した場合のバックアップ拠点を確保する。 

 

１－４ 災害ボランティア活動拠点の確保 

○ 災害時に、多数のボランティアの一時的な受入れ、情報の提供、必要な箇所への

ボランティアの派遣等、効率的なボランティア活動が行えるよう、ボランティア

活動拠点を指定し、災害が発生した場合は、速やかに災害ボランティアセンター

が設置できるよう体制を整備する。 
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１－５ 市施設の停電対策 
○ 中央防災センター、本庁舎に停電対策を実施し、災害時における施設の電力確保

に万全の体制を備える。 

○ 災害発生時には、非常用発電設備用の燃料等各種の燃料油の調達が極めて困難な

状況となることが予想される。このため、市は事業組合と協定を締結し、各種燃

料油の確保を図る。 

○ 各施設においては、電力を供給する設備の優先順位を定めておく。 

○ ネットワークシステムも含めて「停電時対応マニュアル」等を整備し、停電を想

定した訓練を実施し対応力を強化する。 

（資料４１ 【東京都石油業組合府中支部】「災害時における燃料等の優先供給に

関する協定書」） 

 

１－６ 外出者のための一時滞在施設の確保 
○ 市及び都は、外出者のうち、帰宅が可能になるまで待機する場所がない者を一時

的に収容する施設を確保する必要がある。 

○ 一時滞在施設は、公共施設や民間の事業所を問わず幅広く確保する。また、一時

滞在施設の収容能力には限りがあるため、外出者の一時収容に当たっては、要配

慮者の受入れを優先する。 

○ 所管する施設で受入れが可能なものを一時滞在施設として指定し、市民、事業者

に周知するとともに、事業者に対して施設提供への協力を働きかける。 

 

２ 事業継続体制の確保 

○ 市及び事業者等は、「事業継続計画（ＢＣＰ）」を策定し、効率的に事業の復旧を図

る体制を整備するものとする。なお、その内容には適宜検討を加え、必要があると認

めるときには修正するものとする。 

○ 市は都とともに、事業者団体等を通じて、事業者等が「事業継続計画（ＢＣＰ）」の

策定を推進するよう働きかける。 

 〇 市は、「受援応援計画」を策定し、全国の地方公共団体や関係機関等からの応援を受

け入れ、事業を継続できる体制を整備するものとする。なお、その内容には適宜検討

を加え、必要があると認めるときに修正する。 

受援応援計画 

○ 災害により、市内が甚大な被害を受けた際には、市そのものが被災する中、膨大な

災害対対応業務が発生することにより、人的・物的資源が不足し、行政機能の大幅

な低下が生じる。 

○ 一方、災害時は、被災自治体に対し、他の自治体や公共機関、民間企業、ボランテ

ィア等の各種団体から、人的・物的資源等の支援が行われる。特に近年は、被災自

治体に対して、他の自治体から多くの応援職員が派遣されている。 

○ 本市が被災した場合に、応援職員等を迅速かつ的確に受け入れ、情報共有、各種調整及び被

災者への生活再建を迅速かつ円滑に行うための対応計画が「受援計画」である。 

○ 災害により本市が被災した場合の受援に関する計画に対し、府中市外の自治体が被

災した場合に、応援職員を派遣するための計画は、「応援計画」となる。 

○ 市では、市が被災した場合を想定し、応援を受け入れるための受援と、市が被災自

治体に対して応援するための応援に関する計画を取りまとめた「受援応援計画」を

整備する。 
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【ＢＣＰ策定による事業の確保と早期復旧のイメージ図】 

 

事業継続計画（ＢＣＰ） 

○ ＢＣＰとは、Business Continuity Plan の略であり、災害発生時等に短時間で重

要な機能を再開し、事業を継続するために事前に準備しておく対応方針を計画とし

て作成するものである。 

○ 事業活動に対する被害の最小化と事業活動の継続を図り、金融や製造、サービス等

の事業活動を早期に復旧するため、事業者はＢＣＰを策定する必要がある。 

○ その内容としては、事業のバックアップのシステムや事務室の確保、災害に即応し

た要員の確保、迅速な安否確認等が典型である。 

○ 事業者がＢＣＰを策定し、災害に備えることにより、震災が発生しても事業の継続

と迅速な復旧が図られるとともに、顧客や従業員の安全が確保される。また、地域

貢献・地域との共生を通じて事業所の所在する地域の早期復興にもつながる。 

○ 事業継続の取組は、以下の特徴をもっている。 

・ 事業に著しいダメージを与えかねない重大被害を想定すること 

・ 災害後に活用できる資源に制限があると認識し、継続すべき重要業務を絞り込

むこと 

・ 各重要業務の担当ごとに、どのような被害が生じるとその重要業務の継続が危

うくなるかを抽出して検討すること 

・ 重要業務の継続に不可欠で、再調達や復旧の制約となりかねない重要な要素(ボ

トルネック)を洗い出し、重点的に対処すること 

・ 重要業務の目標復旧時間を設定し、その達成に向け事前準備をすること 

・ 指揮命令系統の維持、情報の発信・共有、災害時の経営判断の重要性等、危機

管理や緊急時対応の要素を含んでいること 
○ ＢＣＰの策定に当たっては、同計画に基づき対策を実践するとともに、その結果を

点検・是正し、見直しを行う等、継続的な取組を平時から実施することが重要であ

る。 
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３ 消火・救助・救急活動体制の整備 

○ 市は、次のとおり消火・救助・救急活動体制を整備する。 

・ 平常時から消防団の団員確保及び育成に努め、地域の防災力向上を図る。 

・ 消防団の活動に必要な装備・資機材の充実・強化に努め、消防団員の活動力向上

を図る。 

・ 街頭消火器の整備に努める。 

・ 府中警察署及び府中消防署と協力し、市地域内における円滑な連携体制の構築を

図る。 

○ 府中警察署は、災害時に必要な装備資器材の整備及び充実強化を図る。 

○ 府中警察署は、緊急交通路等を確保するために必要な体制の強化を行う。 

○ 府中消防署は、災害時に必要な消火・救助・救急体制を整備する。 

○ 府中消防署は、関係機関と連携した多数傷病者の搬送体制を確立する。 

 

４ 応急活動拠点の整備 

４－１ オープンスペースの確保 
○ 都は、震災後の市民生活の再建と都市復興を円滑に進めるため、事前にこれら活

動に供する土地及び家屋の確保に努めることを「東京都震災対策条例」で定めて

いる。 

○ 市は、広域応援に伴い大規模救出救助活動拠点（※）となるオープンスペースに

ついて、その迅速かつ効率的な活用のため、平素から都その他関係機関との連携

体制構築に努める。 

○ 市は都と連携し、市内の利用可能なオープンスペースを関係機関と協議の上、把

握し、具体的な使用方法等を確立する。 

 

※ 大規模救出救助活動拠点 

都が指定する、広域支援・救助部隊のベースキャンプやライフラインの復旧活動

拠点として活用できるオープンスペース。 



震災編 第２部 第５章 初動対応体制の整備と事業継続体制の確保 

第２節 具体的な取組 

【予防対策】５ 府中市防災会議の所掌事務 

震－109 

第
２
部 

第
５
章 

 

４－２ ヘリサインの設置 

○ 災害時に、ヘリサインは、応援航空部隊の道しるべとして、また、避難所等、災

害対策上重要な施設を上空から即時に特定する上で、重要な役割を果たす。 

○ 市は都と連携し、市施設等の屋上へ、ヘリコプターから視認できる施設名を表示

する取組を進める。 

○ ヘリサインの設置に当たっては、「九都県市首脳会議防災対策委員会による申し

合わせ」を基準にする。 

（東京都地域防災計画 資料第８０ 「九都県市公共建築物におけるヘリサイン

表示に関する申し合わせ事項」別冊Ｐ.２４１) 

 

５ 府中市防災会議の所掌事務 

○ 「府中市地域防災計画」を作成し、及びその実施を推進すること。 

○ 市長の諮問に応じて、府中市の地域に係る防災に関する重要事項を審議し、その結果

を答申すること。 

○ このほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務を遂行すること。 

（資料４２ 「府中市防災会議条例」） 

（資料４３ 「府中市防災会議運営規程」） 

（資料４４ 「府中市防災会議委員名簿」） 

（資料４５ 「府中市防災会議地震部会構成員名簿」） 

 

６ 災害時応援協定の締結 

○ 市は、市をはじめとする機関が担う「公助」の限界について、協力・補完体制を構築

するため、他市町村及び防災関係機関、その他団体等との間で災害時応援協定を締結

し、発災時において、迅速な応援協力を得ることができる体制を構築する。 

○ 協定締結先の選定については、「府中市地域防災計画（震災編）」に規定する市の応急

対策業務のうち、市だけでは体制構築が不十分な業務、また、専門性が高く、市以外

の団体の協力を得ることで、より高い効果が期待できる業務について、検討するもの

とする。 

○ 市は、平常時から災害時応援協定の締結先との連携を密にし、効果的な応援協力を得

られるよう努める。 

（資料４６ 「災害時応援協定一覧」） 
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【応急対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 初動態勢 市、府中市消防団、防災関係機関 

２ 消火・救急・救護活動 
市、府中警察署、府中消防署、府中市消防団、自

主防災組織、事業所、市民 

３ 応援協力や派遣の要請 市、都、防災関係機関 

４ 応急活動拠点の調整 市 

 

１ 初動態勢 

○ 大規模な地震が発生した場合に、府中市災害対策本部を設置するとともに、防災関係

機関と連携し、迅速な初動態勢により応急活動を開始する。 

 

１－１ 活動体制 

○ 市は、市域に地震による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において

は、第一次的防災関係機関として、法令、「都地域防災計画」及び「府中市地域

防災計画」の定めるところにより、都、他の市及び指定地方行政機関等並びに区

域内の公共的団体及び住民等の協力を得て、その有する全機能を発揮して災害応

急対策の実施に努める。 

○ 上記の責務を遂行するため必要があるときは、災害対策本部を設置し、災害応急

対策に従事する職員を配置する。 

○ 市は、府中市災害対策本部を設置又は廃止したときは、直ちに、知事にその旨を

報告するとともに、府中警察署、府中消防署等の関係機関に通報する。 

○ 府中市災害対策本部に関する組織を整備し、府中市災害対策本部の設置又は廃止、

非常事態に応ずる配備態勢、職員の配置及び服務等に関する基準を定める。 

○ 府中市災害対策本部が設置される前又は設置されない場合における災害応急対

策の実施は、府中市災害対策本部が設置された場合に準じて処理する。 

○ 市の地域に災害救助法が適用されたときは、市長(府中市災害対策本部長)は、都

知事(都本部長)の指揮を受けて、法に基づく救助事務を補助する。 

○ 夜間休日等の勤務時間外の地震発生に備え、情報連絡体制を確保する。 
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東日本大震災時における災害対策本部（本部長室）の様子 

 

１－２ 府中市災害対策本部の設置及び廃止 

○ 府中市災害対策本部の組織及び運営は、「災害対策基本法」、「府中市災害対策

本部条例」、「同条例施行規則」及び「府中市災害対策本部運営要綱」の定める

ところによる。 

○ 「府中市災害対策本部運営要領」の内容について規定に準じて検討する。 

○ 市長は、災害時においては、法令、「東京都地域防災計画」及び「府中市地域防

災計画」の定めるところにより、都・隣接市及び防災関係機関並びに市民等の協

力を得て、応急対策を実施する責務を有する。 

○ 市長は、市の地域において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におい

て、非常配備態勢を発令する必要があると認めたときは、府中市災害対策本部を

設置する。ただし、夜間・休日等の勤務時間外において震度６弱以上の地震が発

生した場合は、府中市災害対策本部を自動的に設置する。 

○ 府中市災害対策本部の本部長室の設置場所は中央防災センターとする。 

本部長室は、「府中市災害対策本部条例施行規則」に基づき、災害対策本部長、

災害対策本部副本部長、災害対策本部員をもって組織し、災害対策本部の基本方

針を審議策定する。 

（資料４８ 「府中市災害対策本部条例」） 

（資料４９ 「府中市災害対策本部条例施行規則」） 

（資料５０ 「府中市災害対策本部運営要領」） 

（資料５１ 「府中市災害対策本部長室 配置図」） 
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（１）府中市災害対策本部設置の通知等 
① 府中市災害対策本部管理部長（行政管理部長）は、府中市災害対策本部が設置さ

れたときは直ちに、次に掲げる者のうち必要と認めた者に府中市災害対策本部の

設置を通知する。 

ア 副本部長・本部員 

イ 東京都知事 

ウ 隣接区市長 

エ 府中警察署長 

オ 府中消防署長 

カ 市内にある指定公共機関及び指定地方公共機関の長 

キ その他必要と認めた者 

② 本部員は、府中市災害対策本部設置の通知を受けた場合、その旨を所属職員に周

知徹底する。 

③ 市（政策総務部広報課長）は、府中市災害対策本部が設置されたときは、その旨

を市民や報道機関に発表しなければならない。 

 

（２）府中市災害対策本部の標示の掲出 

○ 府中市災害対策本部が設置された場合は、設置場所に府中市災害対策本部の標示

を掲出する。 

 

（３）府中市災害対策本部の廃止 

○ 本部長は、市の地域において災害が発生するおそれが解消したと認めたとき、又

は災害応急対策がおおむね完了したと認めたときは、府中市災害対策本部を廃止

する。 

○ 府中市災害対策本部の廃止の通知等は、府中市災害対策本部の設置の通知等に準

じて処理する。 

 

１－３ 府中市災害対策本部の組織 
① 府中市災害対策本部は、本部長室、部及び班をもって構成する。 

② 本部長室は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 

③ 部に部長をおく。 

④ 本部長室、部に属すべき本部の職員は、別に市長が定める。 

⑤ 本部長は、災害応急対策のため必要があると認めたときは、現地災害対策本部を

置く。 



震災編 第２部 第５章 初動対応体制の整備と事業継続体制の確保 

第２節 具体的な取組 

【応急対策】１ 初動態勢 

震－113 

第
２
部 

第
５
章 

 

１－４ 本部長等の職務 
○ 本部長等の職務は、次のとおりである。 

役職 職務に当たる者 主な職務 

本 部 長 市長 ○ 本部の事務を総括し、本部職員を指揮監督する。 

副 本 部 長 副市長及び教育長 
○ 本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務

を代理する。 

本 部 員 市部長職 ○ 本部長の命を受け、部の事務を掌理する。 

本部連絡員 
本部員の属する部

の調整担当課長 

○ 本部長室と部の連絡及び部相互間の連絡調整を推進

するため、各部ごとに本部連絡員を置く。 

○ 本部連絡員は、原則として本部員に属する調整担当課

長とし、あらかじめ指名される。 

○ 本部管理部長（行政管理部長）は、本部長室又は指定

した場所に、本部連絡員を招集することができる。 

本部応援員 指名された職員 

○ 府中市災害対策本部における行政管理部（防災危機管

理課）の業務を支援するため、本部応援員を市職員の

中から指名する。名簿は別に定める。 

○ 本部応援員は、市において震度５弱以上の地震の発生

を感知又は知ったときには、速やかに中央防災セン

ターに出動し、所定の活動を行う。 

 

○ 「災害対策基本法」第２３条の２第３項に基づき、消防吏員の本部員への任命に

ついて検討する。 

 

「災害対策基本法」第２３条の２第３項 
 
「市町村災害対策本部に、市町村災害対策副本部長、市町村災害対策本部員そ

の他の職員を置き、当該市町村の職員又は当該市町村の区域を管轄する消防

長若しくはその指名する消防吏員のうちから、当該市町村の市町村長が任命

する。」 
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１－５ 本部長室の所掌事務 

○ 本部長室は、次の事項について本部の基本方針を審議策定する。 

① 府中市災害対策本部の非常配備態勢及び廃止に関すること。 

② 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。 

③ 避難の勧告又は指示に関すること。 

④ 都、他市区町村に対する応援の要請に関すること。 

⑤ 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。 

⑥ 前号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。 

 

１－６ 本部派遣員 

○ 本部管理部長（行政管理部長）は、密な情報共有を要する事案が発生した場合な

ど、特に必要があると認めたときは、府中消防署、府中警察署、府中市消防団、

指定地方行政機関等から、本部派遣員の派遣を求めることができる。 

 

１－７ ＩＣＳ（※）体制による指揮系統 

○ 参集した職員の中で、指揮系統を構築し、応急対策業務を実施する。 

 

※ ＩＣＳ（Incident Command System） 

職員参集が整うまでの時間経過の中で、最初に現場に到着した職員で指揮命令系

統を構築し、参集してくる職員を職層にかかわらず、その時点で緊急性の高い仕事

に配置していくことで、迅速かつ効率的に必要な応急対策を行う仕組み。 

 

１－８ 現地災害対策本部の分掌事務等 

○ 必要に応じて、災害現場に現地災害対策本部を設置する。 

 

（１）構成 
① 現地災害対策本部長は、本部長が指名する副本部長又は本部員とする。 

② 同副本部長は、本部長が指名する本部の職員とする。 

③ 現地災害対策本部員は、本部長が指名する者とする。 

④ 現地災害対策本部派遣員は、防災関係機関の長が指名する職員とする。 
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（２）分掌事務 
① 被害及び復旧状況の情報分析に関すること 

② 都及び関係機関との連絡調整に関すること 

③ 現場部隊の役割分担及び調整に関すること 

④ 自衛隊の災害派遣に係る意見具申に関すること 

⑤ 本部長の指示による応急対策の推進に関すること 

⑥ 各種相談業務の実施に関すること 

⑦ その他緊急を要する応急対策の実施に関すること 

 

１－９ 府中市災害対策本部の運営 

（１）本部長室の運営 
① 本部長室の開設 

○ 本部管理部長（行政管理部長）は、府中市災害対策本部が設置されたとき、

原則として中央防災センターに直ちに本部長室を開設する。 

○ 本部管理部長（行政管理部長）は、本部長室の機能を確保するため、情報通

信機器の保全等に必要な措置を行う。 

○ 本部長室開設後は、本部管理部長（行政管理部長）が運営を統括し、府中市

災害対策本部を構成する部及び防災関係機関の総合調整を行う。 

② 本部長室の審議 

○ 本部長は、所掌事務について審議する必要があるときは、本部員を招集する。 

○ 本部長は、特に必要があると認めるときは、本部長室の構成員以外の者の出

席を求める。 

○ 本部員は、付議すべき事項があるときは、速やかに本部長室の審議に付議し

なければならない。 

③ 本部連絡員調整会議 

○ 本部管理部長（行政管理部長）は、部相互間の連絡調整を図る必要があると

認めたとき、又は本部員、本部連絡員から要請があったときは、本部連絡員調

整会議を招集するものとする。 

④ 対策調整会議 

○ 本部管理部長（行政管理部長）は、災害対策活動の実施について総合調整を

図る必要があると認めたときは、関係する部その他防災関係機関を構成員とす

る対策調整会議を開催する。 
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（２）都現地対策本部との連携 

○ 都の現地対策本部が設置された場合、府中市災害対策本部は都現地対策本部との

連携を密にして、円滑な応急対策の推進を図るものとする。 

 

（３）府中市災害対策本部と報道機関との連絡 

○ 府中市災害対策本部の報道機関に対する発表は、政策総務部（広報課）が記者ク

ラブ又は臨時記者室において行う。 

 

（４）本部の通信 

○ 府中市災害対策本部の通信の運用管理は、本部管理部長（行政管理部長）が運営

を統括し政策総務部（広報課長）が補佐する。 

○ 本部員は、府中市災害対策本部が設置されたときは、直ちに通信連絡体制の確保

を図る。 

 

（５）本部長への措置状況等の報告 

○ 部長及び本部員は、次の事項について、速やかに本部長に報告する。 

① 調査・把握した被害状況等 

② 実施した応急措置の概要 

③ 今後実施しようとする応急措置の内容 

④ 本部長から特に指示された事項 

⑤ その他必要と認められる事項 

 

（６）庶務 

○ 本部長室の庶務は、行政管理部（防災危機管理課）が行う。 

 

１－１０ 府中市災害対策本部の運営を確保する施設 

○ 中央防災センターは、府中市における災害等の情報収集や情報連絡、情報分析及

び災害対策の審議、決定、指示を行う拠点施設である。 

○ 中央防災センターは次の機能を有する。 

① 情報収集、分析、伝達機能 

② 審議、決定、調整機能 

③ 指揮、命令、連絡機能 
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１－１１ 初動期における応急対策活動 

○ 発災からおおむね７２時間までは、救助活動、消火、医療救護、輸送路の確保等

人命に係る応急対策活動に重点を置く。 

○ 被災現場での応急対策活動を機動的に実施するため、非常配備態勢を編制する。 

○ 非常配備態勢では、避難所の開設・運営、要援護者の保護等、人命・人身に係る

応急対策業務を優先して行うとともに、被害情報の収集や市各部が実施する応急

対策業務の応援、被災者の救援等を行う。 

○ 活動拠点となる市施設については、防災行政無線等応急対策活動の実施に必要な

資機材を整備する。 

○ 休日、夜間等の勤務時間外に震度５弱以上の地震が発生したとき、又はこれに準

ずる地震により災害が発生したときは、緊急の初動態勢を確保し、応急対策活動

を実施する。（１－１３において「特別非常配備態勢」として規定） 
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１－１２ 市職員の配備態勢 

（１）非常配備態勢 

○ 「府中市災害対策本部運営要領」に定める。 

○ 府中市消防団は別に定める要綱に基づき直ちに活動する。 

 

【非常配備態勢】 

種
別 

発令時期 態勢 

職員態勢 

平日 

（勤務時間内） 
休日夜間 

第
一
非
常
配
備
態
勢 

東海地震の判定会が招

集されたとき。 

災害その他の状況によ

り本部長が必要と認め

たとき。 

被害の発生を防ぐ

ための措置を強化

し、必要な準備を開

始するほか通信情

報活動を主とする

態勢 

防災危機管理課職員 防災危機管理課当

番職員 

 

※ 自宅待機 

（出動の準備） 

第
二
非
常
配
備
態
勢 

東海地震の警戒宣言が

発せられたとき。 

局地的災害が発生した

とき。 

その他の状況により、

本部長が必要と認める

とき。 

第一非常配備態勢

を強化するととも

に局地災害に直ち

に対処できる態勢 

防災危機管理課職員 

関係課職員 

防災危機管理課当

番職員 

防災危機管理課の

管理職を含む指定

職員 

本部管理部長（行

政管理部長）が必要

と認める部課の職

員 

第
三
非
常
配
備
態
勢 

震度５弱以上の地震が

発生し、市の地域に災害

が起きたとき。 

その他の状況により、

本部長が必要と認める

とき。 

市の地域の災害に

直ちに対処できる

態勢 

第三非常配備態勢要員 

本部員 

本部連絡員 

初動班 

本部長が必要と認める

部課の全職員 

（平日の態勢に準

ずる） 

第
四
非
常
配
備
態
勢 

震度６弱以上の地震が

発生し、市の地域に災害

が起きたとき。 

その他の状況により、

本部長が必要と認める

とき。 

災害応急対策活動

に従事することが

できる全職員によ

る態勢 

第四非常配備態勢要員 

 

※ 全職員が対象 

（平日の態勢に準

ずる） 

（資料５２ 「府中市震災時特別非常配備態勢初動班に関する要領」） 
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① 非常配備態勢の特例 

○ 市長は、災害及びその他の状況により必要があると認めたときは、特定の

部に対して非常配備態勢の指令を発し、又は特定の部に対して種別の異なる

非常配備態勢の指令を発することができる。 

② 府中市消防団の活動 

○ 府中市消防団は別に定める要綱に基づき直ちに活動する。 

③ 関係機関の協力 

○ 「府中市地域防災計画（震災編）」に定める指定防災関係機関は、市の地域

において災害が発生し、又は災害が発生するおそれが場合は、直ちに連絡態

勢を確認するとともに、連携して被害の対処に当たるものとする。 

④ 職員の動員 

○ 非常配備態勢別の職員の動員については別に定める。 

  

（２）職員の配置 

○ 本部員は、あらかじめ非常配備態勢時の各部の編成により、配備態勢の種別に応

じた職員の配置を、所属職員に周知徹底させるとともに、職員の非常時における

参集の方法を定めておかなければならない。 

○ 本部員は、非常配備態勢の指令を受けたときは、直ちに災害の状況に応ずる次の

措置をとらなければならない。 

① 参集状況に応じて、職員を指定の部署に配置すること。 

② 報告及び連絡の方法及び職員の交替方法を周知徹底させること。 

 

（３）職員の服務 

○ 府中市災害対策本部が設置された場合は、全ての職員は府中市災害対策本部体制

下の指示に基づき行動し、次の事項を遵守して、総力をもって災害対策を実施し

なければならない。 

① 常に災害に関する情報及び府中市災害対策本部関係の指示に注意すること。 

② 不急の行事、会議、又は出張を中止すること。 

③ 正規の勤務時間が終了しても上司の指示があるまで退庁しないこと。 

④ 勤務場所を離れている場合においても、常に所在を明らかにし、進んで上司

と連絡を取ること。 

⑤ 非常配備態勢が発令されたときは、万難を排し参集すること。 
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１－１３ 特別非常配備態勢 
○ 本来であれば、府中市災害対策本部の設置及び本部長からの指令を待ち、災害対

応に当たる非常配備態勢を構築するものであるが、休日、夜間においては、指令

を待つまでに多くの時間を要してしまい、初動対応の遅れを招くことが想定され

る。 

○ そのため府中市では、予め発令要件を設定し、職員が自発的に、指令を待たずと

も即座に非常配備態勢（第三又は第四）に準ずる体制を構築することとし、もっ

て災害に対する初動対応の迅速化を図るものとする。この体制を、特別非常配備

態勢という。 

 

（１）発令要件 

○ 休日、夜間等の勤務時間外に震度５弱以上の地震が発生したとき、又はこれに準

ずる地震により災害が発生したとき。 

 

（２）参集場所 

○ 原則として、自己の勤務場所とする。ただし、事前の計画に基づいて勤務場所以

外の指定場所に参集する者は除く。 

 

（３）特別非常配備態勢における初動要員 

○ 市長は、第三非常配備態勢職員の中から、市内及び近隣に在住する職員を初動要

員として本部応援員、初動班に指名する。名簿は別に定める。 

① 本部応援員 

ア 出動態勢：市において、震度５弱以上の地震の発生を感知又は知ったとき

には、速やかに中央防災センターに出動し、所定の活動を行う。 

イ 活動内容：府中市災害対策本部設置前における情報収集、伝達活動、府中

市災害対策本部設置準備等を行う。 

② 初動班 

ア 出動態勢：市において、震度５弱以上の地震の発生を感知又は知ったとき

には、速やかに指定避難所に出動し、所定の活動を行う。 

イ 活動内容：指定避難所の状況及び市街地の被災状況を確認し、府中市災害

対策本部との連絡体制の確保、避難誘導、避難所の開設準備等を

行う。 
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（４）参集時の留意事項 
① 参集時の服装及び携行品 

応急活動に適した服装とし、手拭い、水筒、食料及び携帯ラジオ、懐中電灯等の

必要な用具をできる限り携行する。 

② 被害状況の報告 

職員は、参集途上に知り得た状況又は災害情報を参集場所の指揮者に報告し、指

揮者は府中市災害対策本部に報告すること。 

③ その他 

○ 職員は、あらかじめ定められた地震災害時における配置態勢及び自己の任務

を十分習熟しておかねばならない。 

○ 職員は、災害応急対策を遂行するため、徒歩あるいは自転車等あらゆる手段

を講じて出動する。 

○ 万一被災により道路交通の利用が不能で、あらゆる手段によっても定められ

た配置部署につくのが不可能な場合は、通信連絡により所属長又は府中市災害

対策本部の指示を受けなければならない。 
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（５）災害対策本部への移行 

○ 特別非常配備態勢は、災害対策本部態勢が整ったとき、｢府中市災害対策本部運

営要領｣に基づく非常配備態勢に移行する。 

 

【特別非常配備態勢から非常配備態勢への移行】 

 

・休日、夜間等の勤務時間外に

震度５弱以上の地震が発生 

・又は、これに準ずる地震によ

り災害が発生 

特別非常配備態勢 

市災害対策本部態勢の整備 

非常配備態勢 

本部応援員 初動班 

第三非常配備態勢職員のうち、

近隣に在住する職員 

・市災害対策本部設置準備 

 等 

・市本部との連絡体制の確保 

・避難誘導 

・避難所の開設準備 等 

（市長による事前指名） 

本部長（市長） 

副本部長（副市長及び教育長） 

本部員（市部長職） 

 

 
本部連絡員 

（本部員の属する部 

 の調整担当課長） 

本部応援員 
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１－１４ 防災関係機関の活動態勢 

（１）責務 

○ 防災関係機関は、災害が発生した場合は、それぞれが所管する災害応急対策を実

施するとともに、市が実施する応急対策が円滑に行われるよう、その業務に協力

する。 

○ 府中市地域内の公共的団体・防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による

防災に関する責任を有する者は、府中市の地域に災害が発生し、又は発生するお

それがある場合においては、法令及び市地域防災計画の定めるところにより、災

害対策を実施する。 

 

（２）活動体制 

○ 防災関係機関は、前記の責務を遂行するために必要な組織を整備するとともに、

災害応急対策に従事する職員の配置及び服務の基準を定めておく。 

 

 

２ 消火・救急・救護活動 

○ 災害発生後は、迅速・的確な消火活動を実施するとともに、被災者の救助・救急活動

を実施する。 

（「第２部 第３章 応急対策 １ 消火・救急・救護活動」 再掲） 

 

２－１ 市の役割 
○ 市施設への来庁者や職員の安全を確保し、災害対策に当たるための初動体制を整

える。 

○ 府中市災害対策本部を設置するとともに、市施設から市内の被害情報等を収集す

る。 

○ 被害情報等から医療救護所の設置を判断し、府中市医師会等に応急救護に対する

協力を要請する。 

○ 負傷者の医療救護所への搬送体制を確立する。 

 

２－２ 市民及び自主防災組織の役割 
○ 市内に設置してある街頭消火器等、各種消火用資器材により初期消火を実施する。 

○ 初期消火は、火災の拡大防止に主眼を置き、消防団員や消防団の到着後は、その

指示に従う。 

○ 地域の防災倉庫にある資器材を活用し、建物倒壊等による二次災害を防止しつつ、

負傷者の救出救助活動を実施する。 
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２－３ 府中警察署の役割 
○ 府中消防署、自衛消防組織等と連携協力した救助活動を実施する。 

○ 府中消防署や府中市消防団等、各機関による迅速な活動を確保するため、交通規

制を実施する。 

 

２－４ 府中消防署の役割 
○ 市内の被害状況の収集に努め、効果効率的な消防隊の配備により消火活動と平行

して、救急・救助活動を実施する。 

○ 府中市消防団と連携するとともに、市民による初期消火活動により消防力を補う。 

○ 対応困難な事象に対しては、東京消防庁のスケールメリットを活かし、応援部隊

の要請を行う。 

○ 負傷者の救護に当たっては、消防団員や東京消防庁災害時支援ボランティアと連

携し、効果的な救護活動を実施する。 

 

２－５ 府中市消防団の役割 
○ 発災と同時に付近の住民に対して出火防止と初期消火の呼び掛けを行う。 

○ 携帯無線機等を活用し、消防活動上必要な情報や被災状況の情報収集・伝達を行

う。 

○ 消防隊との連携を強化するとともに、消火活動及び避難道路の確認を消防団独自

に、若しくは消防隊と連携して行う。 

○ 簡易救助器具を活用し、住民と一体となった救助活動を行うとともに、負傷者に

対する応急措置を行う。 

 

２－６ 事業所の役割 
○ 来訪者や従業員の安全を確保し、出火防止、初期消火を速やかに実施する。 

○ 事業所での初期対応完了後、地域の消火、救助活動を実施する。 

（参照  第２部第２章「市民と地域の防災力向上」） 

（資料３２ 【府中市医師会・府中消防署】「府中市における応急手当の普及に関

する協定」） 
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３ 応援協力や派遣の要請 

○ 災害が発生した場合には、各防災関係機関はあらかじめ定めてある所掌事務又は業務

に従って応急対策を実施する。 

○ 被害が広範囲に及ぶなど、市内の防災関係機関だけでは対応が困難な場合は、都及び

被災していない他市区町村、関係機関等に協力を依頼し、災害対策を実施する。 

○ 受援応援体制の整備や、関係の団体との間で応援・協力に関する協定をあらかじめ締

結する等、応援体制のネットワーク化を図るとともに、新たな災害で得た教訓や社会

環境の変化への対応を図りつつ、災害対策活動体制を強化・充実させていく。 

 

【応援協力・派遣要請のフロー】 

 
 

３－１ 応援協力 

（１）都との相互協力 
○ 市長は、知事に応援又は応援のあっせんを求める等して災害対策に万全を期する。 

○ 知事は、災害を受けた市が応急対策を円滑に実施できるようにするため、他の市

に対し応援すべきことを指示し、又は防災関係機関の応援をあっせんする。 

○ 市長が知事に応援又は応援のあっせんを求める場合、都に対し、次に掲げる事項

についてまず口頭又は電話等をもって要請し、後日、「受援応援計画」に基づき、

文書により改めて処理する。 

作戦システム運用隊 
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① 災害の状況及び応援を求める理由(災害の情況及びあっせんを求める場合は

その理由) 

② 応援を希望する機関名 

③ 応援を希望する人員、物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 

④ 応援を必要とする場所、期間 

⑤ 応援を必要とする活動内容 

⑥ その他必要な事項 

○ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合で、市長が応急措置を実施

するため必要があると認めた場合、知事に対して災害派遣を要請する。なお、そ

のいとまがない場合は、直接部隊へ通報し、速やかに知事に通知する。 

○ 都は、他の市に対し応援すべきことを指示し、又は防災関係機関の応援をあっせ

んする。 

○ 都は、地震により災害が発生し人命若しくは財産の保護のために必要があると認

めた場合、又は市から災害派遣要請の要求があった場合は、自衛隊に対して災害

派遣を要請する。 

（資料５３ 【東京都２７市・３町・１村】「震災時等の相互応援に関する協定

書」） 

 

（２）他市町村との相互協力 

○ 市は、「受援応援計画」に基づく受援体制を整備するとともに、他市町村と相互

に協力し、災害対応に当たる。 

・「災害対策基本法」第６７条の規定に基づき、市が他市町村に対し応援を求め、

又は応援する場合、その事務が円滑に行われるよう、あらかじめ応援の種類、

手続等必要な事項について、相互応援の協定を締結する。 

・市の持てる限界について、協定等を活用し協力・補完体制を構築するため、協

定内容の見直し検討を実施する。 

（資料５３ 【東京都２７市・３町・１村】「震災時等の相互応援に関する協定

書」） 

（資料５４ 【競艇事業施行自治体１７市】「大規模災害時の相互応援に関する

協定」） 

（資料５５ 【甲州街道サミット参加１２市】「大規模災害時等における相互応

援に関する協定書」） 

（資料５６ 【長野県南佐久郡佐久穂町】「災害時における姉妹都市相互応援協

定」） 
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（３）公共的団体等との相互協力 
○ 市は、次のとおり整備した体制により、公共的団体等と相互に協力し、災害対応

に当たる。 

・ 市は、区域内における公共的団体（※）の防災に関する組織の充実を図ると

ともに、相互の連絡を密にし、その機能を震災時に十分発揮できるよう体制を

整備する。 

・ 市は、住民の相互助け合いの精神に基づく自発的な防災組織（※）に対して

も、組織の充実、連帯協力の強化を図る。 

・ これら団体の協力業務として考えられるものは、次のとおりである。 

① 異常現象、災害危険箇所等を発見した場合に、市その他関係機関に連絡す

ること 

② 災害に関する予警報その他情報を区域内住民に伝達すること 

③ 震災時における広報広聴活動に協力すること 

④ 震災時における出火の防止及び初期消火に関し協力すること 

⑤ 避難誘導、避難所内被災者の救助業務に協力すること 

⑥ 被災者に対する炊き出し、救助物資の配分等に協力すること 

⑦ 被災状況の調査に協力すること 

⑧ 被災区域内の秩序維持に協力すること 

⑨ その他の災害応急対策業務に協力すること 

 

※ 公共的団体 

府中市赤十字奉仕団、府中市医師会、府中市歯科医師会、府中市薬剤師会、ＪＡ

マインズ、むさし府中商工会議所等をいう。 

※ 防災組織 

町会や自治会等を主体に結成された地域の防災活動を担う組織である自主防災

組織、事業所の防災組織等をいう。 
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（４）防災関係機関との相互協力 
○ 市は、次のとおり整備した体制により、防災関係機関と相互に協力し、災害対応

に当たる。 

・ 市は、災害応急対策の円滑な実施を期するため、平素から防災関係機関と連

絡を密にし、災害時における協力体制を確立しておく。 

・ 市及び防災関係機関は、府中市災害対策本部が設置された場合は、情報の収

集、交換等連絡を密にし、迅速かつ適切な応急措置を取るため、連絡員の派遣

等の措置を講ずる。 

・ 市は、おのおの所掌事務に関し、関係する団体とあらかじめ協議しておき、

これら団体の市に対する協力事務、協力方法、責任区分等を明らかにしておき、

災害時に積極的な協力が得られるよう準備しておく。 

 

（５）各機関の経費負担 
○ 国から市又は都に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法並びに他

府県、他市町村から市又は都に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方

法は、所定の方法による(「災害対策基本法」施行令第１８条)。 

 

３－２ 自衛隊への災害派遣要請 

（１）災害派遣の範囲 
○ 自衛隊の災害派遣には災害の様相等に対応して、次のような方法がある。 

① 知事の要請による災害派遣 

○ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合で、市長が応急措置

を実施するため必要があると認めて、知事に対して災害派遣を要請するよう

求め、これを受けて知事が自衛隊に災害派遣要請をした結果、派遣される場

合。 

② 知事が要請するいとまがない場合における災害派遣 

○ 市長又は府中警察署長その他これに準ずる官公署の長官が、自衛隊に対し

て直接災害派遣要請をした結果、直ちに救護の措置を取る必要があると認め

られて派遣される場合。 

 

（２）災害派遣要請の手続 

○ 市長は、災害時において、人命又は財産の保護のため必要があると認めた場合は、

自衛隊の災害派遣を都知事に要請する。 

○ 市長は、府中市の地域に災害が発生し、知事に災害派遣の要請ができない場合に

は、直接連絡の取ることが可能な部隊に要請する。この場合、事後において速や

かに知事に通知する。 
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（３）災害派遣部隊の受入れ体制 

○ 知事及び各防災関係機関の長は、自衛隊の活動が他機関と競合重複しないよう重

点的・的確・効率的な作業分担となるよう配慮する。 

○ 各防災関係機関の長は、いかなる状況において、どのような分野(救助、救急、

応急医療、緊急輸送等)について、派遣要請を行うのか、平常時より計画しておく

とともに、必要な資器材を準備し、また、施設の使用に際して管理者の了解を得

る。 

○ 救助・救急部隊が使用する重機類等に不足が生じる場合は、都は解体業者等の協

力を得て、確保に努める。 

○ 知事及び各防災関係機関の長は、派遣された部隊が効率的かつ円滑に活動ができ

るよう、自衛隊の活動拠点、ヘリポート及び宿舎等必要な設備について、その候

補地を平素から計画しておくとともに、災害時には、速やかにその施設等の被害

状況、使用の可否を確認し、市等関係機関と協議の上、使用調整を実施し部隊に

通報する。 

 

（４）経費の負担 

○ 自衛隊の救援活動に要した次に列挙する経費は、原則として派遣を受けた機関が

負担するものとし、２以上の地域にわたって活動した場合の負担割合は、関係機

関が協議して定める。 

○ これによりがたい場合には、知事は、陸上自衛隊第１師団長又は海上自衛隊横須

賀地方総監及び航空自衛隊防空指揮群司令等と協定を締結する。 

① 派遣部隊が救援活動を実施するため必要な資器材（自衛隊装備品を除く。）等

の購入費、借上料及び修繕費 

② 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物、岸壁、曳船等の使用及び借上料 

③ 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱水費・電話料等 

④ 天幕等の管理換に伴う修理費 

⑤ 島しょ部に係る輸送料等 

⑥ その他救援活動の実施に要する経費で、負担区分に疑義がある場合は、自衛

隊と派遣を受けた機関が協議する。 
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（５）災害派遣部隊の活動内容 
【活動内容】 

区 分 活 動 内 容 

都 の 域 内 を 

担 当 す る 組 織 

○ 陸上自衛隊第１師団司令部 

なお、災害の規模が甚大で、第１師団のみでは対応できない場合には、

東部方面総監部が担当する。 

○ 海上自衛隊横須賀地方総監部 

○ 航空自衛隊防空指揮群本部 

被害状況の把握 
○ 車両、航空機等の手段によって情報収集活動を行い、被害の状況を

把握する。 

避 難 の 援 助 
○ 避難命令等が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で必要が

あるときは、避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 

避 難 者 等 の 

捜 索 援 助 

○ 行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常他の救援活動に優先

して捜索活動を行う。 

水 防 活 動 
○ 堤防、護岸等の決壊に対しては、土のうの作成、運搬、積み込み等

の水防活動を行う。 

消 防 活 動 

○ 火災に対しては、利用可能な消防車その他の防火用具(空中消火が必

要な場合は航空機)をもって、消防機関に協力して消火に当たる(消火

薬剤等は、通常関係機関の提供するものを使用)。 

道路又は水路の

障 害 物 除 去 

○ 道路もしくは水路が損壊し、又は障害がある場合は、それらの障害

物除去に当たる。 

応急医療、救護 

及 び 防 疫 

○ 被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行う(薬剤等は、通常関係

機関の提供するものを使用)。 

人員及び物資の

緊 急 輸 送 

○ 緊急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸

送を実施する。この場合において航空機による輸送は、特に緊急を要

すると認められるものについて行う。 

被災者生活支援 ○ 被災者に対し、炊飯、給水、入浴及び宿泊等の支援を実施する。 

救援物資の無償

貸 付 又 は 譲 与 

○ 「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令」に

基づき、被災者に対し、救援物資を無償貸付又は譲与する。 

危 険 物 の 保 安 

及 び 除 去 

○ 能力上可能なものについて火薬類、爆発物及び有毒ガス等危険物の

保安措置及び除去を実施する。 

そ の 他 臨 機 の 

措 置 等 

○ その他、自衛隊の能力で対処可能なものについては、臨機に所要の

措置を取る。 

○ 「災害対策基本法」第６３条第３項、第６４条第８項から第１０項

まで及び第６５条第３項に基づき、市長、警察官又は海上保安官がそ

の場にいない場合に限り、自衛隊は市長に代わって警戒区域の設定等

の必要な措置を取る。 

 

（６）宿泊施設等 

○ 市長は、派遣された部隊が効率的かつ円滑に活動できるよう宿泊施設等必要な設

備を可能な限り配慮するものとする。 
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４ 応急活動拠点の調整 

○ 市は、オープンスペースの利用要望を都災害対策本部に提出し、災害時の応急活動拠

点としての利用を要請する。 
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第６章 情報通信の確保 

 

第１節 本章の概要 

 

災害対策においては、被害状況などの災害関連情報の収集、分析が、具体的な活動を展

開する上で欠かせない。また、これらの情報を市民へ効果的に提供することは、発災時の

混乱を避けるために必要である。 

また、通常時に使用している情報通信手段が活用できなくなる可能性を想定し、情報伝

達ルートの多重化など、発災時に機能する通信網を確保することが求められる。 

なお、技術の進歩による新たな情報通信手段については、その機能を検討し、有効な手

段について災害対策に活用していくことが求められる。 

 

 

市では、「全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）」及び「緊急情報ネットワークシス

テム（Ｅｍ－Ｎｅｔ）」、「東京都防災行政無線」、「地震計ネットワークシステム」による

広域連携のほか、「職員緊急参集システム」及び「府中市消防団緊急招集メール配信シス

テム」、「府中市防災行政無線」を活用した市内連携等、防災関係機関相互の情報連絡体制

を構築している。これら手段を活用し、市は情報の収集、分析を行う。 

また、市民への情報提供については、「府中市防災行政無線」及び「全国瞬時警報シス

テム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）」、「緊急速報メール」、「府中市公式ツイッター」、「府中市メール

配信サービス」を整備しており、これら各手段の特性を踏まえ、より適切な運用を図って

いく。 

なお、東日本大震災においても有効に機能したソーシャル・ネットワーキング・サービ

ス（ＳＮＳ）など、技術の進歩により新たに活用されている手段についても、市はその積

極的な運用を検討する。 

 

 

情報伝達ルートの多重化により、どのような災害においても代替手段を講じることがで

き、適切な情報伝達ができる体制とする。また、市民への情報提供については、世代等に

より活用できる情報通信手段に偏りがあることを充分考慮し、各手段の運用について、よ

り効果的な情報提供が可能となるように努める。 

 

現状・背景 

対策の方針 

目標とする到達点 
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第２節 具体的な取組 

 

発災    １ｈ    ２４ｈ   ７２ｈ 

予防対策 応急対策 復旧対策 

地震前の

行動 
地震直後の行動 地震後の行動 

○ 防災関係機関相互の情報通信連絡体制の整備(P134) 

○ 市民への情報提供体制の整備(P138) 

○ 市民相互の情報連絡等の環境整備(P138) 

● 防災関係機関相互の情報通信連絡体制（警報及び注意報等の第一報）

(P139) 

● 防災関係機関相互の情報通信連絡体制（被害状況等）(P141) 

● 広報体制(P146) 

● 広聴体制(P149) 

● 市民相互の情報連絡等(P149) 
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【予防対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 防災関係機関相互の情報通信連絡体制の整備 市 

２ 市民への情報提供体制の整備 市 

３ 市民相互の情報連絡等の環境整備 市 

 

１ 防災関係機関相互の情報連絡体制の整備 

１－１ 市と他機関等との情報通信手段 

○ 市は、国や都内他区市町村等との情報連絡体制を構築するため、情報通信手段を

整備する。 

 

【情報通信手段】 

機関名 連携先 情報通信手段 

市 

広
域
連
携 

国 

① 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ） 

【気象庁、総務省消防庁】 

② 緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ－Ｎｅｔ） 

【官邸】 

都及び他区市町村 

③ 東京都防災行政無線 

※ 東京都災害情報システム（ＤＩＳ） 

④ 地震計ネットワークシステム 

市
内
に
お
け
る
連
携 

市職員 ⑤ 職員緊急参集システム 

市職員、 

府中市消防団、 

その他関係機関 

⑥ 府中市消防団緊急招集メール配信システム 

【府中市消防団、府中消防署】 

⑦ 府中市防災行政無線 

（資料５７ 「府中市防災行政無線移動系・デジタルＭＣＡ無線一覧」） 

（資料５８ 【東京電力株式会社武蔵野支社】「大規模停電発生時における防災

行政無線の使用に関する覚書」） 

 

○ 都外遠隔地との情報連絡体制について、災害時においても有効に活用可能な情報

通信手段を検討する。 
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【情報通信手段の概要】 

① 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ） 

気象庁から送信される気象関係情報や、内閣官房から送信される有事関係情報を、人工衛

星を利用して受信し、府中市防災行政無線を自動起動するシステム。 

② 緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ－Ｎｅｔ） 

総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を利用して、国（官邸）と地方公共団体間で緊急情

報の通信（双方向）を行うもので、メッセージを強制的に受信し、迅速・確実に緊急を要

する情報等を国と共有する。受信時は、アラーム等による注意喚起、送信元へのメッセー

ジ送達確認及び添付資料の閲覧確認の自動報告が可能。なお、並行してＦＡＸによる情報

伝達も行う。 

③ 東京都防災行政無線 

都総務局総合防災部防災通信課が設置主体。区市町村役場、建設事務所を中心に約８０局

設置されており、一つの回線に複数のチャンネルを収容する多重系無線システム。 

ア 電話 

 専用回線なので、通話殺到等の影響を受けない。また、一斉通報が可能。 

イ ファクシミリ 

 一斉通報、個別通信が可能。 

ウ 画像伝送システム 

 会議・画像配信を設置機関間で行うことが可能。 

エ 災害情報システム（ＤＩＳ） 

 都による情報の一元管理、区市町村や防災関係機関間の連携等を図ることが可能。 

④ 地震計ネットワークシステム 

市に設置している計測震度計の情報が東京都へ自動伝送されるシステム。 

⑤ 職員緊急参集システム 

市が整備した、「府中市職員緊急参集システム運用要領」に基づき運用する、携帯電話の

電子メールを活用し職員間の情報共有を図るためのシステム。 

（資料５９ 「府中市職員緊急参集システム運用要領」） 

⑥ 府中市消防団緊急招集メール配信システム 

市及び府中市消防団、府中消防署が、府中市消防団の迅速かつ確実な活動態勢を確保する

ため、「東京消防庁府中消防署が府中市中央防災センターに提供する災害情報の取り扱い

に関する協定書」に基づき運用するシステム。 

（資料６０ 【府中消防署】「東京消防庁府中消防署が府中市中央防災センターに提供

する災害情報の取り扱いに関する協定書」） 

⑦ 府中市防災行政無線 

市が、「府中市防災行政用無線局管理運用規程」及び「府中市防災行政用無線局（固定系

親局）運用要領」に基づき運用するシステム。 

ア 固定系（アナログ） 

同報通信方式により、市民に対して直接災害情報等を伝達する。中央防災センター内

に基地局を設置し、屋外子局、屋内戸別受信機を整備する。なお、固定系の放送内容

は、フリーダイヤル（０８００－８０００－６０６）による電話確認が可能である。 

イ 移動系（アナログ） 

市各部課及び市施設間の情報連絡のため整備する。 

ウ 移動系（デジタルＭＣＡ） 

市と府中市消防団、防災関係機関間の情報共有を図るために整備する。 
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【防災行政無線の概念図】 

 

 

府中市防災行政無線（屋外子局） 

都内区市町村 

災害対策本部 

無線電話 

無線 FAX 

テレビ会議 

DIS 

東京都防災行政無線 

東
京
都
災
害
対
策
本
部 

府
中
市
災
害
対
策
本
部 

固定系 

(アナログ) 

 

移動系 

(アナログ) 

 

移動系 

(デジタルMCA) 

（戸別受信機） 

市立小・中学校 

文化センター 

総合体育館等 

関係部署 

市立小中学校等 

文化センター 

消防署 

消防団 

警察署 

（子局） 

市内 133 基 

府中市防災行政無線 
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１－２ 通信連絡態勢 

（１） 府中市災害対策本部設置前の連絡窓口 

○ 府中市災害対策本部が設置されるまでの間、市への通信連絡は、特に定める場合

を除き、通常の勤務時間においては市行政管理部（防災危機管理課）が担当し、

通常の勤務時間外及び休日の夜間等において、職員が参集するまでは市夜間警備

室が担当する。 

 

（２） 府中市災害対策本部設置後の連絡窓口 

○ 府中市災害対策本部への通信連絡は、中央防災センター内防災危機管理課事務室

において処理する。 

○ 中央防災センターには、府中市防災行政無線、災害時優先電話その他通信設備を

配置する。 

○ 「府中市災害対策本部運営要領」に定める本部連絡員が連絡責任者となる。 

 

（３） 地域における情報連絡 

○ 消防団員の中から地域における情報を連絡する責任者をあらかじめ定める。 

 

（４） 災害情報 

○ 府中市災害対策本部が収集、又は伝達すべき災害情報は、おおむね次のとおりで

ある。 

・ 人的、物的被害状況 

・ 避難の状況 

・ 交通機関の運行及び道路交通の状況 

・ 防災関係機関の防災応急対策の実施状況 

・ ガス、上下水道、電気等生活関連施設の運営状況 

・ 情報の変容、流言等の状況 

・ 避難の勧告、指示又は警戒区域の設定の伝達 

・ 消防団員等の配備命令の伝達 

・ 市内事業所等に対する防災応急対策実施指示等 
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２ 市民への情報提供体制の整備 

○ 各情報提供手段の活用により、市民へ情報を提供するとともに、報道対応の円滑化を

図る。 

【市民への情報提供手段】 

情報提供手段 情報提供方法 

府中市防災行政無線 

全国瞬時警報システム 

（Ｊ－ＡＬＡＲＴ） 

市内１３３か所に設置された、府中市防災行政無線の屋外

スピーカーにより放送。 

※ 音声が聞き取りづらかった場合は、 

フリーダイヤル（０８００-８０００-６０６）により電話で

内容確認が可能。 

緊急速報メール 
市内にいる方の携帯電話（ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフ

トバンクモバイル）へ事前登録なしに一斉配信。 

府中市公式ツイッター 

インターネット上で短文（つぶやき）を投稿・閲覧できる

無料のコミュニケーションサービスであるＴｗｉｔｔｅｒ

により配信。 

・アカウント：「東京都府中市」 

・ユーザー名：「@ｆｕｃｈｕ_ｔｏｋｙｏ」 

府中市メール 

配信サービス 
登録した携帯電話やパソコンのメールアドレスへ配信。 

 

【事業者への情報提供手段】 

情報提供手段 情報提供方法 

デジタルＭＣＡ 
府中市災害対策本部を開設した場合に、府中市企業防災協

議会へ情報を提供。 

 

○ 気象庁が発表する緊急地震速報（警報）について、市民に対してその利用の心得等を

周知するとともに、発表時の危難回避行動等について、地域防災訓練等の機会を捉え

習熟を図っていくものとする。また、市が整備する情報提供手段等との連動を推進し、

広く市民へ伝わるよう体制整備を進める。 

（資料６１ 【府中消防署】「府中市と東京消防庁府中消防署間における全国瞬時警

報システム（Ｊ－Ａｌｅｒｔ）により配信される情報等の取り扱いに

関する覚書」） 

 

３ 市民相互の情報連絡等の環境整備 

○ 東日本大震災においても有効に機能したソーシャル・ネットワーキング・サービス（Ｓ

ＮＳ）等、市民相互に安否確認が取れる手段の周知を図り、市民相互の連携で、より

効果的な災害情報の拡散が図られるよう環境整備に努める。 

○ なお、災害時には、誤った情報に基づく混乱発生の危険性があることを認識し、地域

防災訓練等の機会を捉え、市は市民に充分に注意喚起する。 
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【応急対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 防災関係機関相互の情報通信連絡体制

（警報及び注意報等の第一報） 
市 

２ 防災関係機関相互の情報通信連絡体制

（被害状況等） 

市、都、防災関係機関、府中警察署、府中消

防署、府中市消防団 

３ 広報体制 市、府中警察署、府中消防署 

４ 広聴体制 市、府中警察署、府中消防署 

５ 市民相互の情報連絡等 市、市民 

 

 

１ 防災関係機関相互の情報通信連絡体制（警報及び注意報等の第一報） 

○ 市は、災害の発生を未然に防ぎ、あるいは被害を軽減させるため、防災関係機関や市

民に、都や気象庁、防災関係機関等から得た災害に関する警報及び注意報について、

迅速かつ正確に伝達する。 

 

【通信連絡の系統図】 
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１－１ 市の取組内容 

○ 都本部に対する情報連絡は、東京都防災行政無線を使用する。 

○ 災害の状況により都に連絡することができない場合は、国の現地対策本部又は総

務省消防庁等に対して直接連絡する。 

 

（１）異常現象の通報 

○ 市は、災害が発生するおそれのある異常な現象を発見した者又はその発見者から

通報を受けた警察官から通報を受けたとき、又は自ら知ったときは、直ちに都及

び気象庁に通報する。 

 

（２）一般的な災害原因に関する情報通報 

○ 災害原因に関する重要な情報について、都又は関係機関から通報を受けたとき、

又は自ら知ったときは、ただちに区域内の公共的団体その他重要な施設の管理者、

市民の自発的な防災組織及び一般住民等に周知する。 

 

（３）気象等の予警報の伝達 

○ 市は、重要な注意報及び警報について、都、府中警察署又はＮＴＴ東日本からの

通報を受けたとき、又は自らその発令を知ったときは、直ちに市内の防災関係機

関、重要な施設の管理者、防災市民組織等の公共的団体に伝達するとともに府中

警察署、府中消防署等の協力を得て、住民に周知する。 

○ 平成２５年８月３０日に気象庁が運用を開始した「特別警報」について、その運

用趣旨を鑑み、適切な体制整備を進める。 

 

１－２ 市、都及び各放送機関の取組内容 

○ 災害発生時、本部設置時には、放送要請による対応を行う場合があるほか、災害

対策本部設置に至らない場合でも、市民に対し各放送機関等と連携した避難指示

等に関する情報提供を行う等、より一層の災害対応を実施する。 

○ 具体的な対応については、「放送を活用した避難勧告等の情報伝達の申合せ」の

内容による。 

（資料６２ 【株式会社ジェイコム東京】「災害時における災害情報の放送等に

関する協定書」） 

 

（１）実施機関 

○ 東京都、府中市、東京都域又は都域を超える広域区域を事業区域とする各放送機

関 
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（２）伝達する情報 

① 高齢者等避難 (要配慮者避難情報) 

② 避難指示 

③ 警戒区域の設定 

 

【避難指示等一覧】 

区 分 発令時の状況 住民に求める行動 

高齢者等避難 

○ 避難行動に時間を要する者（要

配慮者）が避難行動を開始しなけ

ればならない段階であり、人的被

害の発生する可能性が高まった

状況 

○ 避難行動に時間を要する者（要

配慮者）は計画された避難場所へ

の避難行動を開始（避難支援者は

支援行動を開始） 

 

避難指示 

○ 通常の避難行動ができる者が避

難行動を開始しなければならな

い段階であり、人的被害の発生す

る可能性が明らかに高まった状

況 

○ 通常の避難行動ができる者は、

計画された避難場所等への避難

行動を開始 

 

 

２ 防災関係機関相互の情報通信連絡体制（被害状況等） 

○ 地震等により災害が発生した場合は、各防災関係機関は情報連絡体制に基づき、緊密

に連携して被害状況を把握、伝達し、的確な応急対策を実施する。 
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２－１ 機関別の役割 

○ 被害状況の迅速・的確な把握は、災害救助法適用の要否、災害対策要員の動員、 

応援要請、救援物資・資機材の調達等、あらゆる災害応急対策の基本となる重要

な事項である。 

○ 市及び都は、東京都災害情報システムのほか、多様な通信手段を活用した重層的

な情報連絡体制を確立し、被害状況等の把握を行う。 

○ 市は、総務省で実施している、「総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲渡に

関する省令」第３条第８項に基づく災害対策用移動通信機器（衛星携帯電話等）

無償貸与の活用を検討し、通信の輻輳及び途絶の回避を図る。この要請は、関東

総合通信局無線通信部陸上第二課に対して行う。 

○ 市をはじめ防災関係機関は、災害の発生に際して、速やかに、管内又は所管業務

に関する被害状況等を迅速・的確に把握し、当該災害に関する応急対策が完了す

るまで、あらかじめ定められた伝達系統により、府中市災害対策本部及び都に報

告する。 

（資料６３ 【東京消防庁府中消防署】「非常通信の運用に関する協定書」） 

 

【東京都災害情報システム（ＤＩＳ）の場合】 
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２－２ 被害状況の報告・伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３ 被害状況の調査報告体制 

○ 市は、災害が発生したときから当該災害に関する応急対策が完了するまで、被害

状況等について、次により都に報告する。なお、家屋の倒壊や火災が多発する災

害が発生した場合及び「災害対策基本法」第５３条に基づく被害状況を都に報告

できない場合には、国(総務省消防庁)に報告する。 

 

２－４ 被害状況等の報告 

○ 府中市災害対策本部は、市各部及び防災関係機関からの被害状況等を取りまとめ、

次の要領により都に報告する。 

 
商工関係被害・農林水産 

関係被害 

 

むさし府中商工会議所 

ＪＡマインズ 等 

市・警察署・消防署 

 
人的被害・住家被害等 

（速報・確定報） 
 

 

防災関係機関の 

各出先機関 

各防災関係機関等

の災害対策本部 

電気・ガス・通信・鉄道等 

所管施設・所管業務関係被害 

上水道施設関係被害 

建設事務所・出先機関 

 

 
公共土木施設関係被害 

・道路 

・河川 

下水道施設関係被害 

教 育 関 係 被 害  

都 

市 

市 

 

市・市教育委員会 

 

市・都 

市 
 

災 
 

害 
 

対 
 

策 
 

本 
 

部 

都
（
災 

害 

救 

助 

法 

に 

基 

づ 

く 

災 

害 

報 

告
） 
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（１）報告すべき事項 

・ 災害の原因 

・ 災害が発生した日時 

・ 災害が発生した場所及び地域 

・ 被害状況（被害程度の認定基準に基づき報告する） 

・ 災害に対して既にとった措置及び今後とろうとする措置 

・ 災害救助法適用の要否及び必要とする救助の種類 

・ その他必要な事項 

（資料６４ 「被害程度の認定基準」） 

 

（２）都への報告の方法 

○ 原則として、東京都災害情報システム（ＤＩＳ）への入力による(ただし、シス

テム障害等により入力できない場合は、東京都防災行政無線、電話、ＦＡＸ等あ

らゆる手段により報告する。)。 

 

（３）「災害救助法」に基づく報告 

○ 「災害救助法」に基づく報告については、「東京都地域防災計画（震災編）」第

２部第１３章に定めるところによる。 

 

２－５ 報告の種類・期限等 

報告の種類 入力期限 入力画面 

発災通知 即時 発災情報 

被害措置概況速報 即時及び都が通知する期限内 

災害総括 

被害情報 

措置情報 

要請通知 即時 要請情報 

確
定
報 

災害確定報告 応確急対策を終了した後２０日以内 災害総括 

各種確定報告 同上 
被害情報 

措置情報 

災害年報 ４月２０日 災害総括 

（資料６５ 「応急措置状況報告」） 

（資料６６ 「災害状況即報」） 

（資料６７ 「被害概況速報、被害状況報告書様式」） 
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２－６ 府中警察署における通信連絡体制 

○ 府中警察署における災害時の府中市災害対策本部との通信連絡事務は、府中警察

署（警備課警備係）が担当する。 

 

（１）府中市災害対策本部との連絡 

○ 平常時においては府中市災害対策本部とは加入電話、府中市防災行政無線により

連絡を行う。 

○ 通信途絶時には府中市防災行政無線、又は必要により連絡員を派遣し警察無線で

連絡態勢を確保する。 

（資料６８ 【警視庁府中警察署】「府中市防災行政無線局設置等に関する覚書」） 

 

（２）府中消防署、消防団に対する連絡 

○ 加入電話、市による直接連絡のほか、府中市災害対策本部経由により連絡を行う。 

 

２－７ 府中消防署における通信連絡体制 

（１）府中市災害対策本部との連絡 

○ 府中市災害対策本部と府中消防署間は、中央防災センターを通じて情報伝達を行

う。 

 

（２）消防団に対する指令及び連絡 

○ 消防団員の召集又は活動指示連絡は、原則として消防団本部を経由して行う。 

 

（３）連絡態勢 

○ 震災が発生した場合には震災署隊本部を設置し、次の措置を取る。 

・ 無線局の開局及び受信体制の確保 

・ 府中市災害対策本部その他関係機関への連絡員派遣 

・ その他必要な措置 

 

（４）災害予報警報受信及び伝達 

○ 警防本部からの災害予報警報の市民への伝達では、広報車により実施する。 

（資料６９ 「市所有広報転用可能自動車」） 
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（５）災害情報の収集と伝達 

○ 市は、災害情報を、監視警戒、又は市民及び関係機関等からの１１９番通報、そ

の他情報通信手段により収集する。 

○ 市職員及び関係機関の活動状況及び災害情報は、適宜府中市災害対策本部室に情

報提供するとともに、市民、関係機関等と相互に情報交換し、その共有化を図る。 

（資料７０ 【国土交通省関東地方整備局】「災害時の情報交換に関する協定」） 

 

（６）通信途絶に対する措置 

○ 有線通信途絶に際しては、無線により府中署隊をもって第八消防方面本部を経由

して警防本部との連絡を行う。署隊内の情報連絡は、消防電話、携帯無線機及び

伝令により行う。 

 

３ 広報体制 

○ 災害発生時には、市民に対し、災害や生活に関する様々な情報を提供することが必要

である。このため、市及び防災関係機関は一体となって迅速かつ適切な広報活動を行

う。 

○ 市及び防災関係機関は、パニックを防止し、社会的混乱を最小減にとどめ、速やかに

避難態勢を取るために被災住民等に対して適切な広報活動を行う。 
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３－１ 機関別の広報活動 

○ 各機関は、整備した広報手段を効果的に活用し、一人でも多くの市民へ情報が伝

わるよう努めるものとする。 

【広報内容】 

機 関 名 広 報 内 容 

市 

○ 地域住民相互間の安否確認手段を周知する。 

○ 当該区域や所管施設において災害が発生し、又は発生するおそれ

があるときは、直ちに府中警察署、府中消防署等と連携して、必

要な広報活動を実施する。 

府 中 警 察 署 

○ 広報内容は次のとおりである。 

１ 避難を必要とする情報 

２ 混乱防止及び人心の安定を図るための情報 

３ デマ・流言打ち消し情報 

府 中 消 防 署 

○ 広報内容は次のとおりである。 

１ 出火防止、初期消火の呼び掛け 

２ 救出救護及び要配慮者(高齢者・身体障害者等)への支援の呼び

掛け 

３ 火災及び水災に関する情報 

４ 避難指示に関する情報 

５ 救急告示医療機関等の診療情報 

６ その他市民が必要としている情報 

東京管区気象台 

( 気 象 庁 ) 

○ 地震・津波の詳しい状況やその解説、余震の見通しや防災上の留

意事項等を広報する。 

○ テレビ、ラジオ、新聞等報道機関を通じて知らせるほか、インター

ネットのホームページでも広報する。 

【提供手段】 

府中市から市民へ情報提供する際の手段 

① 府中市防災行政無線（フリーダイヤル：０８００－８０００－６０６） 

② 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ） 

③ 府中市メール配信サービス（事前登録必要） 

④ 緊急速報メール（事前登録必要なし） 

⑤ 府中市公式ツイッター【アカウント：「東京都府中市」、ユーザー名：@fuchu_tokyo】 

⑥ 災害情報共有システム（Ｌアラート） 

 

※ これら手段のほか、電話、ファクシミリ、市ホームページ、市広報車、ちらし、

掲示物の作成等、必要な情報を市民に提供するため、状況により活用する手段を検

討する。 
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３－２ 災害広報情報の収集 

（１）府中市災害対策本部 

○ 震災広報に関する情報は、市各部において収集し府中市災害対策本部において統

一的に処理する。 

 

（２）府中消防署 

○ 府中消防署は、震災時において、警防本部、方面隊本部等から災害に関する情報

を収集し、府中市災害対策本部及び防災関係機関と連絡協調を図り、情報の収集

に努める。 

 

３－３ 報道機関への発表 

（１）市からの発表 

○ 災害に関する情報及び災害応急対策に関する状況等の報道機関への発表は、原則

として、府中市災害対策本部で収集した防災関係機関及び市民からの情報を総合

的に分析、整理し、市を通じて統一的に行う。この場合、防災関係機関は説明員

を同席させる等協力する。 

 

（２）防災関係機関からの発表 

○ 被害状況及び施設の復旧等に関する情報は、各防災関係機関の記者クラブ等で発

表するが、事前又は事後にその内容を府中市災害対策本部本部（広報班）に報告

する。 

 

３－４ 災害時の広報 

○ 震災発生時には、市は防災関係機関等と一体となって、被災した市民に対し、速

やかに正確な情報を提供することにより混乱を最小限にとどめ、人心の安定を図

り、適切な判断による行動がとれるようにする。市は防災関係機関等と一体となっ

て、適切で迅速な広報活動を行う。 

 

（１）安否情報の提供と周知方法（安否情報） 

○ 市は、府中警察署、府中消防署、自衛隊等の防災関係機関から、死亡者、行方不

明者、けが人等の府中市災害対策本部に集められた安否情報を、府中市防災行政

無線、電話、ファクシミリ等を使って避難所へ伝達するとともに、安否情報の簿

冊を管理し、市民からの問い合わせに対応する。その際は、報道機関、ケーブル

テレビ等にも協力を依頼する。 
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（２）情報の提供と周知方法（その他情報） 

○ 府中市災害対策本部で収集した情報のうち、市民への提供が必要と判断された情

報については、市で、整備している広報手段により市民へ伝達する。併せてケー

ブルテレビ等との連携も検討する。 

 

（３）外国人への防災、避難、生活情報の提供 

○ 市は、関係機関等と連携し、府中市災害対策本部や防災関係機関等から収集した

情報を外国人へ提供する。また、国際交流サロンにおける交流を通じ、災害時に

おける外国人への情報提供に努める。 

○ 府中市災害対策本部は、都が災害時に設ける外国人災害時情報センターとの連携

を進める。 

 

（４）災害の記録（写真、ビデオ等） 

○ 災害を記録するため、市で記録班を編成し、復旧対策及び広報活動の資料の作成

を行う。必要に応じて、カメラマン等を外部へ委託する。 

 

４ 広聴体制 

○ 発災後、被災者からの相談及び被災者への支援に関すること等の相談窓口を設置する

ことで、混乱を防止するとともに、被災者等のニーズを把握する。 

○ 市は、被災者のための相談所を開設し、要望事項や苦情を聴取し、その解決を図る。 

○ 府中警察署は、臨時相談所を開設する。 

○ 府中警察署は、交通対策本部内に交通規制の内容及び緊急通行車両の標章に関するテ

レホンコーナーを開設する。 

○ 府中消防署は、災害の規模に応じて、消防庁舎その他必要な場所に消防相談所を開設

し、各種相談、説明、案内に当たる。 

○ 府中消防署は、市民からの電子メールによる問合せに対応する。 

 

５ 市民相互の情報連絡等 

○ ソーシャル・ネットワーキング・サービス、災害伝言ダイヤル、災害伝言版等の活用

を市民に周知し、家族等の安否を確認する手段の活用を促す。 

○ 市民は、確認手段を活用し、市や都から提供された情報に基づき、冷静に行動するよ

う努める。 

（資料７１ 【特定非営利活動法人府中電設業協会】「災害時における応急対策業務に

関する協定書」） 
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第７章 医療救護等の対策 

 

第１節 本章の概要 

 

首都直下地震等が発生した場合は、多くの自治体が同様に被害を受けることが想定される。

そのため、災害時における医療救護活動は、被災地域の状況を踏まえ、限られた医療資源を最

大限活用できるよう、広域連携を想定した体制を整備することが必要となる。 

 

 

市は、東京都や府中市医師会等との連携を図るため、市災害医療コーディネーターを中心と

する情報連絡体制を確保するとともに、災害拠点病院など、市内に位置する医療施設との連携

を強化することで、災害時における医療救護体制を整備する。 

また、医薬品等の不足を回避し、的確な医療を提供できるよう、災害薬事センターを整備し、

医薬品や医療資器材の備蓄に加え、卸売販売業者も活用した医薬品等の供給体制を強化する。 

遺体の搬送及び火葬については、都及び協定を締結している民間関係団体とも連携し、迅速

な対応の実現を図る。 

 

 

災害から一人でも多くの命を救うため、初動期から迅速な医療救護活動を行える体制を整備

し、その後の復興につながる市民活力の維持を図る。 

 

現状・背景 

対策の方針 

目標とする到達点 



震災編 第２部 第７章 医療救護等の対策 

第２節 具体的な取組 

 

震－151 

第
２
部 

第
７
章 

 

第２節 具体的な取組 

 

発災    １ｈ      ２４ｈ       ７２ｈ 

予防対策 応急対策 復旧対策 

地震前の

行動 
地震直後の行動 地震後の行動 

○ 初動医療体制の整備(P152) 

○ 医薬品・医療資器材の確保(P154) 

○ 災害拠点病院等の指定(P155) 

○ 遺体の取扱い(P156) 

● 医療情報の収集伝達(P157) 

● 初動医療体制(P158) 

● 負傷者等の搬送体制(P162) 

● 医薬品・医療資器材の確保(P162) 

● 保健衛生体制(P164) 

● 行方不明者の捜索、遺体の検視・検案・身元確認等(P166) 

● 防疫体制の確立 

(P171) 

● 火葬(P171) 
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【予防対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 初動医療体制の整備 市、都 

２ 医薬品・医療資器材の確保 市 

３ 災害拠点病院等の指定 都 

４ 遺体の取扱い 市、都 

 

１ 初動医療体制の整備 

１－１ 情報連絡体制等の確保 

○ 市は、府中市医師会と連携し、市内の医療救護活動等を統括・調整するために医学的

な助言を行う市災害医療コーディネーターを設置する。 

○ 市は、市災害医療コーディネーターが市内の被災状況や医療機関の活動状況等につい

て迅速に把握できるように、情報連絡体制を構築する。 

○ 市災害医療コーディネーターは、東京都地域災害医療コーディネーター、東京都災害

医療コーディネーターと連携し、広域的な視点で市内の医療体制を統括・調整する。 

 

【災害医療コーディネーター】 

名 称 説  明 

市災害医療 

コーディネーター 

市内の医療救護活動を統括・調整するため、市に対して医学的な助

言を行う市が指定する医師 

地域災害医療 

コーディネーター 

各二次保健医療圏域（※）の医療救護活動を統括・調整するため、

都が指定する医師 

東京都災害医療 

コーディネーター 

都内全域の医療救護活動を統括・調整するため、都に対して医学的

な助言を行う都が指定する医師 

 

※ 二次保健医療圏域 

府中市は北多摩南部保健医療圏（府中市、武蔵野市、三鷹市、調布市、小金井市、狛

江市）に属する。 
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１－２ 医療救護体制の整備 

○ 市は、都が定める医療救護所等の体制を参考にし、市内における円滑な医療救護体制

を整備する。 

【都が定める医療救護所等の説明】 

名 称 説  明 

緊急医療救護所 

市が、発災直後から災害拠点病院等の近接地等に設置・運営する救護

所で、主に傷病者のトリアージ（※）、軽症者に対する応急処置及び搬

送調整を行う場所 

避難所医療救護所 市が、おおむね急性期以降に、避難所内に設置する医療救護所 

医療救護活動拠点 
市が、緊急医療救護所及び避難所医療救護所の開設後、設置し当該医療救護

所や在宅療養者の医療支援に関して調整・情報交換する場所 

※ トリアージとは、災害発生時等に多数の傷病者が発生した場合に、傷病の緊急度や重

要度に応じて、治療優先度を決めること。 

○ 市は、医療救護班、歯科医療救護班及び薬剤師班等を編成できるように、府中市医師

会、府中市歯科医師会及び府中市薬剤師会等と協定を締結する。 

○ 市は、多数の負傷者が生じる災害時には、病院の門前等でトリアージや軽症者の応急

処置等を行う緊急医療救護所を設置する。 

【緊急医療救護所設置場所】 

地域 病院名等 所在地 

東部 榊原記念病院 府中市朝日町３－１６－１ 

中部 
府中医王病院 府中市晴見町１－２０ 

保健センター 府中市府中町２－２５ 

西部 府中恵仁会病院 府中市住吉町５－２１－１ 

○ 避難所医療救護所においては、巡回診療や健康相談を行う。 

○ 市は、主に重症者の収容・治療を行う災害拠点病院（東京都立多摩・小児総合医療セ

ンター）における医療救護活動を円滑にするため、緊急医療救護所の設置など、対応

し得る環境整備について継続的に検討する。 

○ 市は、市災害医療コーディネーターを中心とし、医療救護所（緊急医療救護所及び避

難所医療救護所）や在宅療養者の医療支援に関する調整・情報交換等を行う、医療救

護活動拠点として、保健センターを整備する。 

（資料７２ 【府中市医師会】「災害時の医療救護活動についての協定書」） 

（資料７３ 【府中市歯科医師会】「災害時の歯科医療救護活動についての協定書」） 

（資料７８ 【府中市薬剤師会】「災害時の救護活動に関する協定書」） 

 

１－３ 負傷者等の搬送体制の整備 

○ 市は、医療救護所（緊急医療救護所を含む）における傷病者の搬送体制について、関
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係機関と連携し構築する。 

○ 市は、車両を保有する関係機関との新たな協定締結に向けて取り組み、更に搬送手段

の拡充を図る。 

（資料７４ 【東京都トラック協会多摩支部】「災害時における緊急輸送業務に関す

る協定書」） 

１－４ 防疫・動物救護体制の整備 

○ 市は、都及び関係機関、団体等と連携し、避難所等における防疫体制を整備する。 

○ 市は、都及び関係機関、団体等と連携し、動物救護活動への協力体制を整備する。 

（資料７５ 【府中ビル管理協同組合】「災害時における避難所等の環境管理に関す

る協定書」） 

（資料７６ 【公益社団法人東京都獣医師会多摩東支部】「災害時の動物救護活動に

ついての協定書」） 

 

２ 医薬品・医療資器材の確保 

２－１ 医薬品の備蓄 

○ 医療救護所や避難所等で使用する医薬品等を備蓄しておく。備蓄量の目安は、発災か

ら３日間分程度（卸売販売業者が復旧するまでの日数の目安）とする。 

○ 市は、府中市医師会や府中市薬剤師会等と連携して、発災後３日間で必要になる医薬

品等及びその量を想定し、備蓄品目・量を決める。なお、備蓄方法は、流通備蓄を活

用する「ランニングストック」方式による。 

○ 市は、備蓄医薬品等の購入、災害時の調達協力については、委託契約及び協定締結等

により、事前に体制を整備する。 

 

２－２ 災害薬事センターの設置 

○ 保健センターに災害薬事センターを設置する。災害薬事センターの運営方法について

は、市は府中市医師会及び府中市薬剤師会と連携して、次の項目等を事前に定めてお

く。 

① 災害薬事センターを統括する災害薬事コーディネーターの選任 

② 災害薬事コーディネーターと市災害医療コーディネーターとの連携方法 

③ 人員体制 

④ 市との情報連絡体制 

⑤ 卸売販売業者からの医薬品調達方法 

⑥ 市への発注の報告方法 
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２－３ 医療資器材等の整備 

○ 市は、府中市医師会、府中市歯科医師会、府中市薬剤師会と協議の上、次の各施設に

おいて、活用用途に応じて、医療資器材等を整備する。 

① 一次避難所 

各小・中学校及び郷土の森総合体育館 

② 二次避難所 

文化センター及び保健センター 

③ 消防団の活動拠点 

防災センター 

○ 市は、負傷者等の治療に当たって、水は必需品であることから、医療用の水の確保を

図るため、平時より関係機関等との連携による確保策を講じておく。 

 

３ 災害拠点病院等の指定 

○ 都は、災害時において、被災地の限られた医療資源を有効に活用し、傷病者に対して確実

に医療を提供できるよう、全ての医療機関の役割分担を明確にし、災害拠点病院及び災害

拠点連携病院を指定している。 

○ 災害拠点病院等は、災害時においても診療を継続できるようＢＣＰ（事業継続計画）を作

成し、それに基づき医薬品等の備蓄に努める。なお、医療品等の備蓄は３日分程度とする。 

【災害拠点病院等】 

指定区分 説  明 

災害拠点病院 主に重症者の収容・治療を行う都が指定する病院 

（基幹災害拠点病院、地域災害拠点中核病院及び地域災害拠点病院と

して都が指定する病院） 

災害拠点連携病院 主に中等症者や容態の安定した重症者の収容・治療を行う都が指定す

る病院 

（救急告示を受けた病院等で都が指定する病院） 

災害医療支援病院 主に専門医療、慢性疾患への対応、「府中市地域防災計画」に定める

医療救護活動を行う病院 

（災害拠点病院及び災害拠点連携病院を除く全ての病院） 

【府中市内における災害拠点病院（平成２９年１０月１日現在）】 

二次保健 

医療圏 
施設名 所在地 病床数 

ヘリ 

離着陸 

東京都

防災行

政無線 

北多摩南部 
東京都立多摩総合医療センター・

小児総合医療センター 

府中市武蔵台

２－８－２９ 
１３５０ ○ ○ 
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４ 遺体の取扱い 

○ 行方不明者や死亡者の捜索、遺体の収容、検視・検案等の各段階において、市及び関係機

関が相互の役割を理解し、連携して取り組む体制を整備する。（詳細は【応急対策】Ｐ１６

６に記載） 

○ 市は、遺体収容所の運営等に関する次の事項について、関係機関等と連携し条件整備に努

める。 

① 遺体収容所の管理者の指定等、管理全般に関する事項 

② 行方不明者の捜索、遺体搬送に関する事項 

③ 検視、検案未実施遺体の一時保存等の取扱いに関する事項 

④ 遺体収容所設置等に供する資器材の確保、調達、保管及び整備に関する事項 

○ 遺体収容所は、死者への尊厳や遺族感情、効率的な検視・検案・身元確認の実施に資する

よう、府中の森市民聖苑等、下記の条件を満たす施設を事前指定する。なお、指定に当たっ

ては、水、通信等のライフライン及び交通手段の確保についても、可能な限り考慮する。 

① 屋内施設 

② 避難所や医療救護所等他の用途と競合しない施設 

③ 検視・検案も確保可能な一定の広さを有する施設 

④ 身元不明者の一時保存場所として使用可能な施設 

○ 市は都より、遺体収容所の衛生管理運営指導、遺体の火葬に関する広域連携体制の構築に

ついて、協力を得る。 
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【応急対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 医療情報の収集伝達 市、都、府中市医師会、市災害医療コーディネーター 

２ 初動医療体制 
市、府中市医師会、府中市歯科医師会、府中市薬剤師

会、東京都柔道整復師会武蔵野支部 

３ 負傷者等の搬送体制 市、都、府中消防署 

４ 医薬品・医療資器材の確保 市、府中市薬剤師会、災害薬事コーディネーター 

５ 保健衛生体制 市、都、多摩府中保健所 

６ 行方不明者の捜索、遺体の検視・

検索・身元確認等 
市、府中警察署 

 

 

１ 医療情報の収集伝達 

１－１ 被害情報の収集 

（１）機関別活動 

○ 市は、医療救護活動拠点において、府中市医師会及び市災害医療コーディネーター等

と連携して、人的被害及び医療機関（診療所、歯科診療所及び薬局）の被災状況や活

動状況等を把握し、都が設置する都立多摩総合医療センター内に設置される医療対策

拠点（※）に報告する。 

○ 都は、区市町村、東京消防庁、都医師会、都歯科医師会及び都薬剤師会等関係機関と

連携し、東京都地域災害医療コーディネーター及び東京都災害医療コーディネーター

を中心に被害状況及び活動状況等を収集する。 

 

※ 医療対策拠点 

都が、二次保健医療圏の基幹災害拠点病院及び地域災害拠点中核病院に設置し、圏域

内の区市町村からの情報収集を行い、地域災害医療コーディネーターとともに医療救護

活動の統括・調整を行う場所。 
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（２）医療機関の被災状況及び活動状況等の収集方法 

【機関別の収集方法】 

区分 収集方法 

災害拠点病院 市及び医療対策拠点が、東京都防災行政無線及び広域災害救急医

療情報システム等により収集する。 

上記以外の病院 市が、広域災害救急医療情報システム等を用いながら、医師会等

の協力を得て収集する。 

診療所、歯科診療所 

及び薬局 

市が、保健所、医師会、歯科医師会及び薬剤師会等の協力を得て

収集する。 

 

１－２ 市民への情報提供 

○ 医療救護所の設置状況や医療機関の活動状況を市民に広報する。 

○ 東京都保健医療情報センター（ひまわり）（以下「都保健医療情報センター」という。）

の体制・機能を活用し、市が医療機関の被災状況を踏まえた医療機関案内等の問い合

わせに、電話等により対応する。 

（参照  第２部第６章「情報通信の確保」） 

○ 市民に対する相談窓口の設置に努める。 

 

２ 初動医療体制 

２－１ 医療体制 

○ 災害時における医療救護活動は、市が一時的に実施する。市長が必要と認めたときは、

東京都地域災害医療コーディネーターに応援を求める。 

○ 市は、市災害医療コーディネーターの助言を受け、市内の医療救護活動等を統括・調

整する。 
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【災害時医療救護の流れ】 

 

 

※１ 災害拠点病院は主に重症者を、災害拠点連携病院は主に中等症者を受入れる。 

災害医療支援病院は、専門医療や慢性疾患への対応、その他医療救護活動を行う。 

※２ 航空搬送拠点臨時医療施設（SCU：エスシーユー） 

Staging Care Unit の略で、広域搬送拠点に搬送された患者を被災地域外へ搬送す

るに当たり、長時間の搬送に要する処置等を行う臨時医療施設をいう。 

※３ 東京ＤＭＡＴ（東京Disaster Medical Assistance Team：ディーマット） 

大規模事故などの都市型災害が発生した場合や大規模地震などの自然災害時に出

場し、災害現場で東京消防庁と連携して多数傷病者等に対する救命処置等を行う災害

医療派遣チーム 

 

２－２ 医療救護班の編成の要請 

○ 市は、災害時の医療救護が必要な場合には、「災害時の医療救護活動についての協定」

に基づき、府中市医師会、府中市歯科医師会、府中市薬剤師会及び東京都柔道整復師

会武蔵野支部に、医療救護班の編成を要請する。 

○ 医療救護班は、市が設置した医療救護所等において医療救護活動を実施する。 

（資料７２ 【府中市医師会】「災害時の医療救護活動についての協定書」） 

（資料７３ 【府中市歯科医師会】「災害時の歯科医療救護活動についての協定書」） 

（資料７７ 【東京都柔道整復師会武蔵野支部】「災害時における公益社団法人東京都

柔道整復師会武蔵野支部の協力についての協定書」） 

（資料７８ 【府中市薬剤師会】「災害時の救護活動に関する協定書」） 
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２－３ 市避難所医療救護所の設置 

○ 府中市医師会、府中市歯科医師会、府中市薬剤師会及び東京都柔道整復師会武蔵野支

部は、市医療救護班の派遣体制が整い次第、避難所、文化センター及び保健センター

から設置場所を選定し、医療救護所を設置する。 

 

【避難所医療救護所の構成イメージ】 

 

 

２－４ 医療救護対策本部の設置及び医療救護班の編成 

（１） 医療救護対策本部の設置 

○ 府中市医師会及び府中市歯科医師会は、市から医療救護班の派遣要請があった場合、

これに対応するため、市災害医療コーディネーターと連携し、速やかに医療救護対策

本部（以下「救護本部」という｡)を医師会館内に設置する。 

 

（２） 医療救護班の編成 

○ 救護本部長は、災害の規模に応じて、医療救護班を編成出動させるものとする。 

○ 医療救護班は、交通が途絶状態にあるときでも、可能な方法を用いて迅速に出動する。 

庶 務 班 

医薬品調達班 

医療救護班 

情報収集・機関連絡調整・庶務全般を担当 

医薬品の受入れ・調達を担当 

医師によるトリアージの実施・傷病者の対応 

保 

健 

師 

等 

サ
ブ
リ
ー
ダ
ー 

開
設
リ
ー
ダ
ー 
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２－５ 医療救護班の活動 

【機関別の活動内容】 

区分 活動場所 内  容 

医師会 

現場救護班 
現場 

○ 傷病者に対する応急処置 

○ 緊急度・重症度の区分（トリアージ） 

○ 災害拠点病院等への転送の要否及び転送順位の決定 

※ 重傷者は直接救急車により災害拠点病院等へ搬送、

中等症者は災害拠点連携病院等へ搬送、軽症者は原則

として緊急医療救護所へ誘導する。 

○ 搬送困難な患者、軽症患者等に対する医療 

○ 死亡の確認 

○ 状況に応じて、遺体の検案協力 

医師会 

避難所医療救

護所救護班 

避難所医療救護所 

○ 重症度の区分（トリアージ） 

○ 傷病者に対する応急処置 

○ 負傷者等の確認、カルテ作成 

○ 災害拠点連携病院、災害拠点病院への転送要否の決定 

○ 必要な記録の調整 

○ 助産救護 

○ 精神相談 

歯科医師会 

救護班 

・現場 

・避難所医療救護所 

○ 医師会と連携した傷病者に対する応急処置 

○ 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置 

○ 災害拠点病院等への転送の要否及び転送順位の決定 

○ 避難所内における転送の困難な患者、軽症患者等に対

する歯科治療、衛生指導 

○ 検視・検案に際しての法歯学上の協力 

薬剤師会 

救護班 

・災害薬事センター 

（保健センター） 

・避難所医療救護所 

○ 避難所医療救護所及び災害薬事センター（保健セン

ター）等における医薬品の仕分け、管理 

○ 避難所医療救護所等における傷病者等に対する調剤、

服薬指導 

○ 一般用医薬品を活用した被災者の健康管理支援 

○ 避難所の衛生管理・防疫対策への協力 
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【機関別の医療救護活動マニュアル】 

区 分 内  容 

医師会 

医療救護班 

○ 多数の傷病者を迅速かつ適切に救護するため、トリアージの基準や医

療救護班が実施する医療救護活動に関する標準的な活動は、都が策定

した「災害時医療救護活動ガイドライン」（平成３０年３月）を準用す

る。 

歯科医師会 

救護班 

○ 多数の傷病者を迅速かつ適切に救護するため、トリアージの基準や医

療救護班が実施する医療救護活動に関する標準的な活動は、都が策定

した「災害時医療救護活動ガイドライン」（平成３０年３月）等を準用

する。 

薬剤師会 

救護班 

○ 薬剤師班の役割、医薬品の供給等について、都が策定した「災害時に

おける薬剤師班活動マニュアル」（平成２６年９月）を準用する。 

 

３ 負傷者等の搬送体制 

○ 搬送は、原則として被災現場から医療救護所までは市が対応し、医療救護所から災害拠点

病院等の医療機関までは都及び市が対応する。 

○ 医療救護所の開設リーダーは、負傷者等のうち災害拠点病院等の医療機関に収容する必要

のあるものが発生した場合は、市に搬送を要請する。 

○ 搬送体制 

・ 市は、府中消防署に搬送を要請する。 

・ 東京消防庁（府中消防署）は被災現場等から医療機関への重症者の搬送を優先し、あ

らかじめ定められた基準に基づく搬送順位に従い、搬送先施設等の受入態勢を確認し

行う。負傷者等の医療機関への搬送は、状況に応じて、都福祉保健局と連携して行う。 

・ 市は、道路事情等により陸上輸送が困難な場合は、警察関係機関に道路啓開措置を要

請する。 

・ 市は、状況に応じて、市有車両又は医療救護班の車両、担架の使用を検討する。 

 

４ 医薬品・医療資器材の確保 

○ 医療・助産救護を実施するに要する医薬品、医療資器材は、市の備蓄する医薬品等（市と

医師会、薬剤師会等が協議し選定した物等）を使用し救護活動を行う。 

○ 市備蓄及び医療救護班が持参した医薬品等で不足をきたす場合には、「災害時における応

急医薬品等の調達に関する協定」に基づき、市は、府中市薬剤師会及び都に対し調達を要

請する。 

○ 医療救護班が使用する医薬品等の備蓄量は初動期の分とし、それ以降は災害薬事センター

の設置による供給体制を確保する等、医薬品等の備蓄・供給体制の充実強化を図る。 

（資料７８ 【府中市薬剤師会】「災害時の救護活動に関する協定書」） 
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（１）使用する医薬品等の調達手順 

【市が使用する医薬品等の調達手順】 

 

 

（２）災害薬事センターの役割 

○ 災害薬事センターは、被災地内における医薬品、医療器具、衛生材料等の供給拠点と

して、医薬品等に関する情報の収集及び発信を行うとともに、各医療救護所等からの

要請に基づき、卸売販売業者へ発注を行い、医薬品等を迅速に供給する。 
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（３）災害薬事センターの設置 

○ 市は、府中市薬剤師会と連携して、医療救護所や避難所等への医薬品等の供給拠点と

なる災害薬事センターを、発災後すみやかに保健センターへ設置する。 

○ 災害薬事コーディネーターは市薬剤師会から選任し、市災害医療コーディネーター及

び地域災害医療コーディネーター、東京都災害医療コーディネーターの業務に協力する。 

【災害薬事コーディネーターの業務】 

災害医療コーディネーター及び災害拠点病院薬剤部等に協力し、地域の災害医療が円

滑に進むよう薬事に関する調整を行う。 

① 医薬品等の管理に関する調整業務：救護所等で必要になる医薬品等の需給状況の把

握、卸売販売業者への発注、在庫管理等 

② 薬剤師班に関する調整業務：薬剤師班の差配、支援要請等 

③ 薬事関係者の調整業務：病院薬剤部、薬局、卸売販売業者等地域の薬事関係者の復

旧状況や医薬品過不足状況の把握。薬事関係者の調整等 

 

（４）医薬品等の搬送 

○ 医薬品等の市内搬送は、医療救護所の開設時又は医療救護班から搬送要請があったと

きに、市が関係機関との連携により行う。 

 

５ 保健衛生体制 

５－１ 保健活動 

○ 巡回健康相談等を行うため、保健師・栄養士その他必要な職種からなる保健活動班を

編成して避難所等に派遣する。 

○ 市の編成で不足する場合は、都を通じて他県市等からの応援を要請するとともに、応

援班の受入れ調整を行う。 

○ 保健活動班は、都の環境衛生指導班や食品衛生指導班、防疫班と連携し、避難住民等

の健康管理に関する活動を行う。 

○ 保健活動班は、避難所における健康相談、地域における巡回健康相談、その他必要な

保健活動等の活動を行う。 

５－２ こころのケア 

○ 必要に応じて、電話相談窓口や外来相談窓口を設置する。 

○ 被災住民の心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ)も視野に入れて、メンタルヘルスケ

ア体制整備を図り、被災の状況に即して活動する。 

○ 精神科病院・診療所の外来実施状況について、状況の把握・提供ができるよう努める。 

○ 被災時の精神保健医療のニーズアセスメント 

○ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、保健師チーム等と連携した活動 
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５－３ 在宅難病患者への対応 

○ 市及び多摩府中保健所は、在宅難病患者の状況把握に努める。 

○ 都は、市からの要請に応じて、医療機関及び他県市等と連携し、在宅難病患者の搬送

及び救護体制の支援に努める。 

 

５－４ 在宅人工呼吸器使用者への対応 

○ 都では、人工呼吸器を使用している方への支援を強化するため「東京都在宅人工呼吸

器使用者災害時支援方針」（平成２４年３月）を策定した。市は、これに基づき「災害

時個別支援計画」及び「災害時人工呼吸器使用者リスト」を作成する。 

○ 市等（「災害時個別支援計画」で定めた安否確認を行う機関）は「災害時人工呼吸器

使用者リスト」を基に在宅人工呼吸器使用者の安否確認を行う。 

○ 人工呼吸器使用者及び家族に被害状況、医療機関の開設状況等の情報を提供するとと

もに、できるだけ在宅療養が継続できるよう支援する。 

○ 市は、在宅療養の継続や避難等に際し、「災害時個別支援計画」による支援が困難な

場合は都へ支援を要請する。 

 

５－５ 透析患者等への対応 

○ 慢性腎不全患者の多くは、１人１回の透析に約１２０リットルの水を使用する血液透

析を週２～３回受けており、災害時にも平常時と同様の医療を要することから、適切

な医療体制を確保する必要がある。 

○ 都が作成した「災害時における透析医療活動マニュアル」（平成２６年３月改訂）に

基づき、透析医療の確保に努める。 

 

【透析患者の災害時透析医療情報連絡系統図】 
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５－６ 被災動物に係る対応 

○ 市は、被災動物に係る対応に関し、都や東京都獣医師会等関係団体との協力体制を確

立する。 

○ 避難所におけるペット対策として、受入れ体制、方法、場所等を充分に検討し、飼い

主とともに避難した動物について適正飼育の指導を実施し、東京都獣医師会等が設置

する保護施設への動物受入れや譲渡等の調整を行う等、動物の愛護及び環境衛生の維

持に努める。 

（資料７６ 【公益社団法人東京都獣医師会多摩東支部】「災害時の動物救護活動につ

いての協定書」） 

 

５－７ 公衆浴場の確保 

○ 公衆浴場の営業状況、仮設浴場、シャワー施設の設置状況を把握し、避難住民等に対

してその情報を提供することで、避難所の衛生管理を支援する。 

○ 被災規模が大きく、特にライフラインの復旧が長期に及び、水、ガスが復旧しないと

きは、必要に応じて、次のとおり入浴施設の確保対策を講じる。 

 

（１）公衆浴場の再開支援 

○ 公衆浴場の再開を要請し、必要な支援を行い、入浴環境を確保する。なお、浴場の再

開広報等にも努める。 

 

（２）自衛隊による支援 

○ スペース等の条件が整う場所において、自衛隊が保有する野営用風呂施設により入浴

支援を受ける。 

 

（３）その他施設の利用 

○ スポーツ施設等の入浴施設の一般開放を要請するとともに、プール等の転用も検討す

る。 

 

６ 行方不明者の捜索、遺体の検視・検案・身元確認等 

６－１ 捜索・収容等 

（１）行方不明情報の収集 

○ 避難所での避難者からの情報、相談窓口における情報、府中消防署、府中警察署の把

握する情報を収集し、行方不明者リストを作成する。 

○ 府中警察署は、行方不明の届出受理の適正を期するとともに、情報の入手に努め、調

査を実施する。 
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（２）遺体の捜索 

○ 遺体等の取扱いに関する事務は、市、府中警察署、府中市消防団、防災関係機関及び

地元自治会・自主防災組織の協力の下に実施する。 

【機関別の内容】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 ○ 関係機関と連携し、行方不明者の捜索の総括、遺体の収容を実施。 

都 ○ 関係機関との連絡調整に当たる。 

警 視 庁 

○ 救助・救出活動に伴い発見・収容した遺体を適切に取り扱う。 

○ 市が実施する遺体の捜索・収容に協力する。 

○ 各警察署において、行方不明の届出受理の適正を期するとともに、

情報の入手に努め、調査を実施する。 

○ 身元不明者については、人相・所持品・着衣・特徴等を写真撮影す

るとともに、遺品を保存して身元確認に努める。 

陸 上 自 衛 隊 
○ 都の要請に基づき、行方不明者等の救助・救出を実施、救助・救出

活動に伴い発見した遺体を関係機関へ引き継ぐ。 

 

※ 行方不明者には、周囲の事情から既に死亡していると推定される者を含む。 

※ 上記以外の機関が、他の業務を遂行中に遺体を発見した場合は、府中市災害対策本部

に連絡する。なお、上記機関が直近で活動している場合は当該機関に通報する。 

 

（３）遺体の捜索期間等 

○ 災害発生の日から１１日以上経過してもなお遺体を捜索する必要がある場合には、捜

索の期間内（１０日以内）に下記の事項を明らかにし、都知事に申請する。 

① 延長の期間 

② 期間の延長を要する地域 

③ 期間の延長を要する理由（具体的に記入すること。） 

④ その他（延長することによって捜索されるべき遺体数等） 

 

（４）必要帳票等の整備 

○ 行方不明者の捜索及びそれに伴い遺体を発見・収容した場合に備えて、次の書類を整

備する。 

① 救助実施記録日計票 

② 捜索用機械器具燃料受払簿 

③ 遺体の捜索状況記録簿 

④ 遺体の捜索用関係支出証拠書類 
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（５）遺体の搬送 

○ 市は、遺族等による搬送が困難な場合、遺体を遺体収容所に搬送する。市での処理能

力を上回る場合は、都及び関係機関への協力依頼等を行う。 

○ なお、遺体発見者・遺体発見日時・発見場所・発見時の状況・遺体の身元認知の有無

等について確認し、遺体収容所における遺体の受付の際に支障のないようにする。 

 

（６）遺体収容所の設置 

○ 遺体収容所は原則として選定した地域体育館及び府中の森市民聖苑に設置する。 

○ 遺体収容所は、死者への尊厳や遺族感情、効率的な検視・検案・身元確認の実施がで

きるよう下記の条件を満たす施設をとする。 

 

【遺体収容所の設置条件】 

ア 屋内施設とする。 

イ 避難所、医療救護所とは別の場所に確保・設置する。また、遺族等が検視・検案

業務等のさまたげにならないように配慮する。 

ウ 水、通信及び交通手段を確保できる場所とする。 

エ 検視・検案活動のほか、身元不明遺体収容所として使用可能な場所とする。 

オ 想定される死者発生数に対応できる広さを有する施設とする。 

 

○ 遺体収容所を設置したときは、都及び府中警察署に報告する。 

○ 市内葬祭業者に協力を要請し、収容・保存のために必要な棺・ドライアイスその他の

資材及び搬送のための車両を確保する。 

（資料７９ 【東京多摩葬祭業協同組合】「災害時における葬祭用品等の供給に関する

協定書」） 

 

（７）遺体収容所での活動 

○ 市は、遺体収容所を設置する場合は都及び府中警察署に報告・相談するとともに、市

民等へ周知する。市だけでの対応が困難な場合は、状況に応じて、都及び関係機関へ

応援を要請する。 

○ 遺体収容所に管理責任者を配置し、各種業務を円滑に遂行するための連絡調整に当た

る。 

○ 遺体収容所においては、次のとおり業務を実施する。 

① 都及び府中警察署と連携した検視・検索業務の実施 

② 死体検案書の交付、死亡届の受理、火葬許可書の交付等の関係法令に基づく手続 

③ 遺体の引渡しや一時的な保存、必要に応じて、遺体の洗浄、腐敗防止対策 



震災編 第２部 第７章 医療救護等の対策 

第２節 具体的な取組 

【応急対策】６ 行方不明者の捜索、遺体の検視・検案・身元確認等 

震－169 

第
２
部 

第
７
章 

 

６－２ 検視・検案・身元確認等 

（１）検視・検案 

① 府中警察署 

○ 検視班等を編成し、「検視規則」、「警視庁検視規程」、「死体取扱規則」及び「都監

察医務規定」等に基づき、遺体の検視及び適正な措置を迅速に講ずるとともに、そ

の取扱経過を明らかにしておく。 

○ 検視・検案は、同一場所で集中的に実施できるよう、市から遺体収容所設置の報

告・相談を受けた場合は、配置区分、業務の体制整備等を検討する。 

○ 市が遺体収容所の設置場所を決定した場合は、府中警察署は、遺体収容所におけ

る検視・検案を含めた運営の準備をする。遺体の検視は、府中警察署の検視班が、

また、検案は監察医等による検案班が実施するが、必要に応じて、府中市医師会及

び府中市歯科医師会の協力を要請する。 

○ 検視・検案活動は原則遺体収容所において行うものとするが、医療機関等、状況

に応じて、遺体収容所以外において検視・検案も行う。 

② 市 

○ 市民に対し身元不明者の周知と身元不明遺体の保管について周知する。 

○ 遺体処理の期間は、災害発生の日から１０日以内とする。災害発生から１１日以

上経過してもなお遺体を処理する必要がある場合は、期間内（１０日以内）に市長

は都知事へ申請する。 

 

（２）身元確認に関する機関別活動内容 

機 関 名 対 策 内 容 

市 

○ 身元不明者の周知と身元不明遺体の保管について周知する。 

○ 警視庁より引き継いだ身元不明遺体の適正な保管に努める。 

○ 引取人のない焼骨については、火葬場から引き取り、引取人が現れるま

での間、保管する。 

○ 身元不明遺体の遺骨を遺留品とともに遺骨遺留品保管所に保管する。 

警 視 庁 

○ おおむね２日間身元確認調査を行っても身元が判明しない場合は、所持

金品とともに遺体を市に引き継ぐ。 

○ 市と協力して身元不明取扱いの遺骨の引取人を調査する。 

（資料８０ 「死体処理票、遺留品処理票、遺骨処理票」） 



震災編 第２部 第７章 医療救護等の対策 

第２節 具体的な取組 

【応急対策】６ 行方不明者の捜索、遺体の検視・検案・身元確認等 

震－170 

第
２
部 

第
７
章 

 

（３）遺体の引渡し 

○ 遺体の引渡し業務は、原則として市及び府中警察署が協力して行う。 

○ 市職員が遺体の引渡し業務に従事する場合、府中警察署の指示に従う。 

 

（４）死亡届の受理、火葬許可証の発行等 

○ 遺族等に引き渡された検視・検案を終えた遺体について、遺体収容所等において死亡

届を受理する。 

○ 死亡届を受理した後、速やかに火葬許可証又は特例許可証を発行する。 

○ 市は必要に応じて、都との連携を図る。 

 

【遺体取扱いの流れ】 
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【復旧対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 防疫体制の確立 市、多摩府中保健所、事業者 

２ 火葬 市、都、府中警察署 

 

１ 防疫体制の確立 

１－１ 防疫活動 

○ 市は多摩府中保健所等と連携し、被災地や避難所等における防疫対策を迅速かつ的確

に行うことにより、感染症の発生及びまん延を防止する。 

○ 「防疫班」、「消毒班」を編成し、防疫活動を実施する。 

○ 「保健活動班」を編成し、被災住民に対する健康調査及び健康相談を行う。 

○ 市は、防疫活動を実施する際は、被災戸数及び防疫活動の実施について、都に対し、

迅速に連絡する。なお、応援を要する場合は、都又は府中市医師会に協力を要請する。 

○ 市内事業者等と連携し、避難所等における衛生管理について、連携体制を構築する。 

 

１－２ 防疫用資器材等の調達・備蓄 

○ 市は、災害薬事センターを活用し、府中市薬剤師会に協力を求め防疫（消毒）資器材

等を調達し、さらに不足する場合は、都に要請する。 

○ 初期防疫活動を実施するために必要な防疫用資器材の備蓄を検討する。 

 

１－３ 動物愛護 

○ 市は、避難所等における被災動物の対応について都、関係団体等と連携し、衛生管理

指導等を実施する。 

（資料７６ 【公益社団法人東京都獣医師会多摩東支部】「災害時の動物救護活動につ

いての協定書」） 

 

２ 火葬 

２－１火葬特例許可証の発行 

○ 火葬許可証に代わる証明書として特例許可証を、必要に応じて、発行することにより、

速やかな火葬に努める。 
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２－２ 広域火葬の実施 

【都】 

○ 都は、広域火葬が必要であると判断した場合には、「東京都広域火葬実施計画」に基

づき、都本部に広域火葬の対策に専従する班を編成し、広域火葬体制を整備する。 

【市】 

○ 市は、府中の森市民聖苑等、平常時に使用している火葬場の被災状況を把握するとと

もに、棺や火葬場を確保する。状況に応じて、都に広域火葬の応援・協力を要請する。 

○ 都内で広域火葬が実施される場合、都と調整を図り、広域火葬の円滑な実施と住民へ

の広域火葬体制の広報に努める。 

○ 都の調整の下、割り振られた火葬場における火葬に必要な事項、手順等を確認する。 

○ 遺体の搬送のため必要な車両を確保する。交通規制が行われている場合には、緊急通

行車両の標章の交付を受け、区域内で対応できない状況となった場合には、都に対し、

遺体搬送手段の確保を要請する。 

○ 広域火葬終了後、火葬数等の実績について都へ報告する。 

 

【火葬体制】 
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２－３ 火葬場への遺体の搬送 

○ 原則遺族により搬送を実施するが、遺族等による搬送・火葬が困難な場合は、葬祭業

者や自衛隊等に協力を要請する。 

○ 市は、遺体の火葬場への搬送に向けて、府中の森市民聖苑及び民間の火葬場、葬祭関

係事業団体等と連携して、棺や火葬場を確保し、通行可能な道路にて速やかに搬送す

る。 

（資料７９ 【東京多摩葬祭業協同組合】「災害時における葬祭用品等の供給に関する

協定書」） 

 

２－４ 身元不明遺体の取扱い 

○ 身元不明遺体の身元確認調査については、府中警察署及び市が協力して行う。 

○ 市は、府中警察署（身元確認班）より引き継いだ身元不明遺体の適正な保管に努める

とともに、一定期間（おおむね１週間程度）経過した身元不明遺体を火葬に付する。 

○ 身元不明遺体の遺骨を、遺留品とともに遺骨遺留品保管所に保管する。また、１年以

内に引取人の判明しない場合は、身元不明者扱いとして、都営納骨堂その他別に定め

る場所に移管する。 

○ 引取人のない焼骨については、火葬場から引き取り、引取人が現れるまでの間、保管

する。 

 

２－５ 必要帳票等の整備 

○ 火葬を実施し、又は火葬に要する現品若しくは経費を支出したときは、次の書類・帳

簿等を整備し保存する。 

① 救助実施記録日計票 

② 埋葬台帳 

③ 埋葬費支出関係証拠書類 

 

２－６ 身元不明遺体等の広報 

○ 市は、大規模災害に伴う死亡者に関する広報に関して、都及び府中警察署と連携を保

ち、庁舎・遺体収容所等への掲示、報道機関への情報提供、問い合わせ窓口の開設等

により住民に情報提供を行う。 
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第８章 帰宅困難者対策 

 

第１節 本章の概要 

 

東日本大震災では、物的・人的被害が小さかった東京都においても、多くの帰宅困難者

が発生し、その対応が課題として明らかになった。 

府中市内においては、府中第一小学校、府中第三小学校、府中第三中学校、府中グリー

ンプラザ、中央文化センターなどの公共施設において、１，４４０名の帰宅困難者を受入

れた。 

「首都直下地震等による東京の被害想定」によると、災害時に府中市に滞留する人数は

２１万人、徒歩帰宅困難者として６万人以上が想定されている。そのため、帰宅困難者に

対する事前の体制整備を図ることが必要である。 

【想定帰宅困難者数】 

種別 従来 今回 

滞 留 者 数 １６４，３９２人 ２１２，０２５人 

徒歩帰宅困難者 ３２，３３２人 ６６，１５３人 

 

 

東京都は、「東京都帰宅困難者対策条例」で各対応を定めており、市は、条例の内容を

市民及び事業者等に周知していく。また、国、都、市、事業者の連携による、帰宅困難者

に対する安否確認や情報提供のための基盤を整備するとともに、市は都と連携し、帰宅困

難者の一時的な滞在場所となる一時滞在施設の確保に向けて、所管する施設を指定し周知

するとともに、事業者等に対して協力を働きかける。 

 

 

公共交通機関の運行が行えない場合においても、事業所等や学校などにおいて、従業員

や児童・生徒を職場や学校等に待機させ、一斉帰宅を抑制し混乱を防止する。 

帰宅困難者に対する、こうした事前の体制整備を図ることで、駅周辺をはじめとした混

乱の防止や帰宅困難者の安全な帰宅を実現する。 

また、混乱の抑制により、行政や防災関係機関による災害発生からの初動対応が、円滑

に遂行されることも期待される。 

現状・背景 

対策の方針 

目標とする到達点 
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第２節 具体的な取組 

 

発災    １ｈ    ２４ｈ   ７２ｈ 

予防対策 応急対策 復旧対策 

地震前の

行動 
地震直後の行動 地震後の行動 

○ 「東京都帰宅困難者対策条例」の周知徹底(P176) 

○ 帰宅困難者等への支援体制の整備(P180) 

○ 意識啓発(P183) 

● 駅周辺での混乱防止(P184) 

● 事業所における帰宅困難者対策(P189) 

● 徒歩帰宅者の代替輸送 

(P191) 

● 徒歩帰宅者の支援(P193) 
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【予防対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 「東京都帰宅困難者対策条例」の周知徹底 市、都、事業者、市民 

２ 帰宅困難者等への支援体制の整備 市、都、学校、事業所 

３ 意識啓発 市 

 

１ 「東京都帰宅困難者対策条例」の周知徹底 

○ 帰宅困難者（※１）等の発生による混乱を防止するための一斉帰宅の抑制等、「東京

都帰宅困難者対策条例」（※２）の内容を周知徹底する必要がある。 

○ 府中市帰宅困難者対策協議会を設置し、平常時から連携強化を図る。 

○ 市は、都や事業者等と連携し一時滞在施設を確保する。 

 

 

東日本大震災時の京王線府中駅の様子 

 

※１ 帰宅困難者 

事業所等・学校等に通う者、買物その他の理由により来店、若しくは来所する

者等で、徒歩により容易に帰宅することが困難な者をいう。 

※２ 東京都帰宅困難者対策条例 

平成２５年４月施行 
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１－１ 「東京都帰宅困難者対策条例」の概要 

【「東京都帰宅困難者対策条例」の概要】 

一斉帰宅の抑制の推進 

市民の取組 

（努力義務） 

○ 「むやみに移動を開始しない」一斉帰宅の抑制。 

○ 家族との連絡手段を複数確保するなどの事前準備。 

事業者等の取組 

（努力義務） 

○ 従業員の一斉帰宅を抑制する。 

○ 従業員へ提供する食料等の３日分の備蓄。 

○ 従業員との連絡手段の確保などの事前準備を進める。 

○ 駅や集客施設などにおける利用者の保護。 

○ 学校等における生徒・児童等の安全確保。 

安否確認と情報提供のための体制整備 

市及び都、関係機関

（通信事業者等な

ど）の取組 

○ 市は、都や関係機関等と連携して、市民へ安否確認手段の周知

や災害関連情報提供のための体制整備を行う。 

○ 災害時に市は都と連携し、市民や事業者等に対し、災害の状況

や一時滞在施設の開設状況など、必要な情報を提供する。 

一時滞在施設の確保 

市及び都、事業者等

の取組 

○ 市は、都及び事業者等と連携し、一時滞在施設を確保する。 

帰宅支援 

市及び都の取組 ○ 市は、都が確保する、徒歩で帰宅する人へ水やトイレなどを提

供する「災害時帰宅支援ステーション」（※）を市民に周知す

る。 

○ 災害時に市は、都が確保するバスなどの代替輸送手段を周知す

る。 

 

※ 災害時帰宅支援ステーション 

・ 東京都等、九都県市において取り組んでいる帰宅困難者対策。 

・ 「災害時における帰宅困難者支援に関する協定」に基づく、災害時に帰宅困難者

の徒歩帰宅を支援するする施設であり、想定する施設は、学校等の公共施設や沿道

に多数の店舗があるコンビニエンスストア、ファミリーレストラン、ガソリンスタ

ンド等の民間施設である。 

・ 店舗には、協定先の地方公共団体から提供をうけるステッカー等を利用者から見

やすい入口等に掲出している。 

・ 災害時帰宅支援ステーションが徒歩帰宅者に対して行う主な支援内容は、水道水

及びトイレの提供、地図等による道路情報及びラジオ等で知り得た通行可能な道路

等の情報提供等である。 

※ 店舗の被害状況により、実施できない場合もある。 
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１－２ 「東京都帰宅困難者対策条例」の周知方法 

○ 市及び都は、市民や事業者等、そして行政機関が取り組むべき基本的事項につい

て定めた「東京都帰宅困難者対策条例」について、ホームページ、パンフレット

の配布、講習会の実施等により周知を図る。 

 

１－３ 市民の備え 

○ 市民は、大規模災害の発生に備えて、あらかじめ、家族その他緊急連絡を要する

者との連絡手段の確保、待機・避難する場所の確認、徒歩による帰宅経路の確認、

その他必要な準備を行う。 

 

１－４ 事業所における帰宅困難者対策 

○ 官公庁を含む全ての事業者は、首都直下地震帰宅困難者対策協議会の策定した

「事業所における帰宅困難者対策ガイドライン」（※）を参考に、従業員等の一

斉帰宅抑制を図る等帰宅困難者対策を講じる。 

 

※ 事業所における帰宅困難者対策ガイドライン 

東京都及び内閣府が設置した首都直下地震帰宅困難者等対策協議会において、平

成２４年９月１０日に策定されたもので、事業所が、帰宅困難者対策を適切に行う

ための参考となる手順等を示したもの。 

 

１－５ 学校等における児童・生徒等の安全確保 

○ 学校等は、「学校危機管理マニュアル」等に基づき、校舎内での児童・生徒の安

全確保に向けた体制整備や発災時における児童・生徒の安全確保のため、あらか

じめ保護者等との連絡体制を周知徹底しておく。 

 

１－６ 府中市帰宅困難者対策協議会の設置 

○ 公共交通機関が不通になった場合には、市内の各駅において多くの駅周辺の滞留

者及び帰宅困難者による混乱の発生が予想される。 

○ 帰宅困難者対策については、市は、府中市企業防災協議会との連携も活用し、「東

京都帰宅困難者対策条例」に基づき推進していくものとする。 

○ 市は、府中市帰宅困難者対策協議会を設置し、府中警察署及び府中消防署、関係

機関と連携し、駅周辺の滞留者及び帰宅困難者の安全確保と混乱防止、帰宅支援

について対策を協議する。 
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○ 府中市帰宅困難者対策協議会では、首都直下地震発生時の駅周辺の滞留者の安全

確保と混乱防止に向けた「地域の行動ルール」を策定する。基本となる地域の行

動ルールは以下のとおりである。 

 

【地域の行動ルール】 

 方針 詳細 

自助 組織は組織で対応する 事業所、施設、学校その他組織単位で、従業員、顧客、

学生等に対応する。 

共助 地域が連携して対応する 府中市帰宅困難者対策協議会を中心に、駅周辺の滞留

者及び帰宅困難者に対し、地域が連携して対応する。 

公助 公的機関は地域をサポー

トする 

国、都、市が連携・協力して、地域の対応を支援する。 

 

１－７ 集客施設及び駅等の利用者の保護 

○ 集客施設及び駅等の事業者等は、首都直下地震帰宅困難者対策協議会の策定した

「大規模な集客施設や駅等における利用者保護ガイドライン」（※）を参考に、

利用者等の一斉帰宅抑制を図る等対策を講じる。 

 

※ 大規模な集客施設や駅等における利用者保護ガイドライン 

東京都及び内閣府が設置した首都直下地震帰宅困難者等対策協議会において、平

成２４年９月１０日に策定されたもので、集客施設及び駅等の事業者等が、利用者

保護を適切に行うための参考となる手順等を示したもの。 
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【府中市域内の鉄道の駅】 

 駅名 住所 路線 

1 北府中駅 晴見町２丁目 東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）武蔵野線 

2 競艇場前駅 小柳町４丁目 西武鉄道多摩川線 

3 是政駅 是政５丁目 西武鉄道多摩川線 

4 白糸台駅 白糸台２丁目 西武鉄道多摩川線 

5 多磨駅 紅葉丘３丁目 西武鉄道多摩川線 

6 多磨霊園駅 清水が丘３丁目 京王電鉄京王線 

7 中河原駅 住吉町２丁目 京王電鉄京王線 

8 西府駅 本宿町１丁目 東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）南武線 

9 東府中駅 清水が丘１丁目 京王電鉄京王線 

10 府中駅 宮町１丁目 京王電鉄京王線 

11 府中競馬正門前駅 八幡町１丁目 京王電鉄競馬場線 

12 府中本町駅 本町１丁目 東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）南武線・武蔵

野線 

13 分倍河原駅 片町２丁目 京王電鉄京王線 

東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）南武線 

14 武蔵野台駅 白糸台４丁目 京王電鉄京王線 

※五十音順 

 

２ 帰宅困難者等への支援体制の整備 

２－１ 情報提供体制の整備 

○ 関係機関は、「帰宅困難者等への情報提供ガイドライン」（※）に基づき、帰宅困

難者等へ適時・適切な情報を提供できるよう体制を整備する。 

 

※ 帰宅困難者等への情報提供ガイドライン 

東京都及び内閣府が設置した首都直下地震帰宅困難者等対策協議会において、平

成２４年９月１０日に策定されたもので、情報提供に係る関係機関間の連携のあり

方、帰宅困難者等が滞在する施設の管理者に期待される情報提供のあり方、円滑な

情報提供のために期待される平時からの取組等を示したもの。 
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２－２ 一時滞在施設に係る取組 

○ 一時滞在施設として確保した施設の名称や所在地等は、原則として公表する。民

間施設等で施設管理者側が非公表を希望した場合でも、発災時は公表を前提とし、

駅前滞留者対策協議会等の関係機関において情報共有する。 

 

【機関別の役割】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 

○ 所管する施設を一時滞在施設として指定し、周知するとともに、

事業者等に対して協力を働きかける。 

○ 事業者等との間で、一時滞在施設の提供に関する協定を締結する

よう努める。 

都 

○ 都立施設及び関係機関の施設を一時滞在施設として指定し、周知

する。 

○ 国、市、事業者等に対して、一時滞在施設の確保について協力を

求める。 

事 業 者 等 

学 校 等 

○ 市や都の要請に応じて、管理する施設を一時滞在施設として提供

することを検討し、受入れ可能な場合は、市と協定を締結する。 

○ 事業者等団体は、加盟事業者等に対して、それぞれが管理する施

設を一時滞在施設として提供することについて協力依頼を行う。 

一時滞在施設 

と な る 施 設 

○ 行政機関と連携して、帰宅困難者の受入れをするための体制を整

備 
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２－３ 徒歩帰宅支援のための体制整備 

○ 市や都、各事業者等は連携し、混乱収集後、外出者の帰宅を支援するため、鉄道

運行状況や帰宅道路に関する情報の提供、徒歩帰宅者に対する沿道支援の体制を

構築する。 

 

【機関別の役割】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 

都 

○ 帰宅困難者等への情報提供体制を整備し、市民・事業者等に周知 

○ 災害時帰宅支援ステーションの拡充を図り、市民・事業者等に周知 

都 

○ 都立学校を、災害時帰宅支援ステーションとして指定し、指定され

た施設への連絡手段を確保 

○ 沿道の民間施設等、新たな災害時帰宅支援ステーションとして位置

付けることを検討 

事 業 者 等 

学    校 

○ 災害時帰宅支援ステーションの意義について普及啓発 

○ 協定等を締結し、災害時帰宅支援ステーションを運営できる体制を

整備 

○ 帰宅ルールを策定 

 

 

 

 

 

災害時帰宅支援ステーションであることを示すステッカー 
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３ 意識啓発 

○ 発災直後、市や都の応急対策活動は、救命救助・消火・避難者の保護等に重点を置く

ため、外出者に対する公的な支援には限界がある。 

○ このため、市民や事業者に対して、自助・共助の観点から、社会秩序としての「行動

ルール」、及び携帯ラジオや帰宅地図の準備等を内容とする「帰宅困難者心得１０か

条」の普及を図る。 

 

 

 

 

 

① むやみに移動を開始しない 

② まず安否確認をする 

災害用伝言ダイヤル１７１や携帯電話災害用伝言板等を活用し、家族や職場と連

絡を取り、冷静に行動できるよう気持ちを落ち着かせる。 

③ 正確な情報による冷静な行動を取る 

公共機関が提供する正確な情報を入手し、状況に応じて、どのような行動（帰宅、 

一時移動、待機等）が安全なのか自ら判断する。 

④ 帰宅できるまで外出者同士が助けあう 

一時待機できる屋内施設においては、要配慮者（高齢者、乳幼児、障害者、 

妊産婦等）を優先して収容する。 

行動ルール 

 

① 慌てず騒がず、状況確認 

② 携帯ラジオをポケットに 

③ つくっておこう帰宅地図 

④ ロッカー開けたらスニーカー（防災グッズ） 

⑤ 机の中にチョコやキャラメル（簡易食料） 

⑥ 事前に家族で話し合い（連絡手段、集合場所） 

⑦ 安否確認、ボイスメールや遠くの親戚 

⑧ 歩いて帰る訓練を 

⑨ 季節に応じた冷暖準備（携帯カイロやタオル） 

⑩ 声を掛け合い、助け合おう 

帰宅困難者心得１０か条 
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【応急対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 駅周辺での混乱防止 
市、都、国、府中警察署、府中消防署、施設管理

者、事業者、市民 

２ 事業所における帰宅困難者対策 市、都、国、事業所、学校 

 

１ 駅周辺での混乱防止 

１－１ 駅周辺の混乱防止 

○ 発災時に、公共交通機関が運行停止し、特にターミナル駅やその周辺は多くの人

が滞留し混乱等が発生することが想定される。このような状況の中では、次に示

すとおり、各主体が連携し混乱防止を図る必要がある。 

（Ｐ３１０ 府中市域内の鉄道の駅 参照） 

 

○ 市民は、大規模災害発生時に、自らの安全を確保するため、むやみに移動しない

ように努める。 

○ 市民は、都、市、事業者その他関係機関が行う帰宅困難者対策に協力するととも

に、自発的な防災活動を行うように努める。 

○ 事業者は、施設内に待機している利用者を保護し、情報提供を行う。 

○ 事業者は、関係機関と連携し、一時滞在施設への誘導を行う。 

○ 市は、駅周辺の滞留者の誘導先を確保する。 

○ 市は、滞留者に対する情報提供、帰宅困難者等の誘導を行う。 

○ 府中警察署は、府中市に対して、駅周辺の混乱防止対策に係る支援を行う。 

○ 府中消防署は、府中市に対して、災害情報の提供等、駅周辺の二次災害発生防止

に係る支援を行う。 
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（１）駅での情報提供 

○ 事業者は、駅構内の乗降客や駅周辺の滞留者、列車の運行情報を得るために、駅

に来る人等に対して、誘導場所までの情報を提供する。 

○ 市は、市が整備する情報提供手段を活用し、駅周辺に滞留する外出者に対して必

要な情報を提供する。 

（参照 第２部第６章） 

 

（２）誘導先の確保 

○ 市は都と連携し、「避難場所」や適当な広さを有する屋外オープンスペースを誘

導場所として確保し、駅周辺の滞留者を誘導する。 

 

（３）一時滞在施設への収容 

○ 一時滞在施設管理者は、施設が安全と判断したときは、帰宅困難者を受入れる。

なお、各事業者による施設における利用者保護を妨げるものではなく、一時滞在

施設となることも想定する。 

 

（４）帰宅情報の提供 

○ 一時滞在後、一時滞在施設の施設管理者は、周辺地域や道路の被害状況、鉄道の

運行状況などの情報を帰宅困難者に提供する。 

 

１－２ 集客施設及び駅等における利用者の保護 

○ 市、都及び国は、報道機関や通信事業者等と連携協力し、事業者等及び一時滞在

施設が必要な情報を得られる仕組みを構築する。 

○ 集客施設及び駅等の事業者等は、各施設において、適切な情報を利用者へ提供し

保護する。また、駅周辺の滞留者を一時滞在施設等へ安全に誘導する。 
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【手順】 
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【集客施設及び駅等の事業者等の役割】 

項 目 対策内容 

施設の安全性の確認 ア 施設の安全の確認 

事業者等は、利用者及び自らが管理する施設の安全を確認する。 

イ 施設の周囲の安全の確認 

国や東京都の一斉帰宅抑制の呼び掛け等を受け、行政機関や関

係機関から提供される災害関連情報等により、火災の状況等、周

辺の安全を確認した上で、利用者を施設内の安全な場所で保護す

る。 

一時滞在施設への誘

導等 

 

ア 事業者等による誘導 

保護した利用者については、市や関係機関との連携の下、事業

者が一時滞在施設へ誘導することを原則とする。 

イ 利用者を保護した施設が一時滞在施設となる場合等 

発災時、一時滞在施設への誘導が困難な場合のため、各事業者

等は、施設の特性や状況に応じて、可能な限り待機中の施設又は

隣接施設と連携し、当該施設が、帰宅が可能になるまでの間、一

時的に受入れる一時滞在施設となることが望ましい。 

さらに、利用者を保護した施設が、一時滞在施設となる場合は、

利用者とともに、外部からの帰宅困難者等も受入れる。 

建物や周辺が安全で

ないために、施設内

保護ができない場合

の対応 

建物や周辺が安全でないために、施設内で利用者を保護できない

場合は、市や関係機関との連携の下、事業者等が一時滞在施設や避

難場所へ利用者を誘導することを原則とする。 

要配慮者への配慮 要配慮者への配慮 

利用者保護に当たって、事業者等は、市や関係機関とも連携し、

要配慮者に配慮する。 

ア 高齢者、障害者、乳幼児、妊婦、通学の小中学生等 

待機スペースの一部を優先スペースにすることや具体的な避難

誘導方法を検討する。 

障害者については、併せて必要な支援や配慮を受けるためのヘ

ルプカードの活用やユニバーサルデザインの掲示物の活用等が

考えられ、関係機関とも連携しながら検討する。 

イ 外国人 

誘導の案内や情報提供等について配慮する。例えば、英語、中

国語等の誘導案内板やアナウンス等による対応等も実施する。 

利用者に対する情報

提供 

事業者等は、災害関連情報や公共交通機関の運行情報等を行政機

関や関係機関から入手し、施設内で待機している利用者に情報提供

する。 

例えば、施設に備わる電子掲示板や放送設備を活用する等、施設

の特性や状況に応じて、多様な情報提供を行う。 
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１－３ 一時滞在施設の開設・帰宅困難者の受入れ 

○ 一時滞在施設となる施設は、施設管理者が一時滞在施設を開放し、帰宅困難者を

受入れる。 

○ 一時滞在施設の収容能力には限りがあるため、外出者の一時収容に当たっては、

要配慮者（高齢者、乳幼児、障害者、妊産婦等）の受入れを優先する。 

○ 施設管理者は、発災時の国や都の一斉帰宅抑制のよびかけ、あるいは所在地の市

からの要請等により、当該施設の待機場所や施設入口等の安全確認及び行政機関

や関係機関から提供される災害関連情報等による周辺状況を確認の上、一時滞在

施設を開設する。なお、施設管理者による自主的な判断による開設も妨げない。 

○ 災害発生からの経過時間に応じて、目標となる一時滞在施設の運営の流れは、お

おむね次のとおりとなる。 

 

【一時滞在施設の運営の流れ】 

経過時間 実施事項 

発災直後から 

３時間後まで 

○ 発災直後から一時滞在施設開設まで 

ア 建物内の被害状況の把握や施設の安全性の確認 

イ 施設内の受入れスペースや立入禁止区域の設定 

ウ 従業員等による運営組織の編成、備蓄や設備の確認等の運営準備 

エ 施設利用案内の掲示等 

施設の入口や施設内の目に触れる所に下記の趣旨の文章を掲示する。 

・ 共助の観点から管理者が自主的に施設を開放していること。 

・ 一時滞在施設は、災害時という特殊な状況下で開設されるため、施設

管理者の指示に従うとともに、施設管理者が責任を負えない場合もあ

ることを理解した上で、施設内において行動すること。 

オ 市等への一時滞在施設の開設報告 

６時間後まで ○ 帰宅困難者の受入れ等 

ア 帰宅困難者の受入れ開始 

イ 簡易トイレ使用区域の設定、医療救護所の設置等の保健衛生活動 

ウ 計画的な備蓄の配布等、水、食料等の供給 

エ し尿処理・ごみ処理のルールの確立 

オ テレビ、ラジオ、インターネット等での情報の収集及び受入れ者へ伝達 

カ 受入れ可能人数を超過した場合の市等への報告 

１日後～ 

３日後まで 

○ 運営体制の強化等 

ア 受入れ者も含めた施設の運営 

イ 公共交通機関の運行再開、搬送手段に関する情報等、帰宅支援情報の提

供 

４日後以降 ○ 一時滞在施設の閉設 

ア 一時滞在施設閉設の判断 

イ 帰宅支援情報の提供による受入れ者の帰宅誘導 
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２ 事業所等における帰宅困難者対策 

○ 発災時には、帰宅困難者の発生を抑制するため、事業所等における一斉帰宅抑制対策

を講じる必要がある。企業等においては従業員の施設内待機、学校等においては児童・

生徒等の保護を図ることが必要である。 

 

【手順】 
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２－１ 市、都、国による対策 

○ 市、都、国は、報道機関や通信事業者等と連携協力して、事業所が必要な情報を

得られる仕組みを構築する。 

 

２－２ 事業所による従業員等の施設内待機 

○ 従業員等がチェックリストにより施設の安全を確認する。 

○ 国や都の一斉帰宅抑制の呼び掛け等を受けた後は、災害関連情報等を入手し、周

辺の火災状況等を確認し、従業員等を施設内又は他の安全な場所に待機させる。

なお、各事業所の自主的な判断による待機等の行動も妨げない。 

○ 来所者についても、従業員等に準じて、施設内又は他の安全な場所で待機させる

ようにする。 

 

２－３ 施設内に待機できない場合の対応 

○ 建物や周辺が安全でない場合は、事業所は、行政機関からの一時滞在施設等（※）

の開設情報等を基に、一時滞在施設等へ従業員等を誘導する。なお、誘導先は地

域の事情によるものとする。また、テナントビルの場合は、施設管理者の指示に

従うものとする。 

※ 一時滞在施設、避難所等を指す。 

 

２－４ 防災活動への参加 

○ 事業所は、事業継続のための要員を除き、可能な範囲で、被災者支援・復旧活動

（特に要配慮者の保護等）に努める。 

 

２－５ 情報提供体制の確保 

○ 事業所は、発災時に施設内待機の判断を行うとともに、待機させる従業員等に対

して災害関連情報や公共交通機関の運行情報等を提供する必要がある。そのため、

市、都、国は、あらかじめ報道機関や通信事業者等と連携協力して、事業所が必

要な情報を得られる仕組みを構築しておく。 

 

２－６ 学校等における対策 

○ 児童・生徒等を保護し、必要に応じて、備蓄物資等を提供する。 

○ 児童・生徒等の安否等について、事前に定めてある手段により保護者へ連絡する。 
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【復旧対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 徒歩帰宅者の代替輸送 市、都、鉄道事業者、バス事業者、報道機関 

２ 徒歩帰宅者の支援 
市、都、府中警察署、日本赤十字社東京都支部、

事業者、学校 

 

１ 徒歩帰宅者の代替輸送 

○ 職場や一時滞在施設等に留まった帰宅困難者は、地震発生以降の混乱が落ち着いた後、

特に、救出・救助活動が落ち着くと考えられる発災後おおむね４日目以降、順次帰宅

することを想定している。しかし、長期間にわたり、鉄道等の公共交通機関が不通に

なることが想定され、代替輸送機関による搬送が必要となる。 

 

【手順】 
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１－１ 鉄道運行状況等の提供 

【機関別の役割】 

 

１－２ 代替輸送手段の確保 

○ 徒歩帰宅者を利用可能な交通機関や代替輸送等に誘導する。 

○ 都は、バスによる代替輸送手段を確保する。 

○ バス事業者等は、バス等による代替輸送手段を確保する。 

機 関 名 対 策 内 容 

市 
○ 都や交通事業者等からの情報により、徒歩帰宅者を誘導等支援

する。 

都 
○ 東京都内の交通事業者等からの情報を集約し、災害情報提供シ

ステム等を活用して、市、都民等に提供する。 

鉄 道 事 業 者 等 

○ 折り返し運転の実施状況、乗り継ぎが可能な路線等に係る情報 

を都や報道機関に提供する。 

○ 発災後の早期運転再開に努める。 

バ ス 事 業 者 等 
○ 運行状況、鉄道に乗り継ぎが可能な路線等に係る情報を都や報

道機関に提供する。 

報 道 機 関 
○ 行政機関や交通機関等からの情報について、市民・事業者等に

提供する。 
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２ 徒歩帰宅者の支援 

○ 帰宅困難者が帰宅するに当たっては、交通機関の輸送力については限りがあることか

ら、自宅まで帰宅可能な距離にある帰宅困難者は、原則として徒歩で帰宅するよう促さ

なければならない。このため、帰宅困難者等の秩序だった徒歩帰宅を促すため、徒歩帰

宅支援を充実させる。 

 

【機関別の役割】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 

○ 事業者等と連携し、都より帰宅支援の対象道路として指定されて

いる甲州街道に係る情報を中心に、徒歩帰宅者への情報提供、誘導

等円滑な徒歩帰宅支援を行う。 

都 

○ 交通情報や災害時帰宅支援ステーション等の情報を提供する。 

○ 災害時帰宅支援ステーションに指定された都有施設において支援

を実施する。 

○ 帰宅支援の対象道路となる１６路線（府中市内では、甲州街道が

対象路線）を中心に、通行可能区間等の安全情報、沿道の火災・建

物倒壊等の危険情報を収集し、これら情報を市と連携して市民に提

供する。 

府 中 警 察 署 

○ 交通規制資器材を活用した誘導路の確保等を行う。 

○ 避難誘導を行う警察官は、被害状況等徒歩帰宅に必要と認める情

報の提供を行う。 

日本赤十字社 

東 京 都 支 部 

○ 赤十字エイドステーション (帰宅困難者支援所)を設置し、炊出

食、飲料水の配布、応急手当、交通情報、地理情報、通過者情報等

の提供を行う。 

事 業 者 

学 校 

○ 帰宅経路沿いの被害状況等の情報や、行政及び関係機関（テナン

トビルの場合は、施設管理者を含む。）から提供される情報等によ

り、従業員等が安全に帰宅できることを確認し、従業員や生徒等の

帰宅を開始する。 

○ 災害時帰宅支援ステーションに指定されている施設は、徒歩帰宅

者を支援する。 

（東京都地域防災計画 資料第１３４ 「帰宅支援対象道路１６路線」別冊P.４

６６） 

（資料８１ 【日本赤十字社東京都支部】「府中市朝日町防災倉庫内の赤十字エ

イドステーション（帰宅支援ステーション）資材保管庫の使用に

関する覚書」） 
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【手順】 

 

救出・救助活動が落ち着いた発災後おおむね４日目から、順次帰宅開始 

交通機関 

都 

事業者・学校 

施設内待機者 順次帰宅 

災害時帰宅支援 

ス テ ー シ ョ ン 府中市 

警視庁 日赤東京都支部 

情報

提供 情報提供 

帰宅指示 

支援・誘導 
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第９章 避難者対策 

 

第１節 本章の概要 

 

大規模地震等による被害を最小限に抑えるためには、まずは市民自身による初動対応と

して、適切な避難行動を取る必要がある。また、避難行動要支援者については、社会全体

でその支援について取り組むことが求められており、事前に情報及び体制の習熟を図るこ

とが必要である。 

「首都直下地震等による東京の被害想定」によると、府中市の避難者数が最大となる立

川断層帯地震では、６万人を越える避難者が想定されており、避難者に対する事前の体制

整備を図ることが必要である。 

【避難者数】 

種別 
従来 

多摩直下地震 

東京湾北部 

地震 

多摩直下 

地震 

元禄型関東 

地震 

立川断層帯 

地震 

避難者数 ５０，３６１人 １６，６３７人 ４２，４５２人 ３６，２１５人 ６１，５０７人 

避難生活者数 ３２，７３４人 １０，８１４人 ２７，５９４人 ２３，５４０人 ３９，９８０人 

 

 

市及び防災関係機関は、市民に対する避難指示、避難誘導などの体制を整備することで、

避難者の身の安全の確保及び避難時の混乱防止を図る。 

また、事前に「避難場所」及び「避難所」に係る体制を整備するとともに、指定した「避

難所」における「避難所管理運営マニュアル」を策定し、女性の視点など、多様な避難者

ニーズに配意した対策を推進し、避難所管理運営の円滑化を図る。 

なお、動物愛護の観点から、避難所における同行避難動物の保護や適正な飼育に関し、

都や関係団体との協力体制の確立に努める。 

 

 

市民による自発的な避難行動の流れを構築することで、行政及び防災関係機関による避

難指示、避難誘導が、より効率的に行える環境とする。また、避難後、自宅の倒壊等によ

り一時的に生活場所を失った市民に対し提供する避難所について、その適切な管理・運営

を実現する。 

現状・背景 

対策の方針 

目標とする到達点 
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第２節 具体的な取組 

 

発災    １ｈ       ２４ｈ    ７２ｈ 

予防対策 応急対策 復旧対策 

地震前の

行動 
地震直後の行動 地震後の行動 

○ 避難体制の整備(P197) 

○ 「避難場所」及び「避難所」の指定(P198) 

○ 「避難所」の管理運営体制、施設環境の整備(P203) 

○ 多様な避難者ニーズへの配意(P204) 

● 避難指示(P206) 

● 避難誘導(P208) 

● 「避難所」の開設(P212) 

● 「避難所」の管理運営(P214) 

● その他避難所運営に必要な協力等(P218) 

● 動物救護(P221) 

● ボランティアの受入れ(P222) 

● 被災者の他地区への移送(P222) 
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【予防対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 避難体制の整備 市 

２ 「避難場所」及び「避難所」の指定 市 

３ 「避難所」の管理運営体制、施設環境の整備 市、市民、施設管理者 

４ 多様な避難者ニーズへの配意 市 

 

１ 避難体制の整備 

（１）避難指示、避難誘導 

① 避難指示 

○ 避難すべき区域及び判断基準（具体的な考え方）を含めたマニュアルを策定

する等、避難指示が、適切なタイミングで適当な対象地域に発令できるよう努

める。なお、避難指示は、「災害対策基本法」第６０条に基づくものである。 

② 避難誘導 

○ 避難行動は原則市民の自主的な判断に基づくこととするが、状況に応じて、

市民は、市及び警察関係、消防関係等の避難誘導に基づき避難する。 

○ 避難時の高齢者、障害者等の避難行動要支援者に対する避難誘導等の支援に

ついて、市は「災害時要援護者支援者マニュアル」（※）に基づき、自治会や

民生委員、児童委員、関係機関、福祉関係支援センター（地域包括支援セン

ター・在宅介護支援センター・地域生活支援センター）と連携し、体制を構築

する。 

 

※ 「災害時要援護者支援者マニュアル」 

避難行動要支援者に対する災害時の地域支援体制を構築するために市が定めた

マニュアル。 

 

（２）情報伝達手段の確保 

○ 情報伝達手段を整備し、避難者の避難行動に資する情報の提供を適切に実施する。 

（第２部第６章参照） 
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（３）広域連携 

○ 市は、災害時において被災者の他地区への移送等、他の地方公共団体の円滑な協

力が得られるよう、他の地方公共団体と協定等を締結し、協力体制の確立を図る。 

（資料５３ 【東京都２７市・３町・１村】「震災時等の相互応援に関する協定

書」） 

（資料５４ 【競艇事業施行自治体１７市】「大規模災害時の相互応援に関する

協定」） 

（資料５５ 【甲州街道サミット参加１２市】「大規模災害時等における相互応

援に関する協定書」） 

 

（４）避難体制の周知・習熟 

○ 効率的・効果的な避難を実現するため、避難場所や避難所等の役割、安全な避難

方法について、市は都と連携を図りながら市民に周知していく。 

○ 避難体制の整備に当たっては、地域の実情に配慮するよう努めるとともに、避難

指示を行ういとまがない場合における、自主的な住民の避難行動の習熟について、

地域防災訓練等の機会を捉え支援する。 

○ 隣接市の被災住民が利用する避難時の運用について、関係する市があらかじめ協

議して対処する。 

（資料８２ 【国分寺市】「災害時の避難場所相互利用に関する協定書」） 

 

２ 「避難場所」及び「避難所」の指定 

○ 住民が避難する際に活用するため、次のとおり「避難場所」及び「避難所」を指定す

る。 

（資料８３ 「指定緊急避難場所一覧表」） 

（資料８４ 「指定避難所一覧表」） 
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【「避難場所」及び「避難所」の考え方】 

 名称 活用する期間 場所 活用内容 

① 

「避難場所」 

 

・身の安全 

・安否確認 

「地域避難場所」 

大規模災害の発生か

ら、身の危険を及ぼす

事象が収束するまで。 

市民自身が、地域

の実情を考慮し選

定する。 

・身の安全を守る。 

・自治会、家族等の

間で安否確認をす

る。 

「指定緊急避難

場所」 

大規模災害の発生か

ら、身の危険を及ぼす

事象が収束するまで。 

・市立小中学校（校

庭） 

・明星学苑 

・都立高校（市内

５校） 

・身の安全を守る。 

・自治会、家族等の

間で安否確認をす

る。 

・行政等による情報

提供、状況に応じ

た避難誘導を受け

る。 

「広域避難場所」 

特に大規模火災等、

「地域避難場所」及び

「指定避難場所」でも

身の安全を守ること

が困難な事象が収束

するまで。 

・基準に適合する、

市が指定する避

難スペース 

・大規模火災等、広

範囲にわたる危険

から身の安全を守

る。 

② 

「避難所」 

 

・避難生活 

「一次避難所」 

自宅損壊等により、

一時的に、生活場所の

確保が困難な市民が

多く存在している期

間。 

・市立小中学校（施

設） 

・郷土の森総合体

育館 

・自宅損壊等により

生活できない市民

が共同生活をす

る。 

「二次避難所」 

避難生活の長期化が

明らかで、「一次避難

所」における生活に支

障がある方が多く存

在している期間。 

・文化センター 

・ルミエール府中 

・生涯学習セン

ター 

・主として高齢者、

障害者、乳幼児そ

の他の特に配慮を

要する者など、「一

次避難所」での生

活に支障のある方

が生活をする。 

「福祉避難所」 

避難生活の長期化が

明らかで、専門のスタ

ッフ等によるケア及

び医療的な支援を必

要とする方が多く存

在している期間。 

・市内福祉施設 ・主として高齢者、

障害者、乳幼児そ

の他の特に配慮を

要する者など、専

門のスタッフ等に

よるケア及び医療

的な支援が必要な

方が生活をする。 

 

○ 市は、指定した「避難所」の所在地等については、府中警察署、府中消防署等関係機

関に連絡するとともに、東京都災害情報システム(ＤＩＳ)への入力等により、都に報
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告する。 

○ 市は、「避難所」が不足する場合に備え、民間施設等と協定を結ぶ等、避難所の確保

に努める。 

 

２－１ 「避難場所」 

○ 大規模地震等の発生後、建物等から一時的に離れ、身の安全を守るために集合す

るスペースをいう。また、自治会・家族等の間で安否確認を行うためにも活用す

る。なお、「避難場所」への避難後、火災などの危険がなく、家に被害がない場合

は、そのまま帰宅する。 

○ 用途ごとに「地域避難場所」「指定緊急避難場所」「広域避難場所」という名称を

用いる。 

 

（１）「地域避難場所」 

○ 自宅付近の公園、神社の境内など、市民自身が地域の実情を考慮し選定する。 

 

（２）「指定緊急避難場所」 

○ 市が指定する市立小中学校、都立高校、明星学苑を活用する。用途は基本的に「地

域避難場所」と同様であるが、行政等からの情報提供、状況に応じた避難誘導等

の対応が想定されている場所である。 

（資料８５ 【学校法人明星学苑】「災害時における一時集合場所の提供に関する

協定書」） 

 

（３）「広域避難場所」 

○ 市が指定する、特に大規模火災等からの避難を想定した広大なスペースをいう。

市及び警察関係機関、消防関係機関等からの広報活動、避難誘導に基づく避難を

原則とする。 

○ 「広域避難場所」の指定基準は、おおむね次のとおりとする。 

① 周辺市街地の大火によるふく射熱に対し、安全を確保できる有効面積がある

こと。 

② 震災時に避難者の安全を著しく損なうおそれのある施設が、スペース内に存

在しないこと。 

③ 想定収容人員に対して、スペース内の建物、道路、池等を除き、利用可能な

避難空間として、原則として１人当たり１㎡を確保できること。 
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【避難行動の流れ】 

「指定緊急避難場所」 

他の「指定緊急避難場所」 
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２－２ 「避難所」 

○ 地震等による家屋の倒壊、焼失等で被害を受けた者又は現に被害を受けるおそれ

のある者を一時的に受入れ、保護するために活用する「避難所」を指定する。な

お、指定に当たっては、当該施設が、政令等で定める指定基準に適合するよう留

意することが必要である。 

○ 用途ごとに「一次避難所」「二次避難所」「福祉避難所」という名称を用いる。 

 

（１）「一次避難所」 

○ 地震等による家屋の倒壊、焼失等で被害を受けた者又は現に被害を受けるおそれ

のある者を一時的に受入れ、保護するために活用する。 

○ 市立小中学校の体育館等、郷土の森総合体育館を指定する。避難所に受入れる被

災者数は、おおむね居室３.３㎡当たり２人とする。 

○ 備蓄物資及び寄託物資、支援物資の配給場所としても活用する。 

（資料８４ 「避難所一覧表」） 

 

（２）「二次避難所」 

○ 「一次避難所」での生活に支障がある要配慮者（主として高齢者、障害者、乳幼

児その他の特に配慮を要する者）を一時的に受入れ、保護するために活用する。 

○ 文化センター等の市施設を指定する。 

○ 耐震・耐火・鉄筋構造に加えて、要配慮者の特性を踏まえ、バリアフリーを備え

た建物を利用するよう努める。 

 

（３）「福祉避難所」 

○ 「一次避難所」での生活に支障があり、さらに医療や介護等のサービスを必要と

する要配慮者（主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者）

を一時的に受入れ、保護するために活用する。 

○ 福祉施設等との協定締結により確保する。 

（資料８６ 【多摩同胞会信愛泉寮ほか（高齢者支援課）】「災害時における老

人福祉施設等の使用に関する協定」） 
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２－３ 「避難場所」及び「避難所」の周知 

○ 「避難場所」及び「避難所」の位置、利用方法等について、地震ハザードマップ

や防災ハンドブック等で周知するとともに、地域防災訓練等の機会を捉え、市民

への周知を図る。 

○ 緊急時に活用する「避難場所」として、災害の種類ごとに指定することが求めら

れる「指定緊急避難場所」については、政令等で定める指定基準に適合したスペー

スの指定を検討し、指定した場合は、市民への周知を図る。 

○ なお、この「指定緊急避難場所」は、指定の対象となる施設が、「避難所」の指

定基準に適合している場合は、両者を兼ねることができる。 

 

３ 「避難所」の管理運営体制、施設環境の整備 

３－１ 管理運営体制の整備 

○ 学校施設を活用する「一次避難所」については、「避難所管理運営マニュアル」

を各施設において作成し、管理運営体制の整備を図る。「避難所管理運営マニュ

アル」は、「避難所管理運営マニュアル策定ガイドライン」によるものとする。 

○ 管理運営の主体は学校、行政、地域であり、その役割の基本方針は次のとおり。 

① 学校は、児童・生徒在校時には、その保護・引取対応を最優先事項とする。 

② 行政は、発災時間帯に関わらず、早期に避難所に参集し、開設対応に当たる。 

③ 地域は、土日・夜間帯の発災に備え、行政と「避難所」の開設手段を共有す

る。 

○ 市は、郷土の森総合体育館（一次避難所）、「二次避難所」及び「福祉避難所」

については、各施設の特性や機能を考慮し、適切な避難環境となるよう、関係機

関等と連携し、管理運営体制の整備に努めるものとする。 

○ 避難所の運営において、管理責任者に女性を配置する等女性の参画を推進すると

ともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮する。特に、女性専用の

物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、避

難所における安全性の確保等、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運

営に努める。 

○ 市は、都、東京都獣医師会等と連携し、飼養動物の同行避難の体制づくりを進め

るとともに、都、関係団体が行う動物救護活動への協力体制を整備する。 

（資料７６ 【公益社団法人東京都獣医師会多摩東支部】「災害時の動物救護活

動についての協定書」） 
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３－２ 施設環境の整備 

○ 「一次避難所」及び「二次避難所」となる施設については、避難環境として適切

な安全が確保されているものを指定する。 

○ 「一次避難所」及び「二次避難所」においては、避難者を火災から守るため、消

防水利の整備を推進する。 

○ 避難生活が長期に及ぶほど被災者のプライバシーの確保や生活環境を良好に保

つことが困難になってくるため、「一次避難所」及び「二次避難所」には、間仕

切り等の必要な資器材、台帳等を整備する等、「避難所」機能の強化を図るもの

とする。 

 

４ 多様な避難者ニーズへの配意 

４－１ 避難行動要支援者 

○ 避難行動要支援者の地域による安否確認や、「避難所」への避難支援等の活動に

利用するため、「災害時要援護者支援者マニュアル」に基づき、「避難行動要支援

者名簿」を作成する。 

○ 市は、作成した「避難行動要支援者名簿」の情報を地域と共有し、避難行動要支

援者に対するきめ細かい支援を実施するため、「府中市避難行動要支援者名簿の取

扱いに関する協定書」を締結し、自治会や民生委員・児童委員、関係機関（府中

警察署・府中消防署・府中市消防団・社会福祉協議会）、福祉関係支援センター（

地域包括支援センター・在宅介護支援センター・地域生活支援センター）との連

携を図る。 

 

４－２ 外国人に対する対策 

○ 在住外国人や海外からの旅行者は、言語、生活習慣、防災意識等が異なるため、

市、都及び防災関係機関は、災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、次

に掲げる防災環境づくりに努めるものとする。 

・ 避難場所を示す標識等を簡明かつ効果的なものとするとともに、標識内表記

の多言語化を検討する。 

・ 多言語による防災知識の普及活動（防災講話・防災訓練等）を推進すること

で、自助・共助の担い手として、外国人も参画する地域の防災体制を構築す

るよう努める。 

○ 市は、国立大学法人東京外国語大学との協働・連携を強化し、これらの環境整備

の推進を図るとともに、その他防災に係る協力について検討し、災害時の地域の

防災力向上に資する連携となるよう努める。 

（資料８７ 「災害時要援護者・外国人等の現況」） 
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４－３ 女性や子育てのニーズ 

○ 生理用品やおむつ、粉ミルク、哺乳ビン、離乳食等の「避難所」における提供に

ついて検討する。 

○ プライバシーを確保できる仕切りの工夫、男性の目線が気にならない更衣室・授

乳室、入浴設備、安全な男女別のトイレの整備に配意する。また、乳幼児が安全

に遊べる空間を確保するなど、子育てに資する環境の整備に努める。 

○ 「避難所」の運営体制への女性の参画を支援し、女性の視点や声、悩みを反映し

得る体制を整備する。 

○ 市は、女性に対する暴力を防ぐため、警察や関係機関との連携を強化する。 

○ 妊婦については、病院・産院への迅速な搬送や負担の大きな業務に従事させない

ことなど、特段の配慮を行う必要がある。 

 

４－４ その他のニーズ 

○ 平常時も同様であるが、災害時における、性同一性障害など、性指向・性自認・

身体性別が非典型とされるセクシャル・マイノリティが被るストレスについて、

様々な場面において理解をし、配慮することが重要である。 

○ 顕在化しにくいニーズについては、避難所の管理運営を行う者、共同で生活する

者等は、相互に注意を払い、その把握に努める。 
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【応急対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 避難指示 市、都、府中警察署、府中消防署 

２ 避難誘導 市、府中警察署、府中消防署、府中市消防団 

３ 「避難所」の開設 市、市民、施設管理者 

４ 「避難所」の管理運営 市、市民、施設管理者 

５ その他避難所運営に必要な協力等 都、ボランティア 

６ 動物救護 市 

７ ボランティアの受入れ 市、都 

８ 被災者の他地区への移送 市、都 

 

１ 避難指示 

１－１ 発令 

○ 生命身体を保護するため必要があると認めるとき、市長は警戒区域を設定し、当

該区域への立ち入りを制限若しくは禁止し、又は退去を命ずる。 

○ 区域内において危険が切迫した場合には、市長は府中警察署長及び府中消防署長

に連絡の上、要避難地域及び避難先を定めて避難を勧告又は指示するとともに、

速やかに都本部に報告する。 

 

１－２ 設定 

○ 避難指示等の設定方法は、次のとおりである。 

① 避難対象地域を定める。（○○○町○丁目） 

② 道路・橋りょう等の被害状況、延焼拡大の範囲、消火活動の状況等を検討し

て対象地域を設定する。 

③ 避難先を定める。（避難場所の名称） 

④ 避難の理由を明確にする。 



震災編 第２部 第９章 避難者対策 

第２節 具体的な取組 

【応急対策】１ 避難指示 

震－207 

 

第
２
部 

第
９
章 

 

１－３ 伝達方法 

○ 災害発生時、避難指示を発令する場合は、都、市、放送事業者との協定による「放

送を活用した避難勧告等の情報伝達に関する申合せ」に基づき、市は都やマスコ

ミと連携し、市民等に対し、適切な手段を用いて情報提供を行う。 

（参照 第２部第６章「情報通信の確保」） 

 

【避難指示の種類と発令者】 

実 施 者 種類 要      件 根拠法令 

市 長 災害全般 

(高齢者等 

避難) 

要配慮者等、特に避難行動に時間を

要する者が避難行動を開始しなけれ

ばならない事態で、人的被害の発生す

る可能性が高まったと認めるとき 

 

市 長 災害全般 

(指示) 

災害が発生し、又は発生するおそれ

がある場合において、人命又は身体を

災害から保護し、その他災害の拡大を

防止するため、特に必要があると認め

るとき及び急を要すると認めるとき 

「災害対策基本法」 

第６０条 

知 事 災害全般 

(指示) 

市町村が事務の全部又は大部分の

事務を行うことができなくなったと

き 

警察官 災害全般 

(指示) 

市長が避難のための立ち退きを指

示できないと認めるとき又は市長か

ら要求があったとき 

「災害対策基本法」 

第６１条 

(災害派遣の)

自衛官 

災害全般 

(指示) 

災害の状況により特に急を要する

場合で、警察官がその現場にいないと

き 

「自衛隊法」 

第９４条 

知事、その命を

受けた都職員 

地すべり 

(指示) 

地すべりにより著しい危険が切迫

していると認められるとき 

「地すべり等防止法」 

第２５条 
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２ 避難誘導 

○ 避難の勧告又は指示を発令する場合、市は府中警察署、府中消防署及び府中市消防団

等と協力し、市民の安全確保に留意し、安全な場所へ避難誘導する。 

 

２－１ 市民の避難誘導 

○ 避難指示を発令した場合、市は、府中警察署及び府中消防署並びに府中市消防団

の協力を得て、地域又はコミュニティ、事業所単位に集団の形成を図るため、「指

定避難場所」に避難者を集合させた後、自主防災組織の班長や事業所の管理者等

のリーダーを中心に集団を編成する。 

○ 「指定避難場所」が危険な状態になった場合、市は、府中警察署及び府中消防署

並びに府中市消防団の協力を得て、一時避難が可能な他の「指定避難場所」又は

あらかじめ指定してある「広域避難場所」に、集団を崩さずに誘導する。 

○ 学校、幼稚園、保育園、事業所、大型店等多数の人が集まる場所における避難誘

導は、その施設の責任者、管理者等による自主的な統制を原則とする。 

 

２－２ 避難誘導における注意点 

○ 避難の誘導方法については、災害の規模、態様に応じて、混乱なく迅速に安全な

「避難場所」に誘導するために必要な方法を取ることとするが、おおよそ次の事

項を注意して実施する。 

① 避難の誘導は、要配慮者を優先するとともに、できる限り早急な事前避難に

努める。 

② 交差点や橋りょう、トンネル等の混雑予想地点においては、要配慮者を含む

避難グループであることを示すとともに、その旨を連呼し、優先避難誘導を受

けやすいよう配慮する。 

③ 避難経路は、市本部長又は関係部長から特に指示がない場合は、避難の誘導

に当たる者が指定するよう努める。なお、避難経路の選定に当たっては、火災

の場所、落下物の危険のある場所、危険物のある場所を避け、指示者があらか

じめ経路の実地を確認して行うよう努める。 

④ 選定した避難路に重大な障害が発生し、容易に取り除くことができない時は、

別のルートを選定するとともに、行政管理部長を経由して、都市整備部長に対

して避難道路の障害物除去(啓開）等を要請する。 

○ なお、避難指示を行ういとまがない場合の住民の避難について、市は、あらかじ

め地域の実情や発災時の状況に応じた避難の方法を、防災講話や地域防災訓練の

機会を捉え、自主防災組織や事業所の管理者等のリーダーと連携し、検討してお

くものとする。 
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２－３ 避難行動要支援者に配慮した避難誘導 

○ 「災害時要援護者支援者マニュアル」に基づき整備した体制により、市は、自治

会や民生委員・児童委員、関係機関（府中警察署・府中消防署・府中市消防団・

社会福祉協議会）、福祉関係支援センター（地域包括支援センター・在宅介護支援

センター・地域生活支援センター）等、支援者（グループ）との連携により、避

難行動要支援者の避難支援を実施する。 

 

【避難行動要支援者への避難支援】 

① 安否の確認 

地震・火事・水害が発生！ 

避難行動要支援者の安否が気遣われる場合は、支援者（グループ）が中心となって避難

行動要支援者のお宅に向かい安否の確認を行う。 

② 避難支援  

避難が必要な場合は、支援者（グループ）は周囲の人に協力を求め、協力して避難行動

要支援者の避難支援を行う。 

地震の場合、倒壊家屋からの救出は危険や困難が伴うため、支援者（グループ）は無理

に救出せず、消防などの防災関係機関へ協力を求める。 

③「指定避難場所」へ避難  

災害による火災や建物の倒壊危険、浸水などから身の安全が確保できるよう、支援者（グ

ループ）は避難行動要支援者と、まずは「指定避難場所」へ避難する。 

④「一次避難所」へ避難  

帰宅が困難な場合には、「一次避難所」に避難する。自宅に戻れるようであれば、支援者

（グループ）は避難行動要支援者の帰宅を支援する。 

 ⑤ 安否確認の報告  

一次避難所に参集した市の職員へ、支援者（グループ）は安否確認の結果を報告する。

自宅で過ごす場合や、医療機関など搬送された場合も報告する。 
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２－４ 避難方式 

○ 地震発生後、火災等の危険が迫り、避難指示が発令され、又は市民の自主判断で

避難が必要な状況が発生したとき、避難行動が開始される。 

○ 災害における避難方式は、自治会等を核に一定の地域や事業所単位に集団を形成

し、「避難場所」に避難する集団避難方式を原則とする。 

○ 身の安全を守るために「避難場所」へ避難した避難者は、自治会・家族等の間で

安否確認を行う。 

○ 万一、避難先の「避難場所」に危機が迫った場合には､府中警察署及び府中消防

署並びに府中市消防団の誘導に従い、他の「指定避難場所」や「広域避難場所」

へ避難する。 

○ 「避難場所」に避難した後、自宅等住居での安全が確保できない場合は、「避難

所（一次避難所）」へ避難する。 

○ 「二次避難所」及び「福祉避難所」への避難については、原則、避難生活の長期

化が明らかで、「一次避難所」における避難生活に支障がある要配慮者が多く存在

している場合に開設するものとする。 

○ 自宅等住居の被災が軽微であり、居住が可能な場合は、できるだけ自宅で生活す

る。 

（資料８３ 「指定避難場所一覧表」） 

（資料８８ 「広域避難場所一覧表」） 
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【避難の流れ】 

発災直後 

 

 

避難指示が発令 

市民の自主判断で避難が必要な状況が発生 

避難行動 

（屋外） 

 
自治会等を核に集団を形成し「避難場所」に避難 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅等住居での安全が確保できない場合 

避難生活 

（屋内） 

「避難所（一次避難所）」へ避難 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 自治会・家族等の間で安否確認 

◆ 避難場所に危機が迫った場合は他の避難場所へ移動 

地震発生 

 
「地域避難場所」 

 

自宅付近の公園・神社

の境内など 

 
  「指定避難場所」 
 
・市立小中学校(校庭) 
・明星学苑 
・都立高校(市内５校) 

 
 「広域避難場所」 
 
大きな公園・広場等 

避難場所 

「一次避難所」での生活が

困難な要配慮者 

 

「一次避難所」 

 

・市立小中学校（施設） 

・郷土の森総合体育館 

 
  「福祉避難所」 

 
・市内福祉施設 

 
  「二次避難所」 

 
・文化センター 
・ルミエール府中 
・生涯学習センター 

避難所 
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３「避難所」の開設 

○ 学校施設を活用する「一次避難所」においては、「避難所管理運営マニュアル」に基

づき、学校、行政、地域の各主体が連携して開設作業・管理運営を行う。 

○ 郷土の森総合体育館を活用する場合は、「避難所管理運営マニュアル策定ガイドライ

ン」より、可能な規定を準用することで体制整備を図る。 

 

３－１「避難所」の開設指示 

（１）「避難所」の安全確認 

○ 施設開錠後、初動対応に当たる職員等は、事前に整備した安全確認チェックリス

トに基づき、応急的な安全確認を行う。 

 

（２）ライフライン設備の確認 

○ 初動対応に当たる職員等は、当面の「避難所」機能維持のため、ライフライン設

備の状況を応急的に確認し、被害状況に応じた対応を図るとともに、必要に応じ

て、府中市災害対策本部に復旧措置を依頼する。 

 

（３）通信手段の確保 

○ 初動対応に当たる職員等は、施設の通信手段の状況を確認し、使用可能な通信手

段を確保する。 

 

（４）府中市災害対策本部への報告及び開設判断 

○ 通信手段の確保後、初動対応に当たる職員等は、避難者の集合状況等を府中市災

害対策本部に報告し、「避難所」の開設判断を含め、必要な指示を受ける。 

 

（５）「避難所」開設の周知 

○ 府中市災害対策本部では、開設された「避難所」の全てを把握し、市民に広く周

知するとともに、都及び府中警察署、府中消防署等関係機関に次の情報を報告す

る。 

・ 開設日時 

・ 開設場所 

・ 避難者数 

・ 開設予定期間 

○ 府中市災害対策本部の指示に基づき、指示を受けた市職員は、「避難所」の開設

を避難者に周知するとともに、常時開放門付近に看板「府中市災害対策本部災害

時避難所」を掲出し、体育館等への導線上に受付を設置する。 
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○ 府中市災害対策本部と連絡がつかない場合、初動対応に当たる職員等が「避難所」

開設の要否を判断し、事後に必ず災害対策本部に報告する。 

 

（６）開放場所の縮小及び「避難所」統合 

○ 避難者が少ない場合又は減少した場合は、開放場所の縮小及び避難所の統合を行

う。 

 

３－２ 他「避難所」への誘導 

○ 当該「避難所」の開設の必要がないと判断した場合もしくは「避難所」施設が使

用できない場合、初動対応に当たる職員等は、周辺「避難所」に避難者を誘導す

る。 

 

３－３ 指定外「避難所」及び野外受入れ施設 

○ 「避難所」に指定されていない公民館等に市民が避難し、「避難所」としての実

態確認がなされた場合は、府中市災害対策本部により新たに「避難所」として認

定する。 

・ 避難者の増大等により避難スペースが不足する場合は、一時的な野外受入れ

施設の開設を検討する。 

・ 野外に受入れ施設を開設した場合の都及び関係機関への連絡並びに管理責任

者の設置については、避難所の開設と同様とする。 

・ 野外受入れ施設の開設に必要な資材が不足するときは、都に調達を依頼する。 

 

３－４ 「避難所」の開設期間 

○ 「避難所」の開設期間は災害発生の日から７日以内とする。ただし、状況により

期間を延長する必要がある場合には、知事の事前承認（所管大臣の承認を含む。）

を受ける。 

 

 

○ 野外受入れ施設の開設期間は、「避難所」が開設されるまでの間又は応急仮設住

宅が建設されるまでの間とする。 

「災害救助法施行細則」より抜粋 
 

避難所を開設できる期間は、災害発生の日から７日以内とする。 
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３－５ 「二次避難所」及び「福祉避難所」の開設 

○ 「二次避難所」は、避難生活の長期化が明らかで、「一次避難所」における避難

生活に支障がある要配慮者が多く存在している場合に開設する。 

○ 「福祉避難所」は、避難生活の長期化が明らかで、専門のスタッフ等によるケア

及び医療的な支援を必要としている要配慮者が多く存在している場合に開設する。

なお、施設として活用する福祉施設等との連携の中で、開設にかかる手順等を定

める等、日頃から連携を図るものとする。 

○ 「二次避難所」及び「福祉避難所」の開設及び管理運営については、「避難所管

理運営マニュアル策定ガイドライン」より、可能な規定を準用することで体制整

備を図る。 

 

４ 「避難所」の管理運営 

○ 「避難所管理運営マニュアル」に基づき整備した体制で管理運営を行う。 

 

４－１ 発災後３時間までに実施 

（１）避難所運営機能の確保 

○ 事前のゾーニングに従い、開放区画や使用できるトイレの設定を行う。また避難

者カード等を活用し、避難者情報の把握に努める。 

○ ライフライン設備の再確認及び復旧要請、また通電時であれば、空調設備の確認

を実施する。 

 

（２）トイレ機能の維持・確保 

○ トイレ使用のルールを徹底し、衛生面・防犯面等に配意した運営を行う。 

 

（３）情報提供体制の確保 

○ 各「避難所」の情報共有を密にし、必要な情報収集を府中市災害対策本部で実施

するとともに、適切な情報提供体制において、避難者へ情報を提供する。 

○ 避難者からの要望等の窓口を設ける。なお、要望等は個人単位で受け付けるので

はなく、自治会等のコミュニティ単位でとりまとめる形態が望ましい。 

○ 報道機関へは窓口を一本化して対応するとともに、無断立ち入りは厳禁とする。

また取材者の氏名・所属・目的等を記録する。 

○ 安否確認情報の取扱いについては、個人情報保護の観点に配意し、適切な対応を

取るよう徹底する。 

〇 福祉避難所等において運営に支障を来している場合、東京都災害福祉広域調整セ

ンターへ福祉専門職員の派遣を要請する。派遣を受けた場合、福祉専門職員の福
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祉避難所等への派遣調整を行う。 

 

４－２ 発災後８時間までに実施 

（１）避難者の状況把握 

○ 避難者カード等を活用して避難者の情報を把握する。この情報を基に、安否確認

資料や物資配布の算定根拠、住民運営組織編成を実施等、対応する。 

○ 避難者名簿を作成する。 

（資料８９ 「避難者名簿、避難所日誌、生活物資等受領簿、生活物資等管理簿」） 

（資料９０ 「救助実施記録日計票」） 

 

（２）要配慮者への対応 

○ 要配慮者の個々の状況を把握し、生活スペースの区分け、医療的支援、他「避難

所」への移送の要否等を検討する。 

 

（３）備蓄物資の拠出 

○ 毛布など、寒暑対策や被災者の体調管理に関する物資を中心に拠出する。 

 

（４）住民運営組織の立ち上げ準備 

○ おおむね発災後８時間までは、初動対応に当たる職員等を中心に管理運営を行う

が、発災後２４時間以降は、避難者の中から住民運営組織の中心となる人物を選

出し、住民運営組織の立ち上げ準備を進める必要がある。 

 

４－３ 発災後２４時間までに実施 

（１）府中市災害対策本部の連携強化 

○ 府中市災害対策本部は、避難所管理責任者となる市職員及び初動対応にあたった

職員の交替要員を派遣し、避難所管理運営体制の強化を図る。 

○ 各「避難所」ごとに必要な支援内容を精査し、ボランティアの受入れ準備等を行

う。 

（２）要配慮者への対応 

○ 状況に応じて、「二次避難所」及び「福祉避難所」、その他医療機関等への移送等

を検討する。 

 

（３）不足物資の把握と要請 

○ 多様な避難者のニーズに配意し、物資支援を府中市災害対策本部へ要請する。 

○ 生理用品、女性用下着の女性による配布を検討し、女性の視点に配意する。 
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（４）ごみの処理 

○ 臨時集積所を設置するとともに、ごみの排出ルールを確立し、その徹底を図る。 

 

４－４ 発災後７日までに実施 

（１）住民運営組織の立ち上げ 

○ 事前の協議等に基づき、住民運営組織を立ち上げ、住民主体の運営体制への移行

を図る。なお、住民運営組織には、女性や要配慮者等、多様な主体を参画させる

ことで、管理運営の円滑化を図る。 

 

（２）物資の受入れと配布 

○ 住民運営組織により、避難者個々のニーズを把握するとともに、物資量と避難者

数に応じた割当て作業を開始する。 

 

【避難所における物資供給のスキーム】 
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（３）生活環境の確保 

○ 就寝・消灯・ごみ当番・掃除など、生活に係るルールを確立する。特に騒音対策

や光害防止に配意し、避難者の共同生活の円滑化を図る。 

○ 女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置等、女性や子育て家庭のニーズに配

慮した避難所の運営に努める。また、乳幼児の夜泣きについては、空き教室を開

放するなど、状況に応じた対応を考慮する。 

○ 避難者のニーズは、避難所生活を送る中で時系列的に変化していくものである。

このことから、避難者の「生活の質（Quality of Life：QOL）」の低下を抑制する

ために、常に避難者のニーズを把握し、適切な生活環境の確保に努める。 

 

（４）衛生環境の確保 

○ トイレやごみ集積所等の消毒を実施し、「避難所」内の衛生管理を徹底する。 

○ 避難者自身による防疫体制を構築し、トイレ環境を中心とした「避難所」内の衛

生管理を徹底する。 

○ インフルエンザ等の感染症予防（手洗い、うがい等）の励行を避難住民に周知す

るとともに、患者発生時の感染拡大防止対策を実施する。 

○ 公衆浴場、自衛隊による仮設浴場等の活用により、避難者の衛生管理を行う。 

○ 都は、「避難所」内外におけるごみ保管場所等の適正管理、飲料水の衛生及び衛

生的な室内環境の保持に関する助言・指導を市に対して行う。 

（資料７５ 【府中ビル管理協同組合】「災害時における避難所等の環境管理に関

する協定書」） 

 

（５）避難者の健康管理 

○ 都や多摩府中保健所、府中市医師会等との連携により、市は避難者の健康管理に

配意する。 

 

（６）情報提供体制の構築 

○ 個人情報保護の観点に配意し、外部からの安否確認に対応する体制を構築する。 

 

（７）ボランティアの受入れ 

○ 避難所におけるボランティアの活動環境の整備を行う。 
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（８）炊き出しの開始 

○ 住民運営組織を中心に要員を確保し、ローテーション体制により炊き出しを実施

する。なお、その際は、府中市災害対策本部との連携を図り、体制構築に必要な

支援を仰ぐものとする。 

○ 被災者に対する炊き出しその他による食品給与の配布基準は、原則として、災害

救助法施行細則に定めるところによる。 

 

（９）避難所の統廃合、避難者対応 

○ 避難者の状況を踏まえ、府中市災害対策本部は、避難所開設期間の延長要否を検

討する。 

○ 避難者の日常生活への復帰及び学校教育の早期再開の観点から、避難所の縮小・

統廃合について検討する。 

○ 一定期間を経過しても退所できない避難者については、様々な問題を抱えている

可能性が高いことから、生活再建に向けた相談体制を強化する等、対策を講じる。 

○ 災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等に鑑み、必要に応じて、

旅館やホテル等への移動を避難者に促す。 

 

５ その他避難所運営に必要な協力等 

○ 「避難所」で生活せず、食事のみ受け取りに来ている被災者等に係る情報の把握に努

め、必要な措置について配慮するとともに、都等へ報告を行う。 

○ 市は、都が編成する環境衛生指導班の協力を得て、飲料水の消毒の確認を行うととも

に、住民が自主的に消毒を行えるように消毒薬を配布し、消毒方法及び消毒の確認方

法を住民に指導する。 

○ 発災初期の段階においては、「避難所管理運営マニュアル」に基づき、帰宅困難者へ

の支援について、可能な限り検討する。 

 

（１）飲料水の安全確保 

○ 避難所での飲料水の安全を確保するため、必要に応じて、飲用に供する水の消毒

を行う。 

○ 市は、都が編成する環境衛生指導班の協力を得て、消毒の確認を行うとともに、

住民が自主的に消毒を行えるように消毒薬を配付し、消毒方法及び消毒の確認方

法を住民に指導する。 



震災編 第２部 第９章 避難者対策 

第２節 具体的な取組 

【応急対策】５ その他避難所運営に必要な協力等 

震－219 

 

第
２
部 

第
９
章 

 

（２）食品の安全確保 

○ 市は都と連携し、避難住民に対する食品の衛生的な取扱いの指導等を行う。 

・ 避難所における食品取扱管理者の設置促進等、食品衛生管理体制の確立 

・ 食品の衛生確保、日付管理等の徹底 

・ 手洗いの励行 

・ 調理器具の洗浄殺菌と使い分けの徹底 

・ 残飯、廃棄物等の適正処理の徹底 

・ 情報提供 

・ 殺菌及び消毒剤の適切な使用 

 

（３）トイレ機能の確保 

○ 被災後、断水した場合には、学校のプール等で確保した水を使用し、機能の回復

を図る。なお、学校プールの水を使用する場合には、消防水利の機能確保に十分

留意するものとする。 

○ 発災後３日目までは、し尿収集車によるし尿の収集・運搬が困難な状況が予想さ

れることから、市は、可能な限りし尿収集車による収集を要しない災害用トイレ

を活用し、対応する。 

○ 発災後４日目からは、市は、し尿収集車による収集が可能な災害用トイレを含め

て確保し、対応する。 

○ 備蓄分が不足した場合には、都に対して要請し、都は広域応援等により必要数を

確保する。 

 

（４）避難所の衛生管理 

① 市の役割 

ア 住民の避難所への適正誘導及び収容並びに過密状況を把握する。 

イ 土足禁止区域・喫煙（分煙)区域を設定する。 

ウ 避難住民の生活環境上必要な物品を確保する。 

エ 避難住民間のプライバシーを確保する。 

オ ごみの適切な排出方法、トイレの使用方法等、避難住民への衛生管理上の留

意事項を周知する。 

② 都の役割 

ア 環境衛生指導班等から避難所の過密状況や衛生状態に関する情報を収集し、

市に提供する。 

イ 避難所内外におけるごみ保管場所等の適正管理、飲料水の衛生及び衛生的な

室内環境の保持に関する助言・指導を市に対して行う。 
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（５）公衆浴場の確保 

○ 市は、保健所と連携して公衆浴場の営業状況、仮設浴場、シャワー施設の設置状

況を把握する。 

○ 避難住民に対してその情報を提供するとともに浴場等の確保に努め避難所の衛

生管理を支援する。 

 

（６）ボランティアの協力 

○ ボランティアの協力が必要な場合は、赤十字奉仕団又は社会福祉協議会に対しボ

ランティアの要請をする。 

○ 市は、災害ボランティアセンター等を通じて、避難所で活動するボランティアを

派遣する。 

（資料９１ 【東京都理容生活衛生同業組合府中支部】「災害時における理容サー

ビス業務の提供に関する協定」） 

 

５－１ 帰宅困難者の支援 

○ 地震が発生し鉄道等の輸送機関が不通となった場合、駅周辺地区等の徒歩帰宅困

難者に対して、的確な避難所を指定し誘導を行い、飲料水、食料、トイレ及び適

切な情報を提供するとともに、休憩の場を提供する。 

 

５－２ 要配慮者対策 

○ 要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、障害特性や個々の状態、

ニーズを把握し、必要に応じて、二次避難所及び福祉避難所への移送、福祉施設

等への入所、介護職員等の派遣等を行うものとする。 

○ 二次避難所及び福祉避難所の運営は、障害特性に応じた支援が必要であり、避難

所から二次避難所及び福祉避難所への移送手段についても確保する。 

 

（１）相談窓口の設置 

○ 避難所において、自主防災組織や福祉関係者、避難支援者の協力を得て相談窓口

を設置し、要配慮者からの相談対応、情報伝達、支援物資の提供等を実施する。 

 

（２）福祉機器等の確保 

○ 要配慮者が避難所等で生活するうえで、必要な福祉機器を確保するため、福祉機

器の調達先及び輸送体制等について検討する。 
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６ 動物救護 

○ 災害時には、多くの動物が飼い主とともに避難所に避難し、負傷又は放し飼い状態の

動物も生ずることが予想される。市は、危害防止及び動物愛護の観点から、これらの

動物の保護や適正な飼育に関し、都や関係団体との協力体制の確立に努める。 

○ 適切な飼育に関し、実施する対策は以下のとおりとする。 

・ 同行避難動物の飼養場所等の確保 

・ 避難所等における動物の飼養状況の把握及び都・関係団体への情報提供 

・ 避難所等における動物の適正飼養の指導等 

（資料７６ 【公益社団法人東京都獣医師会多摩東支部】「災害時の動物救護活動に

ついての協定書」） 

【手順】 

 
○ 開設した避難所に、動物の飼養場所（屋外）を避難所施設に応じて、確保する。

避難所内に同行避難動物の飼養場所を確保することが困難な場合は、近接した避

難所等に飼養場所を確保する。 
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７ ボランティアの受入れ 

○ 市は、「避難所管理運営マニュアル」等の業務手順によるボランティアの派遣要請及

び受入れを行い、人的資源の不足に対応する。 

○ 府中市災害ボランティアセンターにおいて、必要なボランティアの派遣を行う。 

 

８ 被災者の他地区への移送 

○ 市は、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保するこ

とが、市地域内において困難である判断した場合は、都と連携して、被災者の他地区

への移送を検討する。 

○ 移送に関し、実施する対策は以下のとおりとする。 

（移送元） 

・ 移送について知事(都)に要請 

・ 移送先における避難所管理者を決定し、移送先へ派遣 

・ 移送の際の添乗 

・ 移送後の避難所運営 

（受入れ側） 

・ 受入れ態勢を整備 

・ 移送後の避難所運営への協力 

 

【移送先の決定手順】 

 

※ 都県境を越える避難については、東京都災害対策本部が避難先の道府県と協議を行う。 
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８－１ 知事による市長の代行 

○ 都は、市がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなった場合で、被災

住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困

難な場合において、当該被災住民について広域一時滞在の必要があると認めると

きは、知事は、全部又は一部を当該市長に代わり実施する。 

 

８－２ 被災者の移送 

○ 都は、被災地の市から被災者の移送の要請があった場合、警視庁と協議の上、被

災者の移送先を決定する。 

○ 都は、移送先決定後、移送先の市長に対し被災者の受入れ態勢を整備させる。 

○ 都は、被災者の移送方法については、当該市と協議の上、被災地の状況を勘案し

て決定する。 

○ 都は、要配慮者の移送手段については、当該市による調達が困難な場合に、都が

関係機関の協力を得て調達する。 

○ 市長は、当該市の避難所に被災者を受入れることが困難な時は、被災者の他地区

(近隣の非被災地区若しくは小被災地又は隣接県)への移送について、知事(都)に

要請する。 

 

８－３ 移送元及び移送先の市の役割 

○ 被災者の他地区への移送を要請した市長は、所属職員の中から移送先における避

難所管理者を定め、移送先の市に派遣するとともに、移送に当たっては引率者を

添乗させる。 

○ 都から被災者の受入れを指示された市長は、受入れ態勢を整備する。 

○ 移送された被災者の避難所の運営は移送元の市が行い、被災者を受入れた市は運

営に協力する。 
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第１０章 水・食料・生活必需品の確保 

 

第１節 本章の概要 

 

大規模地震等により被害を受けた場合、家屋の倒壊、流通網の寸断などにより、生活に

必要な水・食料・生活必需品の不足が想定される。物流が復旧するまでの間は、各家庭の

備蓄や、市による備蓄の活用が求められており、その適切な運用が必要である。 

 

 

市民は、自ら家庭内備蓄の充実に努めることが必要である。また、市は、都や事業所等

と連携し、備蓄品の整備と災害発生時の物資調達先の拡大を図り、物資不足に対応するた

めの体制を構築する。なお、その際は、要配慮者や女性・子どもなど、様々な避難者のニ

ーズに対応した物資の確保に留意するものとする。 

また、生活に必要不可欠である飲料水及び生活用水の確保については、都及び市の役割

を明らかにするとともに、給水活動全般について、施設整備や「自助」「共助」による応

急給水の実施支援等、体制整備に努めていく。 

 

 

災害発生後において、物流に支障が出た場合でも、備蓄品による数日の生活が確保され、

社会的な混乱が生じない環境とする。また、様々な避難者のニーズに対応した物資を確保

することで、平常時と災害時の生活環境の変化を極力小さなものとする。 

 

現状・背景 

対策の方針 

目標とする到達点 
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第２節 具体的な取組 

 

発災    １ｈ     ２４ｈ   ７２ｈ 

予防対策 応急対策 復旧対策 

地震前の

行動 
地震直後の行動 地震後の行動 

○ 食料等及び生活必需品等の確保(P226) 

○ 飲料水及び生活用水の確保(P227)  

○ 備蓄倉庫及び輸送拠点の整備(P230) 

○ 輸送車両等の確保(P231) 

● 備蓄物資の供給(P232) 

● 飲料水の供給(P236) 

● 関係機関等への応援要請(P242) 

● 多様なニーズへの対応

（P243) 

● 炊き出し(P243) 

● 食料等の安全確保(P244) 

● 水の安全確保(P244) 

● 物資の輸送(P245) 
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【予防対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 食料等及び生活必需品等の確保 市 

２ 飲料水及び生活用水の確保 市、都 

３ 備蓄倉庫及び輸送拠点の整備 市、都 

４ 輸送車両等の確保 市、都、府中警察署 

 

 １ 食料等及び生活必需品等の確保 

○ 震災の発生によって、流通機構が一時的に混乱状態になることが予想されることから、

市は、食料等や生活必需品等を欠くにいたった被災者に対し、速やかに食料等の配布

ができるよう平時から災害用に備蓄するほか、緊急に調達し得る措置を講じておく等、

食料等の確保に努める。 

 

１－１ 備蓄の呼び掛け 

○ 備蓄における自助・共助の推進を図るため、地域防災訓練等の機会を捉え、家庭

や事業所等における備蓄の必要性を積極的に周知するものとする。 

 

１－２ 市の備蓄量 

○ 市は都と連携して、分散備蓄等により発災後３日分の物資の確保に努める。 

 

１－３ 備蓄品の選定 

○ 被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえるととも

に、要配慮者や女性・子ども等様々な避難者のニーズに対応した物資の確保に留

意する。 

○ 物資の確保に当たっては、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含め

るなど被災地の実情を考慮する。 

（資料９２ 「災害対策物資備蓄状況」） 
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【市備蓄物資の一例】 

 品名  品名 

食
品
・
飲
料
水
関
係 

アルファ米 

乾パン 

粉ミルク 

ほ乳瓶 

給水バケツ 

避
難
所
用
資
器
材 

毛布 

カーペット 

発電機（エンジン・ガス） 

投光機 

バルーン投光機 

組立式煮炊レンジ 

カセットコンロ 

タオル 

パーテーション 

ト
イ
レ
衛
生
関
係 

トイレ（組立・ポータブル・簡易・携帯） 

トイレットペーパー 

生理用品 

紙おむつ 

 

 ２ 飲料水及び生活用水の確保 

 

２－１ 給水体制の整備 

○ 市は都と連携し、飲料水及び生活用水の確保に努める。 

 

（１）都 

○ 都は、震災時の飲料水等を確保するため、居住場所からおおむね２㎞の距離内に

１か所の災害時給水ステーション（給水拠点）（※）を整備する。 

  なお、都が指定する災害時給水ステーションは、幸町浄水所、若松浄水所、府中

武蔵台浄水所及び府中武蔵台ポンプ所、府中南町浄水所、都立武蔵野公園内震災

対策用応急給水施設の５か所である。 

 

※ 給水拠点 

災害時の断水に備え、飲料水を確保している浄水場、給水所等及び応急給水槽

をいう。居住場所からおおむね２ｋｍ程度の距離内に１か所ある給水拠点には、

応急給水用資器材を配備している。 
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【浄水所】 

施設名 所在地 
確保水量 

（立方メートル） 

幸町浄水所 幸町２丁目２４番地 １，１４０ 

若松浄水所 若松町４丁目１０番地 １，７６０ 

府中武蔵台浄水所及び府中武蔵台

ポンプ所 

武蔵台２丁目７番地及び

武蔵台１丁目２５番地 
３，７３０ 

府中南町浄水所 南町１丁目５０番地 １，６６０ 

計 ８，２９０ 

 

【震災対策用応急給水施設】 

施設名 所在地 
確保水量 

（立方メートル） 

都立武蔵野公園内 

震災対策用応急給水施設 
多磨町３丁目２番地 １，５００ 

府中市朝日町３丁目１６番地内 

震災対策用小規模応急給水施設 
朝日町３丁目１６番地 ２００ 

計 １，７００ 

 

【浄水場】と【震災対策用応急給水施設】を併せた確保水量 
確保水量 

９，９９０ 

 

（２）市 

○ 都が整備する給水拠点の空白地域について、市が確保している耐震性貯水槽、市

立小中学校プール等の施設を活用し、東京都と連携して給水体制を構築する。 

 

【市が整備する施設】 

施設名 設置か所数 
確保水量 

（立方メートル） 

耐震性貯水槽 

２３ヶ所 

（１００トン×２２か所、 

２００トン×１か所） 

２，４００ 

市立小中学校プール  ９，９００ 
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公共施設受水槽  １，３８０ 

計 １３，６８０ 

 

（３）協力施設等との連携 

○ 飲料水及び生活用水の確保は、市民生活に大きく関わるものであるため、市は、

市内大手事業所施設等と連携を図り、より強固な応急給水体制の整備に努める。 

【その他市内協力施設】 

施設名 確保水量（立方メートル） 

大手事業所  ５，５２５ 

公衆浴場  ９７ 

計 ５，６２２ 

 

※ その他関連協定 

（資料９３ 【市内事業所等】「災害時における飲料水の供給協力に関する協定

書」） 

（資料９４ 【市内公衆浴場】「災害時における飲料水等の供給協力に関する協定

書」） 

（資料９５ 【府中市酒販組合】「災害時における物資の供給協力に関する協定

書」） 

（資料９６ 【株式会社伊藤園】「災害時における飲料水等の供給協力に関する協

定書」） 

（資料９７ 【株式会社八洋】「災害時における飲料水等の供給協力に関する協定

書」） 

（資料９８ 【東京都】「応急給水施設の設置、運用及び維持管理に関する協定」） 

 

２－２ 飲料水の確保 

○ ２－１により、市は合計２９，２９２立方メートル（※１）の給水量を確保して

いる。このうち飲料水としては、市が確保している耐震性貯水槽、市立小中学校

の分を除いた１６，９９２立方メートルの活用を図る。 

○ この数字は、１人１日３リットルを給水した場合、府中市民（※２）のおおよそ

２２日分の飲料水量である。発災後の３日分については、自助の観点から、各家

庭や事業所において確保に努める。 

○ なお、第１部に記載のとおり、府中市の最大上水道断水率は４５．１％であり、

ライフライン事業者による上水道の回復目標は３０日である。 

○ 確保水量及び回復までの日数等を考慮して供給体制を構築するものとし、この他、

飲料水販売事業者との連携等（※３）も活用し、より強固な応急給水体制の整備
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に努める。 

※１ １立方メートル＝１，０００リットル 

※２ 平成２５年４月１日現在（２５２，００４人） 

 

【確保水量（飲料水）】 

施設名 確保水量（立方メートル） 

都 ９，９９０ 

市 １，３８０ 

市内協力施設 ５，６２２ 

計 １６，９９２ 

 

※３ その他関連協定 

（資料９５ 【府中市酒販組合】「災害時における物資の供給協力に関する協定

書」） 

（資料９６ 【株式会社伊藤園】「災害時における飲料水等の供給協力に関する協

定書」） 

（資料９７ 【株式会社八洋】「災害時における飲料水等の供給協力に関する協定

書」） 

 

２－３ 生活用水の確保 

○ 飲料水は、生活用水としての活用も想定する。なお、事業所及び家庭においては、

各々必要となる生活用水について、平素から水の汲み置き等による確保に努める。 

 

 ３ 備蓄倉庫及び輸送拠点の整備 

【機関別の役割】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 
○ 市の備蓄物資（都の事前寄託分を含む。）を管理する。 

○ 備蓄物資の輸送及び配分の方法について定める。 

都 

○ 国や他道府県等からの支援物資を円滑に受入れるため、あらか

じめ受援体制を整える。 

○ 迅速かつ的確に物資を輸送するため、直営倉庫を配置する。 

○ 都の備蓄物資を管理する。 

○ 直営倉庫及びトラックターミナル等の広域輸送基地の効率的

な運営体制を構築する。 
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３－１ 備蓄倉庫等の整備 

○ 備蓄倉庫の確保及び平時における管理運営を行う。 

○ 備蓄倉庫は、備蓄物資の保管機能のほかに、備蓄物資放出後の空間を利用して救

援物資の一時保管場所として物資の仕分け分類を行う。 

○ 避難所として指定した学校の余裕教室等を活用する等、備蓄場所の確保を進める

よう努める。 

（資料９９ 「備蓄倉庫一覧表」） 

 

３－２ 備蓄品の輸送及び配分 

○ 備蓄物資（都の事前寄託分を含む。）の避難所等への輸送及び配分の方法につい

て定める。 

 

３－３ 地域内輸送拠点 

○ 都は、物資の積替・配送等を行う広域輸送基地を整備する。市は、地域における

救援物資（食料及び生活必需品等）の受入れ、配分等の拠点として地域内輸送拠

点を選定する。 

○ 市は、地域内輸送拠点として、水防・防災ステーション及び市役所の北庁舎駐車

場を指定し、都に報告する。 

 

 ４ 輸送車両等の確保 

○ 市は、保有している車両等の災害時における使用について「府中市災害対策本部マ

ニュアル」に定め、府中市災害対策本部において一元管理し、効率的な運用を実施す

る。 

【機関別の役割】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 
○ 調達先及び調達予定数を府中市地域防災計画において明確に

しておくなどにより、調達体制を整える。 

府 中 警 察 署 ○ 緊急通行車両等の確認をする。 

都 

○ 緊急通行車両等の確認をする。 

○ 物資の輸送のため必要となる車両について、車両の事前届出を

行う。 

（資料７４ 【東京都トラック協会多摩支部】「災害時における緊急輸送業務に関

する協定書」） 

（資料１００ 「市所有の車両及び調達予定」） 
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【応急対策】 

 

【対策の体系・担当】 

１ 備蓄物資の供給 市 

２ 飲料水の供給 市 

３ 関係機関等への応援要請 市 

 

 １ 備蓄物資の供給 

○ 市の備蓄（都の事前寄託分を含む）や、都から提供される都備蓄物資の活用を図り、

被災者が必要とする物資を給（貸）与する。 

 

１－１ 配布基準 

○ 配布基準は、原則として、「災害救助法施行細則」に定めるところによる。 

○ ただし、この基準により難い事情がある場合(期間の延長、特別基準の設定)は、

避難所開設期間延長の承認申請と同様に、別途、知事の事前承認(内閣総理大臣の

承認を含む。)を得て定める。 

（参照 避難所開設期間延長の承認申請については、第２部第９章「避難者対策」） 
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【参考資料：災害救助法施行細則 別表 1（抜粋）】 

救助の程度及び方法 

救助の期間 救助の 

種 類 
救助の対象及び方法 費用の種類及び限度額等 

炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
及
び
飲
料
水
の
供
給 

炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与 

一 炊き出しその他による食品の

給与は、避難所に収容された者、

住家に被害を受けて炊事のでき

ない者及び住家に被害を受け一

時縁故地等へ避難する必要のあ

る者に対して行うものとする。 

二 炊き出しその他による食品の

給与は、被災者が直ちに食するこ

とができる現物により行うもの

とする。 

炊き出しその他による食

品の給与を実施するため支

出できる費用は、主食、副

食及び燃料等の経費として

一人一日当たり千百三十円

以内とする。 

炊き出しその他によ

る食品の給与を実施

できる期間は、災害発

生の日から七日以内

とする。ただし、被災

者が一時縁故地等へ

避難する場合におい

ては、この期間内に三

日分以内を現物によ

り支給する。 

飲
料
水
の
供
給 

飲料水の供給は、災害のため現に

飲料水を得ることができない者に

対して行うものとする。 

飲料水の供給を実施する

ため支出できる費用は、水

の購入費のほか、給水又は

浄水に必要な機械又は器具

の借上費、修繕費及び燃料

費並びに薬品費及び資材費

とし、当該地域における通

常の実費とする。 

飲料水の供給を実施

できる期間は、災害発

生の日から七日以内

とする。 

被
服
、
寝
具
そ
の
他
生
活
必
需
品
の
給
与
又
は
貸
与 

一 被服、寝具その他生活必需品

の給与又は貸与は、住家の全壊、

全焼、流出、半壊、半焼又は床上

浸水(土砂の堆積等により一時的

に居住することができない状態

となったものを含む。)、船舶の

遭難等により、生活上必要な被

服、寝具その他日用品等を喪失

し、又はき損し、直ちに日常生活

を営むことが困難な者に対して

行うものとする。 

二 被服、寝具その他生活必需品

の給与又は貸与は、被害の実情に

応じて、次に掲げる品目の範囲内

において現物をもって行うもの

とする。 

(一) 被服、寝具及び身の回り品 

(二) 日用品 (三) 炊事用具

及び食器 (四) 光熱材料 

被服、寝具その他生活必需

品の給与又は貸与のため支

出できる費用は、季別及び

世帯区分により一世帯当た

り一又は二の表（※）に掲

げる額の範囲内とする。こ

の場合において季別は、災

害発生の日をもって決定す

る。 

被服、寝具その他生

活必需品の給与又は

貸与を実施できる期

間は、災害発生の日か

ら十日以内とする。 
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１－２ 食料等の給（貸）与体制 

（１）食料等の給（貸）与 

○ 市は、震災時における被災者への食料等の給与を実施する。 

○ 被災者に対する食料等の給与は、市が開設する避難所等において、「災害救助法

施行細則」の定める基準に従って行う。 

○ 被災者に食料等の給与を実施する場合、給食の順位、給食の範囲、献立、炊出方

法等について定めるとともに、避難所の管理運営体制に基づき、炊き出しに必要

な人員、調理器具、熱源等を確保する。 

○ 備蓄物資(クラッカー等)として都が市に事前に配置してあるものは、都福祉保健

局長の承認を得て市が輸送し被災者に給与する。ただし、緊急を要する場合は、

被災者への給与を優先して実施し、事後に報告する。 

○ 必要に応じて、東京都災害情報システム（ＤＩＳ）への入力等により、都に備蓄

物資の放出を要請し、地域内輸送拠点で受領する。 

（資料１０１ 「災害発生時の米穀・乾パン配給経路」） 

 

（２）調達方法 

○ 被災当初は備蓄食料により対応し、以降は、市が都より調達する食料等、災害時

応援協定締結先より調達する食料で賄う。 

 

基準被災者への配布 

① 給食場所 

○ 原則として避難所（市立小・中学校等）において実施する。 

② 給食対象者 

○ 主として避難所収容者を対象として実施するが、給食を必要とする自

宅残留被災者等に対しては、最寄りの給食場所で実施する。 

③ 食料等の配布 

○ 市教育部（学務保健課）は、送付を受けた食料等について、府中市災

害対策本部の指示に従い配布計画を立て、要援護者を優先とし、収容

被災者、自主防災組織、自治会等の協力を得てより公平かつ円滑に実

施する。 
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１－３ 生活必需品等の給（貸）与体制 

○ 被災した住民への迅速かつ円滑な生活必需品等の供給を行うため、調達（備蓄を

含む。）計画を策定する。調達計画は被災世帯を想定し、調達数量、調達先その他

調達に必要な事項について定める。 

 

（１）生活必需品等の給（貸）与 

○ 震災時における被災世帯に対する生活必需品等の給(貸)与を実施する。 

○ 市において給(貸)与の実施が困難な場合、知事に応援を要請する。 

○ 寄託物資(毛布、敷物等)として、都が市に事前に配置してあるものは、都福祉保

健局長の承認を得て市が輸送し被災者に給(貸)与する。ただし、緊急を要する場

合は事後に報告する。 

 

（資料１０２ 【社団法人府中市シルバー人材センター】「災害時における布団乾

燥業務の協力に関する協定」） 

 

（２）生活必需品等の確保 

○ 原則、市の備蓄物資及び都の寄託物資、また、その他流通業界等からの調達及び

他市等から調達する物資を活用し、市において給（貸）与を実施する。 

○ 市長は、「災害救助法」適用後において、物資の調達を都に要請する。ただし、

被災の状況により、現地調達が適当と認められる場合については、市長が現地調

達する。 

（資料１０３ 【ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター】「災害時における物資供給

に関する協定」） 

（資料１０４ 【東京都麺類共同組合府中支部】「災害時における麺類等の供給協

力に関する協定書」） 

（資料１０５ 【株式会社銀しゃり】「災害時における物資の供給協力に関する協

定書」） 

① 生活必需品等の被災者への給（貸）与は、食料配布の例により実施するが、次

の点に留意して配布するものとする。 

○ 毛布・ゴザ・その他の寝具類 

原則として、高齢者、乳幼児、児童、障害者等を優先して給（貸）与する。 

○ その他 

必要とする被災者に対し、確保した物資をでき得る限り公平に配布する。 

② 市長は、被災者に生活必需品等を給(貸)与する場合、その配分方法等について

定めておく。 
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 ２ 飲料水の供給 

○ 震災時における飲料水の確保は、被災者の生命維持に欠かせない極めて重要なことで

ある。 

○ そのため、市及び都において飲料水の確保を図り、災害発生の際、飲料水が枯渇又は

汚染する等により飲料水に適する水を得ることができない市民に対して、最小限の必

要な量の飲料水の供給を図るよう施策を推進する。 

 

【手順】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－１ 応急給水活動 

○ 応急給水は、「東京都水道局震災応急対策計画」に基づき、市と都が役割を分担

し実施する。 

 

 

 

 

 

応急給水を実施 

応急給水の実施に係る計画を定め、給水態勢を確立 

応急給水に必要な人員を災害時給水ステーション（給水拠点）に配置 

応急給水に必要な資器材等を設置 

発 災 
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【東京都水道局震災応急対策計画】 

応急給水の種別 概要 
役割分担 

都 市 

災
害
時
給
水
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
給
水

拠
点
） 浄水所の

場合 

浄水場（所）、給水所等におい

て、応急給水エリアの鍵を都職員

又は市職員等が解錠し、資器材の

設置が不要な蛇口等から、応急給

水活動を実施する。 

１ 施設被害等により、

応急給水資器材の設

置が必要な場合は、資

器材設置を行う。 

２ 給水タンク車等への

注水作業 

住民への給

水活動 

応急給水

槽の場合 

応急給水用資器材の設置を行う

ほか、給水タンク車等への注水作

業、住民への給水活動を実施す

る。 

 

 

 

１ 応急給水

用資器材の

設置 

２ 住民への

給水活動 

災害時給水ステ

ーション（車両輸

送） 

給水拠点からおおむね２キロメ

ートル以上離れている避難場所

で必要があると認める場合又は

都本部を通じ応急給水の要請が

あった医療施設、福祉施設等につ

いて、状況に応じて、実施する。 

１ 車両への注水 

２ 水の輸送 

３ 要請機関等への給

水場所の情報確認（避

難者数、仮設給水槽の

設置等） 

１ 住民、施

設利用者等

への給水活

動 

２ 仮設水槽

の設置、管

理 

災
害
時
給
水
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
避
難
所
等
） 

避難所応

急給水栓 

水道局から市へ譲渡した資器材

を使用し、避難所に設置してある

応急給水栓を用いて、市が水道局

へ通水状況を確認した上で、応急

給水を行う。 

（市からの連絡に伴う）

通水状況等の確認 

１  水道局

へ 通 水 状

況 等 の 確

認 

２  給水栓

の設置 

３ 住民へ

の給水活

動 

消火栓等

（市へ貸

与した資

器材を使

用する場

合） 

水道局から市へ貸与された資器

材を使用し、あらかじめ水道局が

指定した避難所や市所有の施設

などの応急給水実施場所におい

て、市が水道局へ通水状況等の状

況を確認した上で、応急給水を行

う。 

（市からの連絡に伴う）

通水状況等の確認 

１ 水道局へ

通 水 状 況

等の確認 

２ 仮設給水

栓の設置 

３ 住民への

給水活動 

消火栓等

（上記以

外 の 場

合） 

病院、福祉施設、水を供給でき

ない給水拠点及び多量の水が必要

となる避難所など応急給水計画

上の必要な拠点又はメータ下流

部の給水装置が破損等により使

用できず、特に給水が必要な場

合、給水装置の復旧を待たずに実

施する。 

１ 仮設給水栓の設置 

２  住民への給水活動

（市へ引き継ぐまで） 

住民への給

水活動 
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 【都と市の連携による応急給水のフロー図】 

 

 

（資料１０６ 【東京都水道局】「消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚

書」）



震災編 第２部 第１０章 水・食料・生活必需品の確保 

第２節 具体的な取組 

【応急対策】２ 飲料水の供給 

震－239 

第
２
部 

第
１０
章 

 

（１）情報収集及び給水方法の検討 

○ 市は都と連携し断水地域を把握した後、災害時給水ステーション（給水拠点）の

確保水量を確認し、次の事項を検討する。 

① 応急給水地区の把握 

② 給水方法の選定 

③ 応急給水体制の規模の決定 

○ 給水時の衛生体制を確保する。 

 

（２）給水活動の編成 

○ 市は都と連携し、給水活動体制の編成を検討する。なお、学校のプール及び防水

貯水槽の水を使用する場合には、消防水利の機能確保に留意するものとする。 

○ 給水時の衛生体制を確保する。 

 

（３）災害時給水ステーション（給水拠点） 

○ 市、都、協力施設等との連携により整備した災害時給水ステーション（給水拠点）

を活用し、災害時給水ステーション（給水拠点）、災害時給水ステーション（車両

輸送）及び災害時給水ステーション（消火栓等）を開設する。 

ア 取水箇所 

① 浄水所４か所 

② 応急給水槽 

③ 耐震性貯水槽 

（資料１０７ 「耐震性貯水槽一覧」） 
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【災害時給水ステーション（給水拠点）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①～③のほか、各公共施設の受水槽の活用、市内協力施設との連携により飲料

水の取水箇所を確保する。 

 

イ 生活用水（トイレや洗濯用水等）の確保 

○ アの各取水箇所のほか、市立小中学校のプール等を活用し、生活用水の取

水箇所を確保する。 

（資料１０８ 「浄水所及び応急給水施設設置図」） 

武蔵台浄水所武蔵台浄水所武蔵台浄水所武蔵台浄水所武蔵台浄水所武蔵台浄水所武蔵台浄水所武蔵台浄水所武蔵台浄水所

府中南町浄水所府中南町浄水所府中南町浄水所府中南町浄水所府中南町浄水所府中南町浄水所府中南町浄水所府中南町浄水所府中南町浄水所

幸町浄水所幸町浄水所幸町浄水所幸町浄水所幸町浄水所幸町浄水所幸町浄水所幸町浄水所幸町浄水所

若松浄水所若松浄水所若松浄水所若松浄水所若松浄水所若松浄水所若松浄水所若松浄水所若松浄水所

府中市朝日町３丁目１６番地内府中市朝日町３丁目１６番地内府中市朝日町３丁目１６番地内府中市朝日町３丁目１６番地内府中市朝日町３丁目１６番地内府中市朝日町３丁目１６番地内府中市朝日町３丁目１６番地内府中市朝日町３丁目１６番地内府中市朝日町３丁目１６番地内
震災対策用小規模応急給水施設震災対策用小規模応急給水施設震災対策用小規模応急給水施設震災対策用小規模応急給水施設震災対策用小規模応急給水施設震災対策用小規模応急給水施設震災対策用小規模応急給水施設震災対策用小規模応急給水施設震災対策用小規模応急給水施設

都立武蔵野公園内都立武蔵野公園内都立武蔵野公園内都立武蔵野公園内都立武蔵野公園内都立武蔵野公園内都立武蔵野公園内都立武蔵野公園内都立武蔵野公園内
震災対策用応急給水施設震災対策用応急給水施設震災対策用応急給水施設震災対策用応急給水施設震災対策用応急給水施設震災対策用応急給水施設震災対策用応急給水施設震災対策用応急給水施設震災対策用応急給水施設
都立武蔵野公園内 
応急給水槽 
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【手順】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料９４ 【市内公衆浴場】「災害時における飲料水等の供給協力に関する協定

書」） 

（資料９８ 【東京都】「応急給水施設の設置、運用及び維持管理に関する協定」） 

（資料１０９ 「浄水所緊急操作手順表」） 

（資料１１０ 【東京都】「上水道における排水栓の取扱い等に関する覚書」） 

 

（４）震災時の応急給水の方法 

○ 市は、給水活動体制が整い次第、応急給水活動を行う。給水方法は災害時給水ス

テーション（給水拠点）を原則とするが、災害時給水ステーション（給水拠点）

からの距離がおおむね２km以上離れている避難所では、関係機関等との連携によ

り、災害時給水ステーション（車両輸送）の開設を検討する。 

○ 断水地域の状況、水道施設の復旧状況等に応じて、特に必要がある場合に、仮設

給水栓による災害時給水ステーション（避難所等）を開設する。 

【給水方法】 

給水方法 内容 

災害時給水ステーシ
ョン（給水拠点） 

「浄水所」の応急給水エリア内の蛇口等から給水及び「応

急給水槽」に応急給水用資器材を設置して給水する。 

災害時給水ステーシ
ョン（車両輸送） 

「浄水所」に配備されている給水タンクを活用し、車両

により、飲料水を避難所等に輸送し給水する。 

災害時給水ステーシ
ョン（避難所等） 

避難所の応急給水栓に仮設給水栓を設置して給水する。

また消火栓等を利用した応急給水により給水する。 

 

○ 道路障害物除去が遅れ輸送が困難な場合、給水が可能となるまでの間は、市にお

いて受水槽の水、ろ過器によりプールの水等を利用する等、あらゆる方法によっ

て飲料水等の確保に努める。

プールの水の水質把握 

給水のための設備（浄水装置、エンジンポンプ等）の確認 

ろ過・汲み上げ等の実施 

プールの水による水の確保 
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２－２ 避難所及び医療救護所等への応急給水 

○ 飲料水を車両輸送する必要がある避難所においては、都が市により設置された仮

設水槽まで飲料水を輸送・補給し、市が住民等への応急給水を行う。 

○ 医療救護所や後方医療体制に含まれる医療施設等には、給水タンク、自動給水分

配装置等の応急給水用資器材を活用し、市は都及び協力機関との連携により輸送

する。 

 

２－３ 災害時給水ステーション（給水拠点）での都と市の役割分担 

○ 震災対策用応急給水施設（応急給水槽）においては、市が応急給水に必要な資器

材等の設置及び住民等への応急給水を行う。 

○ 浄水所においては、都が施設被害等により応急給水に必要な場合は資器材等を設

置し、市が市民等への応急給水を行う。 

 

 ３ 関係機関等への応援要請 

（１）応急給水への応援要請 

○ 応急給水等に関し関係機関等と協議し、応援が必要と認められた場合には協定に

基づき応援を要請する。 

○ 応急給水等に必要な車両、工作機械、ポンプ等が不足する場合には、速やかに関

係機関等に支援又は手配の要請を行う。 

（資料１１１ 【府中市管工事協会】「災害時における応急給水及び上・下水道

の応急復旧に関する協定書」） 

 

（２）その他 

○ 府中市災害対策本部は、浄水所等の非常用発電機燃料及び車両の燃料等について、

関係団体及び関係業者等に緊急手配等の要請を行う。 
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【復旧対策】 

 

【対策の体系・担当】 

１ 多様なニーズへの対応 市、都 

２ 炊き出し 市 

３ 食料等の安全確保 市 

４ 水の安全確保 市、多摩府中保健所 

５ 物資の輸送 市、都 

 

 １ 多様なニーズへの対応 

○ 被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化し、多様化すると考えられる。

また、要配慮者、女性、子ども等避難者の特性によって必要となる物資は異なる。 

○ 変化していく避難者ニーズの把握、ニーズに対応した物資の確保及び配布に努めると

ともに、生理用品、女性用下着の配布は女性が行うなど、物資の配布方法についても

配慮する。 

○ 都は広域的見地から市を補完するため、事業者と連携した調達体制を整えて、必要な

物資の確保に努める。 

 

 ２ 炊き出し 

○ 市は、震災後およそ４日目以降、避難所の体制が整った場合は、備蓄物資及び寄託物

資の活用、協力機関との連携により、原則として米飯の炊き出しにより給食する。 

○ 被災者に対する炊き出しその他による食品等の給与の実施が困難な場合は、都に応援

を要請する。 

○ 「災害救助法」適用後は、都知事が米穀の調達を行う。 

（資料９５ 【府中市酒販組合】「災害時における物資の供給協力に関する協定書」） 

（資料１１２ 「米穀関係災害対策実施要綱」） 

（資料１１３ 【府中市プロパンガス商工組合】「災害時における応急炊出し活動等応

急対策業務の協力に関する協定書」） 

（資料１１４ 【府中市燃料組合】「災害時における応急炊出し活動業務の協力に関す

る協定書」） 
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 ３ 食料等の安全確保 

○ 震災時には、設備の不十分な状態での調理・提供、停電や断水等による冷蔵・冷凍機

器の機能低下等により食料品の腐敗、汚染等の発生が予想される。 

○ 市は多摩府中保健所と連携し、必要に応じて、食品衛生指導班を編成するなどして、

食料等の安全確保を図る。 

 

（１）食品衛生指導班の活動内容 

① 炊飯所、弁当給食調理場等の衛生確保 

② 食品集積所の衛生確保 

③ 避難所の食品衛生指導 

④ 仮設店舗等の衛生指導 

⑤ その他食料品に起因する危害発生の防止 

 

（２）避難所の食品衛生指導 

○ 避難所における食中毒の発生を防止するため、市は多摩府中保健所と連携し、次

の点に留意して、避難所住民に対する食品の衛生的な取扱いの指導等を行う。 

① 避難所における食品取扱管理者の設置促進等、食品衛生管理体制の確立 

② 食品の品質、日付管理等の徹底 

③ 手洗いの励行 

④ 調理器具の洗浄殺菌と使い分けの徹底 

⑤ 残飯、廃棄物等の適性処理の徹底 

⑥ 情報提供 

 

 ４ 水の安全確保 

○ 都は環境衛生指導班を編成し、避難所における飲料水の安全を確保するため、必要に

応じて、飲用に供する水の消毒及び消毒効果の確認を行う。 

○ それ以後の消毒について、消毒の確認を行うとともに、市民が自主的に消毒を行える

ように消毒薬を配布し、消毒方法及び消毒の確認方法を市民に指導する。 
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 ５ 物資の輸送 

○ 市は、市の地域内輸送拠点（水防・防災ステーション）から避難所等へ物資を輸送す

る。 

○ 都は、発災時において、物資の調達、保管、搬送等物資対策全般を一体的に運用する

ため、都災害対策本部の下に物資・輸送調整チームを設置する。物資・輸送調整チー

ムは都庁各局、関係団体、事業者等で構成し、道路の被災状況等の情報を関係者間で

共有しながら、円滑なオペレーションを図る。 

○ 都が調達した食料等及び生活必需品等は、原則として広域輸送基地を一時積替基地と

して活用し、市が指定する地域内輸送拠点（水防・防災ステーション）へ、調達業者

等の協力を得て都が輸送する。 

 

【陸上搬送概念図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備蓄物資 調達物資 他道府県等からの 

支援物資 

広域輸送基地 

（立川防災センター、 

トラックターミナル 等） 

地域内輸送拠点 
（水防・防災ステーション） 

避難所等 

大型車で輸送された
物資は、トラックタ
ーミナルで、４ｔ以
下の車両に積替え 

滞留の可能性があ
る物資は、民間倉庫
等を活用し、一時保
管 
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第１１章 放射性物質対策 

 

第１節 本章の概要 

 

放射性物質及び放射線による影響は、五感に感じられないという特殊性から、市民の安

全・安心の確保のため、より適切な情報提供体制を構築する必要がある。 

 

 

そのため、市は、都や国と連携を図り、市の役割分担を明確化することで、より機能的

に放射性物質対策を講じる。 

 

 

本章は、これらについて定め、放射性物質対策に係る体制整備を図ることを目的とする。 

 

第２節 具体的な取組 

 

発災    １ｈ       ２４ｈ    ７２ｈ 

予防対策 応急対策 復旧対策 

地震前の

行動 
地震直後の行動 地震後の行動 

○ 情報伝達体制の整備(P247) 

○ 市民への情報提供(P247) 

○ 放射線等使用施設の安全化(P247) 

● 市民への情報提供(P249) 

● 放射線等使用施設の応急措置(P249) 

● 核燃料物質輸送車両等の応急対策(P250) 

● 保健医療活動 

(P251) 

●  放射性物質への

対応(P251) 

現状・背景 

対策の方針 

目標とする到達点 
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【予防対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 情報伝達体制の整備 市 

２ 市民への情報提供 市、都、国 

３ 放射線等使用施設の安全化 市、都、国 

 

１ 情報伝達体制の整備 

○ 都が構築する体制に準じ、原子力災害による放射性物質等の影響が懸念される事態が

発生した場合に備える(詳細は、「東京都地域防災計画」応急対策を参照)。 

 

２ 市民への情報提供 

○ 放射性物質対策は、区市町村単位での対応には限界があり、国や都といった広域の連

携が必要となるものである。 

○ 都や国は、役割分担を明確にした上で、必要な情報提供体制を整備する。 

○ 市は、都や国と連携し、市民等に対し原子力防災に関する知識の普及と啓発のため、

次に掲げる事項について広報活動等を実施する。 

① 放射性物質及び放射線の特性に関すること 

② 原子力施設の概要に関すること 

③ 原子力災害とその特性に関すること 

④ 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること 

⑤ 緊急時に都や国等が講じる対策の内容に関すること 

○ 市及び都の教育機関においては、原子力防災に関する教育の充実に努める。 

 

３ 放射線等使用施設の安全化 

３－１ 国 

○ 放射線等使用施設については、国（原子力規制委員会）が、「放射性同位元素等

による放射線障害の防止に関する法律」に基づき、ＲＩ（ラジオ・アイソトープ）

（※）の使用、販売、廃棄等に関する安全体制を整備するとともに、立入検査の

実施による安全確保の強化、平常時はもとより震災時においても監視体制がとれ

るよう各種の安全予防対策を講じる。 

○ 放射性物質等のうち核物質の保管状況等の情報については、「核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、国が把握しているが、治安対

策上の理由から国からの情報提供は行われていない。 
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３－２ 都 

○ 都では、「火災予防条例」に基づく届出により東京消防庁が消防活動に必要な情

報を把握しており、関係機関において、必要な情報の共有を図る。 

 

３－３ 市 

○ 市は、国や都の動向に注視し、市民へ健康被害及び風評被害が及ばないよう、適

切な情報の提供等に努める。 

 

※ ＲＩ（ラジオ・アイソトープ） 

放射線を出す同位元素（ウラン、ラジウム、カリウム等）のことで、核医学検査

及び放射線治療で使用 
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【応急対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 市民への情報提供 市、都、 

２ 放射線等使用施設の応急措置 市、都、東京消防庁 

３ 核燃料物質輸送車両等の応急対策 市、都、警視庁、東京消防庁、事業者 

 

１ 市民への情報提供 

【機関別の役割】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 ○ 放射線量や放射性物質の測定・検査と、内容・結果の公表 

都 

○ 的確な情報提供・広報 

○ 大気環境測定局で得られた気象データの提供 

○ 東京都内区市等と連携し、焼却施設等における放射能濃度等の測

定データを収集 

○ 被ばく線量の測定等に関する医療情報の提供 

○ 保健所において被ばく線量等の測定 

○ 空間放射線量や流通食品等の放射性物質の測定と結果の公表 

○ 都内産農林水産物等の放射性物質検査 

○ 摂取又は出荷が制限・自粛された食品の流通を防止 

○ 浄水場原水・浄水等の放射性物質の測定及び情報提供 

○ 下水汚泥焼却灰及び混練灰に含まれる放射能量の測定、情報提供 

 

２ 放射線等使用施設の応急措置 

○ 放射性同位元素使用者等は、放射性同位元素又は放射線発生装置に関し、放射線障害

が発生するおそれがある場合、又は放射線障害が発生した場合においては、「放射性

同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」に基づいて定められた基準に従い、

直ちに応急の措置を講じ、原子力規制委員会に報告する。 
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【機関別の役割】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 

○ 関係機関との連絡を密にし、必要に応じて、次の措置を実施 

① 住民に対する避難の勧告又は指示 

② 住民の避難誘導 

③ 避難所の開設、避難住民の保護 

④ 情報提供、関係機関との連絡 

東 京 消 防 庁 

○ 放射性物質の露出、流出による人命危険の排除を図ることを主眼

とし、使用者に次の措置を取るよう要請 

① 施設の破壊による放射線源の露出、流出の防止を図るための緊

急措置 

② 放射線源の露出、流出に伴う危険区域の設定等、人命安全に関

する応急措置 

○ 事故の状況に応じて、火災の消火、延焼の防止、警戒区域の設定、

救助、救急等に関する必要な措置を実施 

都 
○ ＲＩ使用医療施設での被害が発生した場合、ＲＩ管理測定班を編

成し、必要な措置を実施 

 

３ 核燃料物質輸送車両等の応急対策 

○ 核燃料物質の輸送中に、万一事故が発生した場合のため、国の関係省庁からなる「放

射性物質安全輸送連絡会」(昭和５８年１１月１０日設置)において安全対策を講じる。 

 

【機関別の役割】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 

○ 関係機関と連絡を密にし、必要に応じて、次の措置を実施 

① 住民に対する避難の勧告又は指示 

② 住民の避難誘導 

③ 避難所の開設、避難住民の保護 

④ 情報提供、関係機関との連絡 

警 視 庁 

○ 事故の状況把握及び市民等に対する広報 

○ 施設管理者等に対し、被害拡大等防止の応急措置を指示 

○ 関係機関と連携を密にし、事故の状況に応じた交通規制、警戒区

域の設定、救助活動等必要な措置 

東 京 消 防 庁 

○ 事故の通報を受けた旨を都に通報 

○ 事故の状況に応じて、火災の消火、延焼の防止、警戒区域の設定、

救助、救急等に関する必要な措置を実施 

都 
○ 事故の通報を受け、直ちに関係機関に連絡 

○ 国への専門家の派遣要請や住民の避難等の措置 

事 業 者 等 

○ 関係機関への通報、人命救助、立入制限等事故の状況に応じた応

急の措置 

○ 警察官等の到着後は、情報を提供し、指示に従い適切な措置を実

施 
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【復旧対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 保健医療活動 市、都 

２ 放射性物質への対応 市、都 

 

１ 保健医療活動 

○ 放射性物質及び放射線による影響は五感に感じられないという原子力災害の特殊性

を考慮し、原子力災害時における市民の健康に関する不安を解消するため、必要と認

められる場合は、次の保健医療活動を行う。 

 

【機関別の役割】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 
○ 健康相談に関する窓口の設置 

○ 外部被ばく線量等の測定 

都 
○ 健康相談に関する窓口の設置等 

○ 多摩府中保健所等において外部被ばく線量等の測定 

 

２ 放射性物質への対応 

○ 市及び都は、放射性物質による環境汚染に関する国の対処方針や東京都内の状況等を

踏まえ、除染等の必要性を検討し、必要に応じて、対応を行う。 
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第１２章 市民の生活の早期再建 

 

第１節 本章の概要 

 

震災後の市民の生活再建を迅速に実施するためには、被災した市民の生活環境を早

期に復旧させることが重要である。また、多くの住宅が倒壊、焼失又は破損すること

が予想されるため、余震等による建築物の倒壊や部材の落下等、二次災害の発生に留

意する必要がある。 

 

 

市は、建築物の危険性を迅速に調査し、市民の安全を確保するため、被災建築物応

急危険度判定を実施するとともに、自己の資力で再建又は応急修理ができない被災者

等を対象に、応急仮設住宅の設営及び居住に供するための最小限の応急修理を実施し、

被災者の住居を確保し、生活の安定を図る。 

また、災害による被害の程度等に応じた適切な支援を実施するため、り災証明書を遅滞

なく交付するための体制整備を図る。 

地震によるライフラインの被災に伴い、避難場所等における通常のし尿処理が困難

となることが想定されるため、被災地の衛生環境を確保し避難場所等におけるし尿処

理を適切に行う。 

地震による建物の倒壊、火災等により排出される大量の廃棄物を迅速に処理し、被

災地の衛生環境を確保する。国や都と連携して、適切な一時的な集積場所や最終処分

場等の確保を推進するとともに、広域処理体制の構築を図る。 

 

 

効果的・効率的な生活再建支援策を講じることで、市民の生活環境を整備し、地域の活

力を早期に復旧させる。 

 

現状・背景 

対策の方針 

目標とする到達点 
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第２節 具体的な取組 

 

発災  １ｈ    ２４ｈ    ７２ｈ 

予防対策 応急対策 復旧対策 

地震前の

行動 
地震直後の行動 地震後の行動 

○ 生活再建のための事前準備(P254) 

○ トイレの確保及びし尿処理(P255) 

○ ごみ処理(P256) 

○ 災害廃棄物処理(P257) 

○ 「災害救助法」等(P257) 

● 被災住宅の応急危険度判定(P261) 

● 被災宅地の応急危険度判定(P262) 

● 家屋・住家被害状況調査等(P263) 

● り災証明の発行準備(P263) 

● 義援金の受付・募集(P264) 

● トイレの確保及びし尿処理(P265) 

● 障害物の除去(P267) 

● ごみ処理(P269) 

● 災害廃棄物処理(P270) 

● 「災害救助法」等の適用(P273) 

● 激甚災害の指定(P274) 

● 被災住宅の応急修理(P276) 

● 応急仮設住宅の供給(P278) 

● 建設資材等の調達(P281) 

● 被災者の生活相談等の支援 

(P281) 

● 義援金の募集・受付・配分 

(P283) 

● 被災者の生活再建資金援

助等(P283) 

● 職業のあっせん(P286) 

● 中小企業への融資あっせん

(P286) 

● 租税等の徴収猶予及び減免等

(P286) 

● 応急教育(P288) 

● 応急保育(P292) 

● 応急福祉(P293) 

● 労働者の確保(P294) 

● 災害廃棄物処理の実施(P294) 

● 「災害救助法」の運用等(P295) 
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【予防対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 生活再建のための事前準備 市、都、府中消防署 

２ トイレの確保及びし尿処理 市、都、府中消防署、事業所、市民 

３ ごみ処理 市、都 

４ 災害廃棄物処理 市、都 

５ 「災害救助法」等 市、都 

 

１ 生活再建のための事前準備 

１－１ り災証明の発行 

○ 平成２５年６月に内閣府が示した「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に

基づき、災害に係る家屋・住家被害認定調査、り災証明発行、被災者台帳の作成

まで一貫した実施体制を構築する。その際は、システムの整備等も検証し、より

実効性のある体制を構築する。 

○ 市は、東京消防庁や関係機関等と協定締結や事前協議等を行い、り災証明発行に

係る連携体制を確立する。 

○ 整備した体制はマニュアル等に定め、市における平時の業務手順等の確認に活用

する。 

【機関別の役割】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 

○ 「災害対策基本法」第２条第１号に規定する災害において、り災

証明の発行手続を実施 

○ 国が標準的なものとして示した「災害に係る住家の被害認定基準

運用指針」、都が作成した「災害に係る住家被害認定、り災証明発

行等に関するガイドライン」に基づき、現況の家屋・住家被害認定

調査手法やり災証明発行体制を把握し、必要に応じて、調査員不足

が想定されるマンパワーの応援体制や、各種情報連携に必要なシス

テムの導入を検証する。 

○ 調査手法やり災証明事務手続に関する職員研修を実施 

都 
○ 市が発行するり災証明手続の迅速化を促進 

○ 市の応援要員の確保の検討 

府 中 消 防 署 

○ 火災による被害状況調査体制の充実 

○ 市との協定締結や事前協議によるり災証明発行に係る連携体制の

確立 
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１－２ 義援金の配分事務 

○ 義援金の募集・配分について、市独自で義援金を募集する場合、東京都の義援金

募集等に協力する場合の双方について、あらかじめ必要な手続を検討しておく。 

 

２ トイレの確保及びし尿処理 

○ 災害用トイレを確保するとともに、市が各「避難所」等から収集したし尿の処理体制

を確保する。 

○ 市は、し尿収集車の確保に関する関連事業者との協定等の締結を推進する。 

  

２－１ 災害用トイレの確保 

○ 避難者７５人当たり１基の災害用トイレの確保に努める。 

 

（１）市 

○ 仮設トイレ以外の携帯トイレや簡易トイレ等も確保する。また要配慮者に配慮し

た専用トイレ（洋式トイレ等）の備蓄を検討するとともに、強固な構造のトイレ

や防犯性の高いトイレ等の備蓄により、利用者の利便性を確保する。 

○ 各「避難所」において、避難者数に応じた生活用水の供給について体制を整備す

る。 

○ 仮設トイレ等の設置体制・維持管理方法等に関するマニュアルを作成する。 

○ 下水道管の耐震化を推進し、災害時のトイレ環境の確保に努める。 

 

（２） 事業所及び家庭 

○ 当面の目標として、３日分の災害用トイレ、トイレ用品を備蓄する。 

○ 水の汲み置き等により生活用水を確保する。 

 

２－２ 災害用トイレの普及啓発 

○ 市や各機関は、仮設トイレ等の設置箇所や備蓄等をあらかじめ市民に周知し、災

害用トイレに関する知識の普及啓発に努める。 

○ 災害用トイレの設置や利用等の経験は、極めて重要であり、各機関は災害用トイ

レを利用した各種訓練（設置訓練・利用訓練等）を実施する。 
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２－３ し尿収集・搬入体制の整備 

○ 市は、関連事業者との協定締結により、し尿収集車を確保する。 

○ 市は、都との覚書に基づき、北多摩一号水再生センターへの搬入体制を整備する。 

○ 防火水槽等を活用し、一時貯留槽を確保する。 

（資料１１５ 「し尿収集・搬入における物資、資材等備蓄保有状況」） 

（資料１１６ 「し尿処理の方式」） 

（資料１１７ 【東京都下水道局】「災害時における水再生センターへのし尿搬

入及び受入れに関する覚書」） 

 

３ ごみ処理 

○ 大量に発生するごみの処理は、市を実施主体として、必要に応じて、都が支援して収

集・運搬機材等を確保し、迅速な処理体制を整備する。 

 

【機関別の役割】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 

○ 所管区域内の廃棄物関連施設や運搬車等の現況を把握し、施設

の耐震化の促進や不足が想定されるマンパワーや資機材に対す

る備えを検証、確保 

○ 市は、都と協力して、処理機能の確保策に関してマニュアルに

示す等の見直しを行うことで、ごみ処理体制の構築を促進 

○ 市は、ごみ収集業務委託業者と災害時のごみ収集等に協力を得

られるよう平常時より協議 

都 

○ 市の応援要請に迅速に対応するため、都内のごみ収集・運搬機

材等や廃棄物処理施設の現況を把握、機材の確保や処理体制の協

力体制を構築 

○ 広域的なごみ処理体制について連携体制の構築を推進 

（資料１１８ 「ごみ処理」） 

（資料１１９ 【府中廃棄物処理事業協同組合】「地震、風水害等大規模災害時

における廃棄物処理等に関する協定書」） 
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４ 災害廃棄物処理 

○ 大量に発生する災害廃棄物の処理は、市を実施主体として、必要に応じて、都が支援

して一次集積場所や最終処分場を確保し、迅速な処理体制を整備する。 

 

【機関別の役割】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 

○ 「府中市震災災害廃棄物処理マニュアル」を策定 

○ あらかじめ、一次集積所候補地を指定 

○ 所管区域内の廃棄物関連施設や運搬車等の現況を把握し、施設の

耐震化の促進や不足が想定されるマンパワーや資機材に対する備

えを検証、確保 

○ 災害時に倒壊した家屋等からアスベストが飛散するおそれがあ

ることから、国の対処方針や東京都内の状況等を踏まえ、対策を

検討 

○ 倒壊により危険物が発生した場合の処理方法等を検討し、必要な

場合は関係業者等との協定を検討 

都 

○ 関係局と協議し「東京都災害廃棄物処理計画」を拡充 

○ 市の応援要請に迅速に対応するため、関係機関と連携し都内の収

集機材や中間処理施設の現況を把握し、機材の確保や処理体制の

協力体制を構築 

○ 広域的な災害廃棄物処理体制につき、連携体制の構築を推進 

 

 

５ 「災害救助法」等 

５－１ 対策内容と役割分担 

（１）「災害救助法」の適用 

○ 市長は、「災害救助法」の適用基準のいずれかに該当するか、又は該当する見込

みがあるときはその旨を都知事に直ちに報告しなければならないため、職員は、

適用基準に関して十分に理解し、迅速に対応できる体制を整備する。 

○ 都は、「災害救助法」による救助の程度・方法及び期間等の基準に関して、市に

周知を徹底する。 
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（２）「激甚災害法」の適用 

○ 市長は、大規模災害が発生した場合は、都知事に速やかにその被害の状況及びと

られた措置等を報告しなければならないことから、職員は、激甚災害指定手続等

に関して十分に理解し、迅速に対応できる体制を整備する。 

○ 都は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（昭和３７年

法律第１５０号）（以下「激甚災害法」という。）に定める事業に関して、関係各

局に周知を徹底する。 

 

５－２ 適用基準 

（１）「災害救助法」の適用基準 

○ 「災害救助法」（昭和２２年法律第１１８号）の適用基準は「災害救助法施行令」

（昭和２２年政令第２２５号）第１条に定めるところによるが、都においては、

次のいずれか一つに該当する場合、「災害救助法」を適用する。 

 

【都が災害救助法を適用する要件】 

・ 住家が滅失した世帯の数が１００世帯以上であること 

・ 都内で住家が滅失した世帯の数が２，５００世帯以上あって、市内の住家のうち滅

失した世帯の数が５０世帯以上であること 

・ 都内で住家が滅失した世帯の数が１２，０００世帯以上の場合又は災害が隔絶した

地域で発生したものである等、被災者の救護を著しく困難とする特別の事情がある

場合であって、多数の世帯の住家が滅失したこと 

・ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたこと 
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（２）被災世帯の算定基準 

① 被災世帯の算定 

○ 住家が滅失した世帯の数の算定に当たっては、住家が半壊し、又

は半焼する等著しく損傷した世帯は、２世帯をもって、住家が床上

浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態と

なった世帯は３世帯をもって、それぞれ住家の滅失した１世帯とみ

なす。 

② 住家の滅失等の認定 

ア 

住家が滅失したもの 

○ 住家の損壊、焼失もしくは流失した部

分の床面積が、その住家の延床面積の７

０％以上に達した程度のもの、又は住家

の主要な構成要素の経済的被害を住家全

体に占める損害割合で表し、その住家の

損害割合が５０％以上に達した程度のも

の 

イ 

住家が半壊・半焼する

等著しく損傷したもの 

○ 住家の損壊又は焼失した部分の床面積

が、その住家の延床面積の２０％以上７

０％未満のもの、又は、住家の主要な構

成要素の経済的被害を住家全体に占める

損害割合で表し、その住家の損害割合が

２０％以上５０％未満のもの 

ウ 

住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができ

ない状態となったもの 

エ 

上記ア及びイに該当しない場合であって、浸水がその住家の床上に

達した程度のもの、又は土石竹木等の堆積等により一時的に居住す

ることができない状態となったもの 

③ 世帯及び住家の単位 

○ 世帯とは、生計を一つにしている実際の生活単位をいう。 

○ 住家とは、現実に居住のため使用している建物をいう。ただし、

耐火構造のアパート等で居住の用に供している部屋が遮断、独立し

ており、日常生活に必要な設備を有しているもの等については、そ

れぞれをもって、１住家として取り扱う。 
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（３）激甚災害法の指定基準 

① 激甚災害指定基準（※） 

○ 昭和３７年１２月７日中央防災会議が決定した基準であ

り、国が特別の財政援助等の措置を行う必要がある事業の

種類別に基準を定めている。 

② 局地激甚災害指定基準 

○ 災害を市町村段階の被害の規模で捉え、激甚災害として指

定すること等の基準は、昭和４３年１１月２２日の中央防

災会議にて定められた。 

○ 局地激甚災害指定基準による公共土木施設等及び農地等

に係るものについては災害査定によって決定した災害復旧

事業費が指標とされている。 

 

※ 激甚災害（激甚災害制度） 

「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（昭和３７年法律

第１５０号）に基づき、一般の災害復旧事業補助や災害復旧貸付等の支援措置に加

えて特別に設けられる補助制度をいう。 

 



震災編 第２部 第１２章 市民の生活の早期再建 

第２節 具体的な取組 

【応急対策】１ 被災住宅の応急危険度判定 

震－261 

第
２
部 

第
１２
章 

 

【応急対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 被災住宅の応急危険度判定 市 

２ 被災宅地の応急危険度判定 市 

３ 家屋・住家被害状況調査等 市、都、府中消防署 

４ り災証明の発行準備 市、都、府中消防署 

５ 義援金の受付・募集 市 

６ トイレの確保及びし尿処理 市 

７ 障害物の除去 市、都 

８ ごみ処理 市、都 

９ 災害廃棄物処理 市、都 

１０ 「災害救助法」等の適用 市 

１１ 激甚災害の指定 市 

 

１ 被災住宅の応急危険度判定 

１－１ 判定制度の目的 

○ 市は、都と連携し、余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生じる二

次災害を防止し、市民の安全の確保を図るため、早期に建築物の被害状況を調査

し、被災建築物の余震等に対する危険度の判定（応急危険度判定）を行い、必要

な措置を講じる。 

 

１－２ 判定の実施 

○ 被災建築物に対する応急危険度判定は、地震発生後７日以内に終了することを目

標とし、次のとおり実施する。 

 

（１）府中市災害対策本部の対応 

○ 市長は、市の区域内において地震により多くの建築物が被災した場合、府中市災

害対策本部の下に被災建築物応急危険度判定実施本部（以下、この章において「実

施本部」という。）の設置、その他必要な措置を講じ、判定を実施する。 

○ 実施本部を設置した場合は、速やかに都に連絡するとともに、建築物の応急危険

度判定員の出動要請等を行う。 
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（２）応急危険度判定の実施 

○ 実施本部は、被災した民間住宅の応急危険度判定を実施する。 

 

１－３ 判定結果の表示 

○ 応急危険度判定による調査結果は、危険、要注意、調査済の３種類のステッカー

により、建築物の出入口等の見やすい場所に表示し、当該建築物の利用者・居住

者・歩行者等に周知を図る。 

 

２ 被災宅地の応急危険度判定 

２－１ 判定制度の目的 

○ 被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、危険度を判定することによって、二次

災害を軽減・防止し市民の安全の確保を図る。 

 

２－２ 判定対象宅地 

○ 「宅地造成等規制法」（昭和３６年法律第１９１号）第２条第１号に規定する宅

地（農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他公共の用に供する

施設の用に供せられている土地以外の土地）のうち、住居である建築物の敷地及

び危険度判定実施本部長が危険度判定の必要を認める建築物の敷地並びにこれら

に被害を及ぼすおそれのある土地が対象となる。 

 

２－３ 判定の実施 

○ 市長は、大地震等の発生後に、宅地の被害に関する情報に基づき、被災宅地危険

度判定実施本部の設置その他必要な措置を講じ、判定を実施する。 

 

２－４ 判定結果の表示 

○ 被災宅地危険度判定の結果については、危険宅地、要注意宅地、調査済宅地の３

種類のステッカーを宅地等の見やすい場所に表示する。 

○ 当該宅地の使用者・居住者だけでなく、宅地の付近を通行する歩行者にも安全で

あるか否かを容易に識別できるようにする。 
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３ 家屋・住家被害状況調査等 

○ 住宅の応急修理、住宅の供給等のための基礎資料とするため、被災後に、家屋・住家

の被害状況を把握する。 

 

【機関別の役割】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 

○ 国が標準的なものとして示した「災害に係る住家の被害認定基

準運用指針」を参考とし、あらかじめ被害認定のための具体的

な調査方法や判定方法等を策定 

○ 上記指針に基づき、住家の被害状況調査を行い、都本部に報告 

○ 家屋評価に関する知識・経験を有する職員により調査を実施 

○ 被害の状況により、都へ調査の応援要請を実施 

○ 調査に当たっては、防災関係機関と必要な情報について、連携

を図る 

都 ○ 市の行う調査への職員の応援体制を整備 

府 中 消 防 署 ○ 火災による被害状況調査を実施 

 

４ り災証明の発行準備 

○ 市は、り災証明の発行の前提となる、災害に係る家屋・住家被害認定調査を実施し、

都に報告するとともに、調査の結果に基づき、遅滞なくり災証明の発行手続を実施す

る。 

【機関別の役割】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 
○ 家屋・住家被害認定調査結果等を把握、都に報告 

○ 調査の結果に基づき、速やかにり災証明の発行手続を実施 

都 

○ 市の要請に応じて、関係機関や他の地方公共団体に対して、家屋・

住家被害認定調査等の要員確保に協力を要請 

○ 職員を市へ派遣 

○ 家屋・住家被害認定調査やり災証明発行窓口の開設時期等につい

て調整を図る 

府 中 消 防 署 

○ 市と調整し、火災による被害状況調査を実施 

○ 市が実施する発行窓口業務において、火災のり災証明書申請者へ

の説明対応等について支援を行う。 
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【手順】 

 

○ 市は、り災証明の発行基準（揺れ・火災・浸水・液状化等）を近隣自治体と調整する。 

○ 災害に係る家屋・住家被害認定調査の結果をデータ化し、り災証明の発行に備える。 

○ り災証明発行会場や業務フロー確立等準備を進める。 

○ り災証明の発行基準や発行時期、会場等を広報等により周知する。 

○ 火災に関するり災証明の発行について、市は府中消防署と連携を図る。 

 

５ 義援金の受付・募集 

○ 被害の状況を勘案し、義援金の募集を行うか否かを検討し、決定する。 

○ 義援金の募集・受付に関して、都、日本赤十字社、関係機関等と情報を共有する。 

○ 義援金の募集が決定した場合は、募集口座を開設する。 
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６ トイレの確保及びし尿処理 

○ 市は、各避難所等の避難人数、災害用トイレ、し尿収集車台数等を把握した上で、し

尿収集計画を策定し、都と連携して下水道施設（北多摩一号水再生センター）への処理

を実施する。 

【機関別の役割】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 

○ 仮設トイレ等の設置状況の把握、し尿収集計画の策定、収集体制

の整備 

○ 断水した場合には、学校のプール等を活用し、災害用トイレで必

要となる生活用水を確保 

○ 発災後３日目までは、し尿収集車による収集を要しない災害用ト

イレを避難所等に確保するよう努める 

都 

○ 災害用トイレに関する広域的な調整等 

○ し尿の収集・運搬に関する広域的な調整等 

○ 水再生センターでの、し尿の受入れ・処理 

 

【手順】 

府中市  都 

   

「し尿収集計画」の作成 

・仮設トイレ等の設置状況を把握、収集・搬入体制を計画 

・避難所から都下水道局管理の北多摩一号水再生センターま

での搬入道路の被災状況の情報を収集 

 区市町村の支援 

 

・被災状況の情報

収集 

広域連携 

・災害用トイレの

確保 

・し尿収集車の確

保 

・し尿の受入れ 

 

 

 

し尿収集・搬入の開始 

・し尿収集車の収集・搬入経路の確定 

・収集現場や搬入先等の人員配置計画の確定 

・交通規制等の関係機関との調整 

・し尿収集車（バキュームカー）を確保し、収集を開始 
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６－１ 災害トイレの活用とし尿の収集・搬入 

○ 被害状況、収集場所等の情報を基にして、汲み取りを必要とする仮設トイレ等の

し尿をし尿収集車（バキュームカー）により収集し、北多摩一号水再生センター

に搬入する。 

○ 仮設トイレ等を設置する際には、高齢者、障害者、女性、子供等の安全性の確保

等に配慮して、多目的トイレの確保や設置場所の選定等を行う。 

○ 確保できるし尿収集車のみでは対応できない場合に、都に応援を要請する。 

○ 仮設トイレ等の設置状況を把握し、収集体制を整備する。 

 

６－２ 避難所等における対応 

（１）避難場所における対応 

○ 水洗トイレが不足する場合は、仮設トイレ等を確保し、対応する。 

○ 避難場所等において、非常用便槽等を活用できる施設がある場合は、備蓄した組

立てトイレ等により対応する。 

○ 携帯トイレ、簡易トイレ、組立トイレ又は便槽付きの仮設トイレ等の多様な災害

トイレを用意して、避難場所の衛生環境を確保する。 

 

（２）避難所における対応 

○ 被災後、断水した場合には、学校のプール等で確保した水を使用し、下水道機能

の活用を図る。 

○ 発災後３日目までは、し尿収集車によるし尿の収集・運搬が困難な状況が予想さ

れることから、可能な限りし尿収集車による収集を要しない災害用トイレを活用し、

対応する。 

○ 発災後４日目からは、し尿収集車による収集が可能な災害用トイレを含めて確保

し、対応する。 

○ 備蓄分が不足した場合には、市は都に対して要請し、都は広域応援等により必要

数を確保する。 

 

（３）事業所・家庭等における対応 

○ 水道の機能に支障が発生している場合には、汲み置き、河川水等によって水を確

保し、可能な限り既設水洗トイレを使用する。 

○ 下水道の機能に支障が発生している場合には、事業所や家庭における備蓄（災害

用トイレ）を活用する。 
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７ 障害物の除去 

○ 震災時に発生した道路、住居等の障害物を除去することにより、市民の日常生活や業

務機能の維持確保を図ることを目的とする。 

 

７－１ 土石、竹木等の除去 

（１）土石、竹木等の除去計画 

○ 住家に流入した土石、竹木等の除去は、「災害救助法」に基づき、該当する住家

を早急に調査の上、実施する。 

【除去計画】 

① 「災害救助法」適用前 
○ 市長が除去の必要を認めたものを対象として、市が実施

する。 

② 「災害救助法」適用後 

○ 市は、除去対象戸数及び所在を調査し、都に報告すると

ともに、関係機関と協力して土石、竹木等の除去を実施す

る。 

○ 都は、市からの報告に基づき、実施順位、除去物の集積

地等を定め実施する。第一次的には、市保有の器具、機械

を使用する等、市と協力して実施し、労力、機械力不足の

場合は、都に要請し、隣接市区からの派遣を求める。不足

する場合は、東京都建設業協会に対し、資器材、労力等の

提供を求める。 

 

（２）土石、竹木等の障害物の除去の対象となる者 

○ 自らの資力をもってしては、当該障害物を除去することのできない者であること。

（生活保護法の被保護者、要保護者及び特定の財産を持たない失業者等） 

○ 居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分に、障害となるものが運び込まれ

ているか、又は敷地等に運び込まれているため、家への出入りが困難な状態にあ

る場合であること。 

○ 当面の日常生活が営み得ない状態にあること（本宅に障害物が運び込まれても別

宅がある場合等は対象とならない。） 

○ 半壊又は床上浸水したものであること（全壊、流失、床下浸水の住家は対象とな

らない。） 

○ 原則として、「災害救助法」適用の原因となった災害によって住家が直接被害を

受けたものであること。 
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（３）市が実施する障害物の除去の方法 

① 救助対象世帯の調査・選定 

○ 半壊及び床上浸水した全世帯（被災世帯）を明らかにして、それぞれの世帯

人員数、職業、年収、世帯状況（被保護世帯、障害者世帯、高齢者世帯、ひと

り親世帯、要保護世帯等の別)､市民税課税状況（非課税、均等割、所得割の別)、

被害状況等を調査する。 

② 上記調査の結果に基づき、（２）の資格を満たす救助対象世帯を選定して「障害

物除去対象者名簿」を作成する。 

③ 救助対象世帯数が、「災害救助法」に規定する一般基準である半壊及び床上浸水

した世帯数の１５％の範囲内にあるかどうかを確認し、超えているときは、対象

数の引上げを都知事に協議する。 

④ 除去作業の実施 

○ 都知事に「障害物除去対象者名簿」を提示して、救助対象世帯及び所在等を

報告するとともに、障害物の除去作業を実施する。 

○ 都が集積地を決定するまでは、交通に支障のない路肩や公園等に一時集積す

る。 

⑤ 帳票の整備 

○ 障害物の除去を実施した場合は、次の書類、帳票等を整備し、保存する。 

ア 救助実施記録日計票 

イ 障害物除去の状況 

ウ 障害物除去支出関係証拠書類 

 

７－２ 道路関係障害物の除去 

○ 道路上の破損、倒壊等に伴う障害物の除去を行い、交通の確保に努める。障害物

の状況報告に基づき、総合的除去対策をたてて必要な指導、調整を行うとともに、

所管の路上障害物を除去する。特に、優先啓開道路については最優先に実施する。 

○ 市は、道路上の障害物の状況を調査し、速やかに都に報告するとともに、所管す

る道路上の障害物を除去する。また、各関係機関と相互に密接な連絡を取り協力

する。 
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８ ごみ処理 

○ ごみ処理は、被災状況や要請を踏まえ、都も収集･運搬機材等の確保を協力して行う

等広域処理体制を確保し、迅速な処理を実施する。 

○ 各自治体で作成する「災害発生時のごみ処理マニュアル」に沿って可能な限り主体的

に対応する。 

○ 可能な限り主体的に対応するが、被災が広範囲に及ぶ時等は、都や事務組合等と情報

の共有化を密にして対応する。 

○ 災害直後１～２日はごみ排出が少ないと考えられるが、食料確保が進むとごみ発生量

は増加することが予想される。そのため、市民等に残飯や容器の排出について分別の徹

底を周知するとともに、回収用の袋及び空き地等に設置するごみ捨て場用のしきり板を

確保する。 

○ 処分場が使用不能の場合、一時的に公有地や、大規模な空き地にごみを集積しなけれ

ばならない。そのため候補地の選定を進める。 

 

【機関別の役割】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 
○ 市内の被災状況を把握し、ごみの発生推定量を算出、一次集積場

所の決定等、ごみ処理計画を速やかに策定 

都 

○ 広域的な支援要請を実施 

○ 災害廃棄物処理に関して、国と国庫補助等の調整 

○ 都本部の下、災害廃棄物処理のほか応急対策全般に関する調整 

○ 環境局と連携し、ごみ処理対策に関して広域的に協議 
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９ 災害廃棄物処理 

○ 災害廃棄物処理は、市の被災状況や都への応援要請を踏まえ、一時集積場所や最終処

分場等を確保し、かつ、処理体制を確立し、再利用、適正処理を基本とした迅速な処

理を実施する。 

○ 最終処分量の削減を図るため、震災による建物の焼失、倒壊及び解体により発生する

廃木材及びコンクリートがら等の再利用、適正処理を基本として処理を行う。 

 

【機関別の役割】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 

○ 事前策定する「府中市震災災害廃棄物処理マニュアル」に沿って対

応 

○ 被災状況を都に報告し、必要に応じて、応援を要請 

○ 所管区域内の被災状況を確認し、災害廃棄物の発生推定量を算出、

一次集積場所や最終処分場を決定し、「災害廃棄物処理計画」を策

定 

都 

○ 「東京都災害廃棄物対策本部」を設置し、関係各局及び市から被災

状況等に関する情報を収集、把握 

○ 市の要請に応じて、広域的支援を国や他府県に要請 

○ 緊急道路障害物除去路線上の障害物や災害廃棄物の道路障害物除

去作業を実施、関係各局に報告 

○ 都災害対策本部の下、応急対策全般に関する調整とともに、環境局、

建設局等と連携し、災害廃棄物処理対策に関して協議 
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【災害廃棄物処理のタイムスケジュール】 

 

段階 都 府中市 

第１段階 

 

 

発災直後 

～ 

２週間程度 

 

（フローチャー

トのとおり） 

 

 緊急道路障害物等による震災災害廃棄物の処理 

  「東京都災害廃棄物対策本部」の設置 

   震災災害廃棄物発生量予測 

    廃棄物処理施設等の被災状況調査 

     府中市との連絡調整 

      広域連絡及び応急要請 

 

       仮置場候補地の把握 

        最終処分場に関する調整 

         有害物質に関する対策 

          国庫補助に関する国との調整等 

 

 

  東京都災害廃棄物処理推進計画策定 

   災害時広報 

 

・緊急道路障害物除

去等による震災災害

廃棄物の搬入 

・被害状況の把握 

・域内発生量の予測 

・必要な組織の設置 

・府中市震災災害廃

棄物処理計画の作成 

第２段階 

 

 

 

第１段階終了後 

２週間程度 

 

     家屋情報提供に関する区との調整 

 

 

 

     公益施設の解体に伴う仮置場の確保 

      仮置場の確保に関する支援 

 

・解体等の受付開始

に伴う準備 

（解体業者等との契

約、仮置場の確保、

受付窓口の決定等） 

第３段階 

 

 

 

発災後 

１か月程度 

 

       広域的な再利用の実施等に係る連絡調整 

 

・解体・撤去作業及

び震災災害廃棄物の

処理 
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【発災直後から２週間までの作業行程】 
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１０ 「災害救助法」等の適用 

１０－１ 役割 

○ 市長は、「災害救助法」の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みが

あるときは、直ちにその旨を知事に報告する。 

○ 市長は、災害の事態が急迫し、知事による「災害救助法」に基づく救助の実施を

待つことができないときは、救助に着手し、その状況を直ちに知事に報告し、そ

の後の処理について知事の指示を受ける。 

○ 市長は、「災害救助法」に基づき知事が救助に着手したときは知事を補助し、被

災者に対して必要な救助を実施する。 

 

【手順】 

 

１０－２ 救助の実施機関 

○ 府中市の地域に災害が発生し、「災害救助法」の適用基準を越える被害が生じた

場合、市長は速やかに災害発生の日時及び場所、並びに災害の原因及び被害の概

況を都知事に報告するとともに、「災害救助法」の適用を要請し、被災者の保護

と社会秩序の保全を目的として救助を実施する。 

○ 「災害救助法」で定める救助の実施は、都知事が当たることになっているが、都

知事がその職権の一部を委任した救助の実施については市長が行う。 

 

１０－３ 「災害救助法」の適用手続 

（１）適用要請 

○ 災害に際し、市における災害が、「災害救助法」の適用基準のいずれかに該当し、

又は該当する見込みがあるときは、市長は、直ちにその旨を都知事に報告し、「災

害救助法」の適用を都知事に要請する。 

○ 災害の事態が急迫して、都知事による救助の実施を待つことができないときは、

市本部長は、「災害救助法」の規定による救助に着手し、その状況を直ちに都知事

に報告し、その後の処置に関して都知事の指示を受ける。 

東 京 都 
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（２）要請手続 

○ 市長が「災害救助法」の適用を都知事に要請する場合は、都（総合防災部）に対

し、次に掲げる事項について要請する。 

① 災害発生の日時及び場所 

② 災害の原因及び被害状況 

③ 適用を要請する理由 

④ 必要な救助の種類 

⑤ 適用を必要とする期間 

⑥ 既に取った救助措置及び取ろうとする救助措置 

⑦ その他の必要な事項 

 

１１ 激甚災害の指定 

１１－１ 役割 

○ 大規模な自然災害が発生した場合には、知事は、市の被害状況を踏まえ、激甚災

害の指定を受ける必要があるか調査を実施し、内閣総理大臣に報告する。また、

内閣総理大臣は、都知事等の報告に基づき、中央防災会議の意見を聞いて、激甚

災害として指定すべき災害かどうか判断する。 

（激甚災害に関する調査報告） 

○ 市長は、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準を十分に考慮して、災害状

況等を調査し、知事に報告する。 

（特別財政援助等の申請手続等） 

○ 激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、都各局に提出し

なければならない。 

 

１１－２ 激甚災害指定の手続 

○ 市長は、災害が発生した場合は、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準を

十分に考慮する。 

・ 速やかに、その災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を都知事に

報告する。 

・ 都知事は内閣総理大臣に報告する。（「災害対策基本法」第５３条） 

・ 内閣総理大臣は、これを受けてその災害が「激甚法」第２条第１項に規定す

る激甚な災害に該当すると判断したときは、中央防災会議の意見を聞いたうえ

激甚災害として指定し、及びその災害に対して取るべき措置を指定する政令を

制定することとなり、これにより必要な財政援助措置がとられることになるも

のである。 
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【激甚災害指定の手続フロー図】 

 

 

※ 局地激甚災害の指定については、１月から１２月までに発生した災害を一括して

翌年の１月に手続を行う。 
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【復旧対策】 

【対策の体系・担当】 

１ 被災住宅の応急修理 市、都 

２ 応急仮設住宅の供給 市、都、府中消防署 

３ 建設資材等の調達 市 

４ 被災者の生活相談等の支援 市、都、府中警察署、府中消防署 

５ 義援金の募集・受付・配分 市 

６ 被災者の生活再建資金援助等 市、都、日本赤十字社東京都支部 

７ 職業のあっせん 市 

８ 中小企業への融資あっせん 市 

９ 租税等の徴収猶予及び減免等 市 

１０ 応急教育 市、都、学校 

１１ 応急保育 市、保育所 

１２ 応急福祉 市 

１３ 労働者の確保 市 

１４ 災害廃棄物処理の実施 市 

１５ 「災害救助法」の運用等 市、都 

 

１ 被災住宅の応急修理 

１－１ 住宅の応急修理 

（１）応急修理の目的 

○ 「災害救助法」が適用された地域において、震災により住家が半焼又は半壊した

場合、居住に必要な最小限の応急修理を行い、被災した住宅の居住性を維持する。 

○ 取壊しに伴う災害廃棄物の発生や応急仮設住宅の需要の低減を図る。 

 

（２）対象者 

○ 災害のため住家が半壊し、又は半焼し、自らの資力では応急修理ができない者及

び大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した

者。 

 

（３）対象者の調査及び選定 

○ 市による、被災者の資力その他生活条件の調査及び市長が発行するり災証明書に

基づき、都が定める選定基準により、都から委任された当該市が募集・選定事務

を行う｡ 
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１－２ 応急修理の方法 

（１）修理 

○ 都が、一般社団法人東京建設業協会のあっせんする建設業者により、応急修理を

行う業者のリストを作成し、市はリストより業者を指定し、居室、炊事場、トイ

レ等生活上欠くことのできない部分の修理を行う。 

○ 「災害救助法」適用前等に市が実施する場合は、市本部長が災害の状況に応じて、

その都度定める。 

 

（２）経費 

○ １世帯当たりの経費は、国の定める基準による。 

 

（３）期間 

○ 原則として、災害発生の日から１か月以内に完了する。 

 

１－３ 応急処理後の事務 

○ 市は、応急修理を実施した場合、必要な帳票を整備する。 

 

１－４ 市営住宅の応急修理 

○ 既設の市営住宅又は付帯施設が災害により著しく損傷を受けた場合については、

市生活環境部（住宅勤労課）が市行政管理部（建築施設課）の協力を得て、市民

が当面の日常生活を営むことができるよう、応急修理を次のとおり実施する。な

お、都営住宅、その他の公的住宅については、それぞれ所管する都、都住宅供給

公社、都市再生機構等が被害状況を緊急調査し、修理の必要な箇所については、

迅速に応急修理に当たる。 

・ 市営住宅又は付帯施設の被害状況について、早急に調査を行う。 

・ 市営住宅又は付帯施設のうち危険箇所については、応急保安措置を実施する

とともに、危害防止のため市民に周知を図る。 

・ 市営住宅の応急修理は、屋根、居室、台所、トイレ等の日常生活に欠くこと

ができない部分のみを対象とし、修理の必要度の高い住宅から実施する。 
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２ 応急仮設住宅の供給 

２－１ 供給の目的 

○ 「災害救助法」が適用された地域において、震災により住家を滅失し、自己の資

力によっては、居住する住家を確保できない被災者に応急的な住宅を供給する。 

○ 応急住宅の設置は、「災害救助法」が適用された場合は都が行い、市はこれに協

力する。ただし、「災害救助法」が適用されない場合、市長が特に必要と認めた

場合には、市において設置する。 

（資料１２０ 「応急仮設住宅の建設予定地一覧表」） 

 

２－２ 応急仮設住宅の供給 

（１）公的住宅の供給 

○ 市営住宅及び福祉型住宅の空き家の確保に努めるとともに、都営住宅、独立行政

法人都市再生機構及び東京都住宅供給公社の公的住宅等の空き家の提供を都に要

請する。 

○ 「災害救助法」適用前等に市が実施する場合は、市本部長が災害の状況に応じて、

その都度定める。 

 

（２）民間賃貸住宅の供給 

○ 都は、関係団体と協力し、借上げにより民間賃貸住宅を被災者に提供する。 

 

（３）建設する仮設住宅の供給 

○ 都は、関係団体と協力して仮設住宅を建設し、被災者に提供する。 
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【建設する仮設住宅】 

事 項 内 容 

建設予定

地の確保 

○ 市は、あらかじめ次の点を考慮の上、建設予定地を定める。 

ア 避難場所等の利用の有無 

イ 浸水、崖崩れ等の危険がないこと 

ウ 飲料水、電気、ガス等が得やすく、保健衛生上も良好なこと 

エ 児童生徒の通学やその他の生活建直し上の便宜を考慮し可能な限り、被

災者の生活圏内にあること 

オ 交通の便がよいこと 

カ 公有地であること 

キ 敷地が広いこと    ク 接道及び用地の整備状況 

○ 都は、常に最新の建設予定地の状況を把握しておくために、年１回市から

報告を求める。 

○ 都は、市から建設予定地の報告を受けた際、東京消防庁に情報を提供する。 

建 設 地 

○ 都は建設予定地の中から建設地を選定する。建設に当たっては、二次災害

の危険がないよう配慮する。 

○ 選定に当たり、各市の行政区域内の用地だけでは必要戸数の確保が困難な

場合には、市相互間での融通を行う。 

○ 都は、建設地及び建設計画が決定した際、東京消防庁に必要な情報を提供

する。 

構造及び 

規 模 等 

○ 平屋建て・２階建ての軽量鉄骨系プレハブ、木質系プレハブ、木造又はユ

ニットを標準とし、必要に応じ、その他構造を選定する。 

○ 必要に応じて、高齢者や障害者世帯に配慮した設備・構造の住宅とする。 

〇 １戸当たりの規模は、国の定めに基づき、地域の実情、世帯構成等に応じ

て、都が設定する。 

○ １戸当たりの設置費用については、国の定めによる。 

○  都住宅政策本部は、建設する仮設住宅の標準仕様書について、東京消防

庁、一般社団法人プレハブ建築協会、一般社団法人全国木造建設事業協会

等と協議を行い、防火安全対策を実施する。 

建設工事 

○ 災害発生の日から２０日以内に着工する。 

○ 都は、一般社団法人東京建設業協会及び一般社団法人プレハブ建築協会又

は一般社団法人全国木造建設事業協会があっせんする建設業者に建設工事

を発注する。 

○ 「災害救助法」が適用されない場合等については、市市民生活部長の依頼

に基づき、市都市整備部長が府中市建設業協会の協力を得て実施する。 

○ 必要に応じて、他の建設業者にも発注する。 

○ 工事の監督は、都が行う。ただし、これにより難い事情がある場合には、

市等に委任する。 

○ 都住宅政策本部は、建設工事が終了し、使用が開始されることについて、

東京消防庁に情報を提供する。 

そ の 他 
○ 市は、東京消防庁が策定する防火安全対策について、入居者に対し指導す

る。 
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２－３ 入居資格 

○ 次の各号の全てに該当する者のほか、知事が必要と認める者とする。 

・ 住家が全焼、全壊又は流失した者 

・ 居住する住家がない者 

・ 自らの資力では住家を確保できない者 

○ 使用申込みは１世帯１か所限りとする。 

 

２－４ 入居者の募集・選定 

○ 住宅の割り当てを受けた市は、当該市の被災者に対し募集を行う。 

○ 入居者の選定基準は都が策定し、それに基づき市が入居者の選定を行う。 

○ 入居者の選考は、災害の状況に応じて、選考基準を定め、被災者の程度、住宅困

窮の状況、資力、その他を審査の上、生活環境部長が行政管理部長、福祉保健部長、

都市整備部長と協議して定める。 

 

２－５ 応急仮設住宅の管理及び入居期間 

○ 応急仮設住宅の管理は原則として、供給主体が行う。 

○ 応急仮設住宅の入居期間は、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ知事

が定める。 

○ 「災害救助法」適用後、都が管理するものについては、市は、これに協力する。 

○ 市が管理する場合には、入居の期間、使用条件、その他必要な事項を定める。 

○ 市は、入居者の管理を行うとともに、必要な帳票を整備、保存する。 

 

２－６ 帳票の整理 

○ 後日における清算事務に必要となるため、応急仮設住宅の供給に伴い、市は入居

者の管理のため、必要な帳票を整備する。 

 

２－７ 仮設住宅地域等での見守り活動 

○ 市は、赤十字奉仕団、民生・児童委員及び社会福祉協議会等と協力・連携して、

仮設住宅地域等での見守り活動を推進する。 

 

（１）入居者確認及びニーズ把握 

○ 市は、応急仮設住宅入居者の状況把握に努める。 

○ 民生・児童委員等の協力を得て、応急仮設住宅全戸を訪問し、高齢者や障害者の

生活状況や生活支援の必要性の把握調査を行う。 
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（２）連絡体制の整備 

○ 市は、仮設住宅からの通報等に対応して、府中消防署、多摩府中保健所、健康福

祉部等による緊急時の連絡体制を整備する。 

 

（３）安否確認活動の推進 

○ 市は、仮設住宅において安否確認活動を早期に展開するため、赤十字奉仕団、民

生・児童委員及び府中市社会福祉協議会等の関係機関の協力を得て、友愛訪問活

動を推進する。 

 

（４）市民相互の助け合い 

○ 仮設住宅地域でのコミュニティの育成を図るため、仮設住宅自治会の結成を支援

するとともに、必要に応じて、集会所の整備を検討する。 

○ また居住者同士の声かけ運動の展開等、市民相互による地域見守りを推進する。 

 

３ 建設資材等の調達 

○ 応急仮設住宅及び被災住宅の応急修理に要する資材等は、都が対応するが、「災害救

助法」が適用されない場合は市が、建設業者を通じて迅速に調達する。 

 

４ 被災者の生活相談等の支援 

【機関別の役割】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 

○ 被災者のための相談所を設置 

○ 被災者からの申請により、府中消防署と連携してり災証明を発

行 

○ り災証明発行時に確定した情報を基に、被災者台帳を構築 

○ 被災者台帳に基づく各種被災者生活再建支援業務を推進 

都 
○ 被災者臨時相談窓口を設置 

○ 被災１ヶ月後を目途に被災者臨時相談窓口を開設 

府 中 警 察 署 
○ 府中警察署、交番その他必要な場所に、臨時相談所を開設して、

警察関係の相談を実施 

府 中 消 防 署 

○ 被災者に対して、出火防止として、指導を実施 

○ 市が実施する発行窓口業務において、火災のり災証明書申請者

への説明対応等について支援を行う。 
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４－１ 相談所を設置 

○ 被災者のための相談所を設置する。 

 

４－２ り災証明書の発行 

○ 被災者からの申請により、東京消防庁と連携してり災証明書を発行する。 

○ 被災家屋・住家被害状況調査の結果に基づき、遅滞なくり災証明書を発行する。 

（資料１２１ 「り災証明書、り災台帳の様式」） 

 

（１）被災者台帳の整備 

○ 被災者の被害の状況や支援の実施状況、支援に当たっての配慮事項等を一元的に

集約した被災者台帳を整備する。 

○ 被災者台帳に基づき、中長期にわたる被災者支援を総合的かつ効率的に実施する。 

 

（２）証明の範囲 

○ 「災害対策基本法」第２条第１号に規定する被害の範囲で、次の事項について証

明する。 

市で証明する事項 府中消防署で証明する事項 

１ 全壊 

２ 大規模半壊 

３ 半壊 

４ 一部損壊 

５ 床上浸水 

６ 床下浸水 

７ 流失 

８ その他 

１ 全焼 

２ 半焼 

３ 部分焼 

４ ぼや 
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５ 義援金の募集・受付・配分 

○ 一般及び企業から市に寄託された被災者あての義援金及び都知事又は日本赤十字社

東京都支部から送付された義援金を、確実、迅速に被災者に配分するため、義援金の

受付、保管、事務分担等について必要な事項を定める。 

○ 義援金の募集から受付、一時保管から配分まで迅速に対応する。 

 

【義援金における対応】 

対 策 内 容 

１ 義援金の募集・受付 

○ 義援金の募集を行う場合は事前に定めた内容により、適切に取り扱う。 

○ 都の義援金募集に協力して受け付けた義援金については、東京都義援金配分委員会

（以下、「都委員会」という。）に報告するものとし、都委員会の指定する口座に

送金する。なお、送金するまでの間は、｢預り金｣として銀行口座で一時保管する。 

○ 市は義援金の受付窓口を開設し、直接義援金を受け取るほか、府中市公金取扱い金

融機関に福祉保健部長名義の普通預金口座を開設し、振り込みにより義援金を受け

る。 

２ 義援金の配分・支給 

○ 市は、都委員会から送金された義援金を配分計画に基づき、速やかに被災者に支給

する。 

○ 市は、被災者への義援金の支給状況について、都委員会に報告する。 

○ 市は、市独自で募集した義援金について、被災状況等を勘案して配分計画を立て、

速やかに被災者に支給する（必要に応じて、府中市義援金配分委員会を設置する）。 

（資料１２２ 「義援金品受領書」） 

 

６ 被災者の生活再建資金援助等 

６－１ 災害弔慰金等の支給 

○ 「府中市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、自然災害により死亡した

市民の遺族に対して、災害弔慰金の支給を、また、災害により精神的又は身体に

著しい障害を受けた者に対して、災害障害見舞金を支給する。 

○ 日本赤十字社東京都支部では、災害救援品の支給基準に基づき、日本赤十字社各

地区からの申請により、被災した者に対して、災害見舞品の配分を行う。 

○ ｢府中市災害見舞金等支給に関する規則｣に基づき、市民が災害を受けたとき、被

災者又はその遺族に、見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」の支給を行う。 

（資料１２３ 「府中市災害見舞金支給等に関する取扱基準」） 

（資料１２４ 「府中市災害見舞品支給要綱」）） 
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６－２ 被災者生活再建支援制度 

○ 都は、自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた者に対して、都道府県が相

互扶助の観点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給する。 

 

（１）対象となる自然災害 

① 府中市又は都道府県の人口区分に応じた一定規模以上の被害が発生した市の区

域に係る自然災害（「災害救助法施行令」第１条第１項第１号又は第２号の被害） 

② １０以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市の区域に係る自然災害 

③ １００以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県の区域に係る自然

災害 

 

（２）対象世帯 

○ 支給対象となる世帯は、居住する住宅が以下の①から④のいずれかの状態にある

ものとする。 

① 住宅が全壊した世帯 

② 住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じ、倒壊防止等のやむを得ない事

由により住宅を解体した世帯 

③ 災害による危険な状態が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続する

ことが見込まれる世帯 

④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難であ

る世帯（大規模半壊世帯） 

 

（３）支給要件及び支給内容 

① 都は、区域内において、被災世帯となった世帯の世帯主に対し、世帯主の申請に

基づき、支援金の支給を行う。 

② 被災世帯（被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が一で

ある世帯（以下「単数世帯」という。）を除く。）の世帯主に対する支援金（基礎

支援金）の支給額は、１００万円（大規模半壊世帯は、５０万円）に、以下の表

に示す被災世帯の住宅再建の態様に応じた支給額（加算支援金）を加えた額とす

る。 



震災編 第２部 第１２章 市民の生活の早期再建 

第２節 具体的な取組 

【復旧対策】６ 被災者の生活再建資金援助等 

震－285 

第
２
部 

第
１２
章 

 

【住宅再建の態様と支給金額】 

住宅再建の態様 支給額 

住宅を建設又は購入する世帯 ２００万円 

住宅を補修する世帯 １００万円 

住宅を賃借する世帯 ５０万円 

 

③ ②にかかわらず、被災世帯が同一の災害により上記表の３項目のうち、２項目以

上に該当するときの世帯の世帯主に対する支援金の支給額は、１００万円（大規

模半壊世帯は、５０万円）に、上記表に定める額のうち最も高いものを加えた額

とする。 

④ ②及び③にかかわらず、（２）の③に該当する世帯であって、政令で定める世帯

の世帯主に対する支援金の額は、３００万円を超えない範囲内で政令で定める額

とする。 

⑤ 単数世帯の世帯主に対する支援金の額については、②から④までによる額の４分

の３とする。 

 

（４）支援金の支給申請 

① 申請窓口 

市 

② 申請時の添付書面 

基礎支援金：り災証明書、住民票等 

加算支援金：契約書（住宅の購入、賃貸等）の写し等 

③ 申請期間 

基礎支援金：災害発生日から１３月以内 

加算支援金：災害発生日から３７月以内 

 

６－３ 災害援護資金・住宅資金等の貸付 

○ 「災害救助法」が適用となる自然災害により家財等に被害を受けた世帯の世帯主

に対して、生活の立て直し資金として、災害援護資金を貸し付ける。 

○ 災害により家財等に被害があった場合、生活の立て直し、自立助長の資金として、

「災害救助法」の適用時は災害援護資金を、同法の適用に至らない小災害時には生

活福祉資金を、低所得世帯を対象に貸付けるほか、住宅に災害を受けた者に対して、

住宅の建設若しくは補償に必要な資金を貸付ける。 
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７ 職業のあっせん 

○ 市と都、国が連携し、被災者に対する職業のあっせんを迅速に実施する。 

○ 被災者の職業のあっせんについて、都に対する要請措置等の必要な計画を策定して

おく。このほか公益財団法人府中市勤労者福祉振興公社の有効な活用を図る｡ 

・ 災害による離職者の就業については、都の関係部局と連絡を取りつつ、ハローワー

ク府中等の関係機関を紹介し、あっせんや相談等を図る｡ 

・ おおむね５５歳以上の希望者には、公益財団法人府中市勤労者福祉振興公社の無

料職業紹介所いきいきワーク府中を紹介し就業のあっせんを図る｡ 

・ むさし府中商工会議所等関係機関を通じ、府中市内の企業等に対し、求人の依頼

を働きかけ、求人の確保、就業のあっせんに資する｡ 

 

８ 中小企業への融資あっせん 

○ 災害により、被害を受けた中小企業及びその組合に対し、都及び政府系金融機関は、

事業の復旧に必要な資金の融資等を行い、災害からの痛手を軽減し、事業の安定を図

ることとなっている。市生活環境部長は、災害時において、これらの融資制度につい

て、ＰＲを行う。 

 

９ 租税等の徴収猶予及び減免等 

○ 市や都、国が連携し、被災者の租税等の徴収猶予等を迅速に実施する。 

○ 市税の徴収猶予及び減免等納税緩和措置に関する計画を策定する。 

○ 被災した納税義務者、又は特別徴収義務者（以下「納税義務者等」という。）被保険

者等に対し、地方税法又は市条例により、期限の延長、徴収猶予及び減免等それぞれ

の事態に対応して、適時、適切な緩和措置を講ずることとする。 

 

９－１ 市税の納税緩和措置 

（１）期限の延長 

○ 災害により、納税義務者等が期限内に申告その他書類の提出又は市税を納付若し

くは納入することができないと認めるときは、次の方法により災害が収まったあ

と２ヵ月以内に限り、当該期限を延長する。（ただし、特別徴収に係る納期限の

延長は３０日以内とする。） 

① 災害が広域にわたる場合、市長が職権により適用の地域及び期限の延長日を

指定する。（「市税条例」第１８条の２） 

② その他の場合、災害が収まったあと速かに、被災納税義務者等による申請が

あったときは、市長が納期限を延長する。 
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（２）徴収猶予 

○ 災害により財産に被害を受けた納税義務者等が市税を一時に納付し、又は納入す

ることができないと認められるときは、その者の申請に基づき１年以内において

徴収を猶予する。 

○ やむを得ない理由があると認められるときは、さらに１年以内の延長を行う。 

 

（３）滞納処分の執行の停止等 

○ 災害により、滞納者が無財産となる等の被害を受けた場合は、滞納処分の執行の

停止、換価の猶予及び延滞金の減免等適切な措置を講ずる。 

 

（４）減免 

○ 被災した納税義務者等に対し該当する各税目について、次により減免及び納入義

務の免除等を行う。 

① 市民税（市民税個人分を含む） 

被災した納税義務者等の状況に応じて、減免を行う。 

② 軽自動車税 

被災した納税義務者等の状況に応じて、減免を行う。 

③ 固定資産税（土地・家屋・償却資産） 

被災した状況に応じて、減免を行う。 

 

９－２ 国民健康保険税の減免 

（１）減免 

○ 災害により、生活が著しく困難となった者に対し、被災の状況に応じて、国民健

康保険税を減免する。 

 

（２）徴収猶予 

○ 災害により、財産に被害を受けた納税義務者が保険税を一時に納付することがで

きないと認められるときは、その者の申請に基づきその納付することができない

と認められる金額を限度として、１年以内において徴収を猶予することができる。 

○ やむを得ない理由があると認められるときは、さらに１年以内延長することがで

きる。 
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９－３ その他 

（１）国民年金保険料の免除 

○ 被保険者第一号（強制加入）又はその世帯員が災害により財産に損害を受け、保

険料を納付することが困難な事情にあるときは、申請に基づき、内容審査の上都

知事に進達し、免除の認定をする。 

 

（２）保育所措置費徴収金の減額 

○ 災害により損失を受けた場合、その損失の程度に応じて、減額する。 

 

１０ 応急教育 

○ 災害時における児童・生徒の生命及び身体の安全並びに教育活動の確保を図るため、

市立幼稚園、小学校、中学校（以下「学校等」という。）における災害予防、応急対

策等について万全を期する必要がある。 

○ 市及び学校等は応急教育に関する計画を樹立しておくものとする。 

 

１０－１ 学校危機管理マニュアルの活用 

○ 都は、都立学校を対象に危機管理対策の具体的な取組等に関する基本的方針を示

し、共通事項を明らかにした「学校危機管理マニュアル」を作成している。 

○ 都が作成するマニュアルを基にし、「学校危機管理マニュアル」を作成し、各市

立学校において、 日頃の防災訓練や安全指導、防災に関する研修に、本マニュア

ルを活用し、地域の実情を勘案した学校の防災体制の充実を図る。 

 

１０－２ 応急教育の実施 

（１）事前の準備 

○ 学校長又は園長（以下「学校長等」という。）は、学校等の立地条件等を考慮し

た上、災害時の応急教育計画、指導の方法等について、あらかじめ適正な計画を

立てる。 
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○ 学校長等は、災害の発生に備えて、次のような措置を講じなければならない。 

① 児童・生徒等の避難訓練を実施するほか、市が行う防災訓練に教職員、児童・

生徒等も参加し、協力する。 

② 在校中や休日等のクラブ活動等で児童・生徒等が学校管理下にあるとき、そ

の他教育活動の多様な場面において発災した際に、適切な緊急避難等の指示が

行えるよう避難計画を立案し、教育計画に位置付けるとともに、保護者との連

絡体制を整備する。また、登下校時に発災した場合に備え、通学路や通学経路

の安全性等を把握し、緊急時に適切な行動がとれるよう避難計画を立案し、周

知徹底を図る。 

③ 市教育部、府中警察署、府中消防署、消防団及び保護者への連絡網並びに協

力体制を確立する。 

④ 勤務時間外における教職員の参集、連絡体制、役割分担等の計画を作成し、

教職員に周知する。 

⑤ 児童・生徒等の安全確保を図るため、保健室の資器材を充実するよう努め、

又、学校医や地域医療機関等との連携を図る。 

 

（２）災害時の学校長等の役割 

○ 児童・生徒等が在校中や休日等のクラブ活動等で学校管理下にあるときに発災し

た場合、安全確認ができるまでの間、児童・生徒等を校内に保護するものとし、

安全確認ができた場合又は確実に保護者等への引渡しができる場合には、児童・

生徒等を帰宅させる。また、保護者に対しては、「避難計画」に基づいて、児童・

生徒等の安全な引渡しを図る。 

○ 災害の規模並びに児童・生徒等や教職員及び施設設備の被害状況を速やかに把握

し、市教育部（市に災害対策本部が設置された場合は本部。以下同じ）に報告し

なければならない。 

○ 状況に応じて、市と連絡の上、臨時休校（園）等の適切な措置を取る。 

○ 「応急教育計画」に基づき、災害状況に即した応急の指導を行う。 

また、学校が避難所となる場合は、教育活動再開のための場所の確保を図るほか、

避難所として開放できる部分と開放できない部分を指定し、市民の協力を得るよ

う努める。 

○ 「応急教育計画」を作成したときは、市に報告するとともに、決定次第速やかに

保護者及び児童・生徒等に周知徹底を図る。 
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（３）災害復旧時の対応 

【被災後の状況把握】 

○ 学校長等は、職員を掌握するとともに、児童・生徒等の安否や被災状況を調査し、

市に連絡する。 

○ 市は、学校長等からの校舎等の「被害報告」に基づき「復旧計画」を作成し、速

やかに復旧する。 

○ 市は、被災学校等ごとに担当職員（指導主事を含む）を定め、情報及び指令の伝

達について万全を期する。また、市は、被災学校等の運営について、助言と指導

に当たる。 

○ 市及び学校長等は、連絡網の確立を図り、指示事項伝達の徹底を期する。 

 

【児童・生徒の保護】 

○ 学校長等は、「応急教育計画」に基づき、学校（園）に収容可能な児童・生徒等

を保護し、指導する。指導に当たっては、健康、安全教育及び生活指導に重点を

おくようにする。また、心のケア対策にも十分留意する。 

 

【教育活動の再開】 

○ 教育活動の再開に当たっては、児童・生徒等の安否確認と通学路及び通学経路の

安全確認を行い、市に報告する。 

○ 他地区に避難した児童生徒等については、教職員の分担を定め、地域ごとに実状

の把握に努め、避難先を訪問する等して、保護した児童・生徒に準じた指導を行

うように努める。 

○ 避難所等に学校を提供したため、長期間学校が使用不可能となる場合には、市に

連絡するとともに、他の公共施設の確保を図り、早急に授業の再開に努める。 

○ 学校長等は、災害の推移を把握し、市と緊密な連絡を図るとともに、平常授業（保

育）にもどすように努める。その時期については早急に保護者に連絡する。 

○ 市は、教育活動再開のために、学校間の教職員の応援体制について調整を行う部

署をあらかじめ定め、関係機関に周知しておく。 

○ 市は、連絡網の確立を図り、指示事項伝達の徹底を期する。 

 

１０－３ 学用品の調達及び給与 （支給） 

（１）給与の対象 

○ 震災により住家が被害をうけ、学用品を喪失又は、き損し就学上支障の生じた小

学校児童及び中学校生徒（私立学校を含む。以下本章において同じ。）に対し、

被害の実情に応じて、教科書（教材を含む。）、文房具及び通学用品を支給する。 
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（２）給与の時期 

○ 教科書については災害発生日から１ヵ月以内、その他については１５日以内とす

る。ただし、交通、通信等の途絶により学用品の調達及び輸送が困難と予想され

る場合には、知事の承認をうけ、必要な期間を延長する。 

 

（３）給与の方法 

○ 学用品の調達は原則として都が一括して行い、小中学校の児童・生徒に対する給

与（支給）は、市が行う。 

○ 学用品の給与を迅速に行うため知事が職権を委任した場合は、市長が市教育部及

び学校長等の協力を得て、調達から配分までの業務を行う。 

 

（４）費用の限度 

① 教科書 

支給する教科書（教材を含む。）の実費 

② 文房具及び通学用品 

「災害救助法」施行細則で定める額 

 

１０－４ 授業料等の免除 

【免除内容】 

機 関 名 内            容 

市 
被災した児童・生徒等に対する学校納付金等の減免について必要な計画

を策定しておく。 

都 

「災害救助法」が適用された場合は、都立学校生徒及び学生の被災の程

度に応じて、「東京都立学校の授業料等徴収条例」施行規則第４条の措置

を次により考慮する。 

１ 一時的事由により所定の期限内に授業料を納付することが困難な者に

対しては、納付期限を延期する。 

２ 家庭調査の結果、授業料納付期限を延期してもなお納入困難と認めら

れるときは、免除する。 
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１１ 応急保育 

○ 災害時における市立保育所の児童の生命及び身体の安全並びに保育の確保を図るた

め、市立保育所における災害予防、応急対策等について万全を期する必要がある。 

○ 市及び保育所は応急保育に関する計画を策定しておく。 

 

１１－１ 事前の準備 

○ 保育所長は、保育所の立地条件を考慮した上、災害時の「応急保育計画」、「保

育の方法」等について、あらかじめ適正な計画を立てておく。 

○ 保育所長は、災害の発生に備えて、次のような措置を講じなければならない。 

① 保育所の児童の避難訓練を実施するほか、市が行う防災訓練に職員、保育所

の児童等も参加、協力する。 

② 府中警察署、府中消防署、府中市消防団等との連絡網を確立しておく。 

③ 保育時間内に災害が発生した場合、保護者の引取りは困難と予想される。こ

のため保育所残留の児童の保護について対策を講じておく。 

 

１１－２ 災害時の体制 

○ 保育所長は、状況に応じて、適切な緊急避難の措置を講ずる。 

○ 保育所長は、災害の規模、保育所の児童・職員及び施設設備等の被害状況を把握

するとともに、市関係部（市に災害対策本部が設置された場合は本部。以下同じ）

と連絡し、職員を指揮し災害対策を実施して保育所の児童の管理等万全な措置を

講ずる。 

○ 保育所長は、準備した「応急保育計画」に基づき、臨時の編成を行う等、災害の

状況と合致するよう速やかに調整する。 

 

１１－３ 応急保育の体制 

○ 保育所長は、職員を掌握して保育所の整備を行い、保育所の児童の被災状況を調

査し、市関係部と連絡し、復旧体制に努める。 

○ 市関係部は、情報、指令の伝達について万全の措置を講ずるものとし、保育所長

はその指示事項の徹底を図る。 

○ 「応急保育計画」に基づき、受入れ可能な園児は、保育所において保育する。ま

た、被災により通園できない園児については、地域ごとに実情を把握する。 

○ 避難所等に保育所を提供したため、長期間保育所として使用できないときは、市

関係部と協議して早急に保育が再開できるよう措置する。 

○ 保育所長は、災害の推移を把握し、市関係部と緊密な連絡の上、平常保育にもど

るよう努め、その時期を早急に保護者に連絡する。 
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１２ 応急福祉 

○ 被災者のうち、恒常的に福祉サービスや援護を必要とする避難行動要支援者に対して、

サービスの継続、援助を迅速に行い、保護を図る。 

 

１２－１ 避難行動要支援者に対する援助 

○ 市その他の援護の実施機関は、社会福祉上の対策を緊急に実施するため、速やか

に必要な体制を整備する。 

○ 市は、必要に応じて、民間団体に可能な分野における協力を依頼する。 

○ 各実施機関の体制をもってしては援護措置の実施が困難な場合、市本部長は都知

事に応援協力を要請する。 

○ 速やかに各分野の職員をもって生活相談所を開設する。必要に応じて、都に協力

要請する。 

○ 生活相談の結果、援護措置を実施する緊急度の高い対象者から順次実効のある当

面の措置を講ずる。 

○ 避難行動要支援者に対し優先的に飲料水等、日常生活に必要な品目の補給支援に

努める。また、ボランティア等確保の情報提供を行い、マンパワー確保に助力す

る。 

○ 実施項目 

・ 被災した援護が必要な高齢者の社会福祉施設等への一時的収容保護のあっせ

ん 

・ 被災者に対する生活相談 

・ 被災世帯の幼児に対する臨時保育の実施 

・ 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付け 

・ 生活困窮者に対する生活保護の緊急適用 

・ 被災母子世帯に対する母子福祉資金の貸付け 

・ 被災身体障害者に対する援護 

・ 被災低所得者に対する生活福祉資金の貸付け 

 

１２－２ 避難行動要支援者の把握 

○ 避難行動要支援者については、安否確認等、福祉活動に必要な事項をまとめたリ

スト等を作成し、災害時でもできる限り通常の福祉活動が実施できるような体制

を確立する。 
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１３ 労働者の確保 

１３－１ 都の雇上計画 

（１）雇上方法 

○ 労働者の雇上げは、公共職業安定所（労働出張所）及び（公財）城北労働・福祉

センターと協力し、雑務・土工類似の労働に耐え得る能力のある者を迅速、確実

に雇上げる。 

 

（２）賃金 

○ 公共事業設計労務単価表の定めるところによる。 

 

１３－２ 労務供給手続 

○ 市は、所要人員を一括して東京労働局及び（公財）城北労働・福祉センターに労

務供給の要請をする。 

○ 都から労務確保の通報受理後速やかに労働者輸送等の配車措置を講じ、待機場所

において労働者の引渡しを受ける。 

○ 作業終了後において、待機場所又は交通機関までの輸送を行うものとする。 

○ あらかじめ予算措置を講じ、就労現場において作業終了後直ちに賃金を支払う。 

 

１４ 災害廃棄物処理の実施 

○ 災害廃棄物処理は、処理施設の被災状況、市での一次集積場所の状況や都の対応を踏

まえて、速やかに処理を実施する。 

○ 市は、解体等の受付開始に向けて、解体業者等との契約、一次集積場所の確保、受付

窓口の設置箇所等を検討し、都や関係機関等と調整を行い、決定する。 

○ 市は、被害状況を確認し、災害廃棄物の発生量を推計するとともに、都へ報告する。 

○ 発災後、市は速やかに災害廃棄物処理対策班を設置し、市域における災害廃棄物処理

の計画を策定し、対応する。 

○ 倒壊した建物の解体は、原則的に所有者が行うこととするが、個人住宅や一部の中小

事業所等について特例措置（公費負担制度）を国が講じた場合、倒壊建物の解体処理

に関しても災害廃棄物の撤去と同様の事務を行う。 

 

（１） 受付事務 

○ 市の対策班は、発災後速やかに市民からの解体・撤去申請を受け付ける窓口を設

置する。申請を受け付けた後、その建物に関する権利関係等を確認し、解体・撤

去することが適当かどうか判断する。 

 



震災編 第２部 第１２章 市民の生活の早期再建 

第２節 具体的な取組 

【復旧対策】１５ 「災害救助法」の運用等 

震－295 

第
２
部 

第
１２
章 

（２） 民間業者との契約事務 

○ 緊急道路の障害物除去作業終了後、解体・撤去することが適当と認められたもの

について、市の対策班は建物の危険度や復旧・復興計画上の優先順位等を考慮し

つつ、民間業者と解体・撤去作業の委託契約を締結する。 

 

（３） 適正処理の指導事務 

○ 解体・撤去作業の際は、災害廃棄物を種類別に分別して搬出し、またアスベスト

等の有害物質については、所定の指針に基づき適正に取り扱うよう委託業者に対

し指導を徹底する。搬出した災害廃棄物については、市の対策班の指示する仮置

場に搬入する。 

 

１５ 「災害救助法」の運用等 

○ 都は、市からの報告又は要請に基づき、「災害救助法」の適用を決定し、災害救助基

金等を運用し、救助活動を実施する。 

 

【機関別の役割】 

機 関 名 対 策 内 容 

市 
○ 市長は、「災害救助法」の適用基準のいずれかに該当し、又は該

当する見込みがあるときは、直ちにその旨を知事に報告。 

都 

○ 都本部での審議を経て「災害救助法」の適用を決定 

○ 都本部の組織を「災害救助法」適用後、救助実施体制として拡充

整備 

○ 被災市の被害状況を調査する体制の整備 

○ 救助の実施に必要な関係帳票を整備 

（資料１２５ 「災害救助法による救助の程度、方法及び期間等早見表」） 
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【手順】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 市は、災害の発生により受けた被害に対して、災害救助に要する経費の財源に充

てることを目的に、災害救助基金を積立てている。 

 

国
（
内
閣
府
（
防
災
担
当
）） 

地
域
住
民 

被 

災 

住 

民 

 

東 

京 

都 

 

府 

中 

市 

 

他
市
町
村 

 

他
道
府
県 

日本赤十字社（都道府県支部） 
救護班の派遣（医療・助産） 

（応援の指示・派遣調整） 

応援要請 

応援職員の派遣 

救助・権限の 

委任通知・公示 

被害状況等の情報提供 

応急救助の実施 

（委任による実施） 

応急仮設住宅の供与 

救護班の派遣（医療・助産）他 

応急救助の実施（都直接実施） 

（応援の指示・派遣調整） 

技術的な助言・勧告 

・ 資料提出要求 

・ 是正の要求 他 

実施状況の情報提供 

職員の派遣 

被害状況の情報提供 

応援職員の派遣 

協
定 

応
援 

協
定 

要
請 

委
託 

災害救助法の 

適用 

災害対策本部 
災害対策本部 

災害救助 
担当部局 

災害救助 
担当部局 
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第１３章 大規模事故の対策 

 

第１節 計画の方針 

○ 「災害対策基本法」では、自然災害のほかに大規模な火災、爆発その他の大規模な

事故による被害についても災害として定義している。 

○ 府中市においても、さまざまな要因による大規模事故に対し、市の機能をあげて対

応することが求められている。 

○ そこで、大規模事故から市民等の生命・身体及び財産を保護することを目的とし、

本計画において応急対策について規定策定することにより、大規模事故に対する応

急対策の充実強化を図る。 

 

第２節 災害応急対策の取組 

１ 初動態勢及び情報の収集 

○ 大規模事故が発生した場合、市は都及び防災関係機関と協力し、状況の把握、災害

の拡大防止、避難誘導、救助・救急活動等を迅速かつ的確に行うための態勢を確立

する。 

○ 市は、大規模事故が発生し、又は発生するおそれがある場合、市民の通報を含む各

関係機関からの情報収集活動を行い、災害の規模や状況に応じて、災害対策本部の

設置、救助活動、住民への避難指示、避難誘導、避難所の開設等の災害応急対策を

迅速に実施する。 

○ 大規模事故等が発生した場合の活動態勢については、下記の章に準ずる。 

【参照先】 

構成 章 章名 

震災編 第２部第５章 初動対応体制の整備と事業継続体制の確保 

震災編 第２部第６章 情報通信の確保 

 

２ 災害救助法の適用 

○ 大規模事故が発生した場合、区市町村単位の被害が一定以上で、かつ応急的な救助

を必要とする場合で、「国民保護法」の適用を受けない事案については、災害救助

法の適用による救助を行うことにより、被災者の保護と社会の秩序の保全を図る必

要がある。 

○ 市は、都を補助し、被災者に対して必要な救助を実施する。 

○ 大規模事故等が発生した場合の「災害救助法」の適用については、下記の章に準ず

る。 
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【参照先】 

構成 章 章名 

震災編 第２部第１２章 市民の生活の早期再建 

 

３ 応援協力・派遣要請 

○ 大規模事故が発生した場合、各防災関係機関はあらかじめ定めた所掌事務又は業務

に沿って応急対策を実施する。 

○ 市は、被害が広範囲に及ぶ場合は、被災していない自治体や民間の協力を得ること

で、事故災害対策を実施する。 

○ 大規模事故等が発生した場合の応援協力・派遣要請の適用については、下記の章に

準ずる。 

【参照先】 

構成 章 章名 

震災編 第２部第５章 初動対応体制の整備と事業継続体制の確保 

 

４ 消防活動 

○ 火災発生時に消防機関等が迅速かつ的確な消防活動を行うことにより、火災の拡大

を防ぎ、被害の軽減を図る。 

○ 市は、地域住民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災その他の

災害を防除し、及びこれらの災害による被害の軽減を図るため、関係機関との連携

の下に消防活動を実施する。 

 

５ 危険物事故の応急対策 

○ 市内の石油類、高圧ガス等危険物の貯蔵所等の施設については関係法令等に基づい

て防災体制の強化が図られているところであるが、万一、大規模な事故が発生した

場合、従業員はもとより、周辺の市民にも大きな影響を及ぼすおそれがある。この

ため、被災者の救助や被害拡大の防止等の応急措置を迅速かつ的確に講ずることに

より、被害を最小限に止めることが必要である。 

○ これらの施設に対する応急対策は、下記の章に準ずる。 

【参照先】 

構成 章 章名 

震災編 第２部第３章 安全な都市づくりの実現 
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６ 鉄道事故対策 

○ 市は、大規模な鉄道事故により災害が発生した場合は、地域住民の安全確保を図る

ため、関係機関と連携し、適切な情報提供を行う等対策を講じる。 

○ 府中消防署は、火災等から地域住民の人命及び財産を守るため、関係機関と連携し、

消防機関の有する全機能をあげて火災等を警戒・防除・鎮圧するとともに、救助・

救急活動を実施する。 

○ 危険物・毒物・劇物等を積載した車両からの危険物・毒物・劇物等の流出等が発生

した場合は、関係機関が連携して対策を講じるものとする。 

○ ＪＲ東日本、京王電鉄、西武鉄道は、旅客列車等の衝突・脱線・転覆・火災等の大

規模な事故が発生した場合は、市に協力し、迅速に状況を把握する。また、府中警

察署や府中消防署等の関係機関と連携して、乗客の安全確保や被害の拡大防止のた

めの応急措置を行う。また、復旧状況や列車の運行状況について、関係機関に連絡

する。 

○ これらの事故に対する応急対策は、下記の章に準ずる。 

【参照先】 

構成 章 章名 

震災編 第２部第３章 安全な都市づくりの実現 

震災編 第２部第４章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

 

７ 航空機災害対策 

○ 市は、市及び市周辺での航空機の墜落事故等が発生した場合、以下の事項を把握し、

都、府中消防署、その他の関係機関へ迅速に連絡する。府中消防署は、「大規模災

害出場計画」、「危険物火災出場計画」、「救急特別出場計画」等により対応する。 

＜連絡事項＞ 

・ 事故の種類 

・ 事故発生の日時及び場所 

・ 事故機の種別 

・ その他必要な事項 

○ また、事故機が自衛隊機、米軍機の場合は、「米軍及び自衛隊機の飛行場周辺航空

機事故等に関する緊急措置要綱」に基づき、対策活動を実施する。 

（資料１２６ 「米軍及び自衛隊機の飛行場周辺航空機事故に関する緊急措置要

綱」） 
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８ 道路災害対策 

○ 市は、タンクローリーの横転事故火災、毒劇物運搬車の横転事故等の道路災害が発

生した場合、地域住民の安全確保を図るため、関係機関と連携の下、災害の状況に

応じた対策を講じる。 

○ 市は、市の所管する道路において事故が発生した場合、またその可能性がある場合

は、被害を最小限にし、交通を確保するため、事故の状況把握や応急措置・復旧体

制を確保する。また、事故状況に応じて、都に対して現地連絡調整所の設置を要請

する。事故の発生により、又は発生に伴う火災の延焼等、被害の拡大により、住民

の避難が必要な際は、都、警視庁、消防機関と連携し、避難先の確保や避難者の誘

導等を行う。 

○ 消防関係機関は、火災や毒劇物等の流出・拡散から地域住民の人命及び財産を守る

ため、関係機関と連携し、消防機関の有する全機能をあげて活動する。 

○ 道路管理者は、車両の多重衝突・火災等の大規模な事故が発生した場合、迅速に状

況を把握し、府中警察署や府中消防署等の関係機関へ連絡を行うとともに連携して、

乗客の安全確保や被害の拡大防止のための応急措置を行う。 

【参照先】 

構成 章 章名 

震災編 第２部第３章 安全な都市づくりの実現 

震災編 第２部第９章 避難者対策 

 

９ 避難 

○ 火災、危険物の漏えい及び大爆発等の大規模事故時には、付近の住民の避難が必要

となる。このため、市は、被災者の生命、身体の安全確保等について適切な避難対

策を講じる。 

○ 避難については、下記の章に準ずる。 

【参照先】 

構成 章 章名 

震災編 第２部第９章 避難者対策 
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１０ 救助・救急 

○ 市は、火災、危険物の漏えい及び大爆発等の大規模事故時には、府中消防署、府中

警察署、都及び関係機関と協力し、被災者の救助・救急、救護活動を実施する。 

○ 救助・救急に係る対策は、下記の章に準ずる。 

 

【参照先】 

構成 章 章名 

震災編 第２部第５章 初動対応体制の整備と事業継続体制の確保 

 

１１ その他（医療救護・緊急輸送・応急生活・公共施設等の応急・復旧）の

対策 

○ 大規模事故発生時において被害を最小限に抑え、被災者の生命及び安全を確保する

とともに人心の安定を図るためには、迅速に救援・救護活動、生活再建のための対

策を実施することが重要である。 

○ これらの対策については、下記の章に準ずる。 

【参照先】 

構成 章 章名 

震災編 第２部第４章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

震災編 第２部第７章 医療救護等の対策 

震災編 第２部第１２章 市民の生活の早期再建 
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第３部 府中市災害復興計画 
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第１章 府中市災害復興本部の設置 

 

第１節 府中市災害復興計画の整備 

○ 市は、東京都が作成した「区市町村震災復興標準マニュアル」を参考とし、地域特性を

反映し、「府中市震災復興マニュアル」を事前策定する。 

○ 市は、「大規模災害からの復興に関する法律（平成２５年法律第５５号）」に基づき、

被災直後の救助と応急復旧中心の体制から復興対策の体制へ円滑に移行ができるよう、

災害復興事業を長期的視野に立って速やかに、かつ計画的に実施していくための組織と

して府中市災害復興本部等の総合的な組織・体制の整備を図る。 

 

第２節 府中市災害復興本部の設置 

○ 市長は、地震等の災害により被害を受けた地域が府中の地域内で相当の範囲に及び、か

つ、震災からの復興に相当の期間を要すると考えられるような重大な被害を受けた場合

に、府中市災害復興本部を設置する。 

○ 府中市災害復興本部は府中市災害対策本部と並行して、被災後１週間程度の早い時期に

設置し、同時に市職員、学識経験者、市民代表及び都職員等より構成される府中市災害

復興計画検討委員会を設置し、「災害復興基本方針」等を諮る。 

 

 

府中市災害復興本部  府中市災害復興計画検討委員会 

（市職員、学識経験者、 

市民代表、都職員等） 

本 部 長 市 長  

副本部長 副市長、教育長  

本 部 員 各 部 長 

  

各 部 部 員 

 

第３節 府中市災害復興本部の役割及び府中市災害対策本部との関係 

○ 両本部の関係は次の表のとおり。 

 

【府中市災害復興本部と府中市災害対策本部】 

府中市災害復興本部 府中市災害対策本部 

○ 震災復興事業を長期的視点に立って速

やかに、かつ、計画的に実施する組織 

○ 災害応急・復旧対策を臨時的、機動的

に実施する組織 
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○ 震災復興に関連する一連の活動は、被災後間もない応急対策の段階から質的な変化を伴

いつつ、連続的に、徐々に進行していくものであるため、府中市災害対策本部が所掌す

る応急的な事務事業で、震災復興にも関係し、それに大きな影響を与えるものについて

は、両本部が緊密に連携、連絡しながら処理する。 

○ そのため、府中市災害対策本部が所掌する応急的な事務事業で、震災復興にも関係し、

それに大きな影響を与えるものについては、両本部が緊密に連携、連絡しながら処理す

る。 

 

第４節 府中市災害復興本部の分掌事務 

○ 府中市災害復興本部の分掌事務は、事前策定する「府中市震災復興マニュアル」に定め

る。 

 

第５節 府中市災害復興本部の解散 

○ 本部長（市長）は、都市の復興及び市民生活の再建と安定が図られたと認めるときは、

府中市災害復興本部を解散する。 
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第２章 府中市災害復興計画の策定 

 

第１節 府中市災害復興基本方針の策定 

○ 市長は、大地震等の災害発生後、都と連携して被害の状況を把握し、復興体制をつくる

ための「家屋・住家被害状況調査」を実施する。 

○ 調査と並行して府中市災害復興本部を設置し、復興後の市民生活や市街地形成のあるべ

き姿及びその実現に至る基本戦略を明らかにするため、東京都の作成する震災復興基本

方針に即し、震災後２週間以内を目途に、府中市災害復興本部会議の審議を経て、「府

中市災害復興基本方針」を策定し、公表する。 

○ 「府中市災害復興基本方針」の策定に当たっては、次の事項に配慮する。 

・くらしの一早い再建と安定 

・安全で快適な生活環境づくり 

・雇用の確保、事業の再開と新しい時代に対応した産業の創造 

・我が国政治や経済の中枢機能の速やかな回復 

 

【参考：東京都震災復興マニュアルの考え方】 
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第２節 府中市災害復興計画及び特定分野計画の策定 

１ 府中市災害復興計画の策定 

○ 府中市災害復興本部長は「府中市災害復興基本方針」に基づき、復興に係る市政の最

上位の計画として、「府中市災害復興計画」を策定する。 

 ※ 国が、大規模災害からの復興に関する法律に基づき、復興基本方針を定めた場合

には、市の震災復興計画を、復興法第１０条に基づく復興計画として位置付け、国

の復興基本方針及び都の復興方針に即して定めるものとする。 

○ 「府中市災害復興計画」は、以下の視点で策定する。 

・ 市が実施する復興施策に係る基本目標と体系を明らかにする 

・ 市民の生活再建、生活の基盤であるまちの再生（まちづくり）等に必要な施策を

網羅する 

・ 繰り返し発生する大災害にも耐え得る都市への改善を目指した長期的視点に立つ 

 

２ 特定分野計画の策定 

○ 都市復興、住宅復興等その性質上、具体的な事業計画等を必要とする分野については、

「府中市災害復興基本方針」を踏まえ、「府中市災害復興基本計画」の策定と並行し、

個別の復興計画（以下「特定分野計画」という。）を策定する。 

○ 「特定分野計画」には、次のようなものがある。 

・ 「都市復興計画」 

無秩序な建築の制限を行う建築制限、復興への具体的な計画をまとめる計画 

・ 「住宅復興計画」 

住宅分野における取組等をまとめる計画 

・ 「産業復興計画」 

産業分野における取組等をまとめる計画 

・ 「くらしの復興計画」 

医療・福祉・保健、教育・文化、外国人、市民活動、消費生活等に関する取組

等をまとめる計画 
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【災害復興に係る計画の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 災害復興に係る各計画のスケジュール 

○ 災害復興に係る各計画は、おおむね以下のスケジュールで策定する。 

 

【策定スケジュール】 

着手時期 内  容 

1週間 

～１カ月以内 

○ 家屋・住家被害状況調査 

 ①調査 

 ②補足調査 

 ③家屋被害台帳等の作成・整理・公表 

２週間以内 
○ 「府中市災害復興基本方針」の策定 

○ 府中市災害復興計画検討委員会開催 

１か月以内 ○ 「府中市災害復興計画」の基本理念等決定 

３か月以内 ○ 財政計画の調整 

４か月以内 
○ 「府中市災害復興計画（案）」の策定 

○ 住民への提示及び意見集約 

５か月以内 ○ 「特定分野計画」との調整 

６か月以内 ○ 「東京都復興計画」との調整 

 

 

府中市災害復興基本方針 

  

府中市災害復興計画 

  

特定分野計画 

都市復興計画  住宅復興計画 

   

産業復興計画  くらしの復興計画 等 
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第３節 復興の全体像と分野別の復興プロセス 

１ 復興の全体像 

○ 復興を円滑に進めるためには、地域住民の復興への強い意欲と復興のあり方への合意

が必要である。 

○ 合意形成を図るには、地域ごとに復興のあり方を協議する市民組織の結成が不可欠で

あり、府中市では、既存の市民組織等をその母体とする。 

○ 復興のプロセスは、その担い手により被災者個人による独自復興、行政主導による復

興及び地域力を活かした地域協働復興という３つのパターンが考えられる。 

 

２ 分野別の復興プロセス 

２－１ 都市復興 

○ 市は、特定分野計画である「都市復興基本計画」を策定し、都と連携して、被災

を繰り返さない、環境と共生したまちづくりを目指す。 

 

【策定スケジュール】 

着手時期 内  容 

２週間以内 
○ 都市復興基本方針の策定 

○ 家屋被害概況調査の実施 

２週間 

～２か月 

○ 第一次建築制限の実施 

○ 復興対象地区の設定 

○ 家屋被害状況調査の実施 

○ 住民への提示及び意見集約 

２か月以内 ○ 「都市復興基本計画」（骨子案）の検討・策定 

３か月以内 ○ 時限的市街地の形成 

６か月以内 ○都市復興基本計画、復興まちづくり計画等の策定 

２か月 

～２年以内 
○ 第二次建築制限の実施 

６か月以降 ○ 復興事業の推進 
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２－２ 住宅復興 

○ 住宅の復興は、被災者の生活安定のための前提であり、都市を復興するための不

可欠な要素である。しかし、その再建には極めて大きな困難が伴うため、民間住

宅の復興は自助努力が基本という原則を踏まえながら、行政による適切な支援を

行うことが必要である。 

○ 市は、特定分野計画である「住宅復興計画」を策定し、都と連携した、応急的な

住宅の確保、自力再建への支援及び公的住宅の供給により、震災発生後できるだ

け早期に被災者に対して住宅復興への道筋を明示するとともに、可能な限り多様

な住宅対策を講じる。 

 

２－３ 産業復興 

○ 人々の暮らしは、安定雇用の実現や再開によって、はじめて安定したものとなる。

そのため、失業者の発生をできる限り未然に防ぐとともに、失業を余儀なくされ

た人々が速やかに再就職できることが重要となる。 

○ 特定分野計画である「産業復興計画」を策定し、産業の復興が円滑に行われるよ

う雇用対策、事業再開の支援、産業復興支援、相談・指導体制の整備等の項目に

ついて検討を進める。 

○ 復興過程においては、自力再建までの一時的な事業スペースの確保への支援、施

策再建のための金融支援、取引等のあっせん、物流の安定等、総合的な対策を講

じる。 

 

２－４ くらしの復興 

○ 市民の暮らしを災害前の状態に戻すこと及び元の暮らしに戻ることが困難な被

災者に対して新たな状況に適合した暮らしができるよう、医療・福祉・保健、教

育・文化、外国人、市民活動、消費生活等に関する対策を総合的に推進すること

が必要である。 

○ 市は、特定分野計画である「くらしの復興計画」を策定し、市民の暮らしの復興

が円滑に行われるよう、地域医療体制の整備と医療機関の機能回復、福祉サービ

ス提供体制の再構築等、保健衛生対策、教育・文化対策、市民に対する情報提供

と相談等の項目について検討を進める。 

○ ボランティアやＮＰＯ等が活動しやすい環境の整備を図るとともに、これらの市

民団体等との連携の下、生活基盤・環境を創造的に形成する。 

 


